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第1章 総則 
第1節 目的 

本計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づいて、渡嘉敷村の防災対策に関し、おおむね次の
事項を定め、もって総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、防災の万全を期するものである。 

1．渡嘉敷村の防災対策に関する指定地方行政機関、県、村、指定公共機関、指定地方公共機関、公
共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱並びに村民
等の責務 

 
2．治山、治水、砂防及び海岸保全事業、緊急防災・減災事業、地震防災緊急事業五箇年計画の推

進に係る事業、防災教育及び訓練、災害用食料、物資及び資材の備蓄及び防災施設の整備その
他の災害予防に関する計画 

 
3．防災に関する組織、気象警報等の伝達、災害情報等の収集、避難、水防、消防、救助、衛生、文教

及び交通輸送その他の災害応急対策に関する計画 

 
4．災害復旧・復興に関する計画 

 
5．その他の必要な事項 

 
なお、本計画の構成、対象災害は次のとおりである。 

 

第2節 用語 

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによるものとす
る。 

基本法 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）をいう。 

救助法 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）をいう。 

県防災計画 沖縄県地域防災計画をいう。 

村防災計画 渡嘉敷村地域防災計画をいう。 

県本部 沖縄県災害対策本部をいう。 

現地本部 沖縄県現地災害対策本部をいう。 

地方本部 沖縄県災害対策地方本部をいう。 

村本部 渡嘉敷村災害対策本部をいう。 

村本部長 渡嘉敷村災害対策本部長をいう。 

 

第 1 編基本編 
本計画の目的、想定する災害、防災関係機関等の役割分担、防災対策の基
本方針及び計画の見直し・推進体制等の基本事項 

第 2 編地震・津波編 地震・津波に対する予防計画、応急対策計画、災害復旧・復興計画 

第 3 編風水害等編 
台風や大雨による洪水・高潮・土砂災害・風害、大規模火災、林野火災、危
険物等災害、不発弾等災害、原子力災害、道路事故災害、海上災害に関す
る予防計画、応急対策計画及び復旧・復興計画 

資料編 各編に関係する資料・様式 
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第3節 渡嘉敷村の概要 

1．沿革 

本村は、県都那覇市の西方海上に分布する島々の中で最も沖縄本島に近い有人島で、本村及び
西隣の座間味村の島々を含めて慶良間諸島を形成しており、昔から慶良間といえば渡嘉敷村と座間
味村の通称で、以前は沖縄本島から見て手前に見える渡嘉敷島一帯を「前慶良間（メーギラマ)｣、そ
の後方の座間味村の島々を「後慶良間（クシギラマ)」と呼んできた。さらに北西方向には、粟国島や渡
名喜島、西方には久米島などの島々を望むことができる。 

周りを海に囲まれた渡嘉敷島では古くから海を渡り交易を行い、琉球王朝時代には多くの男たちが
進貢船や階船の乗組員として活躍している。 

〔旧藩時代〕 

座間味間切の番所に県庁の役人（在勤官）が駐在し、県の政策を間切に伝え、地頭代以下の地方
役人らに指示して渡嘉敷、座間味両間切の行政を監督していた。 

〔廃藩置県後〕 

明治 12 年の廃藩置県で沖縄県がおかれると、翌年にはそれまで座間味間切に駐在して渡嘉敷と
座間味の両間切の行政を監督していた在勤官が廃止され、渡嘉敷は那覇役所長の統治下におかれ
たが、明治 29 年には那覇役所長の統治から離れ、島尻郡役所の行政区域に編入され、問切長は郡
長推薦で知事から任命されるようになった。 

明治 41 年、地方制度の改正で沖縄県島尻郡渡嘉敷村となり、明治 42 年 2 月間切長は村長に改
称され、大正 9 年一般町村制が施行され、村長や村会議員の選挙が実施された。 

明治 36 年には鰹漁業が創業され徐々に規模を拡大し、昭和 3 年には 20 屯級の鰹漁船 2 隻が建
造され、若い男子のほとんどがこの仕事に従事するようになった。 

〔戦中〕 

1941 年 12 月太平洋戦争が勃発し、1945 年 3 月 23 日の正午過ぎから始まった米軍艦載機の空襲
では、集落のほとんどが焼失し、全島が山火事となった。その後も砲爆撃は続き 3 月 27 日に米軍は
渡嘉敷島に上陸、翌 3 月 28 日の住民の「集団自決」では 329 人もの尊い命が失われた。 

〔戦後〕 

米軍は、渡嘉敷島に駐屯して住民は軍の保護を受けるようになり、本村は慶良間列島市（渡嘉敷
村、座間味村、渡名喜村の三村で構成｡）に属し、米軍の指揮下におかれると、列島議員 17 名が選出
され、議員による間接選挙で列島市長が選出されるなど戦後初の列島自治制施行が布告され、列島
議員及び列島長の選挙を施行し、住民の治安が維持された。 

1946 年 4 月に列島制度が廃止され、5 月 1 日には戦後初めて村出身者の村長が推薦により選出さ
れ、村三役、村政委員（村会議員)、区長等、行政組織が整えられた。1948 年 2 月 1 日及び 8 日相次
いで新選挙法による村長、議会議員の選挙が行われ、同年 7 月市町村制の公布により戦後初めての
自治制が確立されて現在に至っている。 
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2．位置及び面積 

渡嘉敷島は、那覇市の西方 32 キロの北緯 26．11°東経 127．21°に位置し、隣の座間味村の
島々を含めた慶良間諸島の中でも最も大きな島で、南北 9 キロ、東西 2 キロ、周囲 12 キロ、面積
15.8k ㎡の細長い島で、村域では唯一の有人島である。 

渡嘉敷村は、渡嘉敷島のほかに前島（1.51ｋ㎡)、儀志布島（0.48ｋ㎡)、ナガンヌ島(0.32ｋ㎡)、ウン島
(0.29ｋ㎡)、神山島(0.26ｋ㎡)、仲島(0.18ｋ㎡)などを含めた大小十余りの無人島で構成されており、村
の総面積は 19.18ｋ㎡である。 

●位置図  
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3．地勢・地質 

那覇市の西方 32 キロの北緯 26.11°東経 127.21°に位置し、慶良間諸島の中で一番大きな島が
渡嘉敷島である。 

ほかに前島、神山島、ナガンヌ島、黒島、儀志布島など大小十余の無人島を含めて、総面積 19.18
ｋ㎡で渡嘉敷村は形成されている。 

前島は、台風災害や自然条件の厳しさから島での生活にみきりをつけ、昭和 37 年 12 月までには
全員沖縄本島などへ引揚げてしまい無人島になっていましたが、平成 22 年の国勢調査では 4 人の
人口を確認している。 

渡嘉敷島は、中央部から北側にかけて 200 メートルを越す山々が連なり、その間にあるわずかな低
地に渡嘉敷集落が形成されており、島の南側にかけてはだんだんと低くなっており南向きに開けたビ
ーチの近くには阿波連集落が形成されている。 

中央の低地を除けば、山の急斜面や絶壁が海に迫り、険しい海岸線の所々に砂浜が形成されリー
フが広がっている。 

また、平成 26 年 3 月 5 日には、渡嘉敷村と座間味村からなる慶良間諸島地域が「多様なサンゴを擁
するサンゴ礁生態系や我が国の亜熱帯地域においては稀な多島海景観をはじめとする多様な海域景
観を有し、陸と海が連続して一体となった雄大な景観を有する地域であること」から全国で 31 番目の
国立公園に指定されている。 

 
4．気候 

渡嘉敷の気候は、亜熱帯海洋性気候に属し、2000 年以降（2000 年～2018 年）の平均最高気温は
26.8℃、平均最低気温 16.1℃となり、年平均気温では 21.3℃と温暖な気候となっている。 

また、2000 年以降（2000 年～2018 年）の月別平均降水量をみると、6 月が 295.9ｍｍと最も多く、次
いで 5 月 265.2mm、9 月 255.8mm と続いてる。月別の平均気温をみると 7 月、8 月の 26.9℃が最も高
く、次いで 9 月 25.1℃、9 月 25.9℃となってる。月別の平均気温で最も低い値を示すのは、1 月の
15.4℃で最も平均気温が高い月と比べると差が 11.5℃となった。 

●気象条件 

 

年 

降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 

合計 日最大 
最大 平均 

最高 最低 
平均 最大風速 

1 時間 日平均 日最高 日最低 風速 風速 
2000 2780 221 66 21.1 22.9 19.6 29.8 8.1 4.7 18 
2001 2956 233 50 21.4 23.2 19.9 31.2 9.4 4.5 31 
2002 2238 181 52 21.1 22.9 19.6 30.3 10.8 4.5 28 
2003 1415 88 43 21.4 23.5 19.7 32.1 8.9 4.5 23 
2004 1833 116 63 21.4 23.5 19.7 30.6 7.2 4.5 24 
2005 1816 171 57 21.1 23.2 19.4 31.1 6.8 4.5 19 
2006 2340 137 78 21.5 23.6 19.8 30.7 9.6 4.4 24 
2007 2834 314 60 21.5 23.7 19.8 30.9 9.3 4.9 30 
2008 1658.5 167.5 73 21.4 23.7 19.6 31.2 8.6 4.6 16 
2009 1866 132.5 66.5 21.5 23.9 19.7 31.9 8.8 4.8 19.6 
2010 3007.5 182 58 21.3 23.7 19.5 31 7.3 4.9 20.5 
2011 1998 182 45 20.9 23.1 19.2 30.2 6.7 4.9 28 
2012 3137.5 232 71.5 21 23.2 19.3 30.6 9.9 5 36.8 
2013 2001 122.5 63.5 21.3 23.7 19.6 32.5 8.3 4.8 23.6 
2014 2232 119 42 21.2 23.6 19.5 31.6 9.3 4.8 35.3 
2015 1680 176.5 69.5 21.6 23.9 19.9 31.1 8.2 4.8 28.9 
2016 2347.5 88 45 22.2 24.5 20.4 31.6 3.7 4.8 28.7 
2017 1697.5 157 49 21.7 24.1 19.9 32 8.4 4.7 26.5 
2018 2314.5 161 67.5 21.5 23.8 19.7 30.3 7.4 5.1 36.4 
2019 2439.5 105.5 61.5 21.9 24.1 20.2 30.9 11.4 5.1 32.9 
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●月別の気温と降水量 

要素 
降水量 平均気温 日最高気温 日最低気温 平均風速 日照時間 

(mm) (℃) (℃) (℃) (m/s) (時間) 

統計期間 1981～2010 1981～2010 1981～2010 1981～2010 1981～2010 1986～2010 

1 月 
132.7 15.3 17.5 13.4 4.9 87.8 

2 月 
138.7 15.4 17.7 13.5 5 89 

3 月 
200.1 17.1 19.6 15 4.9 103.5 

4 月 
198.1 19.5 21.9 17.5 4.7 110.1 

5 月 
268.8 22 24.4 20.1 4.4 128.2 

6 月 
244.5 24.7 27.1 23.1 4.6 143 

7 月 
137.2 26.7 29.2 25 4.5 230.5 

8 月 
187.2 26.6 29.1 24.9 4.6 213.1 

9 月 
244.9 25.5 28 23.9 4.6 185.5 

10 月 
139.3 23.2 25.5 21.6 4.5 164.3 

11 月 
124.3 20.3 22.5 18.7 4.8 114.7 

12 月 
124.1 17.1 19.2 15.3 4.9 111.7 

年 2148.4 21.1 23.5 19.4 4.7 1686.1 

 

●台風発生及び沖縄地方に接近した台風数 

年  1 月  2 月  3 月  4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月 10 月 11 月 12 月 年間 

2018      2 3 4 2 1 1  13 
2017       3 1 1 2   7 
2016       1 1 4 1   7 
2015     1  2 2 1    6 
2014      2 3 2 2 2   10 
2013      1 1 2 1 4   9 
2012      3 2 4 2 1   11 
2011     2 1 1 1 2    7 
2010        3 3 1   6 
2009        1  2   3 
2008     2  2  2    6 
2007       1 3 2 2   8 
2006       3 2 1    6 
2005      1 1 2 3 2   8 
2004     1 2 1 4 3 3  1 15 
2003    1 1 2  2 2  1  9 
2002      1 5 1 1    8 
2001     1  1 1 2 1   6 
2000     1  2 3 2 1 1  10 
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5．人口・世帯数 

本村の平成 27 年国勢調査人口は 730 人で、世帯数は 417 世帯となっている。 

人口動態をみると第二次大戦中の昭和 20 年 5 月に伊江村民 1,700 人が米軍により渡嘉敷島へ移
住させられ、本村民 1,100 人とともに、翌 21 年 7 月引き揚げまで生活をともにした。 

その後は国勢調査人口で見ると、昭和 35 年の 1,509 人をピークに昭和 45 年の 712 人まで急激に
減少し、以後わずかな増減を繰り返し、近年は横這い状態が続いている。 

しかし、世帯数は昭和 35 年 372 世帯から平成 27 年 417 世帯と、人口が半減したのに比べ増加傾
向で推移しており、若年層の流出に伴い高齢者の一人暮らしや、少子化による核家族化がすすんで
いる。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．居住状況等 

平成 24 年 1 月 1 日現在（村総務課資料）における渡嘉敷村の建物棟数は、総家屋数 401 棟で、う
ち課税家屋総数 360 棟、このうち木造家屋は 18 棟である。 

 
 

7．道路状況 

本村には平成 24 年 4 月 1 日現在、県道 1 路線（総延長 576ｍ、舗装率 100％）があり、村道は 33
路線（総延長 19,305ｍ、舗装率約 100％)、農道 15 路線（総延長 3，527ｍ、舗装率 98％）となってい
る。 
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8．災害概況 

過去における主な災害記録は次のとおりである。 

●自然災害 

年 月 日 種 別 被 害 状 況 

昭和 23 年 
10 月３～４日 

台風ビリー 直撃 

昭和 24 年 台風グロリア  
 

昭和 25 年 11 月
11 日 

台風クララ  
 

昭和 26 年８月 18～
19 日 
〃10 月 14 日 

台風マージ 
台風ルース 

前島で約半数の家が流され耕作物は全滅の被害 

昭和 27 年８月 15
日 

台風キャレン 公共建物の全壊２、半壊９、民家の全壊 13、半壊 15、畜舎全壊 15、半
壊 36、船舶の座礁４隻。農作物８割と水稲４割が被害を受ける。 

昭和 28 年８月 16
日 

台風ニーナ 阿波連部落で畑１町歩あまりが潮害 

昭和 31 年９月 台風エマ 住家全壊３，半壊 35、非住家全壊１、半壊３。農作物５割以上、道路決
壊 50ｍ、堤防流失 80ｍ。 

昭和 32 年９月 26
日 

台風フェイ 被害多出 

昭和 35 年５月 24
日 

地震・津波 南米チリで発生した地震・津波は日本各地、沖縄中北部地区に被害
甚大で死傷、行方不明多数出る。 
この年は干ばつによる水稲被害発生。 

昭和 36 年 10 月３
日 

台風 23 号 最大瞬間風速 60ｍ/ｓ。久米島西方海上を通過したが 20ｍ/ｓ以上の
風雨。 

昭和 38 年６月１日 大旱魃 甘藷(さつまいも)はほぼ全滅、水稲立ち枯れ。 
昭和 40 年８月５日 台風ジーン 久米島、慶良間を通過 
平成９年 
８月４～10 日 
８月 16～19 日 

台風 11 号 
台風 13 号 

暴風雨により村道阿波連線５カ所、村道大谷線２カ所で土砂崩れ等災
害発生、床上浸水２棟、床下浸水６棟、水路や農道にも被害。 
降り始めからの降雨量 500 ﾐﾘ超える。（局地激甚災害） 
暴風雨により村道阿波連線､村道大谷線で法面崩壊や路肩決壊｡(局
地激甚災害） 

 

●人為災害 

年 月 日 種 別 被 害 状 況 

明治 37 年 8 月 
明治38年11月 

食物中毒 
火災 

渡嘉敷で夫婦が蘇鉄中毒により死亡 
渡嘉敷で民家（台所）の茅壁焼失（住民による消火） 

明治44年1月 難破 
渡名喜の船（男女約16人）が東海岸で難破（青年会が救
出） 

昭和37年12月 爆発 渡嘉敷港渡喋工事中爆発事故 死者4名、負傷者8名 
昭和38年7月 火災 渡嘉敷波佐間原で山林火災 約64万㎡焼失 
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第4節 災害の想定 

本計画は、沖縄県が本県の気象、地勢及び地質等の地域特性によって起こる災害を検討した結果を
踏まえ、本村に特に関係のある次に掲げる規模の災害を想定の基本として策定した。 

ただし、平成 23 年に発生した東北地方太平洋沖地震、1771 年八重山地方大地震の大津波の教訓
から、歴史に学ぶ最大クラスの地震・津波からの避難についても、村全域で可能な限り対策を講じる必要
がある。 

 

1．風水害 

1） 台風 

名称 日時 被害状況 

昭和 32 年台
風第 14 号フ
ェイ 

昭和 32 年９月 25、
26 日 

最大風速：47.0m/s（那覇） 

最大瞬間風速：61.4m/s（那覇） 

降水量：70.7mm（那覇、25～26 日） 

死傷者・行方不明者:193 名（内死者及び行方不明者
131 名） 

住宅全半壊：16,091 戸 

第２宮古島台
風（昭和 41 年
台風第 18 号
コラ） 

昭和 41 年９月５日 

最大風速：60.8m/s（宮古島） 

最大瞬間風速：85.3m/s（宮古島） 

降水量：297.4mm（宮古島、3～6 日） 

傷者：41 名 

住宅全半壊：7,765 戸 

平成 15 年台
風第 14 号マ
エミー 

平成 15 年９月 10、
11 日 

最大風速：38.4m/s（宮古島） 

最大瞬間風速：74.1m/s（宮古島） 

降水量：470.0mm（宮古島、９～12 日） 

死傷者：94 名（うち死者１名） 

住宅全半壊：102 棟（うち全壊 19 棟） 

平成 30 年 

台風第 25 号
コンレイ 

平成 30 年 10 月 3
日 

最大風速：60m/s（宮古島） 

最低気圧：900hPa 

 

2） 地すべり 

日時 発生場所 被害状況 

平成 18 年６月 10
日 

沖縄県中頭郡中
城村字北上原及
び安里地内 

降雨状況先行降雨量 533mm（５／1～６／９） 
集中降雨量 88mm（６／10） 
地すべりの規模平均高さ 30ｍ（最大 42ｍ）、長さ約 335ｍ 
移動土量約 34 万ｍ３、地すべり面積５万６千㎡ 
地すべり幅最大 260ｍ 
人的被害なし 
道路損壊県道 35 号線延長 140ｍ、村道坂田線延長 100ｍ 
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3） 河川のはん濫（浸水想定） 

県内の重要河川である次の水位周知河川については、水防法に基づく浸水想定区域が指定され
ている。浸水想定区域は、洪水防御に関する計画の基本となる降雨で、当該河川がはん濫した場合
の浸水深をシミュレーションで予測されている。 

なお、支川のはん濫、高潮及び内水によるはん濫等は考慮されていない。 

村内では重要水防区域内で危険と予想される区域（河川）として渡嘉敷川が指定されている。 

 

●村内の重要水防区域内で危険と予想される区域（河川） 

所
轄
土
木
事
務
所 

等
名 

水
防
管
理
団
体
名 

水
系
名 

河
川
名 

重要水防区域 危険と予想される主な区域 予
想
さ
れ
る
危
険 

予想される被害の程度 

流路 

延長 
区域 

流路 

延長 
区域 

家
屋
（棟
） 

耕
地
（ｈ
ａ
） 

人
口
（人
） 

面
積
（ｈ
ａ
） 

 

南
部
土
木
事

務
所 

渡
嘉
敷
村 

渡
嘉
敷
川 

渡
嘉
敷
川 

2.1 上流 1.6 ㎞～河口 1.6 上流 1.6 ㎞～河口 
溢
水 

91 11 315 16 

 

4） 高潮（浸水想定） 

本県に来襲する台風の特徴をもとに、大きな被害をもたらすおそれがある台風の経路及び中心気
圧（最低中心気圧 870hPa）を想定して、波浪と高潮による浸水区域が予測されている。調査は平成
18 年度に本島沿岸域、平成 19 年度に宮古・八重山諸島沿岸域を対象に実施しており、予測結果
の概要は次のとおりである。なお、高潮浸水想定結果の図を P1-10～1-11 に示す。 

 

●高潮浸水想定の概要 

対象 想定台風の経路 浸水予測 

本島沿岸域 
①沖縄本島西側を北上 
②沖縄本島南側を西進 
③沖縄本島東側を北上 

本島南部では海岸に沿って広がっている低地、本島北部
や周辺諸島では海岸や河川に沿って点在する低地が浸
水 
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●高潮浸水想定の図 
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●高潮浸水想定の詳細図 
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5） 土砂災害（危険箇所・区域） 

村内にはがけ崩れ、土石流、地すべりへの警戒避難等が必要な箇所が 28 箇所存在する。 

これらの危険箇所・区域等は表層崩壊を想定している。村内の土砂災害危険箇所・区域一覧 

●村内の土砂災害危険箇所・区域一覧 

種別 がけ崩れ 土石流 地すべり 合計 

土砂災害危険箇所 
（国土交通省、平成 14 年度） 

5 2 0 7 

土砂災害警戒区域 
（国土交通省、平成 29 年度） 

5 2 0 7 

土砂災害特別警戒区域 
（国土交通省、平成 29 年度） 

5 4 0 9 

山地災害危険地区 
（林野庁、平成 19 年度） 

5 0 0 5 

 

  



 

１-13 

 

2．地震及び津波の被害想定 

本村の地震防災・減災対策の数値目標の基礎となる大規模地震・津波による物的・人的被害量等
について、「沖縄県地震被害想定調査」（平成 25 年度）に基づき、被害の概要を以下にまとめる。 

1） 想定地震 

沖縄県の陸地部及び周辺海域で発生するおそれがある地震から、次の 17 の想定地震を設定され
ている。想定地震の概要は次のとおりである。 

なお、村内における最大震度は 7 つの地震で６弱と想定されており、沖縄本島南東沖地震３連動で
は、村内全域で６弱が観測されると想定された。 

●地震・津波被害予測の想定地震一覧 

想定地震 
マグニ

チュード 
ゆれ等の特徴（予測最大震度） 備考 

沖縄本島南部断層系 7.0 
沖縄本島南部において震度が大きい 
（７） 

前回調査 
（平成21年
度）より 

伊祖断層 6.9 
那覇市周辺において震度が大きい 
（７） 

石川-具志川断層系 6.9 
沖縄本島中南部において震度が大きい
（７） 

沖縄本島南部スラブ内 7.8 
沖縄本島南～中部において震度が大き
い（６強） 

八重山諸島南方沖地震 8.8 
津波浸水深の最大値を示す 
（６弱） 

平成 23・24
年度 
津 波 被 害
想 定 調 査
より 

八重山諸島南東沖地震 8.8 
津波浸水深の最大値を示す 
（６弱） 

沖縄本島南東沖地震 8.8 
津波浸水深の最大値を示す 
（６弱） 

沖縄本島東方沖地震 8.8 
津波浸水深の最大値を示す 
（６弱） 

石垣島東方沖地震 8.0 
石垣島において震度が大きい 
（６強） 

石垣島北方沖地震 8.1 
西表島、多良間島において震度が大きい
（６強） 

久米島北方沖地震 8.1 
久米島、粟国島において震度が大きい 
（６強） 

沖縄本島北西沖地震 8.1 
伊平屋島、伊是名島において震度が大き
い（６弱） 

沖縄本島南東沖地震３連動 9.0 
沖縄本島及び周辺島嶼広域において震
度が大きい（６強） 

八重山諸島南方沖地震３連動 9.0 
先島諸島広域において震度が大きい 
（６強） 

沖縄本島北部スラブ内 7.8 
沖縄本島中～北部において震度が大き
い（６強） 

平成 25 年
度 に 新 規
設定 

宮古島スラブ内 7.8 
宮古島全域、伊良部島において震度が
大きい（６強） 

石垣島スラブ内 7.8 
石垣島市街地において震度が大きい 
（６強） 
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●村内における想定地震の震度 

想定地震 最大値 最小値 平均値 
震度面積割合 

７ ６強 ６弱 ５強 ５弱 ４ ３以下 

沖縄本島南部断層系 5.6 4.6 4.8 0.0% 0.0% 0.4% 2.7% 96.9% 0.0% 0.0% 

伊祖断層 5.9 4.5 4.9 0.0% 0.0% 2.2% 9.2% 81.9% 6.7% 0.0% 

石川-具志川断層系 5.2 4.2 4.5 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 6.9% 91.7% 0.0% 

沖縄本島南部スラブ内 6 5.7 5.8 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

八重山諸島南方沖地震 4 3.7 3.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

八重山諸島南東沖地震 5.3 4.9 5 0.0% 0.0% 0.0% 31.4% 68.6% 0.0% 0.0% 

沖縄本島南東沖地震 5.5 5.2 5.3 0.0% 0.0% 0.4% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

沖縄本島東方沖地震 5.5 5.2 5.3 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

石垣島東方沖地震 3.6 3.3 3.3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 95.0% 

石垣島北方沖地震 3.7 3.4 3.4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 91.4% 

久米島北方沖地震 5.5 5.2 5.3 0.0% 0.0% 0.5% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

沖縄本島北西沖地震 5.4 5.1 5.2 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

沖縄本島南東沖地震３連動 5.8 5.5 5.6 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

八重山諸島南方沖地震３連動 5.5 5.1 5.2 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

沖縄本島北部スラブ内 5.6 5.2 5.3 0.0% 0.0% 3.1% 96.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

宮古島スラブ内 4.2 3.8 3.9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

石垣島スラブ内 3.5 3.2 3.2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 99.9% 
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2） 予測項目・条件 

予測する主な項目は、各々の地震による震度（地震動）、液状化危険度、建物被害（揺れ、液状
化、土砂災害、津波、地震火災）、人的被害、ライフライン被害、交通施設被害、生活機能支障、災
害廃棄物被害、避難者、要配慮者被害である。なお、火災や人的被害に影響する発生の季節や時
刻等は、県民や観光客の滞留、就寝、火気の使用等の状況を考慮し、冬の深夜、夏の 12 時、冬の
18 時の３シーンとした。 

3） 予測結果の概要 

想定されたケースの中で全壊した建物数の合計が最も多いケースは、沖縄本島南東沖地震３連
動のケースで、351 棟に上った。 

予測死者数においては、沖縄本島南東沖地震３連動のケースが突出しており 410 人に上った。 

負傷者数も同様に、沖縄本島南東沖地震３連動のケースが突出しており、重症者と軽症者の合計
が 2,672 人に上った。 

また、津波に伴う要捜索者数も沖縄本島南東沖地震３連動のケースが最も多く 3,078 人に上った。 

避難者数においても、沖縄本島南東沖地震３連動のケースが最も多く、発災 1 日後には、避難所
内に 460 人、避難所外に 230 人が滞在している予測となっている。 
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●村の地震・津波被害量予測一覧 

 

全壊 
棟数 
（棟） 

[合計] 

半壊 
棟数 
（棟） 

[合計] 

死者数
（人） 

[合計] 

負傷 
者数 
（人） 

[合計] 

要救助 
者数 
（人） 津波に伴う 

要捜索者
数（人） 

避難所内 
避難者数 

（人） 

避難所外 
避難者数 

（人） 

災害時要援護
者被害者（人） 

地
震 

津
波 

１
日
後 

１
週
間
後 

１
ヶ
月
後 

１
日
後 

１
週
間
後 

１
ヶ
月
後 

１
日
後 

１
週
間
後 

１
ヶ
月
後 

沖縄本島南部
断層系 

4 7 0*3 0*2 0 0 0 3 3 2 2 3 4 0 0 0 

伊祖断層 3 5 0*1,3 0*1 0*1 0 0 2 2 1 2 2 3 0 0 0 

石川-具志川断
層系 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

沖縄本島南部
スラブ内 

47 86 0*1 17*1 7*1 0 0 41 99 59 27 99 139 1 3 2 

八重山諸島南
方沖地震 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

八重山諸島南
東沖地震 

6 15 0*1 2*1 0*1 0 0 6 5 3 4 5 6 0 0 0 

沖縄本島南東
沖地震 

348*3 21 332*2 2,095*2 1*1 50*2 2,425*2 459 384 190 230 51 444 12 10 5 

沖縄本島東方
沖地震 

19 39 0*1 4*1 1*1 0 0 17 28 11 11 28 26 0 1 0 

石垣島東方沖
地震 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

石垣島北方沖
地震 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

久米島北方沖
地震 

21 44 0*2 10*2 1*1 0 5*2 20 36 13 13 35 31 1 1 0 

沖縄本島北西
沖地震 

17 35 0*1 3*1 1*1 0 0 16 20 9 10 20 20 0 1 0 

沖縄本島南東
沖地震３連動 

351*3 25 410*2 2,672*2 3*1 50*2 3,078*2 460 391 191 230 53 447 12 10 5 

八重山諸島南
方沖地震３連動 

18 38 0*1 4*1 1*1 0 0 16 26 11 11 26 25 0 1 0 

沖縄本島北部
スラブ内 

20 41 0*1 5*1 1*1 0 0 18 31 12 12 31 29 0 1 0 

宮古島スラブ内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

石垣島スラブ内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*1：冬深夜 

*2：夏 12 時 

*3：冬 18 時 
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4） 市町村一律の直下型地震について 

１)の想定地震は、沖縄県において発生する可能性が高い地震等から設定したものであるが、地震
の多い我が国では、どの地域においてもマグニチュード 6.9 程度の直下型地震が起こりうる。 

そこで、村の地震防災対策の基礎資料となるように、県下各市町村の直下でマグニチュード 6.9 の
地震を想定し、２)の被害項目について予測を行った。 

 
3．津波の浸水想定 

本県の避難計画等の基礎となる津波の浸水想定区域、津波到達時間等について、概要を以下に
まとめる。 

(1) 切迫性の高い津波 

これまでの地震被害想定調査などで対象とされてきた、本県に将来発生すると予想される地震
津波の波源を想定して、浸水区域等を予測した。「沖縄県津波・高潮被害想定調査」（平成 18・19
年度）の想定モデル、予測結果等の概要及び津波浸水想定結果の図は以下のとおりである。 

●「沖縄県津波・高潮被害想定調査」（平成 18・19 年度）津波浸水想定のモデル一覧 

番号 波源位置（モデル名） マグニチュード 断層長さ（ｋｍ） 断層幅（ｋｍ） 

1 沖縄本島北方沖（Ｃ01） ７.８ 80 40 

2 沖縄本島南東沖（Ｄ01Ｗ） ７.８ 80 40 

3 沖縄本島南西沖（Ｈ９ＲＦ） ７.８ 80 40 

4 久米島南東沖（Ｃ02） ７.８ 80 40 

5 久米島北方沖２（Ｂ04Ｅ） ７.８ 80 40 

6 宮古島東方沖（Ｃ04Ｗ） ７.８ 80 40 

7 宮古島南東沖（Ｄ06Ｎ） ７.８ 80 40 

８ 宮古島西方沖（Ｃ05Ｅ） ７.８ 80 40 

9 石垣島東方沖１（Ｃ06Ｗ） ７.８ 80 40 

10 石垣島東方沖２（ＮＭ11） ７.８ 60 30 

11 石垣島南方沖（ＩＭ00） ７.７ 40 20 

12 石垣島北西沖（Ａ03Ｎ） ７.８ 80 40 

13 与那国島北方沖（Ａ01Ｎ） ７.８ 80 40 

14 与那国島南方沖（ＧＹＡＫ） ７.９ 100 50 

 

次ページ以降に示す津波浸水想定結果の津波高や時間等の意味は、以下のとおりである。 

名称 意味 

沿岸の最大水位 沿岸の沖合で最大となる津波の水位 

影響開始時間 沿岸の沖合の水位が、地震発生時から 50cm 上昇するまでの時間 

津波到達時間 津波第１波のピークが沿岸の沖合に到達するまでの時間 

最大遡上高 津波が到達する最も高い標高 
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●「沖縄県津波・高潮被害想定調査」（平成 18・19 年度）津波浸水想定の図 
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●「沖縄県津波・高潮被害想定調査」（平成 18・19 年度）津波浸水想定の詳細図 
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(2) 最大クラスの津波 

これまでの調査研究を踏まえた学術的な知見から、沖縄近海における最大クラスの地震津波を想
定し、津波浸水区域等を予測した。「沖縄県津波被害想定調査」（平成 23・24 年度）の想定モデル、
予測結果等の概要は以下のとおりである。 

 
●「沖縄県津波被害想定調査」（平成 25 年度）津波浸水想定のモデル一覧 

※1 マグニチュードはモーメントマグニチュードである。 
※22,6,7 は、1771 年八重山地震の規模を再現したものである。 
※36 下段は、地すべりを想定しているためマグニチュードで示すことができない。 

 

 

  

番号 断層名 断層長さ 断層幅 すべり量 
マグニチュード

（※１） 

1 八重山諸島南西沖地震 270km 70km 20m 8.7 

2 八重山諸島南方沖地震（※2 300km 70km 20m 8.8 

3 八重山諸島南東沖地震 300km 70km 20m 8.8 

4 沖縄本島南東沖地震 300km 70km 20m 8.8 

5 沖縄本島東方沖地震 300km 70km 20m 8.8 

6 石垣島南方沖地震（※2） 
40km 20km 20m 7.8 
15km 10km 90m （※３） 

7 石垣島東方沖地震（※2） 60km 30km 20m 8.0 

8 与那国島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

9 石垣島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

10 多良間島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

11 宮古島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

12 久米島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

13 沖縄本島北西沖地震 130km 40km 8m 8.1 

14 3 連動沖縄本島南東沖地震 
240km 70km 20m 

9.0 170km 70km 20m 
260km 70km 20m 

15 3 連動八重山諸島南方沖地震 
200km 70km 20m 

9.0 175km 70km 20m 
300km 70km 20m 
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●「沖縄県津波被害想定調査」（平成 25 年度）津波浸水想定の図 
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●「沖縄県津波被害想定調査」（平成 25 年度）津波浸水想定の詳細図 
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(3) 最大クラスの津波（津波防災地域づくりに関する法律に基づく設定） 

平成２４年度の津波浸水想定以後、新たな知見（津波履歴等）を踏まえ、沖縄近海における最大ク
ラスの地震津波を想定し、津波浸水区域等を予測した。なお、沖縄本島側の琉球海溝の想定モデ
ルを最大マグニチュード 8.2 に設定したものである。想定モデル、予測結果等の概要及び津波浸水
想定結果の図は以下のとおりである。 

●「沖縄県津波被害想定調査」（平成 26 年度）津波浸水想定のモデル一覧 

※1：マグニチュードはモーメントマグニチュードを示す。 
※2：1771 年八重山地震津波の再現モデルである。 
※3：地滑りを再現したパラメータであるため、モーメントマグニチュードで示すことができない。 
※4：1791 年の地震の再現モデル。 

番号 断層名 断層長さ 断層幅 すべり量 
マグニチュード（※

１） 
1 八重山諸島南西沖地震 270km 70km 20m 8.7 

2 八重山諸島南方沖地震（※2 300km 70km 20m 8.8 

3 八重山諸島南東沖地震 300km 70km 20m 8.8 

4 沖縄本島南方沖地震 100km 50km 12m 8.2 

5 沖縄本島南東沖地震（※4） 100km 50km 12m 8.2 

6 沖縄本島東方沖地震 100km 50km 12m 8.2 

7 沖縄本島北東沖地震 100km 50km 12m 8.2 

8 石垣島南方沖地震（※2） 
40km 20km 20m 7.8 
15km 10km 90m （※３） 

9 石垣島東方沖地震（※2） 60km 30km 20m 8.0 

10 与那国島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

11 石垣島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

12 多良間島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

13 宮古島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

14 久米島北方沖地震 130km 40km 8m 8.1 

15 沖縄本島北西沖地震 130km 40km 8m 8.1 

16 3 連動八重山諸島南方沖地震 
200km 70km 20m 

9.0 175km 70km 20m 
300km 70km 20m 
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●「沖縄県津波被害想定調査」（平成 26 年度）津波浸水想定の図 
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●「沖縄県津波被害想定調査」（平成 26 年度）津波浸水想定の詳細図 
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(4) 津波災害警戒区域の指定 

沖縄県では、最大クラスの津波に対しての被害の防止及び住民等が迅速かつ的確な避難を目的
として、津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第 1 項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」の
指定を行った。 

以下に本村における、「津波災害警戒区域」を以下に示す。 
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第5節 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

渡嘉敷村及び渡嘉敷村の地域を管轄する公共団体、その他防災上必要な施設の管理者の処理すべ
き事務又は、業務の大綱はおおむね次のとおりである。 

渡嘉敷村 

1 村防災会議及び村災害対策本部に関する事務。 

2 防災に関する広報・教育・訓練の実施。 

3 防災に必要な物資及び資材の備蓄整備。 

4 防災に関する施設及び設備の整備。 

5 災害に関する警報の発令、伝達及び避難措置。 

6 災害情報の収集、伝達及び被害調査。 

7 水防、消防、救助その他の応急措置。 

8 災害時の保健衛生及び文教対策。 

9 災害時における交通輸送の確保。 

10 災害廃棄物の処理。 

11 被災施設の災害復旧。 

12 被災者に対する救援、生活再建支援及び融資等の対策。 

13 地域の関係団体及び防災上重要な施設の管理者が実施する災害応急対策等の調整。 

14 
公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実及び住民の自発的な防災活
動の促進。 

15 その他災害の発生の防御又は拡大防止のための措置。 

 

沖縄県 

1 県防災会議及び県災害対策本部に関する事務。 

2 防災に関する広報・教育・訓練の実施。 

3 防災に必要な物資及び資材の備蓄整備。 

4 防災に関する施設及び設備の整備。 

5 災害に関する警報の発令、伝達及び避難措置。 

6 災害情報の収集、伝達及び被害調査。 

7 水防、消防、救助その他の応急措置。 

8 災害時の保健衛生及び文教対策。 

9 災害時における交通輸送の確保。 

10 災害廃棄物の処理に係る調整及び事務。 

11 被災施設の災害復旧。 

12 被災者に対する救援、生活再建支援及び融資等の対策。 

13 村が処理する防災に関する事務又は業務の実施についての援助及び調整。 

14 県内の防災関係機関の応急復旧対策、応援・受援の調整及び県外からの応援等の調整。 

15 その他災害の発生の防御又は拡大防止のための措置。 
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自衛隊 

1 災害派遣の準備。 

2 災害派遣の実施。 

 

沖縄県警察（那覇警察署） 

1 災害警備計画に関すること。 

2 被害情報の収集伝達及び被害実態の把握に関すること。 

3 被災者の救出救助及び避難指示・誘導に関すること。 

4 交通規制・交通管制に関すること。 

5 死体の見分・検視に関すること。 

6 犯罪の予防等社会秩序の維持に関すること。 

 

指定地方行政機関 

沖縄総合事務局総務部 

1 沖縄総合事務局の庶務及び連絡調整に関すること。 

2 沖縄総合事務局所管の被害状況調査の総括に関すること。 

沖縄総合事務局財務部 

1 地方公共団体に対する災害融資。 

2 災害時における金融機関に対する緊急措置の要請。 

3 公共土木等被災施設の査定の立会。 

4 地方自治体単独災害復旧事業（起債分を含む）の査定。 

沖縄総合事務局農林水産部 

1 農林水産業に係る被害状況等災害に関する情報の収集、報告。 

2 農林水産関係施設等の応急復旧及び二次災害防止対策。 

3 家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止対策。 

4 応急用食料、災害復旧用材等の調達・供給対策。 

沖縄総合事務局経済産業部 

1 災害時における所掌に係る物資の需給及び価格の安定対策。 

2 被災商工業者に対する金融、税制及び労務。 

沖縄総合事務局開発建設部 

1 直轄国道に関する災害対策。 

2 直轄ダムに関する警報等の発令伝達及び災害対策。 

3 直轄港湾等災害復旧事業に関する災害対策。 

4 公共土木施設の応急復旧の指導、支援。 

5 大規模土砂災害における緊急調査。 
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指定地方行政機関 

沖縄総合事務局運輸部 

1 災害時における陸上及び海上輸送の調査及び鉄道、車両、船舶等の安全対策。 

2 
災害時における自動車運送事業者に対する運送及び船舶運航事業者に対する航海等の協力要
請。 

3 災害時における輸送関係機関との連絡調整。 

沖縄防衛局 

1 米軍の活動に起因する災害等が発生した場合の関係機関への連絡調整。 

2 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整。 

3 「災害時における沖縄県と在沖米軍との相互連携マニュアル」に関する支援及び連絡調整。 

4 日米地位協定等に基づく損害賠償。 

5 地方公共団体等への連絡調整支援及び技術支援等。 

第十一管区海上保安本部 

1 警報等の伝達に関すること。 

2 情報の収集に関すること。 

3 海難救助等に関すること。 

4 緊急輸送に関すること。 

5 物資の無償貸与又は譲与に関すること。 

6 関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援に関すること。 

7 流出油等の防除に関すること。 

8 海上交通安全の確保に関すること。 

9 警戒区域の設定に関すること。 

10 治安の維持に関すること。 

11 危険物の保安措置に関すること。 

沖縄気象台 

1 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行う。 

2 
気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）及び水象の予報並びに
警報等の防災情報の発表、伝達及び解説を行う。 

3 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

4 村が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う 

5 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 

沖縄総合通信事務所 

1 
非常の場合の電気通信の監理（非常通信に係る無線局の臨機の措置、臨時災害ＦＭ局の開設
など）。 

2 災害時における非常通信の確保。 

3 災害対策用移動通信機器の貸出。 

4 沖縄地方非常通信協議会との連携・調整。 
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指定地方行政機関 

沖縄労働局 

1 災害時における労働災害防止対策。 

2 災害に関連した失業者の雇用対策。 

3 災害時における輸送関係機関との連絡調整。 

九州地方環境事務所那覇自然環境事務所 

1 災害廃棄物等の処理対策に関すること。 

2 環境監視体制の支援に関すること。 

3 飼育動物の保護等に係る支援に関すること。 

 

指定公共機関 

ＮＴＴ西日本(株)沖縄支店、ＮＴＴコミュニケーションズ(株)、ソフトバンクテレコム(株) 

1 電信電話施設の保全と重要通信の確保。 

(株)ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ(株)、ソフトバンクモバイル(株) 

1 移動通信施設の保全と重要通信の確保。 

日本赤十字社（沖縄県支部） 

1 災害時における医療、助産等医療救護活動の実施並びに遺体処理等の協力に関すること。 

2 
地方公共団体以外の団体又は個人が行う救助に関するボランティア活動の連絡調整に関するこ
と。 

3 義援金の募集及び配分の協力に関すること。 

4 災害時における血液製剤の供給に関すること。 

日本放送協会（沖縄放送局） 

1 気象警報等、災害情報の放送による周知徹底及び防災知識の普及等の災害広報。 

沖縄電力(株) 

1 電力施設の整備と防災管理。 

2 災害時における電力供給確保。 

日本郵便(株)沖縄支社（渡嘉敷郵便局） 

1 災害時における郵便事業運営の確保。 

2 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱。 

3 災害時における窓口業務の確保。 
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指定地方公共機関 

(一社)沖縄県医師会 

1 災害時における医療及び助産の実施。 

(公社)沖縄県看護協会 

1 災害時における医療及び看護活動（助産を含む）への協力。 

(一社)沖縄県バス協会 

1 災害時におけるバスによる被災者及び一般利用者等の輸送の協力に関する連絡調整。 

2 災害時における輸送路線及び施設の確保に関する連絡調整。 

琉球海運(株) 

1 災害時における船舶による救助物資等の輸送の確保。 

(一社)沖縄県婦人連合会 

1 災害時における女性の福祉の増進。 

沖縄セルラー電話(株) 

1 電気通信の疎通の確保と重要通信の確保。 

(一社)沖縄県薬剤師会 

1 災害時における医療、救護及び保健衛生活動の協力に関すること。 

(社福)沖縄県社会福祉協議会 

1 
沖縄県災害ボランティアセンターの設置・運営及び村災害ボランティアセンターの支援に関するこ
と。 

2 生活福祉資金の貸付に関すること。 

3 社会福祉施設との連絡調整に関すること。 

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー 

1 観光危機への対応に関すること。 

2 観光・宿泊客の安全の確保に関すること。 

 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

渡嘉敷村社会福祉協議会 

1 村災害ボランティアセンターの設置・運営に関すること。 

2 生活福祉資金の貸付に関すること。 

3 社会福祉施設との連絡調整に関すること。 

渡嘉敷村農業協同組合、渡嘉敷漁業協同組合 

1 農林漁業関係者の安全の確保に関すること。 

2 農林漁業関係の被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

3 災害時における食料及び物資等の供給及び海上輸送等の協力に関すること。 

4 農林漁業の災害応急・復旧対策に関すること。 

5 被災農林漁業者の再建支援に関すること。 



 

１-38 

 

 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

渡嘉敷商工会 

1 被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

2 救助物資、復旧資材の確保、あっせん、輸送等についての協力に関すること。 

3 災害時における物価安定についての協力に関すること。 

上下水道指定工事店 

1 災害時の上下水道施設の被害調査、応急復旧活動及び建設活動の協力に関すること。 

危険物等取り扱い事業者 

1 危険物の保安及び周辺住民の安全確保に関すること。 

2 災害時における石油等の供給に関すること。 

社会福祉施設管理者 

1 入所者及び通所者の安全の確保に関すること。 

医療機関管理者 

1 通院患者の安全の確保に関すること。 

2 被災傷病者の救護に関すること。 

観光協会 

1 観光客の安全の確保に関すること。 

2 観光客への物資等の供給に関すること。 
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第6節 村民等の責務 

渡嘉敷村民及び村内の自治会、自主防災組織並びに事業者の防災上の基本的責務は次のとおりと
する。 

村民 

1 防災・減災の知識習得。 

2 自宅建物及び設備の減災措置及び避難行動の検討。 

3 飲料水、食料及び生活用品等の 7 日分以上の備蓄と点検。 

4 消防団、自主防災組織への参加及び活動への協力。 

5 警報、避難情報等の収集及び家族・近所への伝達。 

6 家族及び近所の災害時要援護者等の避難支援。 

7 災害廃棄物の分別。 

8 その他自ら災害に備えるために必要な行動。 

自治会・自主防災組織 

1 自主防災活動マニュアル、資機材の整備及び点検。 

2 地域の災害危険性の把握及び点検。 

3 災害時要援護者の把握及び避難支援プランの作成協力。 

4 地区の孤立化対策（通信機器・食料備蓄等）。 

5 自主防災リーダーの養成。 

6 自主防災活動及び訓練の実施。 

7 気象情報等の収集及び伝達。 

8 地区内の災害時要援護者及び被災者の救助・救援対策の協力。 

9 災害時の避難所の自主運営。 

10 災害廃棄物の分別及び集積所の管理協力。 

事業者 

1 従業員の防災教育及び訓練。 

2 事業継続計画（BCP）の作成及び更新。 

3 所管施設及び設備の減災措置及び避難対策の検討。 

4 従業員等の飲料水、食料及び生活用品等の備蓄と点検。 

5 自衛消防活動・訓練。 

6 気象情報等の収集、従業員及び所管施設利用者等への伝達及び避難誘導。 

7 消防団、自主防災組織への参加及び活動への協力。 

8 避難行動要支援者等の避難支援。 

9 災害廃棄物の分別。 

10 
災害時の事業継続、村の防災活動の協力（災害応急対策又は災害復旧に必要な物資、資材、
人材等に関わる事業者に限る）。 

11 その他自ら災害に備えるために必要な活動及び地域の防災活動への協力。 
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第2章 基本方針 
第1節 災害の想定と防災計画の基本的考え方 

1．想定の考え方 

1） 想定災害 

(1) 地震・津波 

東日本大震災の教訓をふまえて、これまでの切迫性の高い地震・津波の想定に加えて、発生頻
度は極めて低いものの科学的知見からあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波も考慮す
る必要がある。このため、今後の地震・津波対策では、二つのレベルの地震・津波を想定する。 

一つはこれまでの調査から発生確率が高いと考えられる地震・津波で、第１章の「第４節災害の
想定」に示す地震・津波である。 

もう一つは歴史的見地等から想定される最大クラスの地震・津波で、発生頻度は極めて低いもの
の甚大な被害をもたらすものであり、平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震や明和８年（1771
年）八重山地方大地震による大津波などがあげられ、今後明らかにしていく地震・津波である。 

なお、地震・津波の想定にあたっては古文書等の資料の分析、地形・地質の調査、津波堆積物
調査及び海岸地形の調査等の科学的知見に基づく調査を通じて、できるだけ過去に遡って地震・
津波の発生等をより正確に調査するとともに、地震活動の長期評価を行っている地震調査研究推
進本部との連携に留意する。 

(2) 風水害等 

地球温暖化による気候変動等から大雨、洪水、高潮及び土砂災害等の自然災害リスクが高まっ
ており、集中豪雨等の被害が多発している。洪水や土砂災害については水防法や土砂災害警戒
区域等に基づいて危険区域を想定しているが、想定を超えるはん濫や大規模な土砂崩壊が発生
する可能性もある。 

このため、地震・津波と同様に発生頻度は極めて低いものの、科学的知見からあらゆる可能性を
考慮して、最大クラスの風水害についても想定する必要がある。 

また、大規模事故災害については、海上、航空機、原子力艦等の災害の大規模事故も想定して
いく必要がある。 

2） 被害想定 

最新の科学的知見による想定災害の見直しに応じて、被害想定も次の点に留意して適宜見直し
ていく必要がある。 

(1) 被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎となるよう、具体的な被害を算定
する。 

(2) 今後の防災対策の推進による被害軽減効果をできるだけ定量的に示すよう検討するとともに、地
域性の考慮、複数の被害シナリオの検討等に留意する。 

なお、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定やシナリオには一定の限界があること
に留意する。 

(3) 津波災害は、波源域の場所や地形の条件などによって、発生する津波高、範囲等に大きな相違
が生じうる地域差の大きな災害であることを念頭に置く。 

また、地震を原因とする津波だけでなく、火山の噴火又は大規模な地すべり等を原因とする津波
もありうることにも留意する。 
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2．防災計画の考え方 

村、県及び指定地方公共機関等は、災害及び被害想定の結果に基づき防災計画を検討する必要
がある。 

検討においては、自然災害を完全に封ずることには無理があるため、被害を最小化する「減災」の
考え方に立つとともに、地域の特性を踏まえた被害想定に基づいて減災目標を策定することが重要で
ある。 

また、想定のレベルや地域の社会構造に応じて、次の点に留意して効果的で実効性の高い計画に
することが重要である。 

1） 想定する災害のレベルへの対応 

(1) 最大クラスの災害に対しては、住民等の生命を守ることを最優先として、住民等の避難を軸に、
防災意識の向上、想定結果をふまえた防災施設や避難施設等の整備、土地利用、建築規制な
どを組み合わせるほか、経済被害の軽減など地域の状況に応じた総合的な対策を検討する。 

(2) 比較的発生頻度の高い一定程度の災害に対しては、人命保護に加え、住民財産の保護、地域
の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、防災施設の整備等を検討する。 

2） 地域の社会構造の変化への対応 

人口の偏在、少子高齢化、グローバリゼーション、情報通信技術の発達等に伴い、社会情勢は大
きく変化しつつある。 

村、県及び指定地方公共機関等は社会情勢の変化に伴う災害脆弱性の高まりに十分配慮し、次
に掲げるような変化について十分な対応を図るよう検討する。 

(1) 人口の減少、集落の衰退、行政職員の不足、地域経済力の低下等を考慮した、災害時の情報
伝達手段の確保、防災ボランティア活動への支援及び地場産業の活性化等が必要である。 

(2) 高齢者や障害者等の要配慮者（※１）が増加している。防災知識の普及、災害時の情報提供、避
難誘導及び救護・救済対策等の様々な場面において、要配慮者に応じたきめ細かな施策を福
祉施策と連携して行う必要がある。また、社会福祉施設、医療施設等の災害危険性の低い場所
への誘導等、災害に対する安全性の向上を図る必要がある。 

さらに、平常時から避難行動要支援者（※２）の所在等を把握し、災害の発生時には迅速に避難
誘導・安否確認等を行える体制が必要である。 

(3) 経済社会活動の拡大とともに、観光客や外国人が増加している。 

災害の発生時に、観光客や外国人にも十分配慮するとともに、観光地としての信用力を強化する
観点から、本村の防災体制を強化する必要がある。 

(4) 生活者の多様な視点への配慮が求められている。 

防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参
画の視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある。 

(5) ライフライン及びインターネット等の情報通信や交通のネットワークへの依存度の増大がみられる。 

これらの施設の被害は、日常生活、産業活動に深刻な影響をもたらすため、施設の耐災化を進
めるとともに、補完的機能の充実が必要である。 

(6) 住民意識及び生活環境の変化として、近隣扶助の意識の低下がみられる。 

コミュニティ、自主防災組織等の強化、障害者、高齢者等の災害時要援護者を含めた多くの住
民参加による定期的防災訓練、防災思想の徹底等を図る必要がある。 

※１ 要配慮者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難す

るなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、災害時要援護者ともいう。一般的

に高齢者、障害者、外国人、妊産婦及び乳幼児等があげられる。 

※２ 避難行動要支援者とは、要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難で、特に支援を要する

人々をいう。 
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3） 行政の業務継続計画との関係 

東日本大震災では、行政機能の喪失が大きな課題となった。大規模災害による村や県等の庁舎、
行政機能及び災害対策本部の機能への影響等を点検し、機能喪失の軽減対策や機能喪失時の対
応等を網羅した業務継続計画と連携していく必要がある。 

4） 複合災害への対応 

同時又は連続して複数の災害が発生し、それらの影響が複合化することで、被害が深刻化し、災
害応急対応が困難になる事態が考えられる。本県において発生の可能性がある複合災害を想定し、
後発の災害にも効果的に対応できるように、要員や資機材等の投入の判断や応援確保等のあり方
を検討しておく必要がある。 
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第2節 防災対策の基本方針 

本村は、台風等による風水害の発生や周辺海域での地震・津波等が懸念されるとともに、本土から離
れている地理的条件下にあって、狭小な土地に密集する人口、増加する観光客等の社会的条件をあわ
せ持つ。そのため、村民の生命、身体及び財産を災害から保護する防災対策は、行政上最も重要な施
策である。 

防災施策は、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方に基づいて、たとえ被災したとしても人命が
失われないことを最重視し、また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせ
ることが重要である。 

このため、災害対策の実施に当たっては、村及び国、県、指定公共機関がそれぞれの機関の果たす
べき役割を的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図るものとする。併せて、村及び国、県を
中心に、住民一人一人が自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事
業者等が連携して行う防災活動を促進することで、村及び国、県村及び国、県、公共機関、事業者、住
民等が一体となって最善の対策をとるものとする。 

なお、防災対策には、時間の経過とともに、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策の３
段階があり、それぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる。 

各段階における基本方針は、以下の通りである。 

 
1．周到かつ十分な災害予防対策 

災害予防段階における基本理念及び施策の概要は以下のとおりとする。 

1） 基本理念 

(1) 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソフト施策
を可能な限り進め、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

(2) 最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害を的確
に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図
る。 

2） 施策の概要 

(1) 災害に強いむらづくりを実現するための主要交通・通信機能の強化、県土保全事業や市街地開
発事業等による災害に強いむらの形成、住宅や学校・病院等公共施設等の安全性の確保及び
ライフライン機能の多重化・多元化等 

(2) 事故災害を予防するための事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築、施設・設備
の保守・整備等安全対策の充実 

(3) 村民の防災活動を促進するための防災教育等による住民への防災思想及び防災知識の普及、
防災訓練の実施、自主防災組織等の育成強化、防災ボランティア活動の環境整備、事業継続
体制の構築等企業防災の促進、災害教訓の伝承による県民の防災活動環境の整備等 

(4) 防災に関する調査研究及び観測等を推進するための基礎データの集積、工学的、社会学的分
野を含めた防災に関する調査研究の推進及び観測の充実・強化並びにこれらの成果の情報提
供及び防災施策への活用 

(5) 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための災害応急活動
体制や情報伝達体制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実、情報伝達体制の食料・飲料
水等の備蓄及び関係機関が連携した実践的な防災訓練の実施等災 

 
2．迅速かつ円滑な災害応急対策 

災害応急段階における基本理念及び施策の概要は以下のとおりとする。なお、防災関係機関は災
害応急対策従事者の安全確保に十分配慮するものとする。 

 



 

１-44 

 

1） 基本理念 

(1) 発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集した
情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要
な資源を適切に配分する。 

(2) 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他の特に配慮を要す
る者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無といった被災
者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

2） 施策の概要 

(1) 災害発生の兆候が把握された際の警報等の伝達、住民の避難誘導、避難行動要支援者や観光
客等の避難支援及び所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動 

(2) 発災直後の被害規模の早期把握、災害情報の迅速な収集及び伝達、通信手段の確保、災害応
急対策を総合的・効果的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域
応援体制の確立 

(3) 被災者に対する救助・救急活動、負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動、円滑な救助・救急
活動、医療活動・消火活動等を支えるとともに被災者に緊急物資を供給するための交通規制の
実施、施設の応急復旧活動、障害物除去等による交通の確保及び優先度を考慮した緊急輸送
活動 

(4) 被災者の速やかな避難誘導と安全な避難所への収容、避難所の適切な運営管理、応急仮設住
宅等の提供等広域的避難収容活動 

(5) 被災者等への的確かつわかりやすい情報の速やかな公表・伝達及び相談窓口の設置等による
住民等からの問い合わせへの対応 

(6) 被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等の調達と被災地のニーズに応じた
供給 

(7) 被災者の健康状態の把握等避難所を中心とした被災者の健康保持に必要な活動、仮設トイレの
設置等被災地域の保健衛生活動、防疫活動及び迅速な遺体の処理等 

(8) 防犯活動等による社会秩序の維持のための対策及び物価の安定・物資の安定供給のための監
視・指導等 

(9) 応急対策のための通信施設の応急復旧、二次災害防止のための土砂災害等の危険箇所の応
急工事、被災者の生活確保のためのライフライン等の施設・設備の応急復旧及び二次災害の防
止のための危険性の見極め、必要に応じた住民の避難及び応急対策の実施 

(10) ボランティア、義援物資・義援金及び海外等からの支援の適切な受入れ 
 

3．適切かつ速やかな災害復旧・復興対策 

災害復旧・復興段階における基本理念及び施策の概要は、以下のとおりとする。 

1） 基本理念 

災害復旧・復興段階においては、「発災後は速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護
を行うことにより被災地の復興を図る。」ことを基本理念とする。被災地域の復旧・復興対策の基本方
向の早急な決定と事業の計画的推進 

2） 施策の概要 

(1) 被災の状況や被災地域の特性等を勘案した被災地域の復旧・復興の基本方向の早急な決定と
事業の計画的推進 

(2) 物資、資材の調達計画等を活用した迅速かつ円滑な被災施設の復旧 

(3) 再度災害の防止とより快適な環境を目指した防災まちづくり 

(4) 災害廃棄物処理の広域処理を含めた処分方法の確立、計画的な収集、運搬及び処理による迅
速かつ適切な廃棄物処理 
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(5) 被災者に対する資金援助、住宅確保及び雇用確保等による自立的生活再建の支援 

(6) 被災中小企業の復興等の地域の自立的発展に向けた経済復興の支援 

 
4．その他 

村及び県、公共機関等は、互いに連携をとりつつ、これら災害対策の基本的事項について推進を
図るとともに、防災機関間、住民等の間及び住民等と行政の間で防災情報が共有できるように必要な
措置を講ずるものとする。 
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第3節 本村の特殊性等を考慮した重要事項 

本村は離島であり、防災上不利な地理的条件があるほか、年間 13 万人程度の観光客が訪れる等の
防災上特別な配慮が必要な社会条件を有する。さらに、本土への復帰が遅れたこと等の歴史的背景か
ら、本土に比べて防災体制に格差があることを十分ふまえて、防災対策の重点を位置づける必要があ
る。 

また、東日本大震災の検証は現在も続いており、これを踏まえた防災計画の検討は時間を有する事項
も多くある。このため、当面は、住民の津波被害対策や防災教育及び防災訓練の充実等、住民の生命を
守るソフト対策を優先して早急に取り組むことが重要である。 

また、耐震化及び津波防御施設の整備等のハード対策についても、中長期課題として位置づける必要
がある。 

 
1．本土からの遠隔性、離島の条件不利性 

大規模災害時には県内の空港・港湾等の機能が停止し、受援が遅れるおそれがあるほか、本村の
ような離島への同時応援の困難等も予想される。 

このため、本土から沖縄県への応援や、本島から県内各離島等への応援が到着するまでの間を自
力でのりきれる防災資源やネットワークを充実・強化し、村の防災体制・対策の充実・強化を図る。 

1） 消防救急無線のデジタル化、消防指令センターの整備 

2） 村への先遣隊の受け入れ体制、被災・非被災市町村間の応援体制の構築 

3） 浸水想定区域外への備蓄拠点・物資、ヘリポート等輸送拠点の確保 

4） 自衛隊、米軍等によるヘリコプター輸送体制の確保 

5） 自衛隊、海上保安庁による船艇・航空機を使用した輸送体制の確保 

2．本土への復帰の遅れ、村の小規模性等の条件不利性 

本土への復帰の遅れ等により、村内の消防常備化率、消防団員数の人口比率及び自主防災組織
カバー率等を高めていく必要がある。 

また、村は財政力が脆弱なため防災対策が遅れていることから、以下のような村の防災体制・対策の
充実・強化を推進する。 

1） 消防団の拡充強化 

2） 自主防災組織の組織化、資機材整備等の支援 

3） 村避難計画・ハザードマップ・災害時要援護者避難支援プラン等の作成、防災無線・避難誘導標
識・備蓄倉庫・物資等の整備 

 
3．沿岸部の低地に密集する人口等への防災対策 

本村の人口密集地の大部分は沿岸部に存在する。 

少なくとも海抜５ｍ以上のより高い場所へ、津波到達時間内に避難できるように、以下のような津波
避難対策を村内全域で対策を進めるほか、歴史上最大クラスの津波についても可能な限り対策を講じ
ていく。 

1） 津波ハザードマップの整備、学校等の防災教育及び地域の津波避難訓練の実施 

2） 村の津波避難計画、浸水想定区域の学校、医療機関及び福祉施設等の津波避難マニュアルの
作成 

3） 高台が少ない地域等の津波避難ビル等の確保及びがけ地の避難階段の整備 

4） 海抜高度図を活用した公共施設等への標高や津波避難場所の標識設置 

5） 避難誘導者及び避難支援者等の安全確保対策 
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4．観光客や外国人の避難誘導 

地震が発生した場合、村内の市街地、海岸、観光施設等にいる多数の観光客の避難誘導が必要と
なるほか、村営の定期船・高速船が停止した場合には、村内に滞留することも予想される。 

観光客等の安全を確保するため、村、県、観光協会、観光施設及び宿泊施設等の関係者が連携し
て、観光客や外国人への避難情報の提供、避難誘導、帰宅支援体制を整備する。 

また、少なくとも海抜５ｍ以上のより高い場所へ、津波到達時間内に避難できるように村内全域で以
下のような対策を進めるほか、歴史上最大クラスの津波についても可能な限り対策を講じていく。 

1） 観光施設、宿泊施設等における観光客、外国人等の避難誘導体制の整備 

2） 海抜高度図を活用した、観光施設等への標高や津波避難場所・ルート等の標識設置 

3） 滞留旅客の待機施設等の確保 
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第4節 防災計画の見直しと推進 

防災計画は実際の災害対応や防災訓練等を通じて内容を検証し、継続的に見直しを続けていく必要
がある。 

また、大規模災害は想定される被害が甚大かつ深刻であるため、発生までの間に、村、県、関係機関
及び住民等が、様々な対策によって被害軽減を図ることが重要である。 

 
1．防災計画の効果的推進 

1） 村は、県が策定する地域防災計画に基づき、村の地域防災計画を、それぞれ機関の果たすべき
役割、地域の実態を踏まえつつ修正する必要がある。 

2） 村が地域防災計画を見直すに当たっては、自然的及び社会的な条件等を勘案して各事項を検討
の上、必要な事項を記載する。また、特殊な事情がある場合は、適宜必要な事項を付加する。 

3） 村は、防災計画を効果的に推進するため、他部局との連携また機関間の連携を図り、以下の対策
を実施する。 

(1) 実施計画（アクションプラン）及び分野別応急活動要領（マニュアル）の作成並びに訓練等を通じ
た職員への周知徹底 

(2) 計画、アクションプラン及びマニュアルの定期的な点検並びに点検や訓練から得られた関係機
関間の調整に必要な事項や教訓等の反映 

4） 村は、村地域防災計画に基づく対策の推進に最大限努力し、制度等の整備及び改善等を実施す
る。 

5） いつどこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心を確保するためには、
行政による公助はもとより、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等による共助が
必要である。 

個人、家庭、地域、企業及び団体等社会の様々な主体は、相互に連携して日常的に減災のため
の行動と投資を息長く行う村民運動を展開する。 

また、その推進に当たっては、時機に応じた重点課題及び実施方針を定め、関係機関等の連携
の強化を図る。 

6） 村は、それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施し、相互に密接な連携を図る。 

また、村は、他の自治体とも連携を図り、広域的な視点で防災対策の推進を図るよう努める。 

7） 村地域防災計画は、本村の防災に関する総合的かつ長期的な計画であり、これを確実に実行し
ていく必要がある。 

渡嘉敷村防災会議は、村地域防災計画の実施状況を定期的に把握するとともに、防災に関する
調査結果や発生した災害の状況等に関する検証、検討と併せ、その時々における防災上の重要課
題を把握し、これを村地域防災計画に的確に反映させていく。 

8） 防災計画等の策定段階から、多様な主体の意見を反映できるよう防災会議の委員に、女性、自主
防災組織、要配慮者、学識者等の参画を促進し、計画等に反映させていく。 

 
2．防災計画の整合性の確保 

1） 防災計画間の整合 

村及び県、指定地方公共機関は、防災計画間の必要な調整、県から村に対する助言等を通じて、
防災業務計画、村地域防災計画、水防計画その他の防災関連計画が体系的かつ有機的に整合性
を確保するために必要なチェックを行うものとする。 

また、その他の計画（総合計画、マスタープラン等）についても、防災の観点から必要なチェックを
行うものとする。 
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2） 防災関係法令との整合 

防災計画には、大規模地震対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関す
る特別措置法、水防法、土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律、津波
防災地域づくりに関する法律その他の防災関係法令において防災計画に定めるべきとされた事項
を確実に位置づけることとする。 
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第1章 災害予防計画 
第1節 災害予防計画の基本方針等 

 災害予防計画の基本的な考え方 

地震災害に対して村民の生命・財産の安全を確保するための予防対策は、「地震・津波に強いむらづ
くり」、「地震・津波に強い人づくりのための訓練・教育等」、「地震・津波災害応急対策活動の準備」、「津
波避難体制の整備」及び「離島の防災体制の強化」の５つに区分する。 

 
1．地震・津波に強いむらづくり 

建築物、土木構造物その他の都市基盤に着目し、地震・津波が発生しても被害を最小限に止め、
復旧・復興しやすい構造とするための対策である。 

主な着目点は以下のとおりである。 
1） 地盤・土木施設等の対策 

2） 都市基盤の整備 

3） 建築物の対策 

4） 危険物施設等の対策 

 
2．地震・津波に強い人づくり 

防災計画を実行する人に着目し、地震・津波災害への意識、知識力、行動力、組織力及び連携力
を向上させ、地震・津波に対する適切な行動や組織的対応がとれるようにするための対策である。 
主な着目点は以下のとおりである。 

1） 防災訓練計画 

2） 地震・津波知識の普及・啓発に関する計画 

3） 自主防災組織育成計画 

4） 消防団員等の増員 

5） 企業防災の促進 

 
3．地震・津波災害応急対策活動の準備 

消防、避難、救助、救援等の様々な災害時の応急対策活動に着目し、必要な活動体制・環境を整
備し、応急対策を迅速かつ効果的に実施するための対策である。 
 
4．津波避難体制等の整備 

津波に対する最重要課題である避難を円滑に行うための対策に特化し、ひとづくり、応急対策のす
べての面に着目した対策である。 

主な着目点は次のとおりである。 
1） 津波避難計画の策定・推進 

2） 津波危険に関する啓発 

3） 津波に対する警戒避難体制・手段の整備 

4） 危険区域の指定等 

 
5．離島の防災体制の強化 

離島で予想される地震・津波による孤立化等の対策に特化し、都市構造、ひとづくり、応急対策のす
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べての面に着目した対策である。 
主な着目点は次のとおりである。 

1） 孤立化等に強いむらづくり 

2） 孤立化等に強い人づくり 

3） 地震・津波災害応急対策活動への準備 

4） 津波避難体制の整備 

 

 災害予防計画の推進 

1．減災目標（実施主体：村、県） 

村及び県は、地震・津波の被害想定調査結果を踏まえて減災目標を設定し、防災関係機関と協力
して予測された被害を効果的に軽減するための防災対策を計画的に推進する。 
 
2．緊急防災事業の適用（実施主体：村） 

地理的に不利な本村の特殊性をふまえて、国・県等の防災事業を積極的に活用し、遅れている本
村の防災対策を強力に推進する。 
1） 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

村は、県が策定する地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五ヵ年計画に基づき、
村内の避難施設、消防用施設及び防災拠点施設・設備等の整備を推進する。 

2） その他の法令等の適用 

津波対策の推進に関する法律、津波防災地域づくりに関する法律、その他の関連法令等に基づく
防災・減災事業等の実施等により、地震・津波に強いむらづくりをソフト・ハードの両面から効率的、
効果的に推進する。 

また、村及び県は、老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適
切な維持管理を推進する。 

 
3．防災研究の推進（実施主体：村、防災関係機関、知事公室） 

本村の防災対策を効果的、効率的に進めるため、村内の地震・津波災害の危険性や、防災対策の
効果、問題点等を科学的に把握する。 
1） 防災研究の推進 

国や大学等の調査研究成果や、沖縄県の過去の災害事例等を収集、整理及び分析し、災害発
生のメカニズムと被害発生の原因等と、対応する防災対策の課題及び方策を明確にしていく。また、
工学的分野のほか、災害時の住民等の行動形態や情報伝達等に関する社会学的分野、古文書の
分析等の歴史学等も含めた総合的な調査や研究を推進し、今後の防災対策に反映していく。 

2） 調査研究体制の確保等 

県内の大学や研究機関等と連携して、県内の防災に関する調査・研究を効率的、効果的に進める
体制を確保するとともに、調査・研究の進捗を管理し、成果を防災関係者等に速やかに提供してい
く。 

  



 

２-3 

 

第2節 地震・津波に強いむらづくり 

 地盤・土木施設等の対策 

各種の地震災害から村土を保全し、村民の生命、身体及び財産を保護するための防災施設の整備・
改修等の事業については、この計画の定めるところによって実施する。 

なお、建築物、土木構造物、通信施設、ライフライン施設、防災関連施設その他の構造物・施設等の
耐震設計の基本的な考え方は以下による。 

▷構造物・施設等の耐震設計に当たっては、供用期間中に１～２度程度発生する確率を持つ一般的
な地震動と、発生確率は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する更に高レベルの地
震動の両方をともに考慮の対象とする。 

▷構造物・施設等は、一般的な地震動に際しては機能に重大な支障が生じず、かつ高レベルの地震
動に際しても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標として設計する。 

▷構造物・施設等のうち、一旦被災した場合に生じる機能支障が、災害応急対策活動等にとって著し
い妨げとなるおそれがあるものや、広域的に経済活動等に著しい影響を及ぼすおそれがあるも
の、また多数の人々を収容する建築物等については重要度を考慮し、高レベルの地震動に際して
も他の構造物・施設等に比べ耐震性能に余裕を持たせることを目標とする。 

▷耐震性の確保には、上述の個々の構造物・施設等の耐震設計のほか、代替性の確保、多重化等
により総合的にシステムの機能を確保することによる方策も含まれる。 

 
1．地盤災害防止事業（実施主体：観光産業課） 

1） 危険性 

本村は、県が実施した「1995 年度県地震被害予測調査報告書」で、沖積低地と呼ばれる地質で
液状化の危険性が高いと指摘されている。 

また、近年の大規模地震で多発している盛土造成地等の崩落についても、村内の斜面造成地の
危険性を把握する必要がある。 

2） 対策 

村内の地域開発に伴う液状化対策及び盛土造成地等の対策は、以下のとおりである。 

(1) 村の防災上重要な基幹施設や地域の拠点施設で液状化の予想されるところについては、所要
の液状化対策を実施する。 

(2) 液状化被害の可能性がある地盤情報やそれらへの技術的対応方法について、積極的に村民や
関係方面への周知・広報に努める。 

(3) 阪神・淡路大震災等の事例から、既存の法令に適合した構造物の液状化被害は少ないことか
ら、法令遵守の徹底を図る。 

 
2．砂防事業（実施主体：観光産業課） 

1） 危険箇所 

本村は慶良間諸島の中で、沖縄本島に最も近い有人島で、山地から海岸までの距離が短いため
に急傾斜地や急匂配の渓流が多く、がけ崩れ、地すべり及び土石流による災害が予想される危険箇
所が多数ある。 

急傾斜、地すべり及び土石流による危険が予想される区域は、資料編「渡嘉敷村内の土砂災害警
戒区域指定状況」に示す。 

2） 対策 

村は、土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備やハザードマップの作成を進めるととも
に、村地域防災計画に避難体制に関する事項を定める。 
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警戒避難等が困難な危険箇所については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地
すべり等防止法及び砂防法に基づき、必要に応じて防災工事を実施する。 

3） 土砂災害防止法に基づき河道閉塞等の発生の有無を調査し、土砂災害緊急情報を発信する。 

 
3．道路施設整備事業（実施主体：観光産業課） 

1） 道路網の整備 

道路は、地震災害時において人員、物資の緊急輸送その他災害応急対策上の重要な役割を発
揮するので、今後とも引き続き、災害に強い道路網の整備を計画的に推進する。 

2） 道路施設の整備 

道路施設の耐震性の確保を基本として道路施設整備を推進し、施設の重要度に応じて既存道路
施設の耐震補強を実施する。 

(1) 所管道路について危険箇所調査を実施し、補修等対策工事を行う。 

(2) 耐震点検調査に基づき、対策が必要な橋梁について、架替、補強及び落橋防止装置の整備を
実施する。 

3） 道路啓開用資機材の整備 

事故車両、倒壊物及び落下物等を排除して、震災時の緊急輸送道路としての機能を早期に確保
できるよう、レッカー車、クレーン車及び工作車等の道路啓開用資機材の確保の体制を整える。 

4） 応急復旧体制の確保 

道路管理者は、発災後の道路の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保につ
いて建設業者との協定の締結に努める。 

また、障害物除去、応急復旧等を迅速に行えるよう、道路管理者が相互に連携し、あらかじめ応急
復旧要領を作成し、定期的に点検する。 

 
4．港湾・漁港整備事業（実施主体：観光産業課、船舶課） 

1） 港湾・漁港整備事業の実施 

港湾・漁港は、海上交通ルートによる避難、救助及び輸送を行う上で、極めて重要な役割を果た
すものである。 

そのため、地震、津波によっても大きな機能麻痺を生じないよう、離島の生活を支える港湾・漁港
において、耐震強化岸壁、緑地、背後道路等の整備に努め、震災後の物資輸送拠点としての機能
の確保に努める。 

2） 応急復旧体制の確保 

村は、港湾管理者及び漁港管理者として、関係機関と連携し、発災時の港湾・漁港機能の維持・
継続のための対策を検討する。 

また、港湾・漁港の危険物の除去、航路啓開、応急復旧等に必要な人員及び資機材等の確保に
関する建設業者等との協定の締結等必要な対策を講じる。 

 
5．農地防災事業の促進（実施主体：観光産業課） 

地震・津波時の農地被害は、特に液状化をはじめとする地盤災害や周辺河川・ため池等の決壊や
津波の浸水等による二次災害として表面化する。これらへの対策として、地震・津波に伴う農地防災事
業を計画的に推進し、地震時の被害の拡大防止に努める。 

また、地震による破損等で決壊した場合に大きな被害をもたらすおそれのあるため池について、ハ
ザードマップ等による適切な情報提供に努める。 
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6．海岸保全施設対策（実施主体：観光産業課） 

海岸の保全については、海岸法第２条の二に規定する海岸保全基本方針に基づき対策を推進す
る。概要は以下のとおり 
1） 津波、高潮などの災害に対する適切な防護水準を確保するとともに、海岸環境の整備と保全及び

海岸の適切な利用を図るため、施設の整備に加えソフト面の対策を講じ、これらを総合的に推進
する。 

2） 海岸保全施設の老朽化が急速に進む中、予防保全の考え方に基づき海岸保全施設の適切な維
持管理・更新を図る。 

3） 背後地の状況等を考慮して、設計の対象を超える津波、高潮等の作用に対して施設の損傷等を
軽減するため、粘り強い構造の堤防、胸壁及び津波防波堤の整備を推進する。 

4） 水門・陸閘等については、統廃合又は常時閉鎖を進めるとともに、現場操作員の安全又は利用者
の利便性を確保する必要があるときは、自動化・遠隔操作化の取組を計画的に進める。 

5） 海岸保全施設の機能や背後地の重要度等を考慮して必要に応じて耐震性の強化を推進する。 

 
7．上水道施設災害予防対策（実施主体：観光産業課） 

地震・津波による上水道施設の被害を軽減するとともに、被災した場合にも速やかに給水を再開で
きるように次の対策を行う。 
▷施設の耐震性及び液状化対策の強化 

水道事業者及び水道用水供給事業者における水道施設の新設、拡張及び改良等に際しては十
分な耐震設計、耐震施工及び液状化対策を行うとともに、施設の維持管理に際しては適切な保守点
検による耐震性の確保に努める。 

また、代替性の確保、多重化等により供給システムの強化を推進する。 

 
8．下水道施設災害予防対策（実施主体：観光産業課） 

地震・津波による下水道施設の被害を軽減するとともに、被災した場合にも速やかに排水を再開で
きるように次の対策を行う。 
▷施設の耐震性、液状化対策の強化及びバックアップ施設の整備 

下水道施設の施工にあたっては十分な耐震性を有するよう努めるとともに、自家発電装置の整備
（停電対策）や設備の二元化、液状化対策等の災害に強い下水道の整備を図る。 

 
9．通信施設災害予防計画（実施主体：総務課） 

村は、災害時の通信の確保を図るため、通信施設に次の予防措置を講ずる等万全の措置を期する
ものとする。 

特に、通信局舎等の耐震性、停電対策、危険分散、通信経路の多ルート化、バックアップ、運用体
制及び関係機関の連携等の面から検討し、大規模災害時にも重要通信を確保できるように措置する。 

本村における予防計画を以下に示す。 
1） 災害用情報通信手段の確保 

村は、以下について考慮のうえ、災害用情報通信手段の確保等を行う。 

(1) 代替手段等の確保 

・ＮＴＴ西日本等が提供する災害時優先電話等の効果的活用 

・携帯電話、業務用無線、アマチュア無線等の移動無線の災害時活用体制の確保（アマチュア
無線の活用は、ボランティア性に配慮） 

(2) 冗長性の確保 

▷無線ネットワークの整備・拡充及び相互接続等によるネットワーク間の連携 
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▷有・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化、関連装置の二重化 

(3) 電源の確保 

▷非常用電源設備の整備、無線設備や非常用電源設備の保守点検、的確な操作の徹底、専門
的な知見・技術から耐震性・耐浪性のある場所への設置等 

▷ＩＰ電話を利用する場合のネットワーク機器等の停電対策 

(4) 確実な運用への準備 

▷災害時の利用を重視した無線設備の定期的な総点検 

▷情報通信手段の管理及び運用体制の点検 

▷災害用の無線電話等の機器の運用方法等の習熟 

▷非常通信の取扱い及び機器の操作の習熟等、他の防災関係機関等と連携した通信訓練 

▷通信の輻輳、途絶等を想定した訓練（通信統制、重要通信の確保、非常通信の活用等） 

▷移動無線等の輻輳時の混信等の対策（非常時運用要領の策定および関係機関間の調整等、
周波数割当等が必要な時は総務省と事前調整） 

(5) その他の通信の充実等 

▷県及び市町村間のネットワークのデジタル化による大容量データ通信の確保 

▷被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム等により収集し、迅速に災害対策本部等に伝送
する画像伝送無線システムの構築および収集された画像を配信する通信網の整備 

2） 情報通信機器等の充実 

災害情報を迅速に収集・伝達するためには、通信施設及び設備等の整備を一層進めていくことが
必要であり、以下の対策を推進していくこととする。 

▷村は、村防災行政無線の整備、現行システム追加拡充及び最新設備への更新等を推進する
ものとする。 

3） 通信設備等の不足時の備え 

村は、災害発生時において通信設備等の不足が生ずる場合に備え、ＮＴＴ西日本及び移動通信
事業者との間で災害時の協力に関する協定等の締結を図る。 

4） 停電時の備え及び平常時の備え 

村は、災害時における通信確保の重要性に鑑み、長時間の停電に備え自家発電設備を整備する
とともに、無線設備や自家発電設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術を
もとに耐震性のある堅固な場所及び浸水被害を受けない場所への設置等を図ることについて十分
考慮するものとする。 

 
10．通信・放送設備の優先利用等の事前措置（実施主体：村、知事公室、関係機関） 

1） 優先利用の手続き 

村及び県、関係機関は、通信設備の優先利用（基本法第 57 条）及び優先使用(同法第 79 条)に
ついて、電気通信事業者及び放送局とあらかじめ協議を行い、使用手続きを定めておくものとする。 

2） 放送施設の利用 

村長は、防災上緊急かつ特別の必要があるときに、災害に関する通知、要請、伝達及び警告等の
放送を速やかに行えるように、手続きの円滑化等についてあらかじめ協議して定めておくものとす
る。 

 

 都市基盤の整備 

土地利用や基盤施設の整備を、災害の拡大を防ぎ、被害の軽減を目指す防災むらづくりの面から推
進するため、これまで本庁関係各課や関係機関において個別に実施されている各種都市・地域の防災
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環境を整備するための事業を総合調整して実施する。 

1．防災対策に係る土地利用の推進（実施主体：総務課、観光産業課） 

1） 防災対策に係る土地利用に関する事業の基本方針 

地震災害に備えた適正な土地利用の推進により、安全な都市環境の整備を促進するための基本
方針は、以下のとおりである。 

(1) 防災上危険な市街地の解消 

土地区画整理事業や市街地再開発事業等を推進し、防災上危険な密集市街地の解消を図るほ
か、避難等の機能を有する道路や公園等の都市基盤施設を整備する。 

(2) 新規開発に伴う指導・誘導 

新規開発等に際しては、防災の観点から調整・指導を行い、安全性の高い市街地の形成をる。 

また、土地区画整理事業等による防災上重要な都市基盤施設の先行整備等を行う。 

2） 防災対策に係る土地利用に関する事業の実施 

(1) 土地区画整理事業 

事業実施中の地区は、防災上必要な都市基盤施設の整備を急ぐ。 

(2) 新規開発に伴う指導 

低地部の軟弱地盤地域での宅地造成や危険斜面の周辺等での開発行為に際しては、液状化
や斜面災害を防止するとともに、防災に配慮した土地利用となるよう規制・誘導策の導入を計画的
に行う。 

 
2．社会基盤施設の防災対策に係る整備（実施主体：観光産業課、総務課、民生課） 

1） 社会基盤施設の防災対策に関する基本方針 

村は、防災構造上重要な社会基盤施設の整備を推進する。 

2） 防災対策に係る社会基盤施設の整備に関する事業の実施 

地震に強いむらづくりを進めるための具体的な事業の内容は、以下のとおりである。 

(1) 防災上重要な道路の整備 

避難路、緊急輸送道路及び消防活動困難区域の解消に資する道路整備を推進するほか、多重
性・代替性の確保が可能となるよう体系的に整備する。 

また、避難路等の防災上重要な経路を構成する道路については、災害時の交通を円滑に確保
するため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の
促進を図る。 

(2) 緑地の整備・保全 

土砂災害の危険性が高い山麓部などの斜面地等については、砂防事業、地すべり対策事業及
び急傾斜地崩壊対策事業等との連携を図り、土砂災害防止の機能を有する緑地の体系的な整備・
保全を推進する。 

(3) 避難場所・避難路の確保及び誘導標識等の設置 

一時避難場所となる住区基幹公園等を計画的に配置・整備し、必要に応じ下水処理場等のオー
プンスペースを利用した避難場所及び避難路を確保するとともに、誘導標識等の設置を推進し、消
防・避難活動等の対策を強化する。 

(4) ライフライン等の整備等 

村は、上下水道、電気、ガス、電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設の耐震性、耐浪
性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散及び代替施設の整備等による代替性の確保を
進める。 
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さらに、大規模な地震・津波が発生した場合の被害想定結果に基づいて主要設備の耐震化、耐
浪化、液状化対策、地震後の復旧体制の整備及び資機材の備蓄等を行う。 

その他、廃棄物処理施設については、災害時の電力や熱の供給等を可能とする始動用緊急電
源や電気・水・熱の供給設備の設置等に努めるほか、広域処理を行う地域単位で処理能力に一定
の余裕を確保するなど災害廃棄物処理機能の多重化や代替性の確保に努める。 

(5) 防災拠点機能の確保 

避難場所となる都市公園等は、災害応急対策活動の場として防災機能をより一層効果的に発揮
させるため、備蓄倉庫、耐震性貯水槽、災害用トイレ及び臨時へリポート等の整備を推進する。 

 
3．地震火災の予防（実施主体：総務課、消防団） 

1） 地震火災予防の基本方針 

今後予想される大規模地震による延焼火災の防止を図るための基本方針は、以下のとおりであ
る。 

(1) 不燃化の推進 

地震被害想定等により、地震火災の危険度が高い地区について、建築物の不燃化を推進する。 

(2) 消火活動困難区域の解消 

１、２に記した事業のほか、都市防災構造総合推進事業や街路整備事業等により消火活動の困
難な区域を解消する。 

(3) 延焼遮断帯等の形成 

広幅員の道路、公園、空地等を確保することにより延焼遮断帯を形成する。 

(4) 地震に強い消防水利の確保 

消火栓の被害を想定した地震に強い消防水利・耐震性貯水槽等を計画的に整備する。 

2） 地震火災予防事業の実施 

地震火災の防止を図るための具体的な事業の内容は、以下のとおりである。 

(1) 公営住宅の不燃化推進 

村営住宅については、市街地特性等を考慮して建替えによる住宅不燃化の推進を図る。 

(2) 耐震性貯水槽等・消防水利の整備 

地域における消防力や消防水利の充足状況を勘案し、耐震性貯水槽や自然水利・プール等の
活用体制の整備を推進する。 

 
4．津波に強いむらの形成（実施主体：観光産業課） 

津波に強い都市構造化を図るため、以下の点を踏まえ、沿岸部の土地利用、建築物や土木構造物
等の設計及び都市計画等を実施する。 
1） 最大クラスの津波に対しては、村民等の生命を守ることを最優先としつつ、生活や産業への被害を

軽減する観点からのむらづくりを進める。 

このため、港湾、漁港等の施設に対する被害を軽減するとともに、そこに従事する者等の安全を確
保する観点から、関係機関との連携のもと、海岸保全施設等の整合的な整備、諸機能の維持・継
続、堤外地も含めた避難施設の整備その他避難対策の強化などの総合的な取組みを進める。 

2） 津波による浸水実績及び津波浸水想定を公表し、安全な土地利用、津波発生時の警戒避難体制
の向上を促進する。 

徒歩による避難を原則として、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるよ
うなむらづくりを目指す。 
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特に、津波到達時間が短い地域では、おおむね５分程度の避難を可能とする。ただし、地形や土
地利用状況等から困難な地域では、津波到達時間などを考慮する。 

なお避難行動要支援者がいる場合や安全な場所まで距離がある場合を考慮し、状況に応じて車
両等による避難も想定する。 

3） 村地域防災計画と都市計画等の有機的な連携を図るため、村関係部局連携による計画作成や、
むらづくりへの防災専門家の参画など、津波防災の観点からのむらづくりに努める。 

また、都市計画等を担当する職員に対してハザードマップ等を用いた防災教育の充実を図り、日
頃から都市計画行政の中に防災の観点を取り入れる。 

4） 津波浸水想定区域等の津波の危険区域について、各沿岸地域の自然特性、社会経済特性、施
設整備、警戒避難体制及び土地利用等が有機的に連携した津波防災対策を推進する。 

なお、海岸保全施設の海側の津波想定結果も考慮して、港湾･漁港の後背地を防護するための一
連の堤防・胸壁等を計画する等、一体的な施設整備を図る。 

5） 内陸への津波遡上、浸水を防止するため、必要に応じて道路等の盛土について検討する。 

6） 河川堤防の整備等を推進するとともに、水門等の自動化・遠隔操作化や内水排除施設の耐水機
能の確保に努める。 

7） 浸水の危険性の低い地域を居住地域とする土地利用計画の策定、できるだけ短時間で避難が可
能となるような都市計画と連携した避難施設の計画的整備、民間施設の活用による確保及び建築
物や公共施設の耐浪化など、津波に強いむらの形成を図る。なお、事業の実施に当たっては、効
率的・効果的に行われるよう配慮する。 

8） 公共施設や要配慮者に関する施設等についてはできるだけ浸水の危険性の低い場所に立地す
るよう整備し、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地する場合には建築物の耐浪化や、非常
用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など、施設の防災拠点化
を図るとともに、中長期的には浸水の危険性のより低い場所への誘導を図る。 

また、庁舎、消防署、警察署など災害応急対策上重要な施設の津波災害対策については、特に
万全を期する。 

 

 建築物の対策 

既存建築物の耐震性の向上を図るため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第
123 号）」に基づく「沖縄県耐震改修促進計画」により耐震診断・耐震改修を推進するほか、津波への安
全性確保の促進に努める。 

 
1．建築物の耐震化の促進（実施主体：観光産業課） 

村は、「沖縄県耐震改修促進計画」に準じて、地域内の住宅、特定建築物の耐震化目標の達成に
向け、村有施設等の耐震化の現況を把握し、県と連携して、計画的な耐震化を図る。 

また、建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大
規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の所有者・管理者に対し、診断結果の報告を指導し、
結果を公表する。 

その他、建築物における天井の脱落防止等の落下物対策、エレベーターにおける閉じ込め防止対
策、高層ビルにおける長周期地震動対策及び津波への耐浪性確保対策等もあわせて促進する。 
 
2．ブロック塀対策（実施主体：観光産業課） 

宮城県沖地震では、ブロック塀や石垣の倒壊によって多くの死傷者を出し、自動販売機を含む屋外
重量転倒危険物の危険性が改めて示された。 

本村の場合、台風による強風対策として、ブロック塀や石垣が多数設置されており、これらの倒壊に
よる被害を防止するため、以下の対策を実施検討する。 
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1） 調査及び改修指導 

村は、ブロック塀等の地震による倒壊危険箇所の調査を行い、危険なブロック塀の造り替えや、生
け垣の構築を奨励する。 

特に地震・津波発生時の避難、消防活動及び緊急輸送を確保するため、避難路や緊急輸送道路
の沿道、消防活動困難区域及び津波浸水想定区域の周辺等を重点に、ブロック塀等の倒壊による
道路閉塞を防止する。 

 

 危険物施設等の対策 

危険物等による災害の発生及び拡大を防止するため、事業所における地震・津波を想定した保安体
制の強化を講ずるとともに、防災教育及び訓練の徹底並びに防災思想の普及徹底を図るものとする。 

 
1．危険物災害予防計画（実施主体：総務課） 

消防機関は、消防法に規定する危険物製造所、貯蔵所及び取扱所（以下「危険物製造所等」とい
う。）に対し、立入検査や保安検査等を実施し、法令基準の維持適合についてその確認を行うととも
に、適宜、地震・津波災害予防上必要な指導を行う。 

  



 

２-11 

 

第3節 地震・津波に強い人づくり 

 防災訓練計画 

地震・津波災害への避難体制を確立し、防災思想の普及を図るため、村や防災関係機関及び村民が
一体となって、計画的に防災訓練を実施する。 

 
1．防災訓練の実施に係る基本方針 

本村の地震・津波防災訓練の基本方針は、以下のとおりとする。 

1） 実戦的な活動ノウハウの獲得を重視した防災訓練 

訓練の目標や成果の総括を重視し、参加者がより実戦的な防災活動のノウハウや防災資機材の
操作方法等を獲得することを第一とする。 

2） 地域防災計画等の検証 

村の地域防災計画等の問題点や課題を明確化し、今後の見直しのあり方等を把握することを目指
し、様々な条件や状況を取り入れたシナリオに基づく地震・津波防災訓練を実施する。 

3） 訓練内容の具体化 

訓練の種別ごとに想定される災害状況等をふまえて、目的、内容、訓練方法（時期、場所、要領
等）及び検証方法（訓練の効果、課題分析等）等を具体化した訓練とする。 

4） 多様な主体の参加 

村民等の防災意識を広く啓発するため、大規模な地震・津波を想定した訓練においては、村、県
及び防災関係機関が連携して、多数の村民や事業所等が参加するように努める。 

また、男女のニーズの配慮、避難行動要支援者、観光客及び外国人への支援等、災害時の活用
に必要となる多様な視点を普及するため、婦人団体、教育機関、自主防災組織、観光協会、福祉関
係団体、ボランティア団体、民間企業等と連携する。 

 
2．各防災訓練の実施に係る事項（実施主体：総務課） 

防災訓練の実施に際しては、総合防災訓練のみならず、以下のような個別の目標を設けた訓練を
実施する。 
▷地震・津波の発生時刻や規模について様々な条件設定を行い、初動体制の確立、通信連絡体

制の確保、組織間の連携確保、被災現場の派遣等について行うテーマ別訓練 

▷広域応援に際しての受入れ・応援派遣等の訓練 

▷傷病者等を念頭にした救出・医療訓練 

▷避難所における要配慮者や女性のニーズに配慮した生活支援訓練 

▷物資集配拠点における集配訓練 

▷民間企業・ボランティア等との連携訓練 

▷避難行動要支援者等の避難支援、観光客・外国人等の避難誘導訓練 

 
3．総合防災訓練（実施主体：総務課） 

1） 総合防災訓練 

村や防災関係機関は、地域特性や被害想定等をふまえ、多くの地域住民や関係団体等が参加す
る実践的な地震防災訓練を実施する。特に本村は離島として、孤立化を想定した自活体制の確保
や、応援の要請・受入等をテーマとした訓練を実施する。 

(1) 実施時期 

毎年１回以上適当な時期（水防月間、土砂災害防止月間等）に行うものとする。 
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(2) 実施場所 

毎年過去の災害の状況等を考慮のうえ、関係機関と協議のうえ決定する。 

(3) 参加機関 

県、関係市町村及び防災関係機関 

(4) 訓練の種目 

訓練の種目はおおむね次のとおりとする。 

▷避難訓練及び避難行動要支援者支援訓練 

▷水防訓練 

▷救出及び救護訓練 

▷炊き出し訓練 

▷感染症対策訓練 

▷輸送訓練 

▷通信訓練 

▷流出油等防除訓練 

▷広域応援要請訓練（情報伝達訓練） 

▷観光客対応対策訓練 

▷その他 

2） 訓練実施後の評価 

訓練実施後に評価を行い、応急対策上の問題点や改善点など、今後の課題を整理し、必要に応
じて改善を行うものとする。 

3） 複合災害訓練 

村、県及び防災関係機関は、本県の地域特性をふまえて、様々な複合災害が発生する可能性や
発生した場合の状況等についての机上訓練を行い、複合災害ごとの対応計画の策定や見直しを検
討する。 

また、発生の可能性が高い複合災害については、要員の参集、合同の災害対策本部の立上げ等
の実働訓練に努める。 

 
4．防災訓練の成果の点検（実施主体：総務課） 

防災訓練の実施後は、その成果を点検・評価し、次回以降の防災訓練はもとより、地域防災計画等
の修正や防災対策の充実強化に反映する。 

特に、訓練実施時の社会的要請等に合わせ訓練の対象、規模、内容及びシナリオ等を設定し、そ
の成果を点検・評価し、防災計画・施策に反映する仕組を確立する。 
 
5．地域防災訓練等の促進（実施主体：総務課） 

村は、地域において、学校や職場等での実践的な防災訓練が行われるように、事業者、自治会・自
主防災組織及び学校関係者等に対する教育や支援を実施し、当該訓練の実施をふまえた地震津波
防災マニュアルの策定等を促進する。 
 

 地震・津波知識の普及・啓発に関する計画 

地震・津波災害を念頭においた村及び関係機関の職員並びに地域住民に対する防災知識の普及・
啓発は、以下のとおり実施するものとする。 
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1．防災知識の普及・啓発（実施主体：総務課） 

1） 村の役割 

村は、地域の防災的見地から防災アセスメントを行い、地域住民の適切な避難や防災活動に資す
る防災マップ、地区別防災カルテ、地震時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し、住民等に配
布するとともに、研修を実施するよう努める。 

2） その他 

(1) 普及・啓発の時期や内容等 

村及びその他防災機関は、「防災週間」、「防災とボランティア週間」等の防災に関する各週間に
合わせて、地震・津波被害想定調査結果等を示しながら、その地域の危険性や次の対策を村民等
に周知するなど、重点的な防災思想の普及宣伝に努める。 

▷７日分以上の食料、飲料水、携帯トイレ等の非常持出品の準備、家具・ブロック塀等の転倒防
止対策、消火器の配備、飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての
準備等、家庭での予防・安全対策様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で地震・
津波発生時にとるべき行動、避難場所での行動 

▷様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で地震・津波発生時にとるべき行動、避難場
所での行動 

▷災害時の家族内の連絡体制の確保 

▷緊急地震速報受信時の対応行動 

▷地域の防災訓練など自発的な防災活動への参加 

(2) 効果的な普及・啓発方法 

防災知識の普及・啓発に当たっては、報道機関等の協力を得るほか、ビデオ、疑似体験装置等
の訴求効果の高いものを活用する。 

また、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成を促進するため、防災に
関する様々な動向や各種データをわかりやすく提供するように努める。 

 
2．各種防災教育の実施（実施主体：総務課、教育委員会） 

防災関係機関は、地域住民や関係職員の災害発生時における適正な判断力の養成と防災体制の
構築を目的とし、以下における防災教育の徹底を図る。 

村及び県は、教育機関、民間団体等と密接に連携し、防災に関するテキストやマニュアルの配布、
有識者による研修や講演会、実地研修の開催等により、防災教育を推進する。 

また、防災教育を実施する際は、必要に応じて教育機関の協力を得るものとする。 
1） 防災研修会・防災講習会 

災害対策関係法令等の説明・実習等を行い、関係法令や地域防災計画等に基づき、円滑な災害
対策が実施できるよう、災害時の防災活動要領等の習得を図るための研修会を行う。 

また、受講者の属性（職種・年令層等）を考慮した防災講習会を実施し、災害発生の原因や対策
等に係る科学的・専門的知識の習得を図る。 

2） 防火管理者教育 

消防法第８条に定める学校等その他多数のものが出入り、勤務又は居住する防火対象物の防火
管理者に対して、消防計画を策定し、その計画に基づく通報避難訓練の実施、消防設備、その他消
防活動に必要な施設の点検・整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、その他防火管理上必要
な業務を行うための教育を実施し、地震火災予防対策の強化を図る。 

3） 学校教育・社会教育 

幼稚園、小・中学校における学校教育は、児童・生徒の発達段階に合わせ、また、青少年、女性、
高齢者、障害者、ボランティアなどの社会教育は、受講者の属性等を考慮して、それぞれ実施するこ
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ととし、防災に関する基礎的知識、災害の発生の原因及び避難方法や救助方法等をその内容に組
み入れ、防災教育の徹底を図る。 

村は、学校における防災教育の指導内容を体系的に整理して防災教育の指導時間を確保するほ
か、教育関係者と連携して、学校教育をはじめ様々な場面で活用できる地震・津波防災教育プログ
ラムや危機意識を共有できるリスクコミュニケーション手法を整備し、村民の地震・津波防災への理解
向上に努める。 

また、外部の専門家や保護者等の協力の下、学校における防災計画やマニュアルの策定を促進
するほか、公民館等の社会教育施設等を活用した地域コミュニティにおける多様な主体が参加する
防災教育の普及を推進する。 

4） その他 

消防団、幼少年消防クラブ、女性防火クラブ、自主防災組織及び事業所の自主的な防災組織で
ある自衛消防組織等の組織を通じて、地震活動及び地震発生原因についての知識の普及・啓発を
図る。 

また、防災知識の普及・啓発や、各種訓練を実施の際は、高齢者、障害者、外国人、乳幼児及び
妊産婦などの要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努
めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮する。 

 
3．災害教訓の伝承（実施主体：総務課） 

村は、過去に起こった大災害の教訓等を確実に後世に伝えていくため、災害教訓等の伝承の重要
性を啓発するとともに、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含む各種資料を広く収集・整理
し、適切に保存するとともに、広く一般に公開するよう努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくほか、村民等が災害
の教訓を伝承する取組を支援するように努める。 
 

 自主防災組織育成計画（実施主体：総務課） 

地震・津波への対応力を強化するためには、自分達の地域は自分達で守ろうという隣保協同の精神
に基づき、地域住民が自主的に防災活動を行う体制を確立することが、大変重要となる。 

自主防災活動をより効果的に行うためには、地域ごとに住民が連帯して自主防災組織を結成し、日頃
から訓練を積み重ねておく必要がある。このため、村は、地域住民などによる自主防災組織の設置を積
極的に推進し、その育成強化を図るものとする。 

 
1．自主防災組織整備計画の策定 

今後、自主防災組織の整備計画を定め、その役割及び活動、村の行う指導、支援方針等を具体的
に明らかにするものとする。 
 
2．住民の防災意識の向上 

住民に対する防災意識の向上や、地域における自主防災組織の結成や住民参加の推進等を図る
ため、パンフレット等資料の作成や周知と、講演会等の開催について積極的に取り組むものとする。 
 
3．組織の編成単位 

住民の防災対策の推進における最も適正な規模としては、基本的に以下の地域を単位とし、村と協
議のうえ、自主防災組織を設置するものとする。 
1） 住民が真に連帯感に基づいて、防災活動を行うことが期待できる規模であること。 

2） 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性をもっている地域であること。 

 
 
 
 



 

２-15 

 

4．組織づくり 

既存の自治会等の自主組織を自主防災組織へ育成することを基本に、次のような方法により組織づ
くりを推進するものとする。 
1） 自治会等の自治組織に活動の一環として防災活動を組み入れ、自主防災組織として育成する。 

2） 何らかの防災活動を行っている組織の活動の充実強化を図り、自主防災組織として育成する。 

3） 女性団体、青年団体、ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用して、自主防災組織として育成
する。 

 
5．活動計画の策定 

組織の効率的な活動を推進するため、地域の規模及び態様を十分生かした具体的な活動計画を
策定するものとする。 
 
6．活動 

1） 平常時の活動 

▷防災に関する知識の普及 

▷防災訓練の実施 

▷防災資機材の備蓄 

▷防災リーダーの育成 

2） 地震時の活動 

▷災害情報の収集・伝達 

▷責任者等による避難誘導 

▷出火防止 

▷救出救護 

▷給食給水 

 
7．資機材の整備 

村は、消火、救助及び救護に必要な防災資機材等の整備を促進するため、必要な援助を行うものと
する。 
 
8．活動拠点整備等 

村は、平常時は自主防災組織の研修・訓練の場となり、地震・津波時においては、避難、備蓄の機
能を有する活動拠点施設の整備を図るものとする。 
 
9．組織の結成の促進と育成 

1） 消防団との連携 

村は、自主防災組織と消防団との連携等を通じて、地域の防災コミュニティの充実を図るとともに、
住民の自主防災組織や消防団への参加や、日常的な訓練の実施を促進する。 

▷防災研修への参加等による防災リーダーの育成 

▷多様な世代や女性が参加しやすい環境整備 
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 消防団員の増員（実施主体：総務課） 

1．消防団員の充実 

消防団は、地域の消防防災のリーダーとして、平常時・災害時を問わず地域に密着して住民の安心
と安全を守る重要な役割を担っている。特に、大規模災害時には、消防署や自主防災組織と連携して
住民の避難支援等を行うことが期待されている。 

村は県と連携して以下の対策を実施し、消防団員の充実を図るための検討等を実施する。 
▷村消防団定数条例の引き上げ、機能別消防団の導入促進 

▷消防学校及び消防本部等による消防団員の訓練の充実強化 

▷村民への消防団活動の広報 

▷青年層、女性層及び被雇用者等の消防団員への参加促進等 

 

 企業防災の促進（実施主体：観光産業課） 

1．事業者における防災対策の強化 

各事業者は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域
貢献・地域との共生）を十分に認識し、災害時においても重要業務を継続するための事業継続計画
（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐
浪化の推進、予想される被害からの復旧計画の策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なラ
イフラインの供給不足への対応計画の策定及び取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上
の取組を継続的に実施するなど防災活動の推進に努める。 

特に、食料、飲料水、燃料、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事
する企業は、県及び村が実施する企業との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協
力するよう努める。 
 
2．村の支援 

村は、こうした取組に資する情報提供等を進めるとともに、企業防災の推進に伴って増大することに
なる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援等の高度なニーズにも的確に応えられるよう、条件整備に取り組
むものとする。 

さらに、企業のトップから一般職員までの各階層の職員の防災意識の向上を図るとともに、優良企業
表彰や企業の防災に係る取組の積極的評価等により、企業の防災力向上の促進を図るものとする。 

また、村は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼び
かけや防災対策に係る各種支援を実施する。 
 

 地区防災計画の普及等 

1．地区防災計画の位置づけ 

村の一定の地区内の居住者等が、災害対策基本法第 42 条第２項に基づき一定の地区内の居住
者及び事業者等が防災活動、訓練、備蓄等の地区防災を共同で村防災会議に提案した場合、村防
災会議は村地域防災計画への抵触等を判断し、必要と認める場合は当該地区防災計画を村地域防
災計画に定めることができる。 

なお、必要がないと判断した場合は、その理由等を提案者に通知する。 
 
2．地区防災計画の普及 

村及び県は、村内の各地区の共助による計画的な防災活動を推進するため、内閣府の「地区防災
計画ガイドライン」や地区防災計画の事例等を活用し、自主防災組織や事業所等に地区防災計画の
作成方法、手順、提案の手続き等を普及、啓発する  
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第4節 地震・津波災害応急対策活動の準備 

村は、「第２章 災害応急対策計画」に記載する対策を、災害発生時に迅速かつ円滑に遂行できるよ
う、以下に示す事前の措置を適宜推進していく。 

なお、避難場所、避難施設、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たって、村は公共用地・国有
財産の有効活用を図るものとする。 

 

 初動体制の強化（実施主体：総務課） 

突然発生する災害に、村が迅速かつ円滑に対処するためには、必要とされる災害に関する情報（被害
情報や村における応急対策活動の実施状況等）を災害発生後素早く把握し、防災関係機関として所要
の体制をできるだけ早く確立する必要がある。 

そこで、以下の点を重点に初動体制の強化を図る。 

 
1．職員の動員配備対策の充実 

職員（要員）を迅速かつ的確に確保することは、初動期の活動のための絶対条件のひとつである。
そこで、職員が災害発生後すみやかに職務に従事・専念できる体制を整えるため、以下の対策を推進
する。 
1） 職員の家庭における安全確保対策の徹底 

災害時に職員が自己の防災対策に専念できるよう、職員はもちろんその家族にも防災対策に係る
知識の普及・啓発を徹底し、被害を最小限に止めることに努める。 

2） 災害対策職員用携帯電話の拡充 

地震が発生する場合、いち早く災害対策本部長をはじめ各対策部長等と連絡を行い、災害対策
本部要員の確保を図るためには、本部長をはじめ、防災担当職員、関係部局の災害担当職員等に
携帯電話等を常時携帯させ、常に呼び出しが可能な体制を整える。 

3） 24 時間体制等の整備 

地震は、いつ発生するか予測が困難である。勤務時間の内外を問わず、常に要員が待機すること
等により、予測が困難な地震についても迅速な初動体制が確保できる。そこで、防災担当職員等に
よる宿直体制や庁舎近傍への宿舎確保等のあり方について検討する。 

4） 執務室等の安全確保の徹底 

勤務時間中の地震発生時に、執務室内の備品の倒壊等で職員が負傷することのないよう、備品の
固定化や危険物品の撤去など執務室等の安全確保を徹底する。 

 
2．災害対策本部の円滑な設置・運営のための備えの充実 

災害発生時に円滑に災害対策本部を設置し運営できる体制を確保するため、以下の対策を推進す
る。 
1） 庁舎等の耐震性の確保 

災害対策本部の耐震性を確保し、円滑に災害対策本部を設置し、運営できる体制を整備する。 

また、災害対策拠点となる施設及び設備について、耐震性や津波への安全性、非常電源、燃料、
非常通信手段等を整備する。 

2） 災害対策本部設置マニュアルの作成 

誰もが手際よく災害対策本部を設置できるよう、情報通信機器の設置方法やレイアウト等を含むマ
ニュアルを早急に整備する。 

3） 災害対策本部職員用物資の確保 

災害対策本部の職員がその能力を最大限に発揮できるよう、少なくとも３日分の水、食料、下着、
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毛布等の備蓄について検討する。 

3．災害情報の収集・伝達体制の充実 

村は、被害情報を迅速に把握するため、以下の対策を推進する。 
1） 情報通信機器等の充実 

災害情報を迅速に収集・伝達するためには、通信施設・設備等の整備を一層進めていくことが必
要であり、村は以下の対策を推進していくこととする。 

(1) 直接県へ情報が伝達できる体制を充実するため、更なる通信施設等の整備に努める 

▷災害対策本部用電話装置の整備 

▷被害情報収集システムの整備 

▷衛星携帯電話の配置 

(2) 村防災行政無線の設置箇所数や端末局の増加、最新機器への更新、全国瞬時警報システム（Ｊ
－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有システム（Ｌアラート）を導入する。 

(3) 防災関係機関の相互間の通信を確保するため、防災相互通信用無線局を整備するよう支援す
る。 

(4) 地震発生初期の段階で概括的な情報を把握する機能を強化する方策のひとつとして、防災ＧＩＳ
（地理情報システム）を活用する。 

2） 通信設備等の不足時の備え 

災害発生時において通信設備等の不足が生ずる場合に備え、ＮＴＴ西日本沖縄支店及び移動通
信事業者との間で災害時の協力に関する協定等の締結を図る。 

3） 連絡体制等の確保 

▷各機関の連絡手段・窓口、役割分担、夜間休日の対応体制等の確保 

▷防災関係機関が共有する防災情報形式の標準化及び共通システムの検討 

4） 情報収集要領の作成 

村から県への被災状況の報告ができない場合における、県調査隊等を活用した情報収集の手
段、情報の内容等を検討し、情報収集要領としてまとめておく。 

 
4．情報分析体制の充実 

村及び県は、収集した災害情報を的確に分析・整理する人材の育成及び専門家の意見活用体制
を整備する。 
 
5．災害対策実施方針の備え 

村は、収集した災害情報をもとに、災害対策本部において速やかに災害対策の実施方針を打ち出
せるように、策定の手順や方法等を検討しておく。 
 
6．複合災害への備え、 

村及び県、防災関係機関は、後発災害の発生が懸念される場合にも要員・資機材を適切に配分
し、また、外部への応援を早期に要請できるように対応計画の策定に努める。 
 

 活動体制の確立（実施主体：総務課） 

多岐にわたる村の災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するためには、対策の前提となる活動体制を
整えておく必要がある。 

そこで、以下の点を重点に活動体制の確立を図る。 
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1．職員の防災対応力の向上 

平時から、地震・津波等をはじめとする災害応急対策活動に十分備え、実際の災害時に的確に実
施するために、以下の対策を推進する。 
1） 職員を対象とした防災研修の実施 

職員を対象とした防災研修会を定期的に開催し、職員の資質の向上を図る。 

また、防災に関する記事、レポート等を全ての部局に配付するとともに、庁内誌に防災関係記事を
掲載し、職員の防災への理解を深める。 

2） 防災担当職員及び災害担当職員の養成 

防災担当部局の防災担当職員は防災業務の要であり、災害対策の統制活動が求められる。 

また、各部局における災害担当職員は、担当部局において応急対策のリーダーシップが求められ
る。これらの職員が災害発生時に的確な活動を行うためには、平時から特に重点的な研修が必要で
あり、以下の施策を推進する。 

(1) 国・県等の実施する防災研修会、防災関係学会（地域安全学会、土木学会等）等に積極的に職
員を派遣する。 

(2) 災害を体験した市町村等への視察及び意見交換会の開催等を行う。 

(3) 防災担当専門職員を養成する。 

3） 民間等の人材確保 

村は、応急対策全般への対応力を高めるため、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用で
きるような仕組みを平常時から構築するように努める。 

また、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者（自衛隊等の国の機関の退職者も含
む。）の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努める。 

 
2．物資及び資機材の確保体制の充実 

迅速及び的確な災害応急対策の実施には、膨大な数の救出救助用資機材（チェーンソー、のこぎ
り、ジャッキ、かけや及び重機等）、消火用資機材（消火器及び可搬ポンプ等）、医薬品、医療用資機
材、食料、水及び生活必需品等の確保が必要となる。 

そこで、以下のとおり、村内のどこで災害が発生しても迅速に所要量を確保できる体制の確保を推
進していく。 

なお、村等は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、
供給事業者の保有量を把握し、不足する資機材等については、関係機関や民間事業者と連携して必
要な量を備蓄し、又は災害時に迅速に調達できる体制等の整備に努める。 
1） 救出救助用資機材の確保体制の充実 

救出救助用資機材は、災害発生時に極めて緊急度が高いので、住民等が身近に確保できるよう、
自治会の単位での確保を柱とした整備を推進する。 

(1) 自主防災組織用の救出救助用資機材の補助 

(2) 家庭や事業所に対する救出救助用資機材の備蓄に関する啓発 

(3) 救助工作車等の消防機関への整備促進 

(4) 資機材を保有する建設業者等と村との協定等締結の促進 

(5) 各村立施設における救出救助用資機材の整備促進 

2） 消火用資機材の確保体制の充実 

消火用資機材は、災害発生時極めて緊急度が高いので、住民等が身近に確保できるよう、町内
会・自治会の単位での確保を柱とした整備を図る。 
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▷自主防災組織用の消火用資機材の補助 

▷家庭や事業所に対する消火用資機材の備蓄に関する啓発 

▷消防自動車等公的消防力の整備促進 

3） 医薬品・衛生材料の確保体制の充実 

医薬品・衛生材料については、沖縄県地震被害想定調査（平成 25 年度）による想定被災者数の
２日分以上を目標とし、また、「九州・山口９県災害時応援協定」に基づく申し合わせにより、本県で
は、県立中部病院、県立宮古病院、県立八重山病院等に原則として 2,500 人分以上を確保するも
のとする。 

併せて、緊急調達を迅速に実施できるよう(社)沖縄県薬剤師会及び沖縄県医薬品卸業協会等と
の間に「医薬品等の供給に関する協定」を締結し、必要があるときは業者の保有する医薬品等を災
害発生直前の価格で調達できる体制を整えておくものとする。 

4） 食料・水・被服寝具等の生活必需品の確保体制の充実 

食料・水・被服寝具等など生活必需品については、災害発生後３日以内を目標に調達体制を確立
することとし、それまでの間は家庭や地域等での確保がなされるような対策を講じる。 

なお、大規模な地震・津波発生時には物資等の調達が困難となることを想定し、十分な量の備蓄
を行うほか、物資の性格、地震・津波の危険性及び避難場所の分布等を考慮して、集中備蓄、分散
備蓄、備蓄拠点の設置など、効果的な体制を選定する。 

(1) 家庭、社会福祉施設、医療機関、ホテル・旅館等における、食料・水・被服寝具など生活必需品
の 7 日分の備蓄に関する啓発 

(2) 村における食料・水・被服寝具等の生活必需品の備蓄促進 

(3) 村による貯水池への緊急遮断弁や飲料水兼用耐震性貯水槽の設置促進等 

(4) 公的備蓄ネットワーク（県内のどこで災害が発生しても迅速に所要量を供給できる相互利用体
制）の参画 

(5) 乳幼児、高齢者等に配慮した食料、生活必需品等の備蓄及び調達体制の整備 

(6) 村による給水タンク、ポリ容器等の給水用資機材の確保及び村民等へのポリ容器等の備蓄促進 

(7) 通信手段の途絶や機能麻痺等を想定した、村からの要請を待たずに県が避難所等へ避難者の
食料等を供給する体制の構築 

5） 輸送手段の確保 

(1) 車両の確保 

村は、所有車両について災害後の運用計画を作成しておくものとする。 

また、車両の不足に備えて、トラック協会等の民間団体等と事前に協定を締結し、地震災害後に
速やかに車両の確保ができるよう日頃から連携を図っておく。 

(2) 船舶の確保 

所有船舶については、災害後の運用計画を作成しておくものとする。 

また、第十一管区海上保安本部所属船艇、自衛隊保有船舶及び漁船等については、応援要請
の方法等について事前協議を図っておく。 

 
3．応援体制の強化 

被害が甚大で村おいて対応が困難な場合、県内市町村間の応援や、外部からの応援を求める必要
がある。 

県では、九州・山口９県災害時応援協定の締結をはじめ総合防災訓練の実施など積極的に進めて
いるところであるが、今後とも以下の対策を講じることにより、なお一層の応援体制の強化を図ることとし
ている。 
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1） 市町村間の相互応援協力協定締結の推進 

本村は離島であるため、様々な地震・津波の被害想定による被災パターン等をふまえ、災害応急
対策に係る市町村間の相互応援を迅速・確実に行える体制を強化する必要がある。 

村の対応能力を超える遺体の火葬処理及び災害廃棄物の処理等につていは、被害想定調査に
よる被災パターン等を考慮した広域処理体制を県と協力して確保する。 

村は、以上の点をふまえて他市町村との相互応援協力協定の締結に努めるとともに、被災地周辺
地域となった場合に後方支援基地としての機能を発揮できるように必要な準備を実施しておく。 

2） 県内関係業界や民間団体との連携体制の充実 

官民一体となって災害に対処できる体制を充実するため、以下の対策を講じていく。 
(1) 指定地方公共機関の指定 

大規模な震災時には現在指定地方公共機関に指定していない各種の機関の協力が必要であ
り、これらの機関との円滑な連携が図られるよう、指定地方公共機関としての位置づけについて検
討する。 

(2) 県内関係業界、民間団体との応援協力協定の締結 

災害応急対策又は災害復旧に必要な物資、資材又は業務に関係する企業等から、災害時の協
力・連携が円滑に行えるように県内関係業界及び民間団体との間で応援協力協定を締結し、人的・
物的協力の具体的な内容や手順等を明確化する。 

3） 専門ボランティアとの連携体制の充実 

災害発生時にボランティアの活動が迅速かつ円滑に実施されるよう、以下の対策を講じていく。 

(1) 医療業務、介護業務及び被災建築物の応急危険度判定等の資格又は技術を要する専門ボラン
ティアやボランティア団体の事前登録並びにボランティアの活動拠点等の整備を促進する。 

(2) (日本赤十字社沖縄県支部や県社会福祉協議会等と連携して、災害時のボランティアのあり方、
求められるマンパワーの要件及び活動の支援・調整等について研修会等を行い、ボランティアコ
ーディネーターの養成に努める。 

4） 応援機関等の活動拠点候補地のリストアップ 

応援機関が集結し活動する場合、活動の拠点となる場所を迅速に確保する必要がある。そこで、
公共施設を中心に活動拠点の候補地を、地震・津波の危険性や緊急輸送ネットワーク等を考慮して
リストアップしておき、災害時に必要な宿営、ヘリポート及び物資搬送設備を確保するなど、できるだ
け迅速に対処できるようにする。 

5） 自衛隊との連携の充実 

村は、被害想定結果等をふまえて災害派遣要請の実施が想定される分野、緊急時の連絡体制及
び受入れ拠点等を明確にしておくとともに、訓練等を実施して連携体制を充実させる。 

6） 在日米軍との協力体制の充実 

村は、災害時の人命救助、緊急輸送等に有効な在沖米軍との相互連携や基地への立ち入り等に
ついて検討し、必要な災害協定や運用マニュアルの整備等を進める。 

なお、以下の災害協定、マニュアル等が現在整備されている。 

▷災害時における沖縄県と在沖米軍との相互連携マニュアル（県） 

▷緊急時の消防車両の基地内通過に関する協定（消防本部） 

▷消防相互援助協約（消防本部） 

7） 応援・受援の備え 

村及び防災関係機関は、災害の規模等に応じて円滑に応援又は受援できるように、以下の点を
明確にした応援計画及び受援計画を策定し、事前の準備に努める。 
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▷応援先・受援先の指定 

▷応援・受援に関する連絡・要請の手順、 

▷災害対策本部との役割分担、連絡調整体制 

▷応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制、資機材等の集積・輸送体制等 

▷広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の確保 

 
4．交通確保・緊急輸送体制の充実 

大規模災害発生時には、災害対策要員、負傷者、物資及び資機材等多様かつ大量の輸送需要が
生じる。こうした輸送を円滑に行うためには、輸送用車両等の確保とあわせて、輸送を円滑に行うため
の事前措置が必要であり、今後以下の対策を推進していくこととする。 
1） 交通規制計画の作成等 

緊急通行車両が交通渋滞で機能麻痺しないよう、重要路線等の交通規制計画を作成する。 

それにあわせて、必要な災害時交通規制用情報板の整備、交通誘導のための警備業者との協力
協定の締結及び交通施設の耐震性確保等を図る。 

2） 重要道路啓開のための体制整備 

災害発生後すみやかに道路の被害状況を把握し、通行に障害のある場合直ちに啓開できる体制
を沖縄総合事務局開発建設部及び建設業協会など関係団体の協力も得て確保する。また、協議会
の設置等により、道路管理者相互の連携の下で道路啓開等を迅速に実施する計画の策定に努め
る。 

3） 緊急輸送基地の選定及び整備 

輸送を効率的に行うためには、各主体がそれぞればらばらに被災地に入るよりも、被災地外に緊
急輸送基地を置き総合的な輸送体制を整える必要がある。そこで、陸・海・空から物資等が集積する
ことを念頭に置いて、地震・津波の危険性や緊急輸送ネットワークを考慮した緊急輸送基地を選定
し、備蓄拠点の機能も検討しつつ整備していくこととする。 

4） 臨時ヘリポート等の確保 

孤立化した場合等に備え、空からの輸送が迅速になされるよう、村は管内に１箇所以上、地震・津
波の危険性や緊急輸送ネットワークを考慮した臨時ヘリポート等を確保し、災害時の運用方法、必要
な機材等を確保する。 

また、自衛隊、海上保安庁等と連携したヘリコプター輸送体制を整備しておく。 

5） 緊急通行車両の事前届出の徹底 

災害時の緊急輸送の確保を図るため交通規制がなされた場合、当該区間・区域を通行するため
には緊急通行車両の確認がなされる。この場合、事前に届出を行い届出済証の交付を受けることで
手続きが簡略化され、迅速な確認が可能となる。 

そこで、第２章「災害応急対策計画」に基づき、使用する可能性の車両をリストアップし、事前届出
の徹底を図ることとする。 

●ヘリポート一覧表（平成 13 年 3 月完成） 

名称 場所 備考 

救急用ヘリコプター離着陸場 字渡嘉敷2760番地 村道青年の家線(白玉之塔近く） 

6） 運送事業者との連携確保 

村は、緊急輸送調整業務への運送事業者等の参加、運送事業者等による物資集積拠点の運営
（運送事業者等の施設活用を含む）について以下の視点から検討し、必要な体制等の整備を推進
する。 

▷被災者の輸送に必要な情報項目、輸送対象者、要請方法等 
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▷物資の調達・輸送に必要な情報項目・単位の整理や発注方法の標準化 

▷物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設置の支援 

▷輸送車両への優先的な燃料供給等の環境整備 

▷輸送協定を締結した民間事業者等の車両の緊急通行車両の事前届出の普及 

7） 緊急輸送活動関係 

村及び県は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動のために確
保すべき道路、港湾、漁港、ヘリポート等の輸送施設及び、卸売市場、展示場、体育館等の輸送拠
点について把握・点検するものとする。また、村及び国、県は、これらを調整し、災害に対する安全性
を考慮しつつ、関係機関と協議の上、県が開設する広域物資輸送拠点、村が開設する地域内輸送
拠点を経て、各避難所に支援物資を届ける緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機
関その他関係機関等に対する周知徹底に努めるものとする。 

 
5．広報広聴体制の充実 

被災地での流言飛語や二次災害を防止するための情報、災害応急対策に関する情報（対策の
進捗状況、救援物資についてのお願い、ボランティアの募集等）を被災地内外に的確に発信するこ
とは、災害応急対策を円滑に進める上で極めて重要である。 

そこで、以下の体制を早急に整える。 

1） プレスルームの整備 

報道機関を通じての広報については、村及び防災関係機関からの情報を迅速・的確に発信する
ため、プレスルームを指定し、設備を充実する。 

2） 災害時の報道機関を通じての広報に関する意見交換会の開催 

災害時に村からの情報が的確に報道機関を通じて提供できるよう、報道機関との間で災害時の広
報に関する意見交換会を開催する。 

3） インターネットを通じた情報発信に関する検討 

情報化の進展に伴い、インターネット、ワンセグ、ツイッター及びフェイスブック等といった新しい情
報伝達手段が普及してきている。 

そこで、村からの情報をこうした手段を用いて伝達する方法や伝達内容等について検討を進める。 

4） 手話通訳者・外国語通訳者のリストアップ 

聴覚障害者や外国人に対して的確な情報を伝達できるよう、手話通訳者及び外国語通訳者をリス
トアップし、災害時の協力について事前に要請する。 

 
6．防災拠点の整備に関する検討 

防災拠点は、平常時には防災知識の普及・啓発、地域防災リーダー等の教育・訓練の場、さらには
防災資機材や物資備蓄の場であり、災害時には、避難場所や災害応急対策活動及び情報通信等の
ベースキャンプともなる。 

このため、自治会・町内会の区域にはコミュニティ防災拠点を、小学校区・中学校区には地域防災
拠点を確保する必要があり、これらの整備を推進していく。 
 
7．公的機関等の業務継続性の確保 

村は、地震・津波発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害
時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対
応力の強化を図り、業務継続計画を策定する。 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓
練・点検等の実施，訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し及び計画の改
訂などを行う。 
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特に、災害時に災害応急対策滑動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなることか
ら、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な順位及び職員の参集体
制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確保災害時にもつなが
りやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務の整理に
ついて定めておくものとする。 
さらに、以下の各種データ等の総合的な整備保全やバックアップ体制の整備を進める。 

▷戸籍、住民基本台帳、地籍、建築物、権利関係、施設、地下埋設物等情報、測量図面及び情報
図面等データ 

▷不動産登記の保全等 

 

 個別応急対策の迅速かつ円滑な実施のための事前措置の充実 

（実施主体：関係各課） 

多種多様な災害応急対策活動を迅速かつ円滑に実施するためには、各々の活動に対応したきめ細
かな事前措置を施していく必要がある。 

また、民間事業者に委託可能な業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あら
かじめ民間事業者との間で協定を締結しておくことで、民間事業者のノウハウや能力等を活用し、災害時
に迅速かつ効果的に対策を進めることが可能となる。 

そこで、各々について以下の対策を講じていくこととする。 

 
1．生命・財産への被害を最小限とするための事前措置の充実 

村民の生命・財産への被害を最小限とするためには、情報の伝達、避難誘導、救出救助、緊急医
療、消防活動及び二次災害防止活動の各段階においてきめ細かな事前措置を施していく必要がある
ため、以下の対策を積極的に推進する。 
1） 地震に関する情報の収集・伝達対策の充実 

地震による被害をより効果的に防止するため、緊急地震速報及び余震に関する情報等を住民に
迅速に知らせる体制を整える。 

2） 津波に関する情報の収集・伝達対策の充実 

津波警報等の収集及び津波浸水予想区域住民等への伝達体制の充実を図る。 

3） 避難誘導対策の充実 

危険な建物及び地域から安全な場所に村民や旅行者等を避難させるため、避難誘導に関する対
策を村、社会福祉施設、学校、不特定多数の者が出入りする施設等においてそれぞれ確立する必
要がある。そこで、村は、施設管理者等と連携して、以下の対策を推進していくこととする。 

▷社会福祉施設、公立学校その他の公共施設の耐震補強と避難体制の再点検 

▷医療機関、社会福祉施設、ホテル・旅館、観光施設、不特定多数の者が利用する施設等の避難
体制の再点検 

▷高齢者、障害者及び外国人のための避難マニュアルの作成 

▷耐震性のある県立施設の避難所指定に関する県との調整の推進 

▷避難路沿線施設の耐震性についての点検及び改修促進 

4） 救出救助対策の充実 

建物、土砂の中に生き埋めとなった者及び危険な地域に孤立した者を迅速に救出救助できるよ
う、村としては以下の対策を推進していくこととする。 

▷県、消防機関、警察及び自衛隊との図上演習を含む合同救出救助訓練の実施（総合防災訓練
に含む） 
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▷自主防災組織用の救出救助用資機材の補助 

5） 緊急医療対策の充実 

大きな地震により多数の負傷者が発生し、同時に医療機関もライフラインの停止等で機能麻痺に
陥ることを想定すると、負傷者に対して迅速・的確に医療処置を施すためには、災害に強い医療施
設・設備を整備するとともに、限られた医療資源を有効に活用できる対策を講じていく必要がある。 

そのため、行政機関と医師会等医療関係者の連携のもとに協定を締結し、総合的な緊急医療対
策を検討していくこととする。なお、当面は県として以下の対策を推進することとしている。 

(1) 地震・津波の被害想定、初動期を念頭においた緊急医薬品等の備蓄の推進 

(2) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び県内医療機関の医療従事者による医療救護班による緊急
医療活動訓練の実施（総合防災訓練に含む） 

また、総合的な緊急医療対策のための検討項目は、次の項目とする。 

(3) 第２次、第３次救急医療施設への軽傷患者の過集中の防止対策 

(4) 医療機関の被災状況、稼働状況及び医薬品に関する情報その他円滑な緊急医療活動に関す
る情報を一元化し提供するための対策 

(5) 地震・津波の危険性、被害想定の予測負傷者をふまえた国立病院機構、災害拠点病院等にお
ける応急医療体制の整備及び３日分の医薬品・医療資機材・非常電源用燃料等の備蓄並びに
ヘリポートの整備 

(6) 災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握できる広域災害・救急医療情報システム
の整備及びシステム操作等の研修・訓練の推進 

(7) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が中期的に医療活動を展開できる体制の確立（ＤＭＡＴから中
長期的な医療を担うチームへの引継ぎ調整スキームの策定等） 

(8) 慢性疾患患者の円滑な広域搬送体制の確保（関係機関との合同訓練等を含む） 

6） 消防対策の充実 

村は、村内の消防常備化率や消防団員比率、自主防災組織カバー率の低さ等をふまえ、同時多
発火災の発生に迅速に対処できるよう、以下の対策を推進していく。 

(1) 消防本部、消防団及び自衛隊との合同消火訓練の実施（総合防災訓練に含む） 

(2) 耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプ、小型動力ポンプ付積載車及び救助工作車等消防用施
設・設備の整備促進 

(3) 自主防災組織用の初期消火用資機材の補助 

(4) 消防広域化の支援及び消防救急無線のデジタル化・消防指令センターの共同整備・運用 

(5) 消防本部を通じての防災管理制度に基づき、消防管理者として大規模な建築物等の管理を行う
者の選任、防災管理に係る消防計画の作成及び防災管理点検の実施等の促進 

7） 建築物・宅地の応急危険度判定体制の整備 

建築物の余震等による倒壊や部材の落下物等による二次災害を防止し、村民の安全を確保する
ため、被災建築物、被災宅地の応急危険度判定の迅速かつ的確に実施できる体制の整備に努め
る。 

 
2．被災者の保護・救援のための事前措置の充実 

被災者に対してきめ細かな保護・救援を迅速に行うため、以下の対策を推進する。 
1） 学校の防災拠点化の推進 

以下の点に留意し、学校が地域の避難所等の防災拠点として機能するため、必要な対策を講じ
る。 

(1) 無線設備の整備 
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(2) 教職員の役割の事前規定 

(3) 調理場の調理機能の強化 

(4) 保健室の緊急医療機能（応急処置等）の強化 

(5) シャワー室、和室、簡易ベッド及び車いす用トイレの整備 

(6) 学校プールの通年貯水（消火用、断水時の生活用水用）及び浄化施設の整備 

(7) 給水用・消火用井戸、貯水槽、非常用電源、テレビ・ラジオ及び備蓄倉庫の整備 

(8) 施設の耐震化及びバリアフリー化 

2） 緊急避難場所・避難所の指定・整備 

(1) 緊急避難場所・避難所の指定 

村は、各種災害から危険を回避するための指定緊急避難場所及び被災住民が一時滞在するた
めの指定避難所を指定する。指定に当たっては、災害対策基本法施行令で定める指定緊急避難
場所及び避難所の基準に適合するように留意する。 

また、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定、取り消し又は当該施設の重要な変更を行う場
合は知事への通知及び公示を行うほか、指定緊急避難場所や円滑に避難するために必要な情報
を防災マップ等で住民等に周知する。 

(2) 避難場所・避難所の整備 

村は、指定緊急避難場所及び指定避難所の安全性の強化に努めるほか、内閣府の「避難所に
おける良好な生活環境の確保に向けた取組指針（平成 25 年 8 月）」を参考に指定避難所の環境
整備に努める。 

また、学校を避難所に指定する場合は、教育活動の場であることに配慮し、避難所としての機能
は応急的なものであることを認識の上、避難所としての利用方法等について教育委員会等の関係
部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

3） 福祉避難所のリストアップ 

村は、一般の避難所でのケアが困難な高齢者・障害者等を専用に受け入れる福祉避難所を指定
しておく。 

4） 家庭、社会福祉施設、医療機関及びホテル・旅館等への備蓄の啓発 

災害発生初期の段階においては、村民や各機関それぞれが備蓄する食料・水・被服寝具等など
生活必需品により生活の確保を図る体制を構築するため、これに備えた事前の準備が必要である。
このため、家庭、社会福祉施設、医療機関及びホテル・旅館等に対して、物資の調達体制が確立す
るまでの間（おおむね最低 7 日間）、食料・水・被服寝具等など生活必需品を各々において備蓄す
るよう、普及・啓発を行う。 

5） 応急仮設住宅の迅速な建設のための事前措置 

村は、地震・津波被害想定による被災戸数から仮設住宅の必要量を算定し、建設候補地をリストア
ップしておく。 

また、公営住宅や民間賃貸住宅の空き家等を把握し、また、必要に応じて関係団体との協定を締
結し、災害時の応急借上住宅として迅速に確保できるようにしておく。 

6） 物価の安定等のための事前措置 

村は、災害発生時、物価の安定等を図るため、大規模小売店及びガソリンスタンド等の営業状況
の把握等を行うこととしている。これらの活動を迅速に行うため、以下の事前措置を実施する。 

(1) 災害発生時に価格監視する物品のリスト化及び監視方法の検討 

(2) 災害発生時に営業状況を把握する大規模小売店及びガソリンスタンド等のリスト化 

 



 

２-27 

 

7） 文教対策に関する事前措置 

村は、災害発生時に文教対策を円滑に行うため、以下の事前措置を実施する。 

(1) 学校等の教育施設が避難所として使用される場合の、その使用のあり方（避難所として開放する
場所、学校備品の使用方針等）及び学校職員の行動方針等の検討 

(2) 時間外災害発生時の児童、生徒及び学生の被災状況の把握方法の検討 

(3) 時間外災害発生時の教職員の被災状況の把握方法の検討 

(4) 文化財の所有者又は管理者に対する防災体制の確立指導並びに文化財の耐震調査の指導 

8） 児童・生徒・園児等の保護等の事前措置 

村は、学校等において、災害発生時における保護者との連絡、児童・生徒等の保護者への引渡し
に関するルールをあらかじめ定めるよう努める。 

また、村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚
園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築に努める。 

9） 広域一時滞在等の事前措置 

村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難や一時滞在が可能となるよう、以下の事前措置の実
施に努める。 

(1) 他市町村との広域一時滞在に係る応援協定の締結 

(2) 災害時の避難者の移送や受入等についての実施要領の作成 

(3) 一時滞在施設の選定、施設の受入能力等の把握 

(4) 総務省の全国避難者情報システム等を活用した、広域避難者・一時滞在者の所在地等の情報
を避難元及び避難先の県及び村が把握する体制の整備 

(5) 放送事業者等と連携した、広域避難者・一時滞在者へ生活情報等を伝達する体制の整備 

10） 家屋被害調査の迅速化 

村は、県が実施する家屋の被害認定の担当者のための研修等に参加し、災害時の生活再建支援
金の支給等に必要なり災証明の発行を迅速化する。 

また、村は、家屋被害認定調査担当者の育成、り災証明業務実施体制の整備、他市町村や関係
団体との応援協定の締結等に努める。 

11） 災害廃棄物処理計画の策定 

村は、国の災害廃棄物対策指針（平成 26 年 3 月）及び沖縄県災害廃棄物処理計画（平成 29 年
3 月）を踏まえ、仮置場の配置や災害廃棄物の処理方法等を具体化した災害廃棄物処理計画の策
定に努める。 

12） 非常災害指定時の消防用設備等の基準の検討 

著しく異常かつ激甚な非常災害で避難所、応急仮設住宅、臨時医療施設が著しく不足する場合
には、災害対策基本法第 86 条の２及び第 86 条の３により、消防法第 17 条の規定が除外される災
害に指定される場合がある。このような災害時に、臨時の避難所や応急仮設住宅等を速やかに確保
できるように、村及び消防本部は、消防法に準ずる消防用設備等の設置・維持基準を検討しておく。 

 

 消防防災ヘリコプターの整備の検討（実施主体：総務課） 

大規模な地震が発生した場合、被害情報の収集、物資や防災要員の輸送、空中消火活動及び負傷
者の搬送等を迅速に行う必要が出てくるが、道路の寸断や渋滞によって陸上からの情報収集や輸送・搬
送には大きな障害が発生する可能性が高い。現在、県には消防防災ヘリコプターは配置していないこと
から、今後、県が検討する過程で、村として以下のような項目について検討し、県の整備検討に参画・連
携していくこととする。 
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1．被害情報の収集 

震度４以上の地震等大規模な災害が発生した場合、直ちに出動し被災地上空からの映像を直接災
害対策本部室に電送する。 
 
2．物資や防災要員の輸送 

緊急に輸送が必要な物資や防災要員を現地に迅速に輸送する。 
 
3．負傷者の搬送 

後方医療施設に搬送が必要な負傷者を迅速に搬送する。 
 
4．空中消火活動 

消防車等の進入困難地域や広範囲な火災に迅速に対応する。なお、運用を円滑に行うために、村
消防団による航空隊の訓練・研修、ヘリコプター基地や臨時離発着場の整備、警察本部及び自衛隊
保有のヘリコプターとの連携体制の確立等を並行して推進する。 
 

 災害ボランティアの活動環境の整備（実施主体：民生課、村社会福祉協議会） 

1．ボランティア意識の醸成 

1） 学校教育における取組 

ボランティア精神の芽を育てるには、幼少期からの教育や体験に勝るものはなく、村は、学校教育
に積極的に取り入れていくものとする。 

2） 生涯学習を通じての取組 

村及び社会福祉協議会は、社会教育活動の中でボランティア講座等を開催して、ボランティアへ
の理解と実践への機会の創出を図る。 

 
2．ボランティアの育成等 

1） ボランティアの育成 

村は、ボランティアが効果的な活動を実施するため、村社会福祉協議会と連携して、平時からボラ
ンティアの育成に努めるものとする。 

2） 専門ボランティアの登録等 

(1) 村は、災害時におけるボランティアの迅速かつ有効な活用を図るため、医療業務、看護業務、介
護業務、通訳、無線通信及び被災建築物応急危険度判定等の専門的な資格や技能を有する
者（以下「専門ボランティア」）という。）を平時から登録し、把握に努めるものとする。 

(2) 村は、ボランティアとして登録されている専門ボランティアに対し、防災に関する知識及び技術の
向上を図るため、研修及び訓練等に努めるものとする。 

3） ボランティアコーディネーターの養成 

村は、日本赤十字社沖縄県支部及び県社会福祉協議会及び村社会福祉協議会と連携し、災害
時にボランティアを指導し、効果的な活動が行えるようボランティアコーディネーターの養成に努める
ものとする。 

 
3．ボランティア支援対策 

1） 村は、県・村社会福祉協議会と連携して、殺到するボランティアの受付場所、受付要員及び活動
拠点について準備・指定しておくものとする。 

2） 村及び村社会福祉協議会は、災害後のボランティアニーズについて想定しておき、初動期のボラ
ンティア活動が迅速に行われるようにしておくものとする。 
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3） 村及び村社会福祉協議会は、ボランティア（団体）を登録・把握するとともに、ボランティア活動を支
援していくものとする。 

また、ボランティアが被災地において相互に連携して迅速かつ機能的な活動が行えるよう、平常時
から研修や交流の機会を提供し、ボランティア相互の連絡体制等のネットワークを確保するものとす
る。 

4） 県及び県社会福祉協議会は、ボランティアが安心して活動できるようボランティア保険制度の周知
を図るなど、加入促進に努めるものとする。 

村は、ボランティア保険の加入に際して、保険料負担の支援を検討する。 

 

 要配慮者の安全確保計画（実施主体：民生課） 

高齢者、障害者、外国人、乳幼児及び妊産婦等の要配慮者に対しては、防災知識の普及・啓発、災
害時の情報提供、避難誘導及び救護・救済対策等の様々な面で配慮が必要である。 

このため、平時から地域において、要配慮者の支援体制を整備しておくことが重要である。 

特に、高齢者・障害者等には事前の避難支援プランを策定するなど、特に配慮するとともに、避難場
所での健康管理や応急仮設住宅への優先的入居等を行える体制等の整備に努める。 

 
1．社会福祉施設等における安全確保 

社会福祉施設、幼稚園及び保育所における要配慮者の安全を図るためには、以下の対策を講じて
おくことが必要である。 
1） 村防災計画への位置づけ 

村は、災害発生時の要配慮者の避難対策等について、施設管理者、村及び福祉関係団体等の
対応や連携協力方法等を地域防災計画に定めるものとする。 

特に、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設等については、土砂災害に関
する情報、予報及び警報等の伝達に関する事項、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合
における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの
がある場合にあっては、これらの施設名称及び所在地を明記しておく。 

2） 施設・設備等の整備及び安全点検 

施設の管理者は、災害発生時に要配慮者が安全で円滑に避難できるよう、また、施設自体の崩壊
や火災の発生を防止するため、施設や付属設備等の整備や常時点検に努めるものとする。 

3） 地域社会との連携 

災害発生時の避難にあたっては施設職員だけでは対応が不十分であり、常に施設と地域社会と
の連携が図られ、災害時において地域住民の協力が得られる体制づくりを行うものとする。 

4） 緊急連絡先の整備 

災害発生時には保護者又は家族と確実に連絡がとれるよう、緊急連絡先の整備を行う。 

5） 災害用備蓄等の推進 

長時間にわたりライフラインや医療品、食料等の確保ができない事態を想定し、非常電源、医療品
及び非常用食料等の確保に努めるものとする。 

 
2．在宅で介護を必要とする村民の安全確保 

心身に障害を有する者（児童を含む。以下同じ）、介護を要する高齢者については、身体諸機能の
障害による移動困難及び判断能力の減退等による行動困難等、防災上の困難が認められる。 

また、常時単身で日常生活を営む高齢者についても、生活環境の面から防災上の特別の配慮を必
要とする。 
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1） 避難行動要支援者の避難支援体制の整備支援プランの策定 

村は、防災担当部局と福祉担当部局との連携のもと、消防団、自主防災組織等の防災関係機関
及び平常時から要配慮者と接している社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者
団体等の福祉関係者と協力して避難行動要支援者の避難支援の体制を整備するよう努めるものと
する。 

また、個人のプライバシーに配慮しつつ、避難行動要支援者に関する情報を共有し、一人ひとりの
避難行動要支援者に対して避難支援者を定めるなど、具体的な避難支援個別計画の策定に努める
ものとする。 

避難行動要支援者名簿の作成・活用及び避難支援プランの策定に当たっては、災害対策基本法
及び「避難行動要支援者の避難支援に関する取組指針」（平成 25 年 8 月内閣府）に基づくものと
し、また、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映
したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿
の活用に支障が生じないように、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。 

また本計画において、次の事項を定めるものとする。 

▷避難支援を行う関係者の範囲 

▷避難行動要支援者の対象範囲 

▷避難行動要支援者の名簿作成に必要な個人情報の範囲と入手方法 

▷避難行動要支援者の名簿の更新要領 

▷避難行動要支援者の名簿提供における情報漏えい防止措置 

▷要配慮者が円滑に避難するための情報伝達等における配慮事項 

▷避難支援者の安全確保対 

2） 防災についての普及・啓発 

広報等を通じ、要配慮者をはじめ、家族、地域住民に対する啓発活動を行う。 

(1) 要配慮者及びその家族に対する普及・啓発 

▷日常生活において常に防災に対する理解を深め、また日頃から対策を講じておくこと。 

▷地域において防災訓練等が実施される場合は積極的に参加すること。 

(2) 地域住民に対する普及・啓発 

▷地域在住の要配慮者の把握に努め、その支援体制を平素から準備すること。 

▷発災時には要配慮者の安全確保に協力すること。 

3） 緊急通報システムの整備 

災害時に要配慮者が直接消防機関に通報できるシステムの整備に努めるものとする。 
 
3．不特定多数の者が利用する施設における安全確保 

不特定多数の者が利用する施設等には、高齢者や障害者、外国人等のように災害発生時には自
力で避難することが困難な人々が多く出入りしていることから、これら要配慮者の安全を確保するため
には、日頃から十分な防災対策を講じておくことが必要である。 
1） 施設設備等の整備 

施設の管理者は、災害発生時に要配慮者が安全で円滑に施設等から避難できるよう、高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等に基づき、施設や付属設備等の整備に努めるも
のとする。 

2） 施設及び設備等の安全点検 

施設の管理者は、災害発生時における施設自体の崩壊や火災の発生を防止するため、施設や付
属設備等の常時点検に努めるものとする。 
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 観光客・旅行者・外国人等の安全確保（観光産業課） 

村、防災関係機関、観光施設、宿泊施設及び交通施設（フェリー等）等の管理者は、観光客等の行動
特性を考慮し、地理に不案内な観光客・旅行者等や日本語を解さない外国人等が地震・津波災害に遭
遇した場合を想定した安全確保体制を整備する。 

 
1．観光客・旅行者等の安全確保 

1） 避難標識等の整備、普及 

村、観光施設、宿泊施設及び交通施設等の管理者は、避難誘導標識の配置、管理施設への海
抜表示及びハザードマップの掲示等を推進するほか、県、観光協会、交通機関（フェリー等）、レンタ
カー会社及びガソリンスタンド等と連携して、地震・津波発生時の避難行動や避難場所等の情報を、
ホームページや観光マップ等を利用して観光客や旅行者等へ周知する。 

2） 観光客・旅行者・宿泊客の避難誘導・帰宅支援体制の整備 

観光施設、交通施設、旅館・ホテル等の施設管理者は、地震・津波災害時の避難誘導マニュアル
や避難支援体制を事前に整備しておくなど、観光・宿泊客の安全を確保することにとどまらず、交通
機関の被災等で、帰宅困難となった多数の観光客等が待機できるよう平素から食料・水・被服寝具
等など生活必需品の備蓄に努めるものとする。 

村は、津波避難計画の策定において、観光客、宿泊客等が多い時期を想定し、観光施設、宿泊
施設、交通施設等の管理者と連携して、円滑に誘導する体制や避難場所、避難経路等を確保す
る。 

また、県と連携して、観光客等に津波警報や避難情報等を即時配信できるシステムの導入に努め
る。 

3） 観光関連施設の耐震化促進 

村及び県は観光関連団体と連携し、観光関連施設の耐震診断及び改修に係る広報及び相談、
支援策の実施に努める。 

 
2．外国人の安全確保 

村は、国際化の進展に伴い、本村に居住・来訪する外国人が増加していることをふまえ、言語・文
化・生活環境の異なる外国人の災害時における避難対策等の充実強化を図り、的確な行動がとれるよ
うな支援方策と環境づくりに努める。 
1） 外国人への防災知識の普及 

ハザードマップや避難誘導標識等への外国語の併記や、外国語による防災パンフレットを作成
し、外国人に配布する等の方法により、外国人に対し防災知識の普及・啓発を図るものとする。 

2） 外国語通訳ボランティアの活用体制の整備 

災害時における外国語通訳ボランティアの事前登録等、通訳ボランティアの活用体制の整備を図
るものとする。 

 
3．観光危機管理体制の整備 

1） 観光危機管理の普及、対策の促進 

村及び県、観光関連団体等は、連携して観光危機管理に関する知識等の普及啓発を図る。 

2） 観光危機情報提供体制の整備 

村は、国及び県、観光関連団体等と連携し、地震・津波等の観光危機発生時に観光客が必要と
する各種情報を収集し、要支援観光客や交通手段などにも配慮しつつ総合的かつ迅速に、情報発
信を行える体制を整備する。 

また、危機発生時に、村、県、(一財)沖縄観光コンベンションビューロー、観光関連団体・事業者等
間の通信を確保できるよう、非常用通信手段の整備に努める。 
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第5節 津波避難体制等の整備 

本村は、沖縄本島からも近い離島で、多くの観光客が訪れる。 

一方、住民、漁業関係者、海水浴客、釣り人、観光客及び要配慮者等を津波被害から守るため、避難
体制の強化等を推進する必要がある。 

 
1．津波避難計画の策定・推進（実施主体：総務課） 

1） 村における対策 

村は、県が策定する上記津波避難計画策定指針その他各自で定める避難指針、津波浸水想定
結果及び海抜高度図等を基に、地域の実情に応じた実践的な津波避難計画を策定するよう努め
る。 

なお、計画の策定や修正にあたっては、実際の災害対応、防災演習・訓練等の検証結果を反映
し、より効果的な内容にしていくものとする。 

2） 要配慮者、不特定多数の者が利用する施設等の管理者 

観光・宿泊施設、交通施設(フェリーのターミナル等)、医療・福祉施設、学校、興行場その他の不
特定多数の者が利用する施設の管理者は、観光客や施設利用者等の円滑な避難体制を中心とし
た防災マニュアルを策定し、訓練を実施する。この際、多数の避難者の集中や混乱等も想定した内
容とする。 

3） 避難計画の留意点 

(1) 徒歩避難の原則 

津波発生時の避難は、徒歩を原則とする。このため、村は、自動車免許所有者に対する継続的
な啓発を行うなど、徒歩避難の原則の周知に努める。 

ただし、避難困難区域や避難行動要支援者の避難を支援する者等で、避難所要時間が５分又
は津波到達予測時間を越えるなど自動車等の利用が不可欠な場合においては、村は避難者が自
動車等で安全かつ確実に避難できることを確認した上で、徒歩以外の避難手段を設定する。 

この場合、県警察と十分な調整を図るとともに、各地域での合意形成、津波避難道路であること
を周知する標識の整備、津波発生時の行動の周知等を徹底し、自動車避難に伴う危険性の軽減
策を徹底する。 

(2) 消防防災関係職員等の避難原則 

消防団員、警察官、村職員など津波浸水想定区域内で防災対応や避難誘導にあたる者は、当
該地域の津波到達予測時間に余裕をもった時間内に避難することを原則として、当該時間内に可
能な活動の手順や避難判断基準等を、平時の津波防災訓練等の検証結果等をふまえて定めてお
く。 

 
2．津波危険に関する啓発（実施主体：総務課） 

1） 村における対策 

(1) 村は、住民等を対象に以下の項目について繰り返し普及・啓発を行う。 

▷津波浸水想定区域（想定の限界や不確実性含む） 

▷津波危険への対処方法（適切な避難場所及び避難路、津波警報等の意味及び精度、移動手
段、率先行動等を含む） 

▷過去の津波災害事例や教訓（1771 年八重山地方大地震による津波等） 

▷津波の特性（波の押し・引き、遠地地震等） 

(2) 普及・啓発は、以下に例示する各種手段・機会を活用して実施する。 

▷学校、幼稚園、保育園での職員、生徒、児童、園児及び保護者を対象とした教育 
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▷漁業関係者、海水浴場関係者を対象とした説明会 

▷津波危険地域に立地する施設関係者（特に観光・宿泊施設関係者、要配慮者関連施設、不特
定多数の者が利用する施設等）を対象とした説明会 

▷津波危険地域の各町内会、自治会単位での説明会及び地域の防災リーダー（消防団、自主防
災組織等）への研修会 

▷広報誌 

▷防災訓練 

▷防災マップ（津波ハザードマップ） 

▷統一的な図記号等を利用したわかりやすい案内板の設置（避難場所や避難階段等を、蓄光石
等の夜間でも認知できる手法に配慮して表示するよう努める） 

▷電柱・電信柱や公共施設等への海抜、浸水実績高及び浸水予測高等の表示 

2） 広報・教育・訓練の強化 

(1) 津波ハザードマップの普及促進 

村の津波避難計画を反映した津波ハザードマップの作成・公表を促進するとともに、防災教育、訓
練広報その他土地取引における確認等を通じてハザードマップの内容の理解を促進する。 

(2) 津波避難訓練の実施 

村は、津波浸水想定結果及び海抜高度図等を基に、最大クラスの津波高や津波到達予想時間を
ふまえ、防災関係機関、社会福祉施設、医療機関、学校、村民、防災リーダー及び要配慮者等が参
加する実践的な避難訓練を実施する。 

(3) 津波防災教育の推進 

村は、教育関係者と連携して、過去の津波災害の脅威や教訓等を伝承する機会を定期的に設け
るほか、学校教育をはじめ様々な場面で活用できる津波防災教育プログラムや危機意識を共有でき
るリスクコミュニケーション手法を整備し、村民の津波防災への理解向上に努める。 

 
3．津波に対する警戒避難体制・手段の整備（実施主体：総務課） 

本村の自然環境、地理条件、津波対策の現況等を考慮し、津波への警戒・避難体制の向上や津波
避難困難地区の解消等を図るものとする。 
1） 危険予想区域住民に対する情報伝達体制の整備 

村は、津波危険地域及び住家に対して津波警報等の内容に応じた避難指示（緊急）等の具体的
な発令基準や迅速な広報体制を整備し、地震情報や津波警報等を自動的に伝達するシステムの導
入等、迅速な情報伝達体制の確保に努めるものとする。 

村は、地震情報、津波警報、避難勧告等が村民の迅速・的確な避難行動に結びつくよう、要配慮
者、観光客及び外国人等に配慮して、効果的な伝達内容等を準備しておく。 

また、関係事業者と連携して、津波警報等が確実に伝わるよう、防災行政無線、全国瞬時警報シ
ステム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有システム（Ｌアラート）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含
む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）及びワンセグ等を用いた伝達手段の多重化、多様
化に努める。 

2） 監視警戒体制等の整備 

津波危険に対し警報等の把握、海岸地域及び河口付近の監視装置の設置等、監視警戒体制を
整備する。 

3） 避難ルート及び避難ビルの整備 

(1) 避難距離の長い避難ルートの見直し 

津波到達時間が短い地域ではおおむね５分以内のルートを目標とし、地形、土地利用から５分
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以内が困難な場合は津波到達予想時間を考慮する。 

また、徒歩で短時間に高台等へ移動できるよう、必要に応じて避難路、避難階段を整備し、住民
等に周知する。整備にあたっては、地震による段差の発生、避難車両の増大、停電時の信号滅灯
等を想定し、渋滞や事故のないようにする。 

(2) 避難ルート・避難場所案内板の設置 

観光客等、現在地の地理に不案内な者でも速やかに身近な津波避難場所へ移動できるよう、外
国人等にもわかりやすい避難誘導サインを設置する。 

(3) 津波避難ビルの整備等 

津波避難困難区域等、身近な高台等が少ない地区では、公共施設のほか民間建築物等の活用
も含めて津波避難ビルの指定や整備を促進する。 

これらの指定や整備にあたっては、想定浸水深や建築物への衝突による水位上昇を考慮し、十
分な高さと構造避難スペースが確保されるように努める。 

なお、津波到達時間内に避難できる高台やビル等が存在しない地区では、一時的に緊急避難
する盛り土による高台や津波避難タワーの整備等を検討する。 

(4) 津波避難場所の指定・整備 

津波避難場所は、海抜５ｍ以上で想定される浸水深以上の海抜高度を有する高台等とし、避難
後も孤立せず、津波の状況に応じてさらに安全な場所へ移動できる場所の指定や整備を行う。 

また、建築物については、必要に応じ、換気及び照明等の避難生活環境を良好に保つ設備の
整備に努める。 

やむを得ず津波浸水想定区域等に津波避難場所を指定する場合は、施設の耐浪化、非常用発
電機の設置場所の工夫、非常通信設備の配置及び物資の備蓄等を行う。 

また、避難場所を避難所（避難生活用の施設）と混同しないよう、村民への周知と理解を促進す
る。 

(5) 津波避難困難地域の解消 

村は、県の津波避難困難地域予測結果を基に、地域の特性や避難体制の実情等をふまえて津
波避難困難地域を設定する。また、津波避難困難地域の解消に効果的な対策を検討し、対策の実
施に努める。 

(6) その他 

水門や陸閘を整備する際は、水門や陸閘の自動化や遠隔操作化に努めるとともに、閉鎖後の逃
げ遅れを想定し、緊急避難用スロープの設置等に努める。 

 
4．危険区域の指定等（実施主体：総務課） 

津波による危険の著しい区域は、津波災害特別警戒区域や災害危険区域の指定について検討し、
必要な措置を講ずる。 
なお、津波災害警戒区域を指定する場合には、津波防災地域づくり法により以下の対策を講じる。 

1） 村防災計画に、当該区域ごとに津波に関する情報、予報及び警報・注意報伝達に関する事項、避
難場所及び避難経路に関する事項、津波避難訓練に関する事項、主として防災上の配慮を要す
る者が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の名称及び所在地等について定める。 

2） 津波災害警戒区域内の主として防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校、医療
施設について、当該施設の利用者の津波発生時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、
津波に関する情報及び予報及び警報の伝達方法をあらかじめ定める。 

3） 村は、村防災計画に基づき津波に関する情報の伝達方法、避難場所及び避難経路及び円滑な
警戒避難を確保する上で必要な事項について村民に周知させるため、これらの事項を記載したハ
ザードマップの配布等を行う。 
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4） 村は、津波災害警戒区域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練の実施に
関し必要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取組みの支援に努める。 
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第6節 離島の防災体制の強化 

離島では、地震・津波により生命線となる港湾、漁港、道路及び通信施設が被災し、長時間、外部から
の救援が不能となる事態が予想される。また、大津波から避難できない事態も予想される。このような本
村の地理的特性や防災上の不利性をふまえて、地震・津波による孤立化や津波避難に必要な以下の対
策を推進する。 

 
1．孤立化等に強い施設整備（実施主体：船舶課、観光産業課） 

1） 港湾・漁港対策 

村は、島の孤立化防止に重要な港湾及び漁港について、耐震強化岸壁や背後道路等の整備を
推進する。また、施設の応急復旧及び航路啓開等を速やかに実施する体制整備等を推進する。 

2） 道路対策 

道路管理者は、離島の重要な港湾、漁港や中山間部の孤立予想集落と災害対策拠点（避難所、
救護所、物資輸送拠点、臨時ヘリポート等）を結ぶ重要な道路区間について、耐震性の確保及び土
砂災害対策等を推進する。 

また、施設の応急復旧や道路啓開を速やかに実施する体制等の整備を推進する。 

3） 通信施設対策（総務課） 

村は、孤立化が予想される離島等について所管の通信施設の耐震性や耐浪性を確保する通信事
業者に要請するほか、長時間の孤立を想定した非常電源や代替通信手段（孤立防止用無線、衛星
携帯電話の配備等）の確保を推進する。 

 
2．孤立化等に強い人づくり（実施主体：総務課） 

1） 孤立想定訓練 

村は、村内の孤立危険集落について、地震・津波による長時間の孤立化を想定した訓練を実施
し、非常通信、応援の要請・受入、港湾・漁港の応急復旧等を速やかに行う災害対応力を養成す
る。 

2） 知識の普及 

村は、村内の孤立危険集落では地震・津波の被害による長時間の孤立を想定し、受援までの間を
地域内でしのぐ自活体制の必要性を普及し、各家庭での飲料水、食料、生活必需品等について１
週間分以上の備蓄を促進する。 

3） 自主防災組織の育成 

村内において孤立化が想定される地域では、初期消火、避難対策、救助・救護等を、地域の組織
力で自主的に対処できるよう、自主防災組織カバー率 100％を目指す。 

4） 消防団の高度化 

本村では村の職員等が消防団員として消防活動を行っている。 

このため、村は、県と連携して消防団員を対象に、教育・研修や消防資機材等の整備を支援す
る。 

 
3．地震・津波災害応急対策活動の準備（実施主体：総務課） 

1） 離島への応援体制の強化 

村は、地震・津波の被害想定による被災パターンをふまえて、本島からの応援や、離島相互間の
応援が迅速に実施できる体制等の整備を推進する。 

2） 備蓄拠点の確保等 

村は、本村や孤立集落等への救援物資の搬送が長時間途絶する状況を想定し、集落ごとに十分
な量を備蓄するほか、物資の性格、地震・津波の危険性、避難場所の分布等を考慮して、集中備
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蓄、分散備蓄及び備蓄拠点の設置等、効果的な体制を選定する。 

3） 臨時へリポートの確保 

本村の孤立危険集落ごとに、津波浸水及び土砂崩れ等の危険箇所を考慮した臨時ヘリポートを
確保し、ヘリポートの開設・運用に必要な体制や資機材等の整備を推進する。 

 
4．津波避難体制の整備（実施主体：総務課） 

1） 津波に対する啓発 

過去に本県の離島に大被害をもたらした、八重山地方大津波等の教訓の伝承を推進する。 

2） 津波警戒避難体制･手段の整備 

島全体が低平で津波避難に必要な高台等の避難場所を確保できない離島においては、津波避
難タワーの整備等を検討するなど、津波避難対策の強化を図る。 
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第2章 災害応急対策計画 
災害応急対策計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、災害の発生を防御し、又

は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するため、防災に関する組織、地震情報・津波警報等の伝
達、災害情報等の収集、避難、水防、消防、救助、交通輸送等について計画し、その迅速な実施を図る
ものである。 

特に、発災当初の 72 時間は、救命・救助活動に重要な時間帯であるため、救命・救助活動及びこの
活動のために必要な人的・物的資源を優先的に配分する。さらに、避難対策、食料・飲料水等の必要な
生活支援を行う。 

当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、情報提供、二次災害の防止等の
活動に拡大する。 
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第1節 組織計画 

この計画は災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策を実施するための組
織及び編成に関するものである。 

 
1．渡嘉敷村災害対策本部 

災害対策本部（以下「本部」という。）は、村長を本部長として、災害対策基本法第 23 条及び渡嘉敷
村災害対策本部条例に基づき組織され、防災会議と緊密な連帯のもと地域防災計画の定めるところ
により、村域に係わる災害予防及び災害応急対策を実施する。 
1） 本部の設置 

本部は、次のような災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき村長が設置する。 

▷ 大規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると認められるとき。 

▷ 災害が発生し、その規模及び範囲から判断し本部を設置して対策の実施を必要と認められると
き。 

▷ 県に本部が設置された場合において、本村に本部設置の必要を認めたとき。 

2） 本部の設置場所 

▷ 本部は、村役場庁舎内に設置するものとする。 

※役場庁舎内が使用できない場合は、村内の公共・公益施設の使用可能性を調査し、使用可能
な場所に設置する。 

3） 災害対策本部の組織 

▷ 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は村長を副本部長は副村長をもってあてる。 

▷ 本部に本部会議を置き、本部長・副本部長・教育長・災害対策本部の各班長、その他本部長が
必要と認めるものをもって構成し、本部長がこれを召集する。 

▷ 本部長が出張、休暇等による不在又は連絡不能で、特に緊急の意思決定をする場合において
は、下記の順位により、所定の決定権者に代わって意思決定を行う。 

※この場合において、代理で意思決定を行った者は、速やかに所定の決定権者にこれを報告し、
その承認を得る。 

 
●災害対策本部の構成図 
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●災害対策本部の構成 

 

●決定権者の順位 

 

 

 

 

 

4） 本部の廃止 

本部は災害応急対策を一応終了し、又は災害発生のおそれがなくなり本部による対策実施の必
要がなくなったとき解散する。 

5） 本部の設置・解散の通知 

本部を設置又は解散したときは、県、関係機関及び住民に対して次により通知公表するものとす
る。 

▷ 渡嘉敷村防災行政無線による広報 

▷ 県防災行政無線、端末局の活用 

▷ その他、迅速な方法 

6） 各対策班は原則として本部の設置と同時に設置される。但し、災害の種別等により本部長が指示
した班は設置されない。 

7） 本部の組織編成及び所掌事務は、資料編「渡嘉敷村災害対策本部所掌事務」に示す。 

 
2．渡嘉敷村防災会議 

村長を会長として、災害対策基本法第 16 条第５項及び渡嘉敷村防災会議条例に基づき組織さ
れ、その所掌事務は渡嘉敷村地域防災計画の作成並びにその実施の推進を図るとともに、災害情報
の収集等をつかさどる。 
1） 本部会議において協議すべき事項は次のとおりとする。 

▷ 災害予防、災害応急対策の実施に関する重要事項。 

▷ その他本部長が必要と認める事項。 

 

 

  

本部長 村長 

副本部長 副村長 

構成員 
総務対策班長、民生対策班長、観光産業対策班長 
会計対策班長、船舶対策班長、教育委員長、 
その他本部長が必要と認めるもの 

 

1.村長 2.副村長 3.総務課長 
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第2節 配備及び動員計画 

1．配備の指定及び区分 

(1) 本部長は、本部を設置したときは、直ちに配備の規模を指定する。なお必要がある場合は情勢
に応じて変更する。 

(2) 配備は、災害の規模に応じ、おおむね次の基準により第 1 配備から第 3 配備までに区分する。 

 
●配備の基準 

区分 配備時期 配備内容 

第１配備 
（災害対策準備体制） 

1. 気象庁が、渡嘉敷村で震度４が観測された旨を発

表した場合、又は沖縄県が属する津波予報区のい

ずれかに津波注意報を発表したとき。 

1. 各班の情報担当・及び連

絡担当要員は配置につく 

2. その他の職員は待機の

態勢をとる 

第２配備 
（災害警戒本部） 

<警戒体制> 

1. 渡嘉敷村に気象業務法に基づく津波警報（注意報

を含む）が発表されたのに伴い、災害に関する情報

の収集・伝達等を特に強化して対処する必要があ

るとき。 

2. 地震又は津波により、村の全域又は一部の地域に

災害の発生するおそれがあり、警戒を要するとき。 

3. 強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱く

ても長い間ゆっくりとした揺れを感じたときで必要と

認めたとき。 

4. 気象庁が、渡嘉敷村で震度５弱を観測された旨発

表したとき。 

1. 全職員が配置につく 

第３配備 
（災害対策本部） 
<救助・非常体制> 

1. 渡嘉敷村に、気象業務法（昭和 27 年法律第 165

号）に基づく津波警報が発表され、かつ重大な災

害の発生するおそれがあるとき。 

2. 地震又は津波により、村の全域又は一部の地域に

重大な被害が発生したとき。 

3. 村の全域又は一部の地域に、災害救助法（昭和 22

年法律第 118 号）の適用を要する地震又は津波災

害が発生したとき。 

4. 気象庁が、渡嘉敷村で震度５強以上が観測された

旨発表した場合及び沖縄県が属する津波予報区

のいずれかに大津波警報を発表したとき。 

1. 全職員が配置につく 

 

2．配備要員及び指名 

(1) 各班の配備要員は、資料編「渡嘉敷村災害対策本部所掌事務」に記載する。ただし、この配備
要員は災害の実情により、所属の班長において増減することができる。 

(2) 各班長は、災害対策要員のうちから配備の規模に応ずる配備要員をあらかじめ指名しておく。 

(3) 各班長は、必要に応じ最新の配備要員名簿を作成し、総務対策班長に提出する。（配備要員に
異動があった場合は、その都度修正のうえ、総務対策班長に通知する。） 
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3．動員方法 

(1) 本部長は、気象予警報及び災害発生のおそれのある異常気象等の通報を受けた場合で、大き
な災害が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに本部会議を招集し災害対策要員の配備
指定その他応急対策に必要な事項を決定する。 

(2) 本部会議の招集に関する事務は総務対策班長が行う。 

(3) 総務対策班長は本部が設置され、対策要員の配備規模が決定されたときは、その旨各班長に通
知する。 

(4) 通知を受けた各班長は、直ちに班内の配備要員に対しその旨通知する。 

(5) 通知を受けた配備要員は、直ちに所定の配備につく。 

(6) 各班長は、あらかじめ内部の非常召集系統を確立しておく。なお、非常召集系統については配
備要員名簿に併記し、総務対策班長に提出しておく。 

●動員方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．非常登庁 

各班の配備体制計画により参集が必要な職員は、勤務時間外及び休日において災害が発生したと
き又は災害が発生するおそれがあることを知ったときは、以後の推移に注意し、すすんで所属長と連
絡をとり、又は通信の途絶により連絡不能の場合は、自らの判断により登庁する。 

また、全職員は、救助・非常体制に対応する災害の発生又は発生するおそれがあることを知ったとき
は、自ら登庁する。 
●自主参集基準 

参集要員 参集基準 

総務課指定職員 

1. 気象庁が県内で震度４を観測し、発表した場合 
2. 気象庁が津波注意報を発表した場合 
3. 気象庁が津波警報を発表した場合 
4. 気象庁が当村域を含む地域に震度５弱を観測し、発表した場合 
5. 気象庁が大津波警報を発表した場合 
6. 気象庁が当村域を含む地域に震度５強以上を観測し、発表した場合 

準備体制要員 
（第１配備） 

1. 気象庁が県内で震度４を観測し、発表した場合 
2. 気象庁が津波注意報を発表した場合 

警戒体制要員 
（第２配備） 

1. 気象庁が津波警報を発表した場合 
2. 気象庁が当村域を含む地域に震度５弱を観測し、発表した場合 

全職員 
（第３配備） 

1. 気象庁が大津波警報のを発表した場合 
2. 気象庁が当村域を含む地域に震度５強以上を観測し、発表した場合 

 

村長（本部長） 

総務対策班長 

報告 配備指示 

各班長等 各班員 

【あらかじめ定めた課内の非常招集系統により伝達】 

動員 動員 

報告 配備要員名簿に
より報告 

（総務課長） （各課長） （各課職員） 
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第3節 地震情報・津波警報等の伝達計画 

1．緊急地震速報 

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対し、緊急地
震速報（警報）を発表する。 

また、最大震度 3 以上又はマグニチュード 3.5 以上等と予想されたときに、緊急地震速報（予報）を
発表する。 

 なお、緊急地震速報（警報）のうち予想震度が 6 弱以上のものを特別警報に位置付けている。日
本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。なお、震度６弱以上の揺れを予想し
た緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけられる。 
※緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析すること

により、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。このため
内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震源に近い場所では強い揺れの到達に原理的に間に合
わない場合がある。 

2．地震情報等の種類及び発表基準 

気象庁は、次の地震情報を発表する。 
地震情報の 

種類 
発表基準 内容 

震度速報 ・震度 3 以上 
地震発生約 1 分半後に、震度 3 以上を観
測した地域名（全国を約 188 地域に区分）
と地震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する 
情報 

・震度 3 以上 
（大津波警報、津波警報または津波注
意報を発表した場合は発表しない） 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変
動があるかもしれないが被害の心配はな
い」旨を付加して、地震の発生場所（震
源）やその規模（マグニチュード）を発表。 

震源・震度に関
する情報 

・震度 3 以上 
・大津波警報、津波警報または津波注
意報発表時 

・若干の海面変動が予想される場合 
・緊急地震速報（警報）を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ
ニチュード）、震度 3 以上の地点名と市町
村毎の観測した震度を発表。 
震度 5弱以上と考えられる地域で、震度を
入手していない地点がある場合は、その
市町村名を発表。 

各地の震度に
関する情報 

・震度 1 以上 

震度 1 以上を観測した地点のほか、地震
の発生場所（震源）やその規模（マグニチ
ュード）を発表。 
震度 5弱以上と考えられる地域で、震度を
入手していない地点がある場合は、その
地点名を発表。 
地震が多数発生した場合には、震度 3 以
上の地震についてのみ発表し、震度 2 以
下の地震については、その発生回数を
「その他の情報（地震回数に関する情
報）」で発表。 

推計震度分布
図 

・震度 5 弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、1km
四方ごとに推計した震度（震度 4 以上）を
図情報として発表。 
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地震情報の 
種類 

発表基準 内容 

遠地地震に関
する情報 

国外で発生した地震について以下の
いずれかを満たした場合等 
・マグニチュード 7.0 以上 
・都市部等、著しい被害が発生する可
能性がある地域で規模の大きな地震
を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ
の規模（マグニチュード）をおおむね 30
分以内に発表。 
日本や国外への津波の影響に関しても記
述して発表。 

長期地震動に
関する観測情
報 

・震度 3 以上 

高層ビル内での被害発生可能性等につ
いて、地震の発生場所（震源）やその規模
（マグニチュード）、地域ごと及び地点ごと
の長周期地震動階級等を発表（地震発生
から約 20〜30 分後に気象庁ホームペー
ジ上に掲載） 

その他の情報 
・顕著な地震の震源要素を更新した場
合や地震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせ
や地震が多発した場合の震度 1 以上を
観測した地震回数情報等を発表 

 

●地震活動に関する解説情報等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び沖縄気象台・地方気
象台等が関係地方団体体、報道機関等に提供している資料。共、報道機関等に提供 

地地震に関する情報 発表基準 内容 

地震解説資料 
 （速報版） ※ 

以下のいずれかを満たした場合
に、一つの現象に対して一度だけ
発表  

・（担当地域沿岸で）大津波警報、
津波警報、津波注意報発表時  

・（担当地域で）震度４以上を観測  
（ただし、地震が頻発している場
合、その都度の発表はしない。） 

地震発生後 30 分程度を目途に、地方

公共団体が初動期の判断のため、状況

把握等に活用できるように、地震の概

要、当該都道府県の情報等、及び津波

や地震の図情報を取りまとめた資料。 

地震解説資料  
（詳細版） 

以下のいずれかを満たした場合に
発表するほか、状況に応じて必要
となる続報を適宜発表  

・（担当地域沿岸で）大津波警報、
津波警報、津波注意報発表時  

・（担当地域で）震度５弱以上を観
測  

・社会的に関心の高い地震が発生 

地震発生後１～２時間を目途に第 1

号を発表し、地震や津波の特徴を解説

するため、地震解説資料（速報版）の内

容に加えて、防災上の留意事項やその

後の地震活動の見通し、津波や長周期

地震動の観測状況、緊急地震速報の

発表状況、周辺の地域の過去の地震

活動など、より詳しい状況等を取りまと

めた資料。 

地震活動図 ・定期（毎月初旬） 

地震・津波に係る災害予想図の作

成、その他防災に係る活動を支援する

ために、毎月の地震活動の状況をとりま

とめた地震活動の傾向等を示す資料。 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 

防災に係る活動を支援するために、

週ごとの地震活動の状況をとりまとめた

資料。 

※地震解説資料（速報版）はホームページでの発表をしていない。   
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3．津波警報等の種類及び発表基準 

気象庁は、地震発生後、津波による災害の発生が予想される場合、順次、津波警報・注意報、津波
情報を発表する。 

 
1） 大津波警報・津波警報・津波注意報の発表等 

 気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに推定し、これらをもとに沿岸で予
想される津波の高さを求め、地震が発生してから約 3 分を目標に大津波警報、津波警報又は津波
注意報（以下これらを「津波警報等」という。）を津波予報区単位で発表する。  

 津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は 5 段階の数値で発表する。 

ただし、地震の規模がマグニチュード 8 を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規
模をすぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点では、その海域における最大の津波
想定等をもとに津波警報等を発表する。 

その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高
い」という言葉を用いて発表し、非常事態であることを伝える。 

予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、その後、地震の規模が精度良く
求められた時点で津波警報等を更新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。 

地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の
高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約３分を目標に大
津波警報、津波警報または津波注意報（以下これらを「津波警報等」という）を発表する。 
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●津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等
の種類 

発表基準 

発表される津波の高さ 
想定される被害と 

取るべき行動 数値での発表 
（津波の高さの予想区分） 

巨 大 地
震の場合
の発表 

大津波警報 

予想される津波
の高さが高いと
ころで３ｍを超
える場合 

10m 超 

（10m＜予想高さ） 

巨大 

（巨大） 

・木造家屋が全壊・流出し人は津波
による流れに巻き込まれる。沿岸部
や川沿いにいる人は、ただちに高台
や津波避難ビルなど安全な場所へ
避難する。警報が解除されるまで安
全な場所から離れない。 
 

（高い） 

・標高の低いところでは津波が襲い、
浸水被害が発生する。人は津波によ
る流れに巻き込まれる。 

・沿岸部や川沿いにいる人はただち
に高台や津波避難ビルなど安全な
場所へ避難する。警報が解除される
まで安全な場所から離れない。 

10m 

（5m＜予想高さ≦10m） 

5m 

（3m＜予想高さ≦5m） 

津波警報 

予想される津波
の高さが高いと
ころで 1m を超
え、3m 以下の
場合 

3m 

（1m＜予想高さ≦3m） 
高い 

津波注意報 

予想される津波
の高さが高いと
ころで 0.2m 以
上、1m 以下の
場合であって、
津波による災害
のおそれがある
場合 

1m 

（0.2m≦予想高さ≦1m） 

（表記な
し） 

・海の中では人は速い流れに巻き込
まれ、また、養殖いかだが流出し小
型船舶が転覆する。海の中にいる人
はただちに海から上がって、海岸か
ら離れる。海水浴や磯釣りは危険な
ので行わない。 

・注意報が解除されるまで海に入った
り海岸に近付いたりしない。 

※大津波警報を特別警報に位置付けている。 

注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に津波がな
かったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

 

▷ 津波警報等の留意事項等 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わな
い場合がある。 

・津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、津
波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さ
が津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を
行う場合がある。 
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2） 津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される
津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。 

●津波情報の種類と発表内容 

▷ 沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難しいた
め、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値ではなく「観測中」の言
葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。  

津
波
情
報 

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想される 

津波の高さに関する情報 

・各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の

高さを 5 段階の数値（メートル単位）又は「巨大」や高い」と

いう言葉で発表［発表される津波の高さの値は、（津波警報

等の種類と発表される津波の高さ等）参照］ 

各地の満潮時刻・津波到達予

想 

時刻に関する情報 

・主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 ・沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１） 

沖合の津波観測に関する情報 

・沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値か

ら推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報

区単位で発表（※２） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

（※1）津波観測に関する情報の発表内容について 

▷ 沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測された最大波の
観測時刻と高さを発表する。 

▷ 最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、観測さ
れた津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であること
を伝える。（※２）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

▷ 沖合で観測された津波の第一波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観
測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値
（第一波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表する。 

▷ 最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考慮し、
一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表中の津波予報
区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測
値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 
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●沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内容 

大津波警報 
1m 超 数値で発表 

1m 以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2m 以上 数値で発表 

0.2m 未満 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい場

合は「微弱」と表現） 

 

●沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 
3m 超 

沖合での観測値、沿岸での推定値と
も数値で発表 

3m 以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸
での推定値を「推定中」と発表 

津波警報 
1m 超 

沖合での観測値、沿岸での推定値 
とも数値で発表 

1m 以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸 
での推定値を「推定中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値と
も数値で発表 

 

 

▷ 津波情報の留意事項等 

① 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報  
・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ津波予

報区のなかでも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては 1 時間以上遅れて津
波が襲ってくることがある。  

・津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的に予
想される津波の高さより高くなる場合がある。 

② 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 
・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合がある。 

③ 津波観測に関する情報 
・津波による潮位変化（第一波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以

上かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれが
ある。 

④ 沖合の津波観測に関する情報 
・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸では更に高くなる。 

・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が到
達するまで 5 分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表が津
波の到達に間に合わない場合もある。 
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3） 津波予報 

気象庁は地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報
で発表する。 

●津波予報の発表基準と発表内容 

 発表基準 発表内容 

津波
予報 

津波が予想されないとき（地震情報に含めて
発表） 

津波の心配なしの旨を発表。 

０.２ｍ未満の海面変動が予想されたとき（津波
に関するその他の情報に含めて発表） 

高いところでも０.２ｍ未満の海面変動のため被
害の心配はなく、特段の防災対応の必要がな
い旨を発表。 

津波警報等の解除後も海面変動が継続する
とき（津波に関するその他の情報に含めて発
表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も
継続する可能性が高いため、海に入っての作
業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が
必要である旨を発表。 

 

4） 津波予報区 

日本の沿岸は 66 の津波予報区に分かれている。その内、本村が属する津波予報区は、以下のと
おりである。 

●本村が属する津波予報区 

津波予報区 発表基準 

沖縄本島地方 
沖縄県（宮古島市、石垣市、宮古郡、八重山郡、島尻郡の北大東村及び南大東
村を除く。） 

 

5） 津波予報区 

津波警報及び津波注意報の標識は次によるものとする 

●大津波警報・津波警報・注意報の標識 

標識の種類 鐘音 サイレン音 

大津波警報   

津波警報  
 

津波注意報 
  

津波注意報及び津波警報解
除 
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4．津波警報等の伝達 

地震情報及び津波警報等の伝達系統は、以下の図のとおりである。 
情報の発表を知り得た場合、村は、あらかじめ地域防災計画又は避難計画等に定められた方法に

より村民、観光客、従業員等に伝達する。 
なお、津波警報等の解除はこの系統図の伝達体制に準ずる。 

●地震情報及び津波警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※特別警報が発表された場合は、県は直ちにその通知された事項を村に対して通知し、村は直ちに
住民に対する周知の措置をとる。 
 

5．近地地震津波に対する自衛処置 

村長は、気象庁の発表する津波警報・注意報によるほか、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき
又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、又は異常な海象を知った場合は、
警察、消防機関等に連絡するとともに、村防災行政無線や広報車を用いて、沿岸住民に対し海岸から
退避するよう勧告・指示するものとする。 

また、警察、消防機関等の協力を得て、海岸からの退避を広報するとともに、潮位の監視等の警戒
体制をとるものとする。 

N T T 西 日 本 

及 び 東 日 本 

一

般

住

民 

 

沖

縄

気

象

台 

第 十 一 管 区 

海 上 保 安 本 部 

Ｎ Ｈ Ｋ 沖 縄 放 送 局 

沖 縄 県 警 察 本 部  関 係 機 関 

関 係 機 関 船 舶 

渡 嘉 敷 村 

消 防 機 関 

関 係 機 関 

各

気

象

官

署 

沖 縄 総 合 事 務 局 関 係 機 関 

報 道 機 関 

陸 上 自 衛 隊 

防 災 情 報 提 供 シ ス テ ム 加 入 機 関 

沖縄県 

（防災危機管理課/総合情報政策課） 

消 防 庁 気

象

庁 

各

防

災

機

関 
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第4節 災害通信計画 

1．通信の協力体制 

通信設備の所有者又は管理者は、災害時の通信が円滑かつ迅速に行われるよう相互に協力するも
のとする。 
 
2．通信設備の利用法（総務対策班） 

災害時における警報の伝達、災害情報等の収集、応急措置の実施について緊急かつ特別の必要
があるとき、又は電気通信事業用設備が利用できなくなった場合における通信設備の利用方法は、以
下のとおりである。 
1） 電気通信事業用設備の利用 

(1) 非常扱いの通話 

災害対策関係機関は、事前に最寄りのＮＴＴ西日本沖縄支店に連絡し、「非常通話用電話」を指
定しておくものとする。非常通話は天災地変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある
と認める場合に、次に掲げる事項の市外通話に対しその取扱をするものとする。 

また、非常通話を利用する場合は、あらかじめ指定された番号をダイヤルし、非常通話用電話の
指定番号、通話の内容及び通話先を申告の上、申し込むものとする。 

▷非常扱いの通話は、以下の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に依頼する。 

通話の内容 機関等 

気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又
は警報に関する事項 

気象機関相互間 

洪水、津波、高潮等が発生し、若しくは発生する
おそれがあることの通報又はその警報若しくは予
防のため緊急を要する事項 

水防機関相互間 
消防機関相互間 
水防機関と消防機関相互間 

災害の予防又は救援のため緊急を要する事項 
消防機関相互間 
災害救助機関相互間 
消防機関と災害救助機関相互間 

交通施設（道路、港湾等を含む。）の災害の予防
又は復旧その他輸送の確保に関し、緊急を要す
る事項 

輸送の確保に直接関係がある機関相互間 

通信施設の災害の予防又は復旧その他通信の
確保に関し、緊急を要する事項 

通信の確保に直接関係がある機関相互間 

電力設備の災害の予防又は復旧その他電力の
供給の確保に関し、緊急を要する事項 

電力の供給の確保に直接関係がある機関相互間 

秩序の維持のため緊急を要する事項 
警察機関相互間 
防衛機関相互間 
警察機関と防衛機関相互間 

災害の予防又は救援のため必要な事項 
天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生
するおそれがあることを知った者と前各欄に掲げる
機関との間 
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▷緊急扱いの通話は、以下の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に依頼する。 

通話の内容 機関等 

火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故そ
の他人命の安全に係る事態が発生し、又は発
生するおそれがある場合において、その予防、
救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 

・非常扱いの通話を取り扱う機関相互間（前項の表中８
欄に掲げるものを除きます。） 

・緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあることを
知った者との機関との間 

治安の維持のため緊急を要する事項 
警察機関相互間犯罪が発生し、又は発生するおそれ
があることを知った者と警察機関との間 

国会議員又は地方公共団体の長若しくはその
議会の議員の選挙の執行又はその結果に関
し、緊急を要する事項 

選挙管理機関相互間 

天災、事変その他の災害に際しての災害状況
の報道を内容とするもの 

新聞社、放送事業者又は通信社の機関相互間 

水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠
な役務の提供その他生活基盤を維持するため
緊急を要する事項 

・水道の供給の確保に直接関係がある機関相互間 
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関相互間 
・預貯金業務を行う金融機関相互間 
・国又は地方公共団体の機関（前項の表及びこの表の
１欄からこの欄のまでに掲げるものを除く。）相互間 

 

(2) 非常扱いの電報 

電話で非常電報を依頼する場合は、自己の電話番号及び申込責任者名を電報受付センタ(115)
に申告の上、申し込むものとする。 

なお、非常電報として取り扱われる通信の内容は、非常通話用電話による非常通話の例によるも
のとする。 

2） 専用通信設備の利用 

電気通信事業用設備の利用ができなくなった場合、又は緊急通信の必要があるときは、以下に掲
げる通信設備をあらかじめ協議して定めた手続きにより利用するものとする。 

▷ 第十一管区海上保安本部通信設備 

▷ 警察通信設備 

▷ 気象官署通信設備 

▷ 沖縄電力通信設備 

▷ 沖縄総合事務局開発建設部通信設備 

3） 非常の場合における無線通信設備の利用 

災害等による非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信設備を
利用することができない場合、又はこれを利用することが著しく困難である場合は、非常通信を利用
するものとする。 

非常通報は、無線局を開設している者が自ら発注するものの外、次に掲げる者の依頼に応じ発受
することができる。 

▷ 官庁（公共企業体を含む。）及び地方自治体 

▷ 各防災会議 

▷ 日本赤十字社 
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▷ 全国消防長会 

▷ 電力会社 

▷ その他人命救助及び急迫の危険又は緊急措置に関する発信を希望するもの 

なお、非常通信を利用するに際しては、沖縄非常通信協議会において設定した非常通信ルートを
考慮する。 

 
3．村における措置（総務対策班） 

線放送設備の利用 

村においては、村民への警報、避難の勧告及び指示等の伝達が迅速に行われるよう、その利用につ
いてあらかじめ施設の管理者と協議しておくものとする。 

通信設備優先利用の協定 

村は基本法に基づく通信設備の優先利用について、その必要と認める機関とあらかじめ協議しておく
ものとする。 

放送要請の依頼 

村は災害に関する通知、要請、伝達又は警告等を行う場合においてテレビ又はラジオによる放送を必
要とするときは、県に放送の要請を依頼するものとする。 
ただし、人命に関する等、特に緊急を要する場合は、直接放送機関に放送の依頼を行い、事後速や
かに県にその旨連絡するものとする。 
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第5節 災害状況等の収集・伝達計画 

1．実施責任者 

1） 村の役割 

(1) 村内に発生した被害の状況を迅速かつ的確に調査収集し、県に報告するものとする。県に報告
できない場合にあっては、国（総務省消防庁）に報告するものとする。なお、被害が甚大なため
被害の調査が困難なときは、関係機関に応援を求めて行うものとする。 

(2) 消防機関は、火災等が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し消防機関への通報が殺到した
場合は、直ちに国（総務省消防庁）、県に報告する。総務省消防庁に対しては、県を経由するこ
となく直接報告する。 

(3) 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の長はその所管する施設等について
被害状況の調査・収集・報告に努める。 

(4) 上記（１）、（２）、（３）、（４）の機関は、必要に応じ相互に被害情報の交換を行う。 

また、ライフライン等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者への航空写真・画像等の
情報提供に努める。 

 
2．災害状況の収集（総務対策班） 

1） 災害情報の種類 

村は、被害規模を早期に把握するため、以下の情報等の収集を行う。 

なお、情報の収集にあたっては、地理空間情報の活用や、他の機関と情報を共有し連携に努め
る。 

▷ 人的被害、住家被害及び火災に関する情報 

▷ 避難の勧告及び指示の状況並びに警戒区域の指定状況 

▷ 避難者数及び避難所の場所等に関する情報 

▷ 医療機関の被災状況及び稼働状況に関する情報 

▷ 道路の被害、応急対策の状況並びに道路交通状況に関する情報 

▷ ヘリポートの被害、応急対策の状況に関する情報 

▷ 電気、水道及び電話の被害並びに応急対策の状況に関する情報 

▷ 港湾及び漁港の被害、応急対策の状況並びに海上交通状況に関する情報 

▷ 大規模災害時における消防機関への 119 番通報の殺到状況 

2） 村による情報の収集 

村は、職員による調査、職員の参集途上の情報、住民等からの通報、ライフライン機関等空の情報
入手、119 番通報の殺到状況等から災害情報を把握する。 

特に、情報の空白期間においては、119 番通報の殺到状況や周囲の状況等から被害情報を推定
し県に報告する。 

3） 村被災時の情報収集 

県は、村が被災したために、被害情報の収集及び県への報告ができない状況と認められる場合
は、村に県調査隊、県職員を派遣し情報を収集する。 

 
3．地震発生直後の第１次情報の報告（総務対策班） 

1） 村の役割 

(1) 報告すべき災害の発生を覚知したときは、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、わかる範囲で、
国(消防庁)へその一報を報告するものとし、以後、即報様式に定める事項について判明したもの
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のうちから逐次報告するものとする。 

(2) 被害の有無に関わらず、地震が発生し、村内で震度５強以上を記録した場合、又は津波により死
者又は行方不明者が生じた場合は直ちに消防庁及び県に対し報告する。 

(3) 行方不明者の数については捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、住民登録や外
国人登録の有無にかかわらず、村域（海上を含む。）内で行方不明となった者について警察等関
係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 

(4) 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録や外国人登録を行っていることが判明
した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など外国人登録の対象外の者は外
務省）又は県に連絡する。 

 
4．災害報告（総務対策班） 

災害状況等の収集報告は、本計画並びに各対策班における災害報告要領によるものとする。 

1） 報告の種類 

報告の種類は次のとおりとする。 

(1) 災害概況即報 

(2) 被害状況即報 

(3) 災害確定報告 

(4) 災害年報 

2） 報告要領 

災害概況即報 

村は、災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階で被害
状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、火災、津波の発生
の有無等を報告する場合。）に災害即報様式第１号に基づく内容を県に沖縄県総合行政情報通信ネ
ットワーク等で報告する。 
また、県に報告できない場合にあっては、総務省消防庁に報告するものとする。 

被害状況即報 

村は、被害状況が判明次第遂次報告するもので災害即報様式第２号に基づく内容を、村から地方本
部等を経て県に沖縄県総合行政情報通信ネットワーク等で報告する。 
また、県に報告できない場合にあっては、総務省消防庁に報告するものとする。 
なお、村が県と連絡がとれるようになった後の報告については、県に対して行うものとする 

災害確定報告 

村は、被害状況の最終報告として、同一の災害に対する応急対策が終了した後 20 日以内に災害報
告様式第１号に基づく内容を地方本部等を経て、県に報告する。 
なお、報告に当たっては、地元警察（駐在所）と密接な連絡を保つものとする。 

災害年報 

村は、毎年１月１日から 12 月 31 日までの災害による被害の状況について、翌年４月１日現在で明ら
かになったものを災害報告様式第２号に基づき４月 l5 日までに県へ報告する。 
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5．災害時の情報連絡系統図 

1） 県災害対策本部未設置時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害概況即報、被害状況即報 
災害確定報告、災害年報 

※
県
と
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合 

情報連絡 

国   （総務省消防庁 応急対策室） 
ＴＥＬ    03-5253-7527（7777 宿直室） 
ＦＡＸ    03-5253-7537（7553 〃 ） 
消防防災無線   90-49013（49102 〃 ） 
 〃 ＦＡＸ   90-49033（49036 〃 ） 
中央防災無線   83-8090-5017（5017 〃 ） 

県  （防災危機管理課） 
ＴＥＬ  098-866-2143 
ＦＡＸ  098-866-3204 
消防防災無線  47-21 
無線ＦＡＸ     47-20 
沖縄県総合行政情報 
通信ネットワーク 
電話  6-9-2090 
FAX  6-200-4819 
※発信番号は除く 

災害概況即報、被害状況即報 
災害確定報告、災害年報 

関 係 機 関 情報連絡 渡 嘉 敷 村 
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2） 県及び村、災害対策本部設置時 

 

  

被害状況即報 
災害確定報告 

電話番号 FAX 番号 県ネットワーク 
（6-） 

南部 
地方本部 

098-866-1129 098-866-6906 
500-1999 

（発信番号は除く） 

県 災 害 対 策 地 方 本 部 

※
県
と
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合 

情報連絡 

国   （総務省消防庁 応急対策室） 
ＴＥＬ    03-5253-7527（7777 宿直室） 
ＦＡＸ    03-5253-7537（7553 〃 ） 
消防防災無線   90-49013（49102 〃 ） 
 〃 ＦＡＸ   90-49033（49036 〃 ） 
中央防災無線   83-8090-5017（5017 〃 ） 

県  （防災危機管理課） 
ＴＥＬ  098-866-2143 
ＦＡＸ  098-866-3204 
消防防災無線  47-21 
無線ＦＡＸ     47-20 
沖縄県総合行政情報 
通信ネットワーク 
電話  6-9-2090 
FAX  6-200-4819 
※発信番号は除く 

被害状況即報 

災害確定報告 

情報連絡 

現
地
対
策
本
部 

被害状況即報 
災害確定報告 

災 害 対 策 本 部 

渡 嘉 敷 村 関 係 機 関 

情報連絡 

情報連絡 

被害状況即報 
災害確定報告 
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6．安否情報の提供 

村は、被災者の安否について村民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を侵害すること
のないように配慮しつつ、消防、救助等の人命に関わる緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない
範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

また、安否情報を適切に提供するために必要なときは、関係市町村、消防機関、県警察等と協力し
て、被災者に関する情報の収集に努める。 

なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがある者
等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を
徹底するよう努める。  
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第6節 災害広報計画 

1．実施機関 

村は、被害に関する情報、被災者の安否情報等について、それぞれの分担事務、又は業務に基づ
き、情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努めるものとするとともに、安否情報の確認のためのシ
ステムの効果的、効率的な活用が図られるよう、村民に対する普及啓発に努めるものとする。 
 
2．実施機関相互の連絡 

村及び各実施機関は、相互に情報及び交換を行うよう努めるものとする。 
 
3．広報活動（総務対策班） 

1） 各班において、広報を必要とする事項が生じたときは、直接総務対策班長に原則として文書で通
知する。 

2） 総務対策班は、各班が把握する災害情報その他の広報資料を積極的に収集し、速やかに村民及
び報道機関へ広報する。 

また、各班は必要に応じて災害現地に出向き、被害写真の撮影その他の取材活動を実施し、総務
対策班に被害状況の報告をする。 

 
4．住民に対する広報の方法 

収集した災害の情報及び応急対策等住民に通知すべき広報事項は、広報内容に応じ次の方法に
より行う。 
▷ 渡嘉敷村防災行政無線放送。（第 2 章 第 10 節 災害通信施設整備計画参照） 

▷ 報道機関を通じ、テレビ・ラジオ・新聞等。 

▷ 写真・ポスター等の掲示。 

▷ インターネット。 

▷ 広報車。 

なお、その際には高齢者、障害者、外国人等の要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅として
供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者に配慮した伝達を行うものとする。 

 
5．報道機関に対する情報等の発表の方法 

1） 報道機関に対する情報等の発表は、すべて総務対策班において行う。 

2） 情報等の発表に際しては、できるだけ日時・場所・目的等を前もって各報道機関に周知させて発
表する。 

 
6．報道機関を通じて広報する内容 

▷ 気象予警報等の発令又は解除 

▷ 災害対策本部の設置又は解散 

▷ 災害防止の事前対策 

▷ 災害応急対策状況 

▷ 被害状況 

▷ その他必要と認める事項 
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第7節 自衛隊災害派遣要請計画 

1．災害派遣を要請する場合の基準 

自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条に基づき、自衛隊の災害派遣を要請する場合の基
準は、次のとおりとする。 
▷ 天災地変、その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため、必要があると認められる場合。 

▷ 災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合。 

▷ 村の通信途絶の状況から判断した場合。 

 
2．村長の派遣要請要求等（総務対策班） 

1） 知事への派遣要請要求 

村長は、基本法第 68 条の２に基づき、村域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている
場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、災害派遣要請書に記載する事
項を明らかにし、電話又は無線等で知事に自衛隊の派遣要請を要求し、事後速やかに文書を提出
するものとする。 

2） 防衛大臣等への通知 

村長は、1)の要求ができない場合には、その旨及び村域に係る災害の状況を防衛大臣又はその
指定する者に通知することができる。 

なお、村長は、通知を行った場合は、速やかに、その旨を知事に報告しなければならない。 

また、通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を
待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、知事の要請を待たないで、部隊
等を派遣することができる。 

※防衛大臣の指定する者を派遣命令者という。 

 
3．村の準備すべき事項（総務対策班） 

自衛隊派遣に際しては、村及び県は以下の事項に留意するとともに、自衛隊の任務を理解し、その
活動を容易にするように協力するものとする。 
1） 災害地における作業等に関しては、村及び県と派遣部隊指揮官との間で協議して決定するものと

する。 

2） 村は、自衛隊の災害派遣の間、連絡調整のため業務処理の責任者を指定しておくものとする。 

3） 派遣部隊の宿泊施設又は野営施設を提供するものとする。 

4） 災害救助又は応急復旧作業等に使用する機械、器具類、材料及び消耗品類は、特殊なものを除
き、できる限り村において準備するものとする。 

5） 村及び県は、災害の応急対策活動、復旧活動並びに緊急患者空輸に必要な航空燃料の補給及
び航空機用発電機等の使用について便宜を図るものとする。 

 
4．派遣部隊の撤収（総務対策班） 

1） 村長は、派遣部隊の撤収時期について自衛隊及び被災地関係者と充分な協議を行い、円滑な撤
収に努めるものとする。 

2） 派遣命令者は、知事から要請があった場合又は派遣の必要がなくなったと認める場合には、速や
かに部隊を撤収する。この際、関係市町村長、警察、消防機関等と周密に調整するとともに、その
旨を知事に通知するものとする。 

5．経費の負担区分等（総務対策班） 

1） 災害派遣部隊等が活動に要した経費のうち、下記に掲げるものは、県及び村の負担とし、細部は
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その都度要請者と災害派遣命令者間で協議の上、決定するものとする。 

▷ 派遣部隊が連絡のために宿泊施設等に設置した電話の施設費及び当該電話による通話料金 

▷ 関係公共機関等の施設宿泊に伴う施設借上料、電気、水道、汚物処理等の料金 

▷ 岸壁使用料 

2） その他上記 1)に該当しない経費の負担については、村長と災害派遣命令者の間で協議の上協定
を行うものとする。 

 
6．ヘリポートの準備（総務対策班） 

村は、あらかじめ定めた緊急時のヘリポートをヘリポートの設置基準に基づいて設置、管理するもの
として、災害時にはヘリポートの被害状況を確認し、離着陸可能な場所を県等に報告する。 

以下に村内におけるヘリポートの詳細を以下に示す。 

名称 場所 備考 

救急用ヘリコプター離着陸場 字渡嘉敷2760番地 村道青年の家線(白玉之塔近く） 
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第8節 広域応援要請計画 

1．国等への応援要請（総務対策班） 

職員の派遣、あっせん 

村長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、基本法第 29 条及び 30 条に基づき、
上記機関に対し職員の派遣を要請し、又は県に対し上記機関の職員の派遣についてあっせんを求め
る。 

他の市町村への応援の要求 

村長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、基本法 67 条に基づき、他の市町
村長に対し、応援を求める。この場合において、応急措置を実施するための応援を求められた市町村
長等は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。 

知事への応援の要求 

村長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、基本法 68 条に基づき、知事に対
し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。この場合において、応援を求められ、又は災
害応急対策の実施を要請された知事等は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を
拒んではならない。 

 

2．防災関係機関における応援要請（総務対策班） 

警察 

大規模災害発生時において、警察は、必要に応じ国に対して「警察災害派遣隊」の出動を要請し、被
害情報、交通情報の収集、救出救助、緊急交通路の確保等の活動について応援を求めるものとす
る。 

消防機関 

大規模災害発生時において、村は、消防組織法第 44 条に基づき、必要に応じ県を通じて総務省消
防庁長官に対して「緊急消防援助隊」等の出動を要請し、救急、救助、消火活動等について応援を求
めるものとする。 
なお、航空応援が必要な場合においては、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要
綱」に基づき、応援を要請するものとする。 

隣接市町村等相互間の応援 

村長は、村域にかかる災害が発生した場合において応急措置を実施するために必要があると認めると
きは、他の市町村の長に対し、職員等の応援を求めるものとする。 

ライフライン事業者 

大規模災害発生時において、ライフライン事業者は、必要に応じ応急対策に関し広域的応援体制を 
とる。 
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3．県における村機能の支援 

県は、村の行政機能が喪失又は機能低下した場合に、以下のように村の支援を行う。 

県調査隊の派遣 

村内で災害が発生した場合に対しヘリコプター等により県職員による調査隊を派遣し、被害情報を把
握するとともに、県等による村への支援について連絡調整を行う。なお、村において通信手段の途絶
等が発生し、被害情報等の報告が十分なされていないと判断される場合は、要請を待たずに派遣を行
う。 

県職員等の派遣 

村内で災害が発生した場合、機能をバックアップするために必要な村のニーズを把握し、県職員の派
遣及び県保有資機材等の提供等を行う。また、必要に応じて、国及び防災関係機関等に対して村へ
の支援を要請する。 

応援職員の調整 

村内で災害が発生した場合、村からの応援職員の派遣要請に基づき、国及び他の都道府県等に職
員の派遣を要請するとともに、村への配置や輸送等の調整を行う。 

県による代行 

県は、被災により村がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合、村に与えられた
以下の権限により実施すべき応急措置の全部または一部を村に代わって行うものとする。 
▷ 警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限

し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限 

▷ 他人の土地等を一時使用し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受
けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限 

▷ 現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限 
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第9節 避難計画 

 避難の原則 

1．実施責任者 

地震後の延焼火災や余震等による二次災害から避難するための避難準備・高齢者等避難開始の
情報の提供、立退きの勧告、指示、及び住家を失った被災者のための避難所の開設並びに避難所へ
の収容保護の実施者（以下「避難措置の実施者」という。）は以下のとおりである。 

ただし、状況により、関係法令に基づき避難のための立退きの勧告、指示、警戒区域の設定、避難
の誘導、避難所の開設及び避難所への収容及び保護を、次の者が行うものとする。 

なお、これらの責任者は相互に緊密な連携を保ち、住民等の避難が迅速かつ円滑に行われるように
努めるものとする。 

また、避難勧告等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努めるものとする。 
1） 避難準備・高齢者等避難開始の発令 

実施責任者 災害の種類 根拠法 備考 

村長 災害全般 災害対策基本法第 60 条  

知事 災害全般 災害対策基本法第 60 条 村長ができない場合に代行 

 

2） 避難勧告 

実施責任者 災害の種類 根拠法 備考 

村長 災害全般 災害対策基本法第 60 条  

知事 災害全般 災害対策基本法第 60 条 村長ができない場合に代行 

 

3） 避難指示（緊急） 

実施責任者 災害の種類 根拠法 備考 

村長 災害全般 災害対策基本法第 60 条  

知事 災害全般 災害対策基本法第 60 条 村長ができない場合に代行 

警察官 
海上保安官 

災害全般 災害対策基本法第 61 条 
村長から要請がある場合又は
村長が避難の指示をするいとま
のないとき 

警察官 災害全般 警察官職務執行法第４条  

自衛官 災害全般 自衛隊法第 94 条 警察官がその場にいないとき 

知事又はその命を受
けた職員 

洪水、津波、高
潮、地すべり 

水防法第 29 条 
地すべり等防止法第 25 条 

 

水防管理者 
洪水、津波、 

高潮 
水防法第 29 条  
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4） 警戒区域の設定 

実施責任者 災害の種類 根拠法 備考 

村長 災害全般 災害対策基本法第 63 条  

知事 災害全般 災害対策基本法第 73 条 村長ができない場合に代行 

警察官 
海上保安官 

災害全般 災害対策基本法第 63 条 
村長から要請がある場合又は
村長（委任を受けた職員を含
む。）がその場にいないとき 

自衛官 災害全般 災害対策基本法第 63 条 
村長（委任を受けた職員を含
む。）警察官等がその場にいな
いとき 

消防吏員 
消防団員 

火災 消防法第 28 条 消防警戒区域の設定 

警察官 火災 消防法第 28 条 
消防警戒区域の設定 
消防吏員・団員がいないとき又
は要求があったとき 

水防管理者 
洪水、津波、 

高潮 
水防法第 21 条 

 

警察官 
洪水、津波、 

高潮 
水防法第 21 条 

水防管理者もしくは消防機関
に属する者がいないとき、又は
要求があったとき 

 

【避難勧告・指示と警戒区域の設定の違い】 

 警戒区域の設定には強制力があり、従わない場合には罰則もある。従って、不必要な範囲にまで設
定することのないよう留意する必要がある。 

設定が考えられる場合として、 

①災害危険の範囲が広範囲で長期にわたる場合 

②応急対策上、止むを得ない場合があり、最近では雲仙・普賢岳の火山災害（平成３年６月）時に警
戒区域を設定している。 

 

5） 避難の誘導 

避難所への誘導は、避難勧告、避難指示（緊急）、避難準備・高齢者等避難開始の発令者及び警
戒区域の設定者が行う。 

6） 避難所の開設及び収容保護 

避難所の開設及び収容保護は村長が行う。なお、災害救助法が適用された場合における避難所
の開設及び収容保護は、知事の補助機関として村長が行うものとする。 

また、広域避難等において村のみで対応不可能な場合は、県、近隣市町村等の協力を得て実施
する。 
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2．避難勧告・避難指示（緊急）等の種類 

避難勧告・避難指示（緊急）等の種類及び基準は、以下のとおりである。 

種類 内容 根拠法 

避難準備 
高齢者等避難開始 

（自主避難） 

一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、要配慮者等、
特に避難行動に時間を要する者に対して、早めの避難行動を開
始することを求める。 
【基準】 
①村において震度４が観測され、村長が必要と認めたとき 
②遠地地震による津波が到達すると予想されるとき※１ 
③村長が必要と認めたとき 

なし 

避難勧告 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の
生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止する
ため特に必要があると認めるときに必要と認める地域の居住者、
滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告する。 
【基準】 
①震度６弱の地震が発生したとき 
②村長が必要と認めたとき※2 

災害対策基本
法第 60 条 

避難指示（緊急） 

上記において、急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避
難のための立退きを指示する。 
【基準】 
①津波予報区内に大津波警報、津波警報、津波注意報※３が発

表されたとき 
②強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、又は揺れが弱くても

長い間ゆっくりとした揺れを感じたときで、村長が必要と認めた
とき 

③震度６強以上の地震が発生したとき 
④村長が必要と認めたとき 

警戒区域の設定 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、あるいは生
命又は身体に対する危険を防止するため必要があると認める場
合、警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りの制限、禁止、
退去を命ずる。 
なお、災害対策基本法第 116 条により従わなかった者には罰則
が規定されている。 

災害対策基本
法第 63 条 

※１：津波の到達時間からおおむね３時間前までに避難準備・高齢者等避難開始を発令するものとする。 
※２：津波警報等が入手できない場合など。 
※３：漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従事する者、海水浴客等を念頭に、海岸堤防等より海

側の地域を対象とする。ただし、津波の高さは、予想される高さ１ｍより局所的に高くなる場合も想
定されることから、海岸堤防等がない地域や地盤の低い区域についてはそれを考慮した避難対象
区域を設定する必要がある。 
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1） 避難勧告・避難指示（緊急）等の基準 

村は、あらかじめ定めた客観的な基準等に応じて、避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避
難指示を発令する。 

種類 基準 

避難準備 
高齢者等避難開始 

（自主避難） 

①村において震度４が観測され、村長が必要と認めたとき 
②遠地地震による津波が到達すると予想されるとき※１ 
③村長が必要と認めたとき 

避難勧告 
①震度６弱の地震が発生したとき 
②村長が必要と認めたとき※2 

避難指示（緊急） 

①津波予報区内に大津波警報、津波警報、津波注意報※３が発表されたとき 
②強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、又は揺れが弱くても長い間ゆっくりとし

た揺れを感じたときで、村長が必要と認めたとき 
③震度６強以上の地震が発生したとき 
④村長が必要と認めたとき 

 

2） 避難勧告・避難指示（緊急）等の内容 

避難措置の実施者は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、警戒区域の
設定において、以下の事項を明らかにして発するものとする。 

▷ 発令者 

▷ 対象区域 

▷ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、の発令及び警戒区域の設定理
由 

▷ 避難日時、避難先及び避難経路 

▷ その他必要な事項 

3） 避難勧告等の伝達方法 

避難措置の実施者は、当該区域の住民、学校、観光施設、事業所等に対して防災行政無線、サ
イレン、広報車、電話連絡等の手段によってその内容を伝達する。 

4） 関係機関への通知 

避難措置の実施者は、おおむね次により必要な事項を関係機関へ通知する。 

村長の措置 

村長→知事（防災危機管理課） 

知事の措置 

災害対策基本法に基づく措置 

知事（防災危機管理課）→村長 

地すべり等防止法に基づく措置 

県知事（海岸防災課）→所轄警察署長 

警察官の措置 

災害対策基本法に基づく措置 

警察官→所轄警察署長→村長→知事（防災危機管理課） 
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地すべり等防止法に基づく措置 

警察官→所轄警察署長→県警察本部長→知事（防災危機管理課）→村長 

自衛官の措置 

自衛官→村長→知事（防災危機管理課） 

水防管理者の措置 

水防管理者→所轄警察署長 
 

5） 放送を活用した避難勧告等情報の伝達 

村は、村長が避難勧告等を発令した際には、「放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関する連
絡会設置要綱」（平成 17 年６月 28 日）に基づき作成された様式及び伝達ルートにより、避難勧告等
発令情報を県内放送事業者及び沖縄気象台に伝達する。 

6） 解除の基準 

(1) 避難指示（緊急）の解除については、当該地域が避難指示（緊急）発令の基準としている大津波
警報、津波警報、津波注意報が解除された段階を基本として、解除するものとする。 

(2) 浸水被害が発生した場合の解除については、当該地域が避難指示（緊急）発令の基準としてい
る津波警報等が解除され、かつ住宅地等での浸水が解消した段階を基本として、解除するものと
する。 

 
3．避難の実施の方法（総務対策班、民生対策班） 

村は、次の点を十分考慮し、避難実施の万全を期するものとする。 

1） 避難の優先順位 

避難にあたっては、要配慮者（高齢者、外国人、幼児、障がい者、病人、妊産婦等）を優先させる
ものとする。 

2） 避難者の誘導 

避難者の誘導は以下により、迅速かつ的確に行うものとする。 

(1) 避難に当たっては、避難誘導員を配置し、避難時の事故防止及び迅速かつ的確な避難体制の
確保を行う。 

(2) 避難場所の位置及び経路等を必要な場所に掲示するものとする。 

(3) 誘導に当っては、混乱をさけるため、地域の実情に応じ避難経路を２箇所以上選定しておくもの
とする。 

3） 避難行動要支援者の避難誘導 

在宅の避難行動要支援者の避難は、村の避難行動要支援者の避難支援プランに基づき、自主防
災組織、自治会及び民生委員等地域で支援を行い実施する。 

社会福祉施設等の入所者及び利用者は、施設の管理者が避難誘導を行う。その場合、村は可能
な限り支援を行う。 

4） 避難完了の確認 

避難誘導の実施者は、避難地域において、避難誘導後速やかに避難もれ又は要救出者の有無を
確かめるものとする。 

 
4．避難所の開設及び収容保護（総務対策班、民生対策班、教育対策班） 

村内における避難施設の一覧を以下に示す。 
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1） 避難所の設置 

村は、あらかじめ定められた施設に避難所を開設する。 

ただし、これらの施設が利用できないときは、野外に仮設物、テント等を設置するものとする。 

2） 福祉避難所の設置 

村は、要配慮者に配慮して、公共施設や福祉施設等に福祉避難所を開設する。不足する場合
は、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館やホテル等を避難所として借り上げ
る等、多様な避難場所の確保に努めるものとする。 

3） 広域避難 

被害が甚大なため村内の避難所の利用が困難な場合は、県と協議して村外の市町村の施設等へ
広域避難を行うものとする。 

県は、村の要請に基づいて、避難可能な公共施設や民間施設を把握し、受入先市町村及び施設
管理者と避難収容について調整を行う。 

4） 設置及び収容状況報告 

村長は避難所を設置したときは、直ちに避難所開設状況（開設の日時、場所、収容人員、開設期
間の見込）を県に報告しなければならない。 

 

●村内避難所一覧 

 

 

 

番号 施設名 施設区分 所在地 収容人数 

1 渡嘉敷村役場 避難所 渡嘉敷 183 番地 56 人 

2 渡嘉敷村中央公民館 避難所 渡嘉敷 209 番地 157 人 

3 渡嘉敷村高齢者福祉センター 避難所 渡嘉敷 747 番地 125 人 

4 阿波連生活館 避難所 阿波連 129 番地 35 人 

5 国立沖縄青少年交流の家 避難所 渡嘉敷 2760 番地 785 人 

6 国立沖縄青少年交流の家(広場) 避難場所 渡嘉敷 2760 番地 2080 人 

7 森林公園ログハウス 避難所 阿波連 572 番地 23 人 

8 渡嘉敷小中学校 避難所 渡嘉敷 355 番地 292 人 

9 渡嘉敷小中学校運動場 避難場所 渡嘉敷 355 番地 3206 人 

10 阿波連小学校 避難所 阿波連 160 番地 253 人 

11 阿波連小学校運動場 避難場所 阿波連 160 番地 2621 人 

12 渡嘉敷幼稚園 避難所 渡嘉敷 355 番地 不明※ 

13 とかしき保育所 避難所 渡嘉敷 356 番地 29 人 

14 村道 青年の家線 津波一時避難場所 渡嘉敷地域 ― 

15 林道 渡嘉敷線 津波一時避難場所 渡嘉敷地域 ― 

16 村道 大谷線 津波一時避難場所 渡嘉敷地域 ― 

17 村道 渡嘉志久線 津波一時避難場所 渡嘉志久地域 ― 

18 林道 照岳線 津波一時避難場所 渡嘉志久地域 ― 

19 村道 阿波連線 津波一時避難場所 阿波連地域 ― 

20 村道 前岳線 津波一時避難場所 阿波連地域 ― 

21 波佐間避難道 津波一時避難場所 渡嘉敷地域 ― 

22 クミチジ山避難道 津波一時避難場所 渡嘉敷地域 ― 

※調査時には、なかったため不明 
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5．避難者の移送（総務対策班、船舶対策班） 

災害が甚大な場合又は緊急を要する場合の避難者の移送は、「第 14 節 交通輸送計画」に定める
ところによるものとする。 
 
6．避難所の運営管理（総務対策班、教育対策班） 

村は、避難所の適切な運営管理を行うものとする。 
1） 避難所の運営 

避難所の運営は、避難者による自治を原則とする。 

村は、避難所の適切な運営管理を行うため、各避難所への情報の伝達、食料、飲料水等の配布、
清掃等については、避難者、自主防災組織、自治会、ボランティア等の協力を得て実施することとす
る。 

2） 避難者に係る情報の把握 

村は、避難所ごとに、収容されている避難者及び避難所で生活せず食事のみ受け取りに来る被災
者等に係る情報の早期把握に努める。 

また、指定避難所以外に避難している被災者、親戚・知人宅等に避難している被災者の所在も把
握し、これらの被災者への情報伝達や問い合わせ等に対応する。 

3） 避難所の環境 

村は、以下のとおり避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。 

(1) 食事供与の状況やトイレの設置状況等の把握に努め，必要な対策を講じるものとする。 

(2) 避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、
洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性及びごみ処理の状
況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努め
る。 

(3) 運営に当たっては、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違
い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生
理用品及び女性用下着の女性による配布、避難場所における安全性の確保など、女性や子育
て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

(4) テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図る。 

(5) ペットの同行避難を考慮して、避難場所敷地内にペット専用のスペースの確保、飼育ルールを定
めるともに、飼養について飼い主の自己管理を促すよう努める。 

 
7．避難長期化への対応（総務対策班、教育対策班、観光産業対策班） 

村は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等にかんがみ、仮設住宅のほか、必
要に応じて、旅館やホテル、公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等、利用可能な宿泊施設や住宅等の
提供について避難者に情報提供し、避難所の早期解消に努める。 
 
8．学校、社会福祉施設及び医療施設における避難対策（教育対策班、民生対策班） 

1） 学校 

村教育委員会又は学校長は、避難勧告、指示権者の指示に基づき、児童生徒の避難が速やかに
実施できるように、あらかじめ次の事項について定めておく。 

▷ 避難実施責任者 

▷ 避難の順位 

▷ 避難先 

▷ 避難誘導者及び補助者 
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▷ 避難誘導の要領 

▷ 避難後の処置 

▷ 事故発生に対する処置 

▷ その他必要とする事項 

2） 社会福祉施設及び医療施設における避難対策 

社会福祉施設及び医療施設の管理者は避難勧告指示権者の指示に基づき、当該施設収容者の
避難対策が速やかに実施できるようあらかじめ学校の場合に準じて定めておく。 

 
9．県有施設の利用（総務対策班） 

村は、避難所が不足する場合、県に対し県有施設の活用を要請することができる。 
 
10．船舶の利用（船舶対策班） 

大規模な災害により避難所が不足する場合、村は県に対し、一時的な避難施設として船舶の調達を
要請することができる。 

村から要請があった場合、県は、第十一管区海上保安本部に対して所有船舶の要請及び沖縄総
合事務局運輸部に対して民間船舶の調達を要請するものとする。 
 

 津波避難計画 

津波警報・注意報の発表に伴う対応及び留意事項は、以下のとおりとする。 

なお、避難の勧告・指示、避難誘導、避難者の収容等の事項は、「第１款 避難の原則」によるものと
する。 

 
1．実施責任者 

津波から避難するための避難準備・高齢者等避難開始の情報の提供、立退きの勧告、指示及び住
家を失った被災者のための避難所の開設並びに避難所への収容保護の実施者（以下「避難措置の
実施者」という。）は、第１款の「１ 実施責任者」のとおりとする。 
 
2．避難勧告・指示等の発令（総務対策班） 

避難勧告・指示等の運用については、第１款の「２ 避難勧告等の運用」のとおりとする。 

村は、村津波避難計画の定めにより、以下の点に留意して、津波浸水危険区域等に対し、避難勧告・
指示等の発令にあたる。 

1） 全国瞬時警報システム（J－ALERT）等から伝達を受けた津波警報等を、地域衛星通信ネットワー
ク、防災行政無線等で住民等へ伝達するよう努める。 

2） 強い揺れ（震度４程度以上）又は長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認める場合、
若しくは津波警報等を覚知した場合、直ちに避難指示（緊急）を行うなど速やかに的確な避難勧
告・指示を行う。 

なお、津波警報等に応じて自動的に避難指示（緊急）等を発令する場合においても、住民等の迅
速かつ的確な避難や安全確保の観点から、津波の規模と避難指示（緊急）の対象となる地域を住民
等に伝達する。 

3） 津波警報・避難勧告等の伝達に当たっては，走行中の車両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣
り人、観光客及び漁業従事者等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コミュ
ニティＦＭ放送、携帯電話及びワンセグ等のあらゆる手段の活用を図る。 

4） 避難情報の伝達にあたっては、津波は、第一波よりも第二波、第三波などの後続波の方が大きく
なる可能性があることなど、津波の特性や、津波警報等が発表されている間は津波による災害の
危険性が継続していることについても伝達する。 
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3．避難場所（総務対策班） 

避難先は、村津波避難計画で定められた、津波浸水想定区域外の安全な高台とする。津波到達
時間内に避難が困難な場合は、最寄りの高台等とする。 

 
4．避難誘導（総務対策班、民生対策班） 

1） 住民等の避難誘導 

村津波避難計画で定められた方法による。 

避難誘導にあたっては、消防団員、水防団員、警察官及び村職員など、避難誘導や防災対応に
あたる者の安全が確保されることを前提とした上で、予想される津波到達時間も考慮しつつ、交通規
制の実施、障害者・高齢者・居住外国人等の要配慮者の避難支援及び観光客等を含めた避難対象
区域内の全ての避難誘導を行う。 

 
5．船舶等の避難（第十一管区海上保安本部） 

第十一管区海上保安本部等は、津波警報等の発表に伴い、港内及び周辺海域の船舶に対し、作
業等の中止及び港外への避難を呼びかけるとともに、船舶の入港の制限、移動を命ずる等の規制を
行う。 
 
6．避難所の開設・収容保護（総務対策班、教育対策班） 

津波により住家を失った被災者は、避難所に収容する。避難所開設以降の対策は、「第１款 避難
の原則」のとおりとする。 

 広域一時滞在 

1．広域一時滞在の協議等（総務対策班） 

1） 被災市町村の協議 

村長は、災害が発生し、被災した住民及び観光客の安全や居住場所の確保が困難であり、県内
の他市町村での一時的な滞在（広域一時滞在）の必要があると認めるときは、被災住民の受入れに
ついて、他市町村長に協議する。 

2） 県知事への報告 

村長は、広域一時滞在の協議をする場合は、その旨を県知事に報告する。 

3） 協議を受けた市町村（協議先村）の受け入れ 

村長は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入
れる公共施設等を提供する。また、受け入れの決定をした場合は、その内容を公共施設等の管理者
等及び協議元市町村に通知する。 

4） 公示及び報告 

村長は、受け入れの通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、関係機関への通知、知
事への報告を行う。 

5） 広域一時滞在の終了 

村長は、広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長
及び関係機関に通知、公示するとともに、知事に報告する。 

 
2．県外広域一時滞在の協議等（総務対策班） 

1） 村の協議の要求 

村長は、被災住民について他の都道府県での一時的な滞在（県外広域一時滞在）の必要があると
認めるときは、知事に対し、他の都道府県知事と被災住民の受け入れについて協議することを求め
る。 
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2） 県知事の協議 

県知事は、村から要求があったときは、被災住民の受け入れについて、他の都道府県の知事に協
議しなければならない。 

3） 内閣総理大臣への報告 

知事は、広域一時滞在の協議をする場合は、その旨を内閣総理大臣に報告する。 

4） 公示、報告 

知事は、受け入れの通知を受けたときは、速やかに、その内容を村長に通知するとともに、内閣総
理大臣に報告する。 

また、村長は、通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、関係機関に通知する。 

5） 広域一時滞在の終了 

村長は、広域一時滞在の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長
及び関係機関に通知、公示するとともに、知事に報告する。 

知事は、速やかに、その旨を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告す
る。 

 
3．県外広域一時滞在の受け入れ（総務対策班） 

知事は、他の都道府県知事（協議元都道府県知事）から被災住民の受け入れについて協議を受け
た場合は、関係市町村と協議する。 

協議を受けた場合は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住
民を受け入れる。この場合において、広域一時滞在のために公共施設等を提供し、その旨を知事に
報告する。 

知事は、その内容を協議元都道府県知事に通知する。 
 
4．知事による代行及び特例（総務対策班） 

知事は、災害の発生により村が事務を行うことができなくなった場合で、広域一時滞在の必要がある
と認めた合は、村の実施する措置を代わって実施する。 

また、同様に県内広域一時避難の必要がある場合、村から要求がない場合においても、他の都道
府県知事との協議を実施する。 
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第10節 観光客等対策計画 

1．実施責任者 

観光客等対策の実施は、観光施設等の管理者及び村とする。なお、具体的な対策の実施には、
「沖縄県観光危機管理計画」を基付き作成した、「渡嘉敷村観光危機管理計画」に基づいて、観光客
等への対策を行う。避難計画の基本的な事項は「第８節 避難計画」のとおりである。 
 
2．避難情報の伝達及び避難誘導（総務対策班、観光産業対策班、船舶対策班） 

1） 村の役割 

村は、津波情報や避難勧告・指示等の避難情報を、住民等への伝達方法の他に、浸水想定区域
内の観光施設や交通施設等に電話等により伝達する。 

また、村職員、消防団員等により海岸、港湾等を巡回し、海水浴客及び釣り人等の来遊者に高台
や最寄りの避難ビルへの避難を呼びかける。 

2） 観光施設等の役割 

津波情報や村の避難情報を把握した宿泊施設や観光施設の責任者は、放送施設や拡声器等に
より、宿泊者や来遊者に対し避難を呼びかけ、高台や避難ビルなどの安全な避難場所に誘導する。 

なお、避難情報が伝達されない場合も、地震や津波情報を覚知した場合は、自らの判断で避難誘
導を実施するものとする。 

3） 交通機関の役割 

津波情報や村の避難情報を把握した場合、船舶対策班は、フェリーターミナル等の旅客に対し避
難を呼びかけ、高台や避難ビル等の安全な避難場所に誘導する。 

運行中の車両及び船舶等の旅客は、運転者等が運行管理者との連絡又は地域の避難誘導者の
指示に従い、安全な避難場所まで誘導する。 

なお、避難情報が伝達されない場合も、地震や津波情報を覚知した場合は、自らの判断で避難誘
導を実施するものとする。 

 
3．避難収容（総務対策班、教育対策班、観光産業対策班） 

1） 収容場所の確保 

村は、観光客等の避難状況を把握し、一時的に収容する施設を確保する。施設が不足する場合
は、近隣市町村、宿泊施設及び事業所等に施設の提供を要請する。 

2） 安否確認 

村は、観光施設の管理者、観光関係団体、交通機関及び警察等と連携して、観光客の人数確
認、負傷者及び不明者等の安否情報を把握し、県に報告する。 

3） 飲料水・食料等の供給 

村及び観光施設の管理者等は、可能な限り飲料水・食料等を供給する。 

 
4．帰宅支援（観光産業対策班） 

1） 情報の提供 

村は、帰宅困難者に対し、災害の状況、飲料水・食料等の供給及び交通機関の復旧状況などの
情報を、収容場所等でチラシ、テレビ及びラジオ等で提供する。 

2） 帰宅困難者対策 

村及び県は、観光危機により運休・欠航している交通機関の早期の回復が見込めず、多くの観光
客等が村内に滞留している場合は、観光客等の帰宅のために、回転翼機及び船舶等での輸送につ
いて、航空会社等と調整を図り、帰宅困難者対策を計画する。 
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第11節 要配慮者対策計画 

1．実施責任者 

要配慮者対策の実施は、要配慮者等の管理者及び村とする。 
なお、避難計画の基本的な事項は、「第８節 避難計画」のとおりである。 

 
2．要配慮者の避難支援（民生対策班） 

村は、「渡嘉敷村災害時要援護者避難支援計画」と国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関
する取組指針」に基づき作成する「避難行動要支援者名簿」に基づいて、要配慮者の避難誘導等の
支援を行う。 

避難誘導にあたっては、地域住民、自主防災組織及び民生委員等の支援者の協力を得て、要配慮
者への避難情報の伝達、安全な高台や避難ビル等への誘導及び安否の確認を行う。 

なお、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、避難行動要支援者を保護するために特に必要が
あるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対して避難行動要支援者名簿
を提供し、避難支援や迅速な安否確認等の実施に努める。 
 
3．避難生活への支援（民生対策班、観光産業対策班） 

1） 避難時の支援 

村は、要配慮者の避難状況や生活状況を把握し、必要な福祉対策のニーズを検討し、必要な専
門的人材を確保し、ニーズに応じたサービスを提供する。 

避難所においては、専用スペースを設けるなど生活への配慮をするとともに、福祉避難所の設置
や社会福祉施設等への緊急入所を行う。 

2） 応急仮設住宅への入居 

村は、地域の支援のつながりや生活の利便性を考慮した場所に応急仮設住宅を設置し、要配慮
者を優先して入居するように配慮する。 

また、バリアフリー等の設備等についても、可能な限り要配慮者に配慮した福祉仮設住宅を設置
する。 

3） 福祉サービスの持続的支援 

村は、福祉サービス提供者等と連携を図り、可能な限り通常の福祉サービスが継続されるよう支援
する。 

 
4．外国人への支援（観光産業対策班） 

村及び県は、沖縄県国際交流・人材育成財団等の団体と連携して、外国人への相談、外国語によ
る情報発信及び語学ボランティアの派遣等を行う。 
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第12節 消防計画 

村は、火災又は地震等の災害を防除し、これらの災害による被害を軽減するための消防活動を実施
する。 

 
1．消防組織及び施設の整備充実 

1） 消防組織図 

 

 

 

2） 消防施設 

●災通報施設の現況 

区分 数量 

電話 
〔消防機関（役場）にあるもの〕 

火災報知専用電話（119 回線） 1 

消防電話回線 2 

一般加入電話（回線） 6 

合計 9 

 

●防団消防ポンプ自動車等現有現況 

令和元年 12 月現在 

種別 数量 

水槽付消防ポンプ自動（A-1 以上） 2 

小型動力ポンプ積載車 1 
小型動力ポンプ 2 

資機材車 1 

 

2．火災予防査察 

予防査察は、多数のものが勤務し、又は出入りし収容する建物及び危険物の取扱所等を重点的に
随時実施し、一般建物等については春秋に行われる全国火災予防運動に呼応して一斉に実施する。 
 
3．特殊建築物の防災対策 

次の表に揚げる防火管理者を必要とする防火対象物の所有者、占有者、管理者等の権限を有する
ものに対し、それぞれの防火管理者として当該防火管理についての消防計画を作成させ、かつ、届出
を励行させる。 
●特定防火対象物の状況 

項別 数量 項別 数量 

公会堂等 1 幼稚園等 1 

飲食店 1 学校 3 
百貨店等 1 停車場 2 

旅館等 28 事務所等 4 
病院等 1 特定複合用途防火対象物 1 

社会福祉施設等 1 合計 38 

 

 

村長 消防団長 消防団員 地域住民
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4．危険物貯蔵所等の防火対策 

危険物貯蔵所等における防火対策は、第 2 章災害予防計画第 7 節危険物等災害予防計画のとお
りとし、それぞれの位置、構造・設備、警報設備等は危険物規制の政令基準どおり実施させるものとす
る。なお、危険物取扱者は危険物の貯蔵取扱運搬方法について政令基準どおり実施する。 
 
5．火災の出動 

火災又は諸災害発生時に対処するため、消防隊の出動は本村の消防団による。 
 
6．相互応援計画 

1） 県内市町村間の相互応援 

2） 他都道府県による応援 

災害等非常事態が発生した場合において県内の消防力を持ってこれに対処することができないと
き知事は、消防庁長官に対し他都道府県からの応援を求めるための要請を行う。（消防組織法第 44
条） 

 
7．非常事態における知事の指示 

1） 災害等の非常事態の場合において緊急の必要があるときは、知事は村長に対して災害防御の措
置について必要な指示を行う。 

2） 危険物等について知事は当該規制事務について権限を有するものに対して当該危険物等の製
造施設、貯蔵所等の使用の停止及び危険物等の引き渡し、移動、詰め替え等の禁止又は制限等
の保安措置を要請する。 

 
8．水利状況の把握 

消防団員は、地域の消防対策に臨機応変に当たるためには消防水利等の状況を十分把握してお
く。 
 

●消防水利の現況 

区分 数量 

消火栓（公設） 12 

防火水槽（公設）40㎡以上 5 

その他（河川・海）  
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第13節 救出計画 

1．実施責任者 

村をはじめとした救助機関は、連携して迅速な救助活動を実施する。 
また、被災地の地元住民や自主防災組織等は、可能な限り初期の救助活動に参加し、被災者の救

出に努める。 
 
2．救出の方法 

被災者の救出は、消防団等を主体とした救出班を編成し、警察と相協力して救出に必要な器具を
借り上げる等情勢に応じた方法により実施する。 

村 

▷ 医療救護活動全体の調整を行うため、災害対策本部の下に設置する。 

警察 

▷ 警察は、救出の応援要請があった場合、又は、警察自身が必要と判断した場合は、速やかに救
出活動を実施する。 

▷ 救出に大量の人員を必要とする場合は、警察災害派遣隊の出動により救出を実施する。 

県 

▷ 県は、村への応援を必要と認めた場合、又は、村から応援要請があった場合は、他の市町村、警
察、自衛隊、他県等に対し応援を要請する。 

村民 

▷ 村民は、可能な限り初期の救助活動に参加し、被災者の救出に努める。 

 

3．惨事ストレス対策 

救助機関は、職員等の惨事ストレス対策を実施するため、必要に応じて総務省消防庁等に精神科
医等の専門家の派遣を要請する。 

  



 

２-79 

 

第14節 医療救護計画 

地震・津波等の災害により多数の傷病者が発生し、また、医療機関の機能が停止して混乱が生じた場
合は、「沖縄県災害医療マニュアル」に基づいて、県、村及び医療関係機関が緊密に連携し、迅速かつ
的確な医療救護活動（助産を含む。）を行う。 

 
1．実施責任者 

村は、医療救護を行う。  
また、災害救助法が適用された場合の医療救護は県が行い、村長はこれを補助するものとする。 
ただし、災害救助法が適用された場合においても、災害の事態が急迫して、県の実施を待つことが

できないときは、村長が実施する。 
 
2．医療救護活動に関する組織体制 

県は、医療救護活動の実施に当たり、医療関係団体及び機関の協力の下、次の組織体制をとる。 

県医療本部（県医療本部長：保健医療部長） 

医療救護活動全体の調整を行うため、災害対策本部の下に設置する。 

県ＤＭＡＴ調整本部 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に関する指揮、関係機関等の調整を行うため、県医療本部の下に
設置する。 

県ＤＰＡＴ調整本部 

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）に関する指揮、関係機関等の調整を行うため、県医療本部の下
に設置する 

災害医療調整班 

県の医療救護活動に関し、医療関係団体及び機関等の調整を行うため、本部災害医療コーディネ
ーター、県ＤＭＡＴ調整本部及び県ＤＰＡＴ調整本部並びに医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護
協会及び日本赤十字社等医療関係団体及び機関のリエゾンをもって構成する組織を、県医療本部
の下に設置する 

地域医療本部（地域医療本部長：保健所長） 

地域における医療救護活動に関し総合調整するため、県災害医療本部の下に、保健所の所管区域
ごとに設置する。 

現場におけるＤＭＡＴ本部 

必要に応じて、地域のＤＭＡＴの指揮及び関係機関等の調整を行う、災害拠点病院ＤＭＡＴ活動拠
点本部を災害拠点病院等に設置する。また、県は必要に応じて航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣ
Ｕ）を設置し、広域医療搬送に関わるＤＭＡＴの活動を統括するＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部を設置する。 

現場におけるＤＰＡＴ本部 

必要に応じて、地域のＤＰＡＴの指揮及び関係機関等の調整を行うＤＰＡＴ活動拠点本部を設置す
る。 
 

  



 

２-80 

 

3．情報収集と共有 

1） 災害時の情報伝達手段 

県は、既存の電話、ＦＡＸ、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）、沖縄県総合行政情報通信
ネットワーク及びインターネットを活用し情報を収集する。 

2） 情報収集・提供体制 

沖縄県医療本部は、傷病者の発生状況、道路その他のインフラの被害状況等医療救護活動に影
響を及ぼす情報を県災害対策本部及び地域医療本部（地方本部）から、医療機関及び医薬品等医
療救護活動に関する情報を地域医療本部を通じ医療関係機関等から収集し、時系列に整理（クロノ
ロジーの作成）するとともに、収集した情報を的確に分析して、その結果を災害時の医療救護活動に
反映させる。 

また、災害時の医療救護活動に必要な情報を、適時医療関係機関等へ提供する。 

3） 村民への情報提供 

被災地内の住民に対する診療可能医療機関や医療救護所等の情報提供は、村又は地域医療本
部が主体となって行う。 

また、県医療本部は、診療可能な医療機関情報等県民が必要とする情報について、県ホームペ
ージのほか、県災害対策本部を通じて、放送事業者、通信社及び新聞社等の報道機関の協力を得
て、的確に提供する。 
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4．医療救護の実施 

県の活動 

▷ ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ及び医療救護班の派遣要請 
県は、必要に応じて、以下の機関にＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ及び医療救護班の派遣を要請する。 

・沖縄県ＤＭＡＴ指定病院 
・沖縄県ＤＰＡＴとして登録された機関 
・日本赤十字社沖縄県支部 
・沖縄県医師会 
・沖縄県歯科医師会 
・沖縄県薬剤師会 
・沖縄県看護協会 
・国、他都道府県 

▷ ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ及び医療救護班の派遣調整 
県は、必要な情報を収集し、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ及び医療救護班等を適切な活動場所に配置する。 

村の活動 

▷ 医療救護所の設置及び運営等 
村は、医療機関及び地区医師会の協力を得て、医療救護所の設置及び運営に努め、必要に応じ

て地域医療本部に支援を要請する。 

▷ 村に派遣された医療救護班等への支援 
村は、県から派遣された医療救護班等に対し、沖縄県医療本部及び地域医療本部からの要請に

より、輸送及び救護活動等への支援をできる限り行う。 

ＤＭＡＴの活動 

▷ 病院支援 

▷ 地域医療搬送 

▷ 現場活動 

▷ 広域医療搬送 

▷ その他必要な事項 

ＤＰＡＴの活動 

▷ 精神科病院支援 

▷ ＰＴＳＤを始めとする精神疾患発症の予防等の支援 

▷ その他必要な事項 

医療救護班の活動 

▷ 避難所及び医療救護所における医療 

▷ 病院及び診療所の支援 

▷ 避難所の状況把握と改善 

▷ 在宅患者及び避難者の医療及び健康管理等 

▷ その他必要な事項。 
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5．医療機関の活動 

被災地域の医療機関と非被災地域の医療機関は主に次の活動を行う。 

被災地域の医療機関 

▷ 必要な診療体制を整え、傷病者への応急処置等を行う。 

▷ 病院施設等の被災状況を、地域医療本部に報告する。 

▷ 必要に応じて、地域医療本部に転院が必要な傷病者の搬送、医薬品等の補給及び医療救護班の
派遣を要請する。 

非被災地域の医療機関 

▷ 被災地から搬送されてくる重傷者等を受け入れる体制を整え、受け入れる。 

▷ 受入可能な傷病者数を、地域医療本部に報告する。 

▷ 県医療本部からの要請に基づき、医療救護班等を派遣する。 

 
6．傷病者の搬送 

1） 傷病者の搬送調整 

県医療本部は、地域医療本部及び被災地内医療機関等から搬送の要請があった場合、搬送先を
決め、消防機関等へ通知するとともに、県本部と搬送のための輸送手段（車両、ヘリ等航空機及び
船舶）等について調整する。 

2） 広域医療搬送 

(1) 広域医療搬送の決定 

被災地域や県内医療機関だけでは治療、収容することができない重傷者及び在宅人工透析患
者、在宅酸素患者、在宅人工呼吸装置患者等、継続的な治療を必要とする者等の搬送が必要とな
った場合、県は、国と協議して広域医療搬送を決定する。 

(2) 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置 

沖縄県医療本部は、県本部と協議して、その時点での状況に応じて、航空搬送拠点周辺の適切
な場所にＳＣＵを設置する。 

 
7．助産体制（保健医療部） 

1） 実施責任者 

災害時における助産は、災害救助法の適用があった場合は、県が実施するものとする。 

2） 助産の方法 

(1) 医療救護班等による助産 

▷助産は原則として産科医を構成員とする医療救護班が当たるものとする。 

ただし、出産は緊急を要する場合が多いので、最寄りの対応可能な助産師によって行うことも
差し支えないものとする。 

▷医療救護班の派遣に係る編成、構成及び救護所の設置については、上記における応急医療の
方法の場合と同様とする。 

(2) 委託助産機関による助産 

医療救護班等による救護ができない者又は医療救護班等による救護の実施が適当でないと判
断される者については、国立病院機構その他の公立の病院、診療所、助産所又は以下に掲げる委
託助産機関において救護を行うものとする。 

ア 救助法適用市町村の区域内の産科を有する病院又は診療所 



 

２-83 

 

▷上記の区域に隣接する市町村の区域内の産科を有する病院又は診療所 

 
8．医薬品、衛生材料及び血液製剤等の確保 

医療及び助産実施のため必要な医薬品、衛生材料及び医療器具は、医療助産班（診療所）の手持
品を使用する。手持品がなく、又は不足したときは医療助産班（診療所）によって調達するが、村内に
おいて確保が困難なときは県（福祉保健部）に対して調達を要請する。 
 
9．被災者の健康管理とこころのケア 

1） 被災者の健康状態の把握 

県は、被災地の現地災害対策本部及び保健所並びに被災地域外の近隣市町村等より、被災地
の情報の収集を行い、こころのケア対策会議を開催する。 

2） 沖縄県災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の編成及び活動 

(1) 沖縄県災害派遣精神医療チーム（以下、「沖縄県ＤＰＡＴ」という。）は、発災当日から遅くとも 72
時間以内に被災地域に派遣されるＤＰＡＴ先遣隊と沖縄県ＤＰＡＴに登録された機関により編成
される。 

(2) 被災地域での活動 

ア 被災地での活動は、現地災害対策本部と連携して行われる。 

イ 活動内容については、別途「災害時におけるこころのケア活動マニュアル」に定める。 

3） こころのケア 

県保健所には相談窓口を設けるなど、精神保健福祉相談体制や村への支援体制を構築する。 

村は、県との連携によりこころのケア対策を実施する。 

4） 継続的治療への支援 

県は、人工透析等、継続的な治療を実施する医療機関の稼働状況を把握し、村からの要請に基
づいて、広域的な搬送及び受け入れの体制を構築する。 

村は、継続的治療が必要な被災者の状況を把握し、必要に応じて医療機関や県に対応を要請す
る。 
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第15節 交通輸送計画 

1．実施責任者（総務対策班、観光産業対策班、船舶対策班） 

災害時における交通の規制、交通施設の応急対策及び緊急輸送は、以下の者が行うものとするとと
もに、緊急輸送道路及び緊急輸送港湾は以下とする。 

なお、これらの責任者は相互に協力し、被災者、応急対策要員及び応急対策物資等の緊急の輸送
が円滑に行われるよう努めるものとする。 
1） 交通の規制 

災害時における交通規制の実施責任者は、以下のとおりである。 

区分 実施責任者 範囲 根拠法 

道路管理者 

国土交通大臣 

県知事 

村長 

1.道路の破損、決壊その他の理由により交通が危

険であると認められる場合 

2.道路に関する工事のため、やむを得ないと認めら

れるとき 

道路法 

第 46 条 

公安委員会 

公安委員会 

警察署長 

警察官 

1.災害応急対策に従事する者又は災害応急対策

に必要な物資の緊急輸送その他応急措置を実

施するため、必要があると認めるとき 

2.道路における危険を防止しその他交通の安全と

円滑を図り又は交通災害その他の交通に起因す

る障害を防止するため必要があると認める場合 

3.道路の損壊、火災の発生その他の事情により、道

路において交通の危険が生ずる恐れがある場合 

災害対策基本法 

第 76 条 

 

道路交通法 

第４条、第５条 

及び第６条 

海上保安本部 

第十一管区 

海上保安本部 

海上保安官 

1.船舶の交通安全の為に必要があると認めるとき 

2.海難の発生、その他の事情により、特定港内にお

いて船舶交通の混雑の生ずる恐れがあるとき、又

は混雑緩和に必要なとき 

3.海上保安官がその職務を行うため、周辺の状況

から真にやむを得ないと認めたとき 

港則法 

第 37 条 

 

海上保安庁法 

第 18 条 

 

2） 交通施設の応急対策 

交通施設の応急対策は、「第 31 節 公共土木施設応急対策計画」の定めるところによる。 

3） 緊急輸送 

災害時における緊急輸送の実施は、その応急対策を実施する機関が行うものとする。 

ただし、次の場合、県は緊急輸送に必要な措置をとるものとする。 

(1) 災害の範囲が広域にわたり、車両等の確保配分について調整を必要とする場合 

(2) 輸送の実施機関において輸送することが不可能と認められる場合 

(3) 港湾施設の被災により機能を失い、県内又は本土との輸送が困難な場合 

(4) 公共交通機関が長期にわたり運行停止となる場合 
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4） 緊急輸送道路 

本村における緊急輸送道路及び県内の緊急輸送港湾、緊急輸送漁港は以下のとおりである。 

●緊急輸送道路 

 路線名 管理者 起終点 

幹
線
道
路 

県道 186 号線 
港湾道路 
村道阿波連線 
村道渡嘉志久線 
村道青年の家線 
村道大谷線 
阿波連漁港線 
村道前岳線 

沖縄県 
沖縄県 

渡嘉敷村 
渡嘉敷村 
渡嘉敷村 
渡嘉敷村 
渡嘉敷村 
渡嘉敷村 

役場前～渡嘉敷港〔一方通行路〕 
渡嘉敷小中学校前～村道青年の家線 
字渡嘉敷 209 番地～字阿波連 161-1 番地 
字渡嘉敷 1967 番地～字渡嘉敷 813 番地 
字渡嘉敷 1778-2 番地～字渡嘉敷 1844 番地 1 
字渡嘉敷 2772 番地～字渡嘉敷 570 番地 
字阿波連 1282 番地～字阿波連 161 番地 1 
字阿波連 1279 番地～字阿波連 1551 番地 

代
替
道
路 

林道渡嘉敷線 
林道前岳線 
林道久比里原線 

渡嘉敷村 
渡嘉敷村 
渡嘉敷村 

字渡嘉敷 13 番地 2～字渡嘉敷 2667 番地 2（L=3,689m） 
字阿波連 1551 番地～字阿波連 1893 番地 1(L=2,285m） 
字渡嘉敷 2703 番地～字阿波連 1551 番地（L=4,985m 予定） 

  
●緊急輸送港湾 

港湾名 管理者 施設名 所在地 
重要港湾 那覇港 那覇港管理組合 岸壁（-13.0m）耐震：１バー

ス 
那覇市 

重要港湾 那覇港 那覇港管理組合 岸壁（-9.0m）耐震：１バース 那覇市 
重要港湾 石垣港 石垣市 岸壁（-9.0m）耐震：１バース 石垣市 
地方港湾 伊江港 沖縄県 岸壁（-７.5m）耐震：１バース 伊江村 
地方港湾 兼城港 沖縄県 岸壁（-5.5m）耐震：１バース 久米島町 
地方港湾 本部港 沖縄県 岸壁（-9.0m）耐震：１バース 本部町 

 

●緊急輸送漁港 

港湾名 管理者 施設名 所在地 

糸満漁港 沖縄県 -6.0ｍ岸壁(1)：1 バース 糸満市 
佐良浜漁港 沖縄県 -３.5ｍ岸壁(2):１バース 宮古島市 
渡名喜漁港 沖縄県 -５.0ｍ岸壁：1 バース 渡名喜村 
地方港湾 伊江港 沖縄県 岸壁（-７.5m）耐震：１バース 伊江村 
地方港湾 兼城港 沖縄県 岸壁（-5.5m）耐震：１バース 久米島町 
地方港湾 本部港 沖縄県 岸壁（-9.0m）耐震：１バース 本部町 
 
2．交通の規制（総務対策班、観光産業対策班） 

1） 規制の種別 

災害地における交通規制の種別は、以下のとおりである。 

(1) 危険箇所における規制 

▷道路法に基づく規制（道路法第 46 条） 

災害時において、道路施設の破損等により施設構造の保全又は交通の危険を防止するため
必要があると認めたときは、道路管理者が交通を禁止し、又は制限するものとする。 

▷道路交通法に基づく規制（道路交通法第４条） 

災害時において道路上の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認
められるときは、県公安委員会は歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するものとする。 
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(2) 緊急輸送のための規制 

▷基本法に基づく規制（基本法第 76 条） 

県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対
策が的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急の必要があると認めるときは、道路の区間（災
害が発生し、又はまさに発生しようとしている場所及びこれらの周辺の地域にあっては、区域又は
道路の区間）を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限す
るものとする。 

2） 危険箇所における規制 

村、県又は県公安委員会は、道路の破損、決壊、その他状況により通行禁止又は制限する必要
があると認めるときは、通行の禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を明りょうに記載した道路標
識を設けるとともに、必要がある場合は、適当な迂回路の標識をもって明示し、一般の交通に支障の
ないよう措置するものとする。 

特に、津波警報が発表された場合は、浸水想定区域への車両の流入を規制する。 

3） 緊急輸送のための規制 

県公安委員会は、災害が発生した場合において、災害応急対策に従事するもの又は災害対策に
必要な物資の緊急輸送、その他応急措置を実施するための緊急輸送を確保するため、必要がある
と認めるときは、以下により適切な措置をとるものとする。 

(1) 緊急輸送機関の措置 

村長は、災害地において緊急輸送を実施しようとする場合は、あらかじめ日時、種別、輸送量、
車両の種別、発着地、経路、事由等を県公安委員会に連絡するものとする。 

(2) 県公安委員会の措置 

県公安委員会は、（1）の連絡を受けた場合において、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止
し、又は制限する必要があると認めるときは、以下の措置をするものとする。 

▷緊急通行車両以外の車両の通行禁止、又は制限の対象、区間及び期間を記載した標示及び
適当な迂回路の標示を所定の場所に設置するものとする。 

▷緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該道路管
理者に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知するものとする。ただし、緊急を要す
る場合であらかじめ当該道路管理者に通知するいとまがいないときは、事後において速やかに
通知するものとする。 

▷緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは、道路管理者に対し、緊
急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動等につ
いて要請するものとする。 

4） 緊急通行車両の事前届出 

県公安委員会は、緊急通行車両の確認を迅速かつ円滑に行うために、あらかじめ、緊急通行に係
る業務の実施について責任を有する者から、緊急通行車両の事前届出書を提出させ、これを審査
の上、届出済証を交付する。 

また、届出済証を交付した車両については、緊急通行車両事前届出受理簿に登載しておく。 

5） 緊急通行車両の標章及び証明書 

県又は県公安委員会は、緊急通行車両の使用者に対し、次により標章及び証明書を交付し、被
災地における交通の混乱の防止を図るものとする。 

(1) 使用者の申出 

緊急輸送に車両を使用しようとするものは、県又は県公安委員会に対し、緊急通行車両確認証
明書等の交付を申し出るものとする。 
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(2) 証明書等の交付 

県又は県公安委員会は、（１）の申し出による緊急車両の確認を行い、標章及び証明書を交付す
るものとする。 

また、届出済証の交付を受けている車両については、優先的に通行に係る確認を行うとともに、
確認のための審査を省略する。 

6） 標章の掲示 

5)の（2）により交付を受けた標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとする。 

7） 警備業者による交通誘導等 

被災者に対する救援救護等の活動が公的機関のみでは十分に実施することができない場合、「災
害時における円滑な通行の確保等に関する協定」及び「同細目協定」に基づき、県は県警察を通じ
て社団法人沖縄県警備業協会に対し、災害時における円滑な通行等を確保するために出動要請を
行うことができる。 

当該出動要請に係る業務内容については、災害時における被災地の被害拡大防止、救護、救援
活動のための交通誘導のほか、避難場所、救援物資の保管場所等における警戒、警備業務等とす
る。 

8） 通行禁止等の周知 

県公安委員会は、災害時における通行の禁止又は制限（以下「通行禁止等という。）を行ったとき
は、基本法第 76 条の規定に基づき、直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要事
項を周知させるものとする。 

9） 車両の運転者の責務 

基本法第 76 条の規定に基づく通行禁止等が行われたときは、車両の運転者は、次の措置をとら
なければならない。 

(1) 道路の区間に係る通行禁止等が行われた場合 

道路の区間に係る通行禁止等が行われた場合は、車両を当該道路区間以外の場所に移動させ
る。ただし、これにより車両を移動させることが困難なときは、できる限り道路の左側端に沿って駐車
するなど緊急通行車両の通行の妨害とならない方法で駐車させる。 

(2) 区域に係る通行禁止等が行われた場合 

区域に係る通行禁止等が行われたときは、車両を道路外の場所に移動させる。 

ただし、これにより車両を移動させることが困難なときは、できる限り道路の左側端に沿って駐車
するなど緊急通行車両の通行の妨害とならない方法で駐車させる。 

(3) 警察官の指示を受けた場合 

その他、警察官の指示を受けたときは、それに従う。 

10） 警察官、災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官及び消防吏員による措置命令等 

(1) 警察官による措置命令等 

警察官は、通行禁止等に係る区域又は道路の区間（以下「通行禁止区域等」という。）において、
車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支
障があると認めるときは、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動すること、その他当
該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命
ずることができる。 

また、警察官は、命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいない
ために当該措置をとることを命ずることができない場合は、自ら当該措置をとることができる。 

(2) 災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官及び消防吏員による措置命令等 

警察官がその場にいない場合、災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官及び消防吏員は、自衛隊
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及び消防機関が使用する緊急通行車両の円滑な運行を確保するため必要な措置をとることを命
じ、又は自ら当該措置をとることができる。 

なお、措置を命じ、又は自ら当該措置をとったときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措
置をとった場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。 

11） 道路管理者の措置 

村及び道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者（以下本節において「道路管理者等」という。）
は、放置車両や立ち往生車両等が発生し、緊急通行車両の通行を確保するため緊急を要すると
き、又は県公安委員会から要請を受けたときは、区間を指定し、運転者等に対して車両の移動等を
命令する。また、運転者がいない場合等は、自ら車両の移動等を行うものとする。 

知事は、必要に応じてこれらの措置をとるべきことを道路管理者等である村に指示し、緊急通行
車両の通行ルートを広域的に確保するものとする。 

 
3．緊急輸送（総務対策班、船舶対策班） 

1） 輸送対象 

緊急輸送の輸送対象は以下の第１段階から第３段階とする。 

第１段階 

▷ 救助、救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

▷ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

▷ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員並びに情報通信、電力、ガス及び水道施設
の保安要員その他初動及び応急対策に必要な要員・物資等 

▷ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

▷ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧及び交通規制等に必要な人員及び物資 

第２段階 

▷ 上記、第 1 段階の続行 

▷ 食料及び水等の生命維持に必要な物資 

▷ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

▷ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

第３段階 

▷ 上記、第 2 段階の続行 

▷ 災害復旧に必要な人員及び物資 

▷ (生活必需品 

 
2） 輸送の方法 

(1) 輸送の方法は、輸送物資等の種類、数量、緊急度並びに現地の交通施設等の状況を勘案して
次のうちの適当な方法によるものとする。 

▷ 道路輸送 
▷ 海上輸送 
▷ 空中輸送 
▷ 人力による輸送 

(2) 輸送実施機関は、所属職員のうちから輸送責任者を指名し、当該物資等を輸送する車両等に同
乗させる等の措置を講ずるものとする。 
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3） 道路輸送 

(1) 車両等の確認 

輸送のために必要とする自動車及びその運転者（以下「車両等」という）の確保は、おおむね以
下の順位によるものとする。 

▷ 応急対策を実施する機関に属する車両等 
▷ 公共的団体に属する車両 
▷ 営業用の車両等 
▷ 自家用の車両等 

(2) 車両等の確保 

車両等を確保する必要がある場合は、総務対策班に対し、その確保を要請する。 

(3) 民間車両による輸送 

▷ 村における措置 
村又は県において、民間車両により輸送を行う場合は、沖縄総合事務局運輸部にあっせんを

依頼し、迅速な輸送の実施に努めるものとする。 

4） 海上輸送 

(1) 海上輸送の実施 

離島圏である本村は、災害のため物資等の輸送が必要な場合は、村有船舶のほか県有船舶又
は、第十一管区海上保安本部所属船艇のほか民間船舶の協力を求めて輸送の実施に努める。 

(2) 村有船舶による輸送 

村有船舶による輸送は、総務対策班の文書による指示に基づき船舶対策班が行うものとする。た
だし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって指示し、その後速やかに文書を提出する。 

(3) 県有船舶による輸送 

村は、県有船舶による輸送を必要とする場合、次の事項を明らかにした文書により、県に対して
要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって要請し、その後、す
みやかに文書を提出する。 

▷ 災害の状況及び応援を必要とする理由 
▷ 応援を必要とする期間 
▷ 応援を必要とする船舶数 
▷ 応急措置事項 
▷ その他参考となるべき事項 

(4) 第十一管区海上保安本部船艇による輸送 

第十一管区海上保安本部船艇の派遣要請等については、以下のとおりとする。 

▷ 村長は、第十一管区海上保安本部所属船艇による輸送を必要とするときは、知事に対し「第６
節 自衛隊災害派遣要請計画」に定める要領に準じて、要請を依頼するものとする。 

▷ 県及び村における要請後の措置等は、「第６節 自衛隊災害派遣要請計画」に定める要領に
準じて行うものとする。 

(5) 民間船舶による輸送 

村又は県において民間船舶により輸送を行う場合は、沖縄総合事務局運輸部にあっせんを依頼
し、迅速な輸送の実施に努めるものとする。 

5） 空中輸送 

(1) 空中輸送の実施 

災害の発生による交通途絶等の理由により緊急に空中輸送の必要を生じた場合は、空中輸送の
実施を行うものとする。 
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(2) 空中輸送の要請等 

空中輸送の要請及び要請後の措置並びに撤収要請等については、「第６節 自衛隊災害派遣
要請計画」の定めるところによるものとする。 

(3) ヘリポートの整備 

村は、空中の輸送（緊急患者空輸、物資の空輸等）を受ける場合に備え、ヘリコプターの発着又
は飛行機からの物資投下が可能な場所の選定、整備に努め災害時における空中輸送の円滑を図
るものとする。 

ヘリポートの設置基準については、第６節 自衛隊災害派遣要請計画の定めるところによる。 

 
4．広域輸送拠点の確保（総務対策班） 

村は、救援物資の受入れのために、施設又は空地に輸送拠点を確保する。 
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第16節 治安警備計画 

災害時における治安警備活動は、次によるものとする。 

 
1．警察が行う災害時における治安警備活動のうち、本村に関係ある事項は、沖縄県地域防災計画及

び「沖縄県警察災害警備実施要綱」又は「沖縄県警察大規模地震災害警備実施要領」によるものと
する。 

 
2．村長は、災害応急対策に関する措置をとるときは警察署長に連絡をし、両者が緊密に協力するもの

とする。 

 
3．村長が警察官の協力を求める場合は、原則として警察署長に対して行うものとする。 

 
4．村長が警察官の出動を求める場合は、警察署長を経て災害応急対策責任者である警察本部長に

要請するものとする。 

 
5．村は第十一管区海上保安本部と被災地付近の海上において連絡を密にし、速やかな安全確保に

努める。 
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第17節 災害救助法適用計画 

救助法に基づく被災害者の救助は、次によるものとする。 

 
1．実施責任者 

救助法に基づく救助は、知事が実施する。この場合村長は知事の補助機関として実施するものとす
る。ただし、次に掲げる救助は、災害救助法施行令による委任を受けて村長が実施するものとする。 
【救助の委任】 

▷ 収容施設（応急仮設住宅を除く。）の供与 
▷ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供与 
▷ 被服寝具、その他の生活必需品の給与 
▷ 医療及び助産 
▷ 災害にかかった者の救出 
▷ 災害にかかった住宅の応急修理 
▷ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 
▷ 学用品の給与 
▷ 埋葬 
▷ 死体の捜索 
▷ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼして

いるものの除去。 

なお、救助法の適用に至らない災害について被害者の救助は、被災者生活再建支援制度（財
団法人都道府県会館）の活用促進を含め、村地域防災計画に定めるところにより村長が実施する。 

 
2．救助法による救助は、村の被害が次の各号のいずれかに該当し、かつ、現に応急的な救助を必要

とするときに市町村ごとに行うものとする。 

1） 村における住家の被害が 30 世帯に達したとき。 

2） 被害が相当広範な地域にわたり、県内の被害世帯数が 1,500 世帯以上あって、村の世帯数が当
該村の人口に応じ、前号の被害世帯数の２分の１に達したとき。 

3） 被害が広範な地域にわたり、県内の被害世帯数が 7,000 世帯以上あって、村の被害状況が特に
救助を要する状態にあるとき。 

4） 村における被害がいずれかに該当し、知事が特に救助の必要を認めたとき。 

(1) 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別
の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が消失したとき。 

(2) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、若しくは受けるおそれが生じたとき。 

●村の人口規模と住家の被害世帯数による適用基準 

村の人口 被害世帯数 
５，０００人未満の場合 ３０世帯 

５，０００人以上  １５，０００人未満の場合 ４０世帯 
１５，０００人以上  ３０，０００人未満の場合 ５０世帯 
３０，０００人以上  ５０，０００人未満の場合 ６０世帯 
５０，０００人以上 １００，０００人未満の場合 ８０世帯 

１００，０００人以上 ３００，０００人未満の場合 １００世帯 
３００，０００人以上の場合 １５０世帯 

 
3．救助法の適用手続き（総務対策班） 

1） 村の役割 

(1) 災害の発生に際し、村における被害が２の適用基準のいずれかに該当するときは、法に基づく災
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害報告要領により、村長は直ちにその旨を知事に報告するものとする。 

(2) 災害の事態が急進して、知事による救助法の実施を待つことができないときは、村長は、救助法
の規定による救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告し、その指示を受けるものとする。 

2） 県の役割 

(1) 県は、村からの報告に基づき救助法を適用する必要があると認めたときは、直ちに法に基づく救
助の実施について村に通知するとともに、関係行政機関、厚生労働省及び内閣府に通知又は
報告するものとする。 

(2) 救助法を適用したときは、すみやかに公告するものとする。 
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第18節 給水計画 

災害のため食料に適する水を得ることができない者に対する飲料水の供給は、次による。 

 
1．実施責任者 

災害のための給水は、災害救助法が適用された場合、知事の委任により村長が実施する。 
災害救助法が適用されない場合であっても、村長が給水の必要を認めるときは村長が実施する。担

当は、民生対策班が観光産業対策班の協力を得て行う。 
 
2．供給の方法（民生対策班、観光産業対策班） 

1） 給水は必要最小限の生活が維持できる用水の供給に限られる。 

▷ 飲料水の供給に使用する器具は、すべて衛生的処理をした後に使用するものとし、飲料水は末
端給水までの適当な部所において塩素の残留効果を適時測定する。 

2） 供給の方法は、ろ水器によるろ過給水、容器による搬送給水等現地の実情に応じ、適宜な方法に
よって行う。 

ろ水器によるろ過給水 

▷ 給水能力、範囲等を考慮のうえ、比較的汚染の少ない井戸等を水源に選定してろ水基地とし、
ろ水器によりろ過したあと塩素剤による消毒を行う。 

▷ ろ過消毒した水は、ドラムカン、ポリエチレン容器等の搬送用容器（以下「搬送容器」という）に
入れ、適切な方法により給水する。 

容器による搬送給水 

▷ 最寄りの非被災水道の管理者と協議して取水基地、取水計画等を定める。 

▷ 取水した水は、給水車等に搬送し給水する。 

 

3） 給水体制が整わない段階においては、協定先等からペットボトルを確保し供給する。 

 
3．医療施設等への優先的給水（民生対策班） 

医療施設、社会福祉施設、避難所等に対しては、優先的に給水を行う。 
 

4．給水対策の状況（民生対策班） 

本村の給水対策の状況は次のとおりである。 

給水対策 

▷ 配水池、貯水タンクの災害時間分の確保 

▷ 浄水場非常用発電設備の設置 

災害時の原水確保 

【渡嘉敷島】 

▷ イシツピ取水堰（有効水量 3,200ｔ） 

▷ 恩納川取水堰（有効水量 38,000ｔ） 

▷ 止中の地下水(井戸等)の使用 
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5．水道施設の応急復旧（観光産業対策班） 

水道施設が破壊された場合には、給水のための重要度及び修理の可能性等を考慮して応急復旧
を行い、必要に応じて渡嘉敷村給水工事指定店の応援を求める。 
 

※災害救助法が適用された場合 

対象者 

▷ 災害のため現に飲料水を得ることができない者 

【注意点】 
この救助は他の救助と異なり、家屋とか家財の被害は無くともその地区においてどうしても自力で
は飲料水を得ることができない者であれば、被害の無い世帯であってもよいが、反対にり災者で
あっても自力で近隣より確保できれば供給の必要はない。 

供給の費用及び期間 

▷ 費用 

・ろ水その他吸水に必要な人夫費及び輸送費 

・ろ水その他の吸水に要する機械器具の借り上げ費、修繕費及び燃料費 

・浄水用の薬品及び資材費 

▷ 期間 

供給期間は災害発生の日から 7 日以内とする。 
（ただし、厚生労働大臣の承認により期間延長あり｡） 
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第19節 食糧供給計画 

災害時における被災者及び災害応急対策要員に対する食糧の供給は、次による。 

 
1．実施責任者 

災害時における食糧の供給は、災害救助法が適用された場合は、知事が実施する。 
ただし、知事は、救助を迅速に行う必要があると認めるときは、村長が行うこととすることができる。 
災害救助法が適用されない場合にあっても、村長が供給の必要を認めたときは村長が実施する。 
なお、食糧の調達は総務対策班が担当し、配給は民生対策班が担当する。 

 
2．食糧の調達方法 

あらかじめ食料供給計画を定めておき、被災者のための食料の確保に努め、必要量が確保できな
いときは、県及び他の市町村に対し応援を要請する。 
 
3．炊出等の食品の給与（民生対策班） 

被害者に対する応急炊出し及び食料品の給与は、次によるものとする。 
1） 給与の方法 

(1) 炊出し及び食品の給与を実施する場合には責任者を指定し、各現場にそれぞれ実施責任者を
定めるものとする。 

(2) 救助用応急食料は、原則として米穀とするが、消費の実情等によっては食品業者から確保した
弁当、パン又はおにぎりとする。 

(3) 炊出しは各避難所において支援部が行い、必要に応じ婦人会及び自治会等の協力を得て行う。 

(4) 炊出し及び食料品の給与のために必要な原材料及び燃料等の確保は、村が行うものとする。 

(5) 炊出し施設は、可能な限り学校等の給食施設、公民館等の既存施設を利用し、できるだけ避難
所と同一施設又は避難所に近い施設を選定して設けるものとする。 

(6) 炊出し施設の選定にあっては、あらかじめ所有者又は管理者から了解を受けておくものとする。 

(7) 炊出しに当っては、常に食料品の衛生に留意するものとする。 

(8) 食料の提供に当たっては、食物アレルギーの被災者に配慮し、原材料表示や献立表の掲示等
を行うものとする。 

2） 給与の種別、品目及び数量 

(1) 種別 

▷ 炊出し（乳幼児のミルクを含む） 

▷ 食品給与（住家の被害により一時縁故先等に避難する者に対して現物をもって３日以内の食料
品を支給する） 

(2) 給与品目及び数量 

▷ 給与品目は米穀又はその加工品及び副食品とする。 

▷ 給与数量は、１人１日精米換算 300ｇ以内とする。乾パン、麦製品（乾ウドン等）は社会通念上の
数量とし、副食品の数量については制限しない。 

 
4．災害対策用食糧の備蓄 

村は、人口の 3 日分程度の数量を目標に備蓄するものとする。 
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5．要配慮者等に配慮した食料の給与（民生対策班） 

村は、要配慮者や食物アレルギー等に配慮した食料の給与に努めるものとする。 
 

6．個人備蓄の推進 

村は、インスタントやレトルト等の応急食品及び飲料水を７日間分程度、個人において準備しておく
よう、住民に広報していく。 
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第20節 生活必需品供給計画 

1．実施責任者 

被災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、救助法が適用された場合は、知
事が実施する。 

ただし、県は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、村が行うこととすることができる。 
また、救助法が適用されない場合で、村が必要と認めるときは、ｖ村長が実施する。 

 
2．給与又は貸与の方法（民生対策班） 

衣料、生活必需品その他物資の給与又は貸与は、救助物資配分計画表により、被害別及び世帯の
構成員数に応じて行うものとする。 

また、避難所の避難者のみならず、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への
避難者、所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。 

なお、物資は時間の経過とともに変化することを踏まえるとともに、夏季の暑さ対策など被災地の実
情を考慮し、さらには、要配慮者等のニーズや男女のニーズの違いに配慮した物資を供給する。 
 
3．給与又は貸与の品目 

原則として被服、寝具その他生活必需品として認められる以下の品目とする。 
【品目例】 
▷ 寝具 

▷ 外衣 

▷ 肌着 

▷ 身廻品 

▷ 炊事道具 

▷ 食器 

▷ 日用品及び光熱材料 
 
4．物資の調達（総務対策班） 

あらかじめ生活必需品等供給計画を定めておき、被災者のための生活必需品等の確保に努め、必
要量が確保できないときは、県及び他の市町村に対し応援を要請する。 
 
5．救援物資の受入れ（総務対策班） 

1） 救援物資の受入れ 

村は、全国の自治体及び団体等からの救援物資を受け入れる。 

村で救援物資の受入れができない場合は、県が村のニーズを把握し、救援物資提供の申出を受
け付ける。 

2） 受け入れルールの作成 

救援物資を受け入れる場合は、自治体、企業及び団体からの大口の提供のみとするなど、ルール
を明確にする。 

3） 救援物資の受入れ方法 

県が救援物資を行う場合は、以下のとおりとする。  

(1) 村のニーズに合わせて必要な時期に必要の物資を提供されるよう調整する。 

(2) 村からの要請に基づき、ヘリコプター又は船舶等で輸送する。   
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第21節 感染症対策、し尿の処理、食品衛生監視及び動物の保護収容計画 

災害時における被災地の防疫、保健衛生及び清掃は次による。 

 
1．防疫（民生対策班） 

1） 実施責任者 

(1) 村長（防疫班）は知事の指示に従って、防疫上必要な措置を行う。 

(2) 知事（防疫班、保健所）は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下こ
の節において「法」と言う｡）に基づいて、防疫上必要な措置を行う。 

2） 防疫実施の組織 

村長は、災害時の防疫実施のため知事（保健所）の協力を得て防疫班を編成する。 

3） 防疫の指示 

知事は、災害発生とともに保健所をして災害地の検病調査を行わせるとともに、清潔の保持、消
毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、その他の防疫措置について実状に即した指導にあたらせる。 

特に被害激甚な場合には、職員を派遣してその実状を調査し、実施方法及び基準を示して指導
にあたらせる。 

また、知事は感染症予防上必要と認めたときは、村長に対し、その範囲及び期間を定めて次に揚
げる指示を発するものとする。指示を受けた村長は速やかに指示事項を実施する。 

なお、知事又は村長の行う措置は、感染の発生を予防し、又はそのまんえんを防止するため、最
大限行わなければならない。 

▷ 法第 27 条第 2 項及び第 29 条第 2 項の規定による消毒に関する指示 

▷ 法第 28 条第 2 項の規定によるねずみ族及び昆虫等の駆除に関する指示 

▷ 法第 31 条第 2 項の規定による生活の用に供される水の供給に関する指示 

▷ 予防接種法第 6 条第 1 項の規定による臨時予防接種に関する指示 
4） 感染症対策の実施 

(1) 清潔方法 

村は、感染症患者が発生し、又は感染症がまん延するおそれがある場合において、感染症予防
のため必要があると認めるときは、当該土地又は建物の占有者（占有者がいない場合は管理者）に
対し、清潔を保つよう指導する。 

また、村は自ら管理する道路、溝渠、公園等の場所の清潔を保つ。 

なお、津波被害の被災地においては，津波汚泥の堆積や水産加工施設から発生する廃棄物等
により、悪臭、害虫の発生など衛生上の課題が生じうることから、防疫活動に万全を期すよう十分に
留意する。 

(2) 消毒の方法 

消毒の方法は、同法施行規則第 14 条から第 16 条による。 

(3) ねずみ族及び昆虫等の駆除 

ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法は、同法施行令第 15 条による。 

(4) 生活の用に供される水の供給 

法第 31 条第 2 項の規定による知事の指示に基づいて、村は速やかに生活の用に供される水の
供給措置を開始する。 

(5) 臨時予防接種 

予防接種法第 6 条第 1 項の規定による知事の指示に基づく臨時予防接種は、対象者の範囲及
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びその時期及び期間を指定して実施するものとする。実施にあたっては、特別の事情のない限り通
常災害のおちついた時期を見計らって定期予防接種の繰上げの実施等を考慮する。 

ただし、集団避難所で患者若しくは保菌者が発見され、まん延のおそれがある場合には緊急に
実施する。 

(6) 避難所の感染症対策措置 

村は、避難所を開設したときは、県の指導のもとに避難所における感染症対策の徹底を期さなけ
ればならない。このため避難所内における衛生に関する自治組織を編成させ、その協力を得て防
疫に万全を期する。 

【防疫指導の重点事項】 

▷ 検病調査 

▷ 清潔の保持び消毒の実施 

▷ 集団給食 

▷ 飲料水の管理 

▷ 健康診断 
 
2．保健衛生（民生対策班） 

1） 被災者の健康管理 

(1) 良好な衛生状態の保持 

被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調を来
す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、健康状態を十分把握し、
必要に応じ救護所等を設ける。 

(2) 要配慮者への配慮 

高齢者、障害者等要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施
設への入所、ホームヘルパーの派遣、車いす等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協
力を得つつ、計画的に実施する。 

(3) 保健師等による健康管理 

保健師等による巡回健康相談等を実施し、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理（保健
指導及び栄養指導）を行う。 

 
3．し尿の処理（民生対策班） 

災害時における被災地帯の清掃等は、次による。 
1） 実施責任者 

災害地における被災地帯の清掃の計画、実施については清掃班を組織し、民生対策班において
行うものとする。ただし、被害が甚大なため村において実施できないときは、他市町村又は県の応援
を求めて実施する。 

2） 清掃の方法 

清掃は清掃班により所要の計画に基づいて実施するが、し尿の収集運搬戸数は 1.8 キロリットルバ
キューム車で 1 回約 20 世帯とする。収集されたし尿はあらかじめ指定する場所に運搬し処理する。 

3） 仮設便所等のし尿処理 

村は、避難者の生活に支障が生じることがないよう、避難所への仮設便所の設置をできる限り早期
に完了する。 

また、仮設便所の管理については、必要な消毒剤を確保し、十分な衛生上の配慮を行うとともに、
し尿の収集・処理を適切に行う。 
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4） 一般廃棄物処理施設等の状況 

名称 住所 備考 
渡嘉敷村グリーンセンター 字渡嘉敷 1845 番地 4ｔ／8ｈ 

最終処分場 字渡嘉敷 2760 番地  
リサイクルセンター   
浸出水処理施設 字渡嘉敷 2760 番地  

 

5） 清掃用薬剤の調達 

清掃用薬剤の調達の必要を生じたときは、村が調達する。 

 
4．犬等及び危険動物の保護・収容計画（民生対策班） 

1） 実施責任者 

(1) 犬及び負傷動物対策 

県及び村は、災害時の状況に応じて必要と認めたときは、犬等収容班を編成して必要と認めたと
きは、犬等収容班を組織し、狂犬病予防法、動物の保護及び管理に関する法律に基づき、放浪犬
及び所有者不明の負傷動物（犬、ねこ、小鳥等の愛玩動物）の保護及び収容を行う。 

(2) 危険動物対策 

県は、沖縄県動物の保護及び管理に関する条例に規定する条例に規定する危険動物が逸走し
た場合には、危険度追う物対策班を設置し、情報収集、関係機関との連絡調整を行う。 

2） 収容及び管理 

(1) 犬及び負傷動物対策 

県は村及び民間団体に対し犬等の収容・保管のための場所の提供を求め、犬等を保護・収容し
たときは適正に管理するよう協力を求める。 

(2) 危険動物対策 

県は、危険動物が逸走した場合には、その飼養者に対して、沖縄県動物の保護及び管理に関
する条例に基づき、人の生命、身体等に対する危害を防止するために必要な措置をとるよう命ず
る。所有者不明の場合には、村、警察、民間団体に対し危険動物の保護、収容その他必要な措置
について協力を求める。 

3） 保護・収容動物の公示 

保護・収容された動物の台帳を作成し、公示する。 

4） 動物の処分 

(1) 所有者不明稲等については、狂犬病予防法及び動物の保護及び管理に関する法律に基づき
処分するものとし、収容期間等は、災害時の状況に応じて検討する。 

(2) 危険な動物から人の生命、身体等の安全を確保するために必要と認めるときは、沖縄県動物の
保護及び管理に関する条例の規定に基づき、当該危険動物を殺処分する。その実施について
は、警察、民間団体に対して必要な協力を求める。 

 
5．ペットへの対応（民生対策班） 

災害発生時には、多くの避難者がペットを同伴して避難することが予想される。そのため、村は、避
難場所での混乱を防止し、これら動物の保護や適正な飼養に関し、獣医師会、動物関係団体及びボ
ランティア等と協力して対策を実施する。 
1） 動物救済本部の設置 

(1) 県、獣医師会及び動物関係団体は、相互に連携して、動物救援本部を設置する。動物救援本
部では、負傷動物保護・治療、飼養困難な動物の一時保管、所有者不明動物の情報提供等を
行う。 
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(2) 県は、ペットフードや飼育用の資機材を確保する。 

2） 避難所での取扱い 

村は、ペットの状況を把握するとともに、避難場所敷地内に専用スペースを設置し避難者の生活
場所とを区分する。 

また、所有者責任による自己管理を徹底させる。 

  



 

２-103 

 

第22節 行方不明者の捜索及び遺体の収容、処理及び埋葬計画 

災害により行方不明になっているもの（生存推定者・生死不明者）の捜索、遺体の収容、処理及び埋
葬は次による。 

 
1．実施責任者（民生対策班） 

災害時における行方不明者の捜索及び遺体の収容、処理及び埋葬等の処置は、村長が行う。な
お、行方不明者の捜索は村が警察署及び第十一管区海上保安本部と協力して担当し、遺体の収容、
処理及び埋葬等は総務対策班及び民生対策班が担当する。 

ただし、災害救助法が適用されたときは、遺体の収容、処理は知事が行い、捜索・埋葬は知事の委
任により村長が行う。 
 
2．行方不明者の捜索（消防団、関係班） 

捜索隊の設置 

行方不明者の捜索を迅速、的確に行うため必要に応じ、災害対策本部に捜索隊を設置し、行方不明
者数及び捜索範囲等の状況を考慮し、消防団員を中心に各班員をもって編成する。 

捜索の方法 

捜索に当たっては、災害の規模、地域その他の状況を勘案し、関係機関と事前に打ち合わせを行う。 

 

3．行方不明者発見後の収容及び処理（民生対策班） 

負傷者の収容 

捜索隊が負傷者及び病人等救護を要する者を発見したとき、又は警察署及び第十一管区海上保安
本部より救護を要する者の引き渡しを受けたときは、速やかに医療機関に収容する。 

遺体の収容 

捜索隊が発見した遺体は、速やかに警察の検視及び救護班若しくは医師の検案を受け、又は警察等
より遺体の引き渡しを受けたときは直ちに公民館及び学校等適当な遺体収容所に収容する。 

医療機関等との連携 

捜索に関しては、負傷者の救護及び遺体の検案等が円滑に行われるように救護班及び医療機関等と
の連絡を前もってとる。 

 
4．遺体の取扱（民生対策班） 

1） 遺体の取扱 

発見された遺体については、死体取扱規則（昭和 33 年国家公安委員会規則）及び海上保安庁
死体取扱規則（昭和 45 年）の規定により、警察官及び海上保安官は所要の本籍等不明死体調査
書を作成の後、遺族又は村長に引き渡すものとし、村長はその後において必要に応じて遺体の処理
を行う。 

県警察は、必要に応じ警察災害派遣隊を被災地に派遣し、医師等の協力を得て、遺体の検視、
身元確認等を行う。また、効果的な身元確認のために、必要な資料の提供について村等と連携を図
る。 

2） 遺体の処理 

(1) 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

遺体の識別のため処置として行う。 
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(2) 遺体の一時保存 

遺体の身元識別のため相当に時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時間に埋葬ができ
ない場合等において、遺体を特定の場所（公民館、学校等の施設に仮設）に集めて埋葬の処理を
とるまで保存する。 

(3) 検案 

遺体について死因、その他について医学的検査をする。 

(4) 遺体の処理は埋葬の実施と一致することを原則とする。 

 
5．遺体の埋葬、火葬（民生対策班） 

埋葬又は火葬を村長が実施し、それに要する経費を県が負担する。納骨は遺族が行うが遺族のな
いものについては、村長が実施する。 
 
6．広域火葬 

村で火葬が困難な場合は、県に広域火葬を要請する。 
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第23節 障害物の除去・震災廃棄物処理計画 

1．実施責任者（観光産業対策班） 

災害時における障害物の除去は、救助法が適用された場合は県が実施する。 
ただし、県は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、村長が行うこととすることができる。 
また、救助法が適用されない場合で、村長が必要と認めたときは、村長が実施する。 

 
2．障害物の除去（観光産業対策班） 

1） 住居又はその周辺に運ばれた障害物 

村は、住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木などで日常生活に著しい障害を及ぼすものの除
去を、救助法に基づき実施する。 

(1) 対象者 

▷ 当面の日常生活が営み得ない状態にある者であること 

▷ 住家の被害程度は、半壊又は床上浸水した者であること 

▷ 自らの資力をもってしては、障害の除去ができない者であること 

(2) 除去の方法 

村は、人夫あるいは技術者を動員して、障害物の除去を実施する。ただし、日常生活に欠くこと
のできない場所に運びこまれた障害物の除去に限る。 

2） 倒壊住宅 

村は、解体後の処分場所までの運搬及び処理を行う。 

3） 道路関係障害物 

道路管理者は、自動車・死体等の特殊なものを除き、道路上の障害物を除去する。特に、交通路
の確保のため緊急輸送道路を優先的に行う。 

4） 河川・港湾関係障害物 

河川管理者及び港湾管理者は、それぞれが管理する区域の障害物を除去する。 

 
3．災害廃棄物の処理（民生対策班） 

1） 災害廃棄物処理計画の策定 

村は、災害発生時に排出される多量の一般廃棄物を速やか、かつ、円滑に処理する体制の確保
を目的とした、渡嘉敷村災害廃棄物処理計画に基づき処理体制を速やかに確保する。 

2） 仮置場、最終処分地の確保 

村内でがれきの仮置場、最終処分地の確保を行うことを原則とするが、それが困難な場合、県内
の他市町村での仮置場及び最終処分地の確保について、県及び環境省に支援を要請する。 

3） リサイクルの徹底 

がれき処理に当たっては、適切な分別を行うことによって可能な限りリサイクルに努めることとする。 

4） 環境汚染の未然防止、住民・作業者の健康管理 

障害物の除去に当たっては、有毒物質の漏洩やアスベストの飛散防止及び住民、作業者の健康
管理及び安全管理に十分配慮するものとする。 
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第24節 住宅応急対策計画 

村は、応急仮設住宅の設置や被害住宅の応急処理の実施及び既存公営住宅の活用によって、被災
住民の住居の確保を図る。 

 
1．応急仮設住宅の設置（観光産業対策班） 

1） 実施者 

応急仮設住宅の設置は、災害救助法が適用された場合は、知事が実施する。災害救助法が適用
されない場合にあっても、村長が設置の必要を認めるときは、村長が実施する。 

2） 対象者 

住家が全壊（焼）又は流失し、居住する住家がないものであって、自らの資力では住宅を得ること
ができない者。 

3） 設置の方法 

応急仮設住宅の建設は県が直接又は建築業者に請負わせる等の方法で行うものとし、必要がある
場合は県において必要資材の調達を行うものとする。 

なお、応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね 50 戸以上設置した場合は、居
住者の集会等に利用するための施設を設置できる。 
4） 設置戸数、規模、費用等 

戸数 

応急仮設住宅の設置数は、住家が全壊（焼）又は流失した世帯数の 3 割の範囲内とする。ただしこれ
により難い特別の事情がある場合は、厚生労働大臣に協議し、その承認を得て数の引き上げをするこ
とができる。 

規模 

応急仮設住宅の規模は一戸当たり 26．4 ㎡（8 坪）を基準とする。また、構造は 1 戸建て長屋建て、あ
るいはアパート式建築のいずれでも差しつかえない。 

費用 

応急仮設住宅建設の費用は、整地費、建築費、附帯工事費、人夫賃、輸送費及び建築事務費等の
一切の経費を含めて 1 戸当たり平均 1,447,000 円以内とする。 

期間 

応急仮設住宅の建設工事に着工する時期は、災害発生の日から 20 日以内とし、当該住宅を供与で
きる期間は完成の日から建築基準法第 85 条第 3 項による期限内（最高 2 年以内）とする。 

 

5） 要配慮者に配慮した仮設住宅 

村は、高齢者等要配慮者であって日常の生活上特別な配慮を要する者を数人以上収容し、老人
居宅介護仮設等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する施設（以下「福祉仮設住宅」という。）
を、仮設住宅として設置できる。 

6） 入居者の選定 

入居者の選定に当たっては、高齢者、障害者等の要配慮者の入居を優先する。 

7） 賃貸住宅借り上げによる収容 

村は、応急仮設住宅の設置に代えて賃貸住宅の居室の借り上げを実施し、これらに収容すること
ができる。 
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8） 運営管理 

応急仮設住宅は、入居者の状況に応じての適切な運営管理を行う。この際、応急仮設住宅におけ
る安心・安全の確保，孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティ
の形成及び運営に努めるるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映
できるよう配慮するものとする。 

また、必要に応じて応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮する。 

 
2．住宅の応急処理（観光産業対策班） 

1） 実施者 

住宅の応急処理は、救助法が適用された場合は、知事（権限を委任された場合は村長）が実施す
る。 

救助法が適用されない場合で､村長が処理の必要を認めるときは､村長が実施する。 

2） 対象者 

災害により住家が半壊(焼）し、そのままでは当面の日常生活を営むことができず、かつ自己の資
力では住家の応急処理を行うことができない者。 

3） 修理の方法 

▷ 住宅の応急処理は、村長が直接又は建築事業者に請負わせる等の方法で行うものとし、必要
ある場合は県において必要資材の調達を行う。 

▷ 応急修理は居室、炊事場及び便所等のような、生活上欠くことのできない最少限必要な部分を
対象とする。 

4） 修理の戸数、費用及び期間 

戸数 

応急修理の対象数は、半壊（焼）した世帯の数の原則として 3 割以内とする。 

費用 

修理のため支出できる費用の限度は、1 戸当たり 308,000 円以内（修理用の原材料費、労務費、材料
等の輸送費及び工事事務費等一切の経費を含む） 

期間 

住宅の応急処理は災害発生の日から 1 カ月以内とする。 

 
3．応急危険度判定 

県は、余震による建築物の倒壊等による二次災害の防止を図るため、村の要請により、建築士の資
格を有する県職員による住宅の応急危険度判定を行う。 

建築物の被災状況を現地調査して建築物の被災度を判定後、建築物に判定結果を表示及び使用
者（所有者・管理者）に勧告することにより注意を喚起する。 
 
4．住家の被災調査（総務対策班） 

村は、り災証明発行のために、住家の被災状況の調査を行い、「災害に係る住家の被害認定基準
運用指針」（内閣府）等に基づき、全壊、大規模半壊、半壊及び一部破損の区分で判定を行う。 

 
5．被災者台帳の作成 

村は、必要に応じて、個々の被災者の被害状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項
等を一元的に集約した被災者台帳を作成、活用し、被災状況に応じて被災者が受けられる援護措置
が漏れなく、効率的に実施されように努める。 
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第25節 二次災害の防止計画 

1．実施責任者 

建築物の応急危険度判定及び被災宅地の危険度判定は、村が実施する。県は、村に判定士の派
遣及び技術的な支援を行う。 

 
2．被災建築物の応急危険度判定（観光産業対策班） 

村は、地震により被災した建築物について、余震等による倒壊や部材の落下等の二次災害を防止
し、使用者等の安全を確保するため、応急危険度判定を実施する。 

危険度判定は、「応急危険度判定実施要綱」及び「実施マニュアル」により実施する。 
県は、判定支援本部を設置し、村の要請に基づき応急危険度判定士の派遣及び資機材の提供等

の支援を行う。 
村は判定実施本部を設置し、県及び関係団体の支援を受けて建築物の応急危険度判定を実施し、

判定結果を各建築物に表示する。 
 

3．被災宅地の危険度判定（観光産業対策班） 

村は、地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被害の拡大による二次災害を防止す
るため、被災宅地の危険度判定を実施する。 

危険度判定は、「被災宅地危険度判定実施要領」により実施する。 
県は、判定支援本部を設置し、村の要請に基づき、宅地判定士の派遣及び資機材の提供等の支援

を行う。 
村は判定実施本部を設置し、県及び関係団体の支援を受けて宅地の危険度判定を実施し、判定結

果を表示する。 
また、被害状況により被害の拡大が予想される場合は、応急対策や避難勧告・指示等の必要な措

置をとる。 
 

4．降雨等による水害・土砂災害の防止（観光産業対策班） 

県は、地震後の降雨等による水害や土砂災害発生に備え、二次災害防止施策を講じる。 
特に、津波により海岸保全施設等に被害があった地域では、二次災害の防止に十分留意する。 
沖縄県内で震度５強以上が観測された場合又は通常基準より少ない雨量により対象とする土砂災

害の発生が想定される場合、県と沖縄気象台は、必要に応じて大雨（土砂災害）警報及び土砂災害警
戒情報等の発表基準を引き下げて運用する。 

また、国に対して緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の派遣を要請し、被災状況の迅速な把
握、湛水排除など被害の発生及び拡大の防止及び被災地の早期復旧その他災害応急対策に協力を
得る。 

村は、災害の発生に備え避難対策を実施する。 
 

5．高潮、波浪等の対策（観光産業対策班） 

県及び国は、高潮、波浪、潮位の変化による浸水を防止するため，海岸保全施設等の点検を行う
とともに、必要に応じて応急工事及び村と連携した警戒避難体制等の応急対策を行う。 

村は、災害の発生に備え避難対策を実施する。 
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第26節 教育対策計画 

災害時における応急教育対策は次による。 

 
1．実施責任者（教育対策班） 

災害時の教育に関ずろ応急対策の実施者は次のとおりとする。 
1） 村立小中学校その他の文教施設の災害復旧は村長（教育委員会）が行う。 

2） 村立小中学校児童生徒に対する応急教育は、村長（教育委員会）が行う。 

なお、救助法が適用されたとき、また村で実施することが困難な場合は、知事または県教育委員会
は、関係機関の協力を求め適切な措置をとる。 

3） 救助法による教科書、教材及び学用品支給については知事の補助機関として、村長が行う。 

 
2．応急教育対策 

災害時における小中学校の応急教育は、おおむね次の要領による。 
1） 学校施設の確保 

災害の規模及び被害の程度により、次の施設を利用する。 

(1) 校舎の一部が使用できない場合は特別教室、屋内体育施設等を利用し、なお不足するときは二
部授業等の方法による。 

(2) 校舎の全部又は大部分が使用できない場合は、公民館等の公共的施設を利用し、又は隣接学
校の校舎等を利用する。 

(3) 特定の地区が全体的に被害を受けた場合は、避難先の最寄りの学校又は被害をまぬがれた公
民館等の公共的施設等を利用する。なお、利用すべき施設等がないときは応急仮校舎の建設を
する。 

(4) 村教育委員会は、応急教育に当たって村内に適当な施設がない場合は、県教育事務所を通じ
県教育委員会に対して、施設の斡旋を要請する。県教育委員会は、要請があった場合適切な措
置をとる。 

2） 教育職員の確保 

県教育委員会は、県教育事務所及び村教育委員会と緊密な連絡を取り、応急教育実施のため支
障をきたすことのないよう適切な教育を行い、教育上の混乱を招かないよう教育職員の確保に努め
る。 

3） 教科書、教材及び学用品の支給方法 

(1) 被災児童生徒及び教科書の被害状況の調査報告 

村長は被災した児童生徒及び災害によって滅失した教科書及び教材の状況を、別に定めるとこ
ろにより県教育委員会に報告する。 

(2) 斡旋 

県教育委員会は､村からの報告に基づき必要に応じて、現品入手につき斡旋する。 

(3) 支給 

ア 救助法適用世帯の小学生及び中学生に対する支給 

給与の対象となる児童生徒の数は、被災者名簿について当該学校における在籍の確認を行っ
て、被害別、学年別に給与対象人員を正確に把握して、教科書にあっては、学年別、発行所別
に調査集計し、調達配分する。 

文房具、通学用品にあっては、前期給与対象人員に基づいた学用品購入（配分）計画表により
購入配分する。 
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イ 助法適用世帯以外の児童生徒に対しては、村又は本人の負担とする。 

(4) 被災児童生徒の転校、編入については、教育長が別に定める。 

 
3．学校給食対策 

村教育委員会は、応急給食について県教育委員会、県学校給食会及び保健所と協議のうえ実施
する。 

 
4．社会教育施設等の対策 

災害時における社会教育施設等の応急対策は、次による。 
1） 公民館等施設 

公民館等の施設は、災害応急対策のために利用される場合が多いので、管理者は被害状況の把
握に努めるとともに､被災した公民館等の応急修理等を速やかに実施する。 

2） 文化財対策 

村教育委員会は、被災文化財等について、文化庁及び県教育委員会と調整し、また必要に応じ
て村及び県文化財審議委員専門家等の意見を参考にして、文化財としての価値を維持するよう、被
災文化財個々についての対策を所有者等に指示し､指導する。 

 
5．り災児童・生徒の保健管理 

り災児童・生徒の心の相談を行うため、カウンセリング体制の確立を図る。 
 

6．文化財の保護 

文化財の所有者等は、文化財に被害が発生した場合に、被害状況を速やかに調査し、その結果を
報告する。 
1） 村指定の文化財は、村教育委員会に報告する。 

2） 県指定の文化財は、県教育委員会に報告する。国指定の文化財は、県教育委員会に報告し、県
から文化庁へ報告する 

県教育委員会は、被災文化財について、県文化財保護審議会委員等の専門家の意見を参考に
して文化財としての価値を維持するよう、被災文化財個々についての対策を所有者等に指示し指導
するものとする。 
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第27節 危険物等災害応急対策計画 

1．石油類（総務対策班） 

危険物施設の責任者の役割 

消防法で定める危険物の製造所等の施設が危険な状態となった場合、施設の責任者は、以下の応急
措置を行うとともに、消防機関等の関係機関に通報するものとする。 

▷ 危険物施設の実態に応じ、危険物の流出又は出火等のおそれのある作業を緊急に停止するととも
に、施設の応急点検及び出火等の防止措置をとる。 

▷ タンク破壊等による漏洩した危険物が流出、拡散しないよう防止措置をとる。 

▷ 従業員及び周辺住民に対する安全措置をとる。 

村の役割 

村は、施設の責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者等の救
出、警戒区域の設定、避難の指示及び広報活動等を実施するものとする。 

警察の役割 

警察は、施設の責任者、消防等の関係機関と連携して負傷者等の救出、避難措置及び警戒区域の
設定、交通規制等災害拡大防止の措置を行うものとする。 

 
2．高圧ガス類（総務対策班） 

高圧ガス保管施設責任者の役割 

高圧ガス保管施設責任者は、高圧ガス保管施設が危険な状態となった場合、以下の応急措置をとると
ともに、消防機関等関係機関に通報するものとする。 

▷ 火気の使用を停止し、状況に応じ保安関係以外の電源を切断する。 

▷ 高圧ガス保管施設が危険な状態になったときは、直ちに製造又は消費等の作業を中止し、施設内
のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業のために必要な作業員以外の
者を退避させる。 

▷ 充填容器等を安全な場所に移す。 

村の役割 

村は、保管施設の責任者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者等の
救出、警戒区域の設定、火気使用禁止広報及び避難の指示等を実施するものとする。 

警察の役割 

警察は、施設の責任者、消防等の関係機関と連携して負傷者等の救出、避難措置及び警戒区域の
設定、交通規制等災害拡大防止の措置を行うものとする。 
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第28節 在港船舶対策計画 

第十一管区海上保安本部、沖縄総合事務局、県警察本部、村及び各漁業協同組合は、災害が発生
し、又は発生するおそれがある場合は、港内在泊船の万全を期するため、相互に連携し、以下の措置を
講ずるものとする。 

 
1．船舶の被害防止対策 

災害が発生するおそれがある場合は、関係機関が無線連絡等又は船艇の巡回伝達等により在港船
舶及び沿岸航行中の船舶に通報し、災害情報の周知徹底を図るほか、以下の措置を講ずるものとす
る。 
1） 港内停泊船は、安全な海域に移動させる。 

2） 岸壁けい留船舶は離岸して安全な海域に移動させるか、離岸できないときはけい留方法について
指導する。 

3） 荷役中の船舶は、速やかに荷役終了又は中止させる。 

4） 航行中の船舶は、早目に安全な海域に避難するよう勧告する。 

5） 災害により港内又は港の境内付近に船舶交通を阻害するおそれのある漂流物、沈没物、その他
の物体を生じたときは、その物体の所有者等にその物件の除去等について指導する。 

 
2．津波避難 

津波に対する船舶等の避難は、「第８節 避難計画」による。 
 

  



 

２-113 

 

第29節 労務供給計画 

災害応急対策実施のため、職員の動員だけでは十分に対応できない困難な事態が発生した場合の
必要な労務の供給は、次による。 

 
1．実施責任者（総務対策班） 

災害応急対策に必要な労務者の雇用は、村長が行う。 
 

2．労務者の供給の方法（総務対策班） 

労務者を必要とする応急対策実施機関は、必要とする作業内容、労務の種別、就労時間所要人員
及び集合場所を明示して、公共職業安定所長に要請するものとする。 

 
3．救助法による賃金職員等の雇上げ（総務対策班） 

村が実施する、救助法に基づく救助の実施に必要な賃金職員等の雇上げは、以下によるものとす
る。 
1） 雇上げの範囲 

救助の実施に必要な賃金職員等の雇上げの範囲は以下のとおりとする。 

被災者の避難誘導賃金職員等 

▷ 災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を安全地帯に避難させるための誘導賃
金職員等を必要とするとき。 

医療及び助産における移送賃金職員等 

▷ 医療班では処理できない重症患者又は医療班が到着するまでの間に医療措置を講じなければな
らない患者がおり、病院、診療所に運ぶための賃金職員等を必要とするとき。 

▷ 医療班によって医療、助産が行われる際の医師、助産師、看護師等の移動にともなう賃金職員等
を必要とするとき。 

▷ 傷病疾病がまだ治癒せず、しかも重症ではあるが、今後は自宅療養することになった患者を輸送
するための賃金職員等を必要とするとき。 

被災者の救出賃金職員等 

▷ 被災者の救出及びその救出に要する機械器具、その他の資材の操作又は後始末をするための賃
金職員等を必要とするとき 

飲料水の供給賃金職員等 

▷ 飲料水を供給するための機械器具の運搬、操作等に要する賃金職員、飲料水を浄化するための
医薬品等の配布に要する賃金職員及び飲料水を供給するために必要とする賃金職員等を必要と
するとき。 

救済用物資の整理、輸送及び配分賃金職員等 

以下の物資の整理輸送及び配分に要する賃金職員等を必要とするとき。 
▷ 被服、寝具、その他の生活必需品 
▷ 学用品 
▷ 炊出し用の食料品、調味料、燃料 
▷ 医薬品、衛生材料 

死体捜索賃金職員等 

▷ 死体の捜索に必要な機械器具、その他の資材の操作及び後始末に要する賃金職員等を必要とす
るとき。 

死体の処理（埋葬を除く）賃金職員等 

▷ 死体の洗浄、消毒等の処理をする賃金職員等及び仮安置所まで輸送するための賃金職員等を必
要とするとき。 
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2） 賃金職員等雇上げの特例 

(1) 上記のほか、埋葬、炊出しその他救助作業の賃金職員等を雇上げる必要がある場合、村は、次
の申請事項を明記して県に申請するものとする。 

▷ 賃金職員等の雇上げをする目的又は救助種目 

▷ 賃金職員等の所要人員 

▷ 雇上げを要する期間 

▷ 賃金職員等雇上げの理由 

(2) 県は村から要請を受け、その必要を認めたときは、厚生労働省にその旨を申請し、承認を得て実
施するものとする。 

3） 雇上げの費用及び期間 

費用 

▷ 雇上げ労務に対する賃金は、法令その他に規定されているものを除き、労務者を使用した地域に
おける通常の実費程度を支給するものとする。 

雇上げの期間 

▷ 労務者雇上げの期間は災害応急対策の開始から終了までの必要な期間とするが、救助法に基づ
く賃金職員等の雇上げの期間はそれぞれ救助の実施が認められている期間とする。 

 
4．従事命令、協力命令（総務対策班） 

1） 災害応急対策を実施するため人員が不足し、緊急の必要があると認めた場合は次の要領によっ
て、従事命令、協力命令を発するものとする。 

【従事命令等の種類と執行者】 

対象作業 命令区分 根拠法律 執行者 

災害応急対策事業 
（災害応急対策全般） 

従事命令 

災害対策基本法第 65 条１項 村長 

〃第 65 条２項 警察官、海上保安官 

〃第 65 条３項 
自衛官（村長の職権を行う
者がその場にいない場合） 

警察官職務執行法第４条 警察官 

自衛隊法第 94 条 
自衛官（警察官がその場に
いない場合） 

災害救助作業 
（災害救助法に基づく救
助） 

従事命令 災害救助法第 24 条第１項 
知事 

協力命令 〃第 25 条 

災害応急対策事業 
（災害救助を除く応急措
置） 

従事命令 災害対策基本法第 71 条１項 
知事 
村長（委任を受けた場合） 協力命令 〃第 71 条２項 

消防作業 従事命令 消防法第 29 条５項 消防吏員、消防団員 

水防作業 従事命令 水防法第 24 条 
水防管理者水防団長 
消防機関の長 

 

 

 

 

 



 

２-115 

 

【命令対象者】 

命令区分（作業対象） 対象者 

災害対策基本法及び災害救助法による知事
の従事命令（災害応急対策並びに救助作業） 

１ 医師、歯科医師又は薬剤師 
２ 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射

線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救
命士又は歯科衛生士 

３ 土木技術者又は建築技術者 
４ 土木、左官、とび職 
５ 土木業者、建築業者及びこれらの者の従業者 
６ 地方鉄道業者及びその従業者 
７ 軌道経営者及びその従業者 
８ 自動車運送業者及びその従事者 
９ 船舶運送業者及びその従業者 
10 港湾運送業者及びその従業者 

災害対策基本法及び災害救助法による知事
の協力命令（災害応急対策並びに救助作業） 

救助を要する者及びその近隣の者 

災害対策基本法による村長、警察官、海上保
安官の従事命令（災害応急対策全般） 

村区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現
場にある者 

警察官職務執行法による警察官の従事命令
（災害緊急対策全般） 

その場に居合わせた者、その事物の管理者その他
関係者 

消防法による消防吏員消防団員の従事命令
（消防作業） 

火災の現場付近にある者 

水防法による水防管理者、水防団長、消防機
関の長の従事命令（水防作業） 

区域内に居住する者又は水防の現場にある者 

 

2） 損失に対する補償 

村は、従事命令等による処分によって通常生ずべき損失に対して補償を行うものとする。（基本法
第 82 条第１項） 

3） 実費の弁償 

県は従事命令によって応急措置の業務に従事した者に対しては、基本法施行令第 35 条の規定
に基づく基準に従ってその実費を弁償するものとする。（基本法第 82 条第２項） 

また、救助法に基づく従事命令によって応急措置の業務に従事した者に対しては、同法施行令第
11 条の規定に基づき別に定めるところにより実費を弁償するものとする。（救助法第 24 条第５項） 

4） 傷害等に対する補償 

村は、従事命令（警察官又は海上保安官が基本法の規定により村長の職権を行った場合も含む）
により、当該事務に従事した者が死亡し、負傷し、又は疾病となったときは、村は基本法施行令第 36
条に規定する基準に従い条例で定めるところにより、その者の遺族、若しくは被扶養者がこれらの原
因によって受ける損害を補償するものとする。（基本法第 84 条第１項） 
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第30節 民間団体の活用計画 

災害時における民間団体（青年団体、婦人団等）の編成及び活動は、次による。 

 
1．実施責任者（総務対策班） 

民間団体に対する要請は、村長が行う。 
なお、村で処理できない場合は、隣接市町村に協力を求めて行うものとする。 
また、大規模な被害又は広範囲にわたる災害が発生した場合、若しくは村が処理できない場合にお

いては、村から民間団体の活用の要請があったときに、県が行うものとする。 
 

2．協力要請対象団体 

▷ 各自治会 

▷ 婦人団体 

▷ 青年団体 

▷ その他各種団体 

 
3．協力の要請 

要請の方法 

協力に要し作業に適する団体の長に対し、次の事項を明示して協力要請する。 

▷ 協力を必要とする理由 

▷ 作業の内容 

▷ 期間 

▷ 従事場所 

▷ 所要人員 

▷ その他必要事項 

協力を要請する作業内容 

▷ 災害現場における応急措置と患者の搬出、危険箇所の発見及び連絡等の協力 

▷ 救護所の設置に必要な準備、救護所における患者の世話等の奉仕 

▷ 被災者に対する炊き出し、給水奉仕 

▷ 警察官等の指示に基づく被災者の誘導、搬出家財等の監視と整理の奉仕 

▷ 関係機関の行う被害調査、警報連絡の奉仕 

▷ その他危険の伴わない災害応急措置の応援 
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第31節 ボランティア受入計画 

1．ボランティアの募集（民生対策班） 

村は、県（社会福祉班)、沖縄県災害ボランティアセンター、社会福祉協議会、日本赤十字社等から
ボランティアニーズを把握し、報道機関等へボランティアの募集の発表を行う。 

その際に、ボランティアに関する問い合わせの対応については、県及び村外の自治体や社会福祉
協議会等に依頼する。 

 
2．ボランティアの受入れ（民生対策班） 

村は、県（社会福祉班)、社会福祉協議会、日本赤十字社、地域のボランティア団体等と連携をとり、
ボランティアの円滑な活動が図られるよう受け入れ体制を整備する。 

また、ボランティアの受入れに際しては、老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等が
効果的に活かされるように配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する等、ボラ
ンティア活動の円滑な実施が図られるよう支援に務める。 

 
3．ボランティアの活動内容（民生対策班） 

ボランティアに参加・協力を求める活動内容は、以下のとおりとする。 

専門ボランティア 

▷ 医療救護（医師、看護師、助産師等） 

▷ 無線による情報の収集・伝達（アマチュア無線通信技術者） 

▷ 外国人との会話（通訳及び外国人との会話能力を有する者） 

▷ 住宅の応急危険度判定（建築士） 

▷ その他災害救助活動において専門技能を要する業務 

一般ボランティア 

▷ 医炊き出し 

▷ 清掃 

▷ 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

▷ 被災地外からの応援者に対する地理案内 

▷ 軽易な事務補助 

▷ 危険を伴わない軽易な作業 

▷ 避難所における各種支援活動 

▷ その他災害救助活動において専門技能を要しない軽易な業務 

▷ 災害ボランティアセンターの運営に関する支援 

▷ その他必要なボランティア活動 
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4．ボランティアの活動支援（民生対策班） 

村、県及び社会福祉協議会等は、ボランティアの活動支援として、以下の対策について実施する。 
1） 活動場所の提供 

ボランティア本部の役割（役場庁舎等） 

▷ ボランティアの活動方針の検討 

▷ 全体の活動状況の把握 

▷ ボランティアニーズの全体的把握 

▷ ボランティアコーディネーターの派遣調整 

▷ 各組織間の調整。特に行政との連絡調整 

▷ ボランティア活動支援金の募集、配分 

▷ 被災地災害ボランティアセンターの立ち上げ及び継続的活動支援 

被災地災害ボランティアセンターの役割（村社会福祉協議会等） 

▷ 避難所等のボランティア活動の統括 

▷ 一般ボランティアの受付、登録（登録者は本部へ連絡） 

▷ 一般ボランティアのオリエンテーション（ボランティアの心得、活動マニュアル） 

▷ ボランティアの紹介 

▷ ボランティアニーズの把握とコーディネーション 

▷ ボランティアの活動記録の分析と次の活動への反映 

 

2） 設備機器の提供 

村は、可能なかぎり、電話、ファックス、携帯電話、パソコン、コピー機、事務用品、自動車、自転
車、活動資機材等を提供する。 

3） 情報の提供 

村は、行政によって一元化された適切な情報をボランティア組織に提供することによって情報の共
有化を図る。なお、提供するにあたっては、ボランティア組織自体が必要とする情報だけでなく、住民
に対する震災関連情報、生活情報も同時に提供する。 

4） ボランティア保険 

村は、ボランティア保険の加入に際して金銭面の支援に努める。 

5） ボランティアに対する支援物資の募集 

村は、ボランティアが必要としている物資を報道機関を通じて広報することによって、ボランティア
活動に対する金銭面や物的面の負担を軽減する。 
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第32節 公共土木施設応急対策計画 

1．実施責任者 

災害時における道路及び港湾漁港施設の応急対策は、それぞれの施設の管理者が連携・調整の
上、行うものとする。 

 
2．施設の防護（観光産業対策班） 

道路施設 

村道の管理者である村における措置は、以下のとおりとする。 

▷ 村長は管理に属する道路に被害が発生した場合は、直ちに次の事項を所管土木事務所長に報告
するものとする。 

・被害の発生した日時及び場所 

・被害の内容及び程度 

・迂回道路の有無 

▷ 村長は、自動車の運転者が、地区の住民等が決壊崩土、橋梁流失等の災害を発見した際に直ち
に村長に報告するよう、常時指導・啓発しておくものとする。 

港湾・漁港施設 

村長は、管理に属する護岸、岸壁等に被害が発生した場合は、沖縄県の地域を管轄する指定地方行
政機関等と調整を図り、速やかに以下の事項を所管の土木事務所長等に報告するものとする。 

▷ 被害の発生した日時及び場所 

▷ 被害内容及び程度 

▷ 泊地内での沈没船舶の有無 

 
3．応急措置（観光産業対策班） 

道路施設 

道路管理者は、災害が発生した場合に全力をあげて復旧に努めるとともに、迂回道路等の有無を十分
調査し、迂回道路のある場合は直ちにこれを利用して交通を確保するものとする。 

港湾・漁港施設 

港湾・漁港管理者は災害が発生した場合は全力をあげて応急復旧に努めるとともに、再度災害を防止
するため十分な応急措置を行い、背後の民家を防護するものとする。 
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4．応急工事（観光産業対策班） 

1） 応急工事の体制 

要員及び資材の確保 

応急工事の実施責任者は、災害時における応急工事を迅速に実施するため、以下の措置を講じてお
くものとする。 

▷ 応急工事の施行に必要な技術者、技能者の現況把握及び緊急時における動員方法 

▷ 地元建設業者の現地把握及び緊急時における調達の方法 

応援又は派遣の要請 

応急工事の実施責任者は、被害激甚のため応急工事が困難な場合、又は大規模な対策を必要とする
場合は、他の地方公共団体に対し応援を求めて、応急工事の緊急実施を図るものとする。 

 
2） 応急工事の実施 

応急工事の実施責任者は、以下により災害時における応急工事の迅速な実施を図るものとする。 

道路施設 

▷ 応急工事 

被害の状況に応じておおむね次の仮工事により応急の交通確保を図るものとする。 

・排土作業又は盛土作業 

・仮舗装作業 

・障害物の除去 

・仮道、さん道、仮橋等の設備 

▷ 応急工事の順位 

被害が激甚な場合は、救助活動及び災害応急措置を実施するために必要な道路から重点的に
実施するものとする。 

港湾・漁港施設 

▷ 背後地に対する防護 

津波による防波堤の破壊のおそれがある場合は、補強工作を行い、破堤又は決壊した場合は、
潮止め工事、拡大防止応急工事を施行するものとする。 

▷ 航路、泊地の防護 

河川から土砂流入及び波浪による漂砂によって航路、泊地が被害を受け、使用不能となった場合
は、応急措置として浚渫を行うものとする。 

▷ けい留施設 

岸壁、物揚場等の破壊に対する応急措置は、決壊部分の応急補強工事を行い、破壊拡大を防止
するものとする。 
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第33節 ライフライン等施設応急対策計画 

 電力施設応急対策 

災害時の電力供給のための応急対策は、次によるものとする。 

 
1．実施方針 

沖縄電力(株)における応急対策は、同社が定める「沖縄電力株式会社防災業務計画」により実施
するものとする。 

 
2．関係機関との協力体制 

被災地に対する電力供給を確保するため、沖縄電力(株)は、電力施設復旧の処理に当たって大口
需要家及び関係市町村と十分連絡をとるとともに、必要に応じ県災害対策本部（総括情報班）と協議し
て措置するものとする。 

 
 液化石油ガス施設応急対策 

液化石油ガス販売事業所（以下「販売店」という）は、自ら供給している消費者等から事故発生の通報
があったときは、沖縄県高圧ガス保安協会長、消防機関及び警察に通報するとともに、応急措置を行う。 

 
 上水道施設応急対策 

水道施設の復旧に当たっては、給水区域の早期拡大を図るため、配水調整等によって断水区域をで
きるだけ少なくするとともに、復旧優先順位を設けるなど効率的に復旧作業を進める。 

 
1．復旧の実施 

1） 取水・導水施設の復旧 

取水・導水施設の被害は、浄水活動に大きな支障を及ぼすことから、その復旧は最優先で行う。 

2） 浄水施設の復旧 

浄水施設の被害のうち施設の機能に重大な影響を及ぼすものについては、速やかに復旧を行う。 

3） 管路の復旧 

管路の復旧に当たっては、随時、配水系統などの変更を行いながら、あらかじめ定めた順位に基
づき、被害の程度、復旧の難易、被害箇所の重要度及び浄水場・給水所の運用状況等を考慮して
給水拡大のために最も有効な管路から順次、復旧を行う。 

4） 給水装置の復旧 

(1) 公道内の給水装置 

公道内の給水装置の復旧は、配水管の復旧及び通水と平行して実施する。 

(2) 一般住宅の給水装置 

一般の住宅等の給水装置の復旧は、その所有者等からの修繕申込みがあったものについて実
施する。その場合において、緊急度の高い医療施設などは優先して実施する。 

 
2．広域支援の要請 

県は、水道事業者等による相互の支援の状況を踏まえつつ、県内の水道事業者等及び関係団体
に対して、広域的な支援の要請をするとともに、これらの者による支援活動に係る調整を行う。その際、
簡易水道等の小規模水道事業の応急復旧に対する支援に配慮する。 

また、水道事業者（村）は、外部からの支援者の円滑な活動を確保するため、水道施設及び道路の
図面の配布、携帯電話等の連絡手段の確保状況の確認などを行う。 
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3．災害広報 

応急復旧の公平感を確保するため、情報収集及び伝達手段の確立を図るとともに、復旧の順序や
地区ごとの復旧完了予定時期について広報に努める。 

 
 下水道施設応急対策 

下水道施設に被害が発生した場合においては、主要施設から順次復旧を図るものとし、幹線管渠等
の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管渠桝、取付管等の復旧を行う。また、管渠施設に破損及び
流下機能の低下等の被害が発生した場合においては、既設マンホールを利用したバイパス管の設置や
代替管を活用して復旧に努める。 
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第34節 交通機関応急対策計画 

1．フェリー等 

旅客を扱う事業者及び港湾・漁港管理者は、地震が発生した場合、あらかじめ定められた防災マニ
ュアル等に基づき、フェリーターミナル等の旅客の安全を確保し安全な避難場所に避難誘導を行う。 

特に、津波警報が発表されている場合は、速やかに安全な高台や避難ビルに旅客を誘導する。 

  



 

２-124 

 

第35節 農林水産物応急対策計画 

災害時における農産物、林産物、水産物及び家畜の応急対策は次による。 

 
1．農林水産物の対策（農林水産部） 

県は、災害の発生により農林水産物に甚大な被害をうけたときは、ただちに対策を樹立し、報道機
関を通じて周知徹底をはかるとともに、県出先機関及び村を通じて事後対策について指導を行うもの
とする。 

 
2．農産物応急対策（観光産業対策班） 

種苗対策 

▷ 災害により農作物の播きかえ及び植えかえを必要とする場合は、関係の農業協同組合各支店に
必要種苗の確保を要請するとともに、県に報告するものとする。 

▷ 村長の要請を受けた農業協同組合各支店は、直ちに要請をとりまとめ管内で確保できないものに
ついては、上部機関の沖縄県農業協同組合等に種苗の購買を発注して必要量を確保するものと
する。 

▷ 県は、連合会等から種苗のあっせん依頼の要請があった場合、国並びに中央取扱い機関等に要
請して種苗の確保を図るものとする。 

病害虫防除対策 

▷ 緊急防除対策 

災害により病害虫が異常発生し、又は発生が予想され緊急に防除を必要とする場合、県は県病害
虫防除協議会に諮り、病害虫緊急防除対策を樹立し、村長に対し具体的な防除を指示するものと
する。 

▷ 緊急防除指導班の編成 

県は、特に必要と認めたときは緊急防除指導班を編成し、現地指導の徹底を図るものとする。 

 
3．家畜応急対策（観光産業対策班） 

1） 家畜の管理 

地震後の降雨等により、浸水、がけ崩れ等の災害が予想されるとき、又は発生したときは、飼育者
において家畜を安全な場所に避難させるものとし、この場合の避難場所の選定、避難の方法につい
て必要があるときは、村においてあらかじめ計画しておくものとする。 

2） 家畜の疾病対策 

家畜疾病の発生を予防するため、災害地域の農場に対して、県は村の協力を得て、家畜伝染病
予防法に基づく飼養衛生管理基準等の遵守を指導するものとする。診断の必要な家畜は、村長の
要請により家畜診療所獣医師等を災害地域へ派遣するものとする。 

県は、獣医師の確保が必要な場合は、獣医師会に協力を要請するものとする。災害による死亡家
畜については、家畜の飼養者に対して村に届出を行わせるとともに、関係法令に基づき埋却又は焼
却等の処理を適切に行うものとする。 

3） 飼料の確保 

災害により飼料の確保が困難となったときは、村の要請に基づき、県は政府保有の麦類、ふすま
の放出を要請するほか、流通粗飼料については沖縄県農業協同組合に対し必要数量の確保を要
請し、供給についてあっせんを行うものとする。 

 
4．水産物応急対策（観光産業対策班） 

1） 水産養殖用の種苗並びに飼料等の確保 
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災害によって水産養殖種苗あるいは飼料等の供給、補給の必要を生じた場合は、県は村長の要
請に基づき、その生産を確保するためのあっせんの措置を講ずるものとする。 

2） 魚病等の防除指導 

災害により水産養殖物に魚病発生のおそれがある場合、又は発生蔓延防止のため村長の要請が
あった場合は、県は水産試験研究機関に対し、防除対策について指導を行わせるものとする。 
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第36節 離島支援計画 

1．実施責任者 

県は、地震・津波により離島に甚大な被害が発生、又は予測される場合、県本部における離島の災
害応急対策の強化方針を決定し、防災関係機関及び被災していない市町村との連携により、本島か
らの空輸を中心とした総合的な離島支援体制をとる。 

なお、個別対策の実施内容は、それらの対策を規定した本章の各節に準ずる。 
 

2．方針の決定（県） 

1） 県本部による方針の決定  

県は、離島の災害応急対策を強化する必要があると認めるときは、県災害対策本部会議におい
て、その方針を決定するものとする。 

2） 県内市町村への指示 

上記方針を決定した場合において、知事は、必要に応じて被災していない市町村長に対し他の市
町村長を応援すべきことを指示する。 

 
3．初期情報の収集（県） 

県は、離島支援のための輸送拠点や中継基地となる空港、ヘリポート、港湾等の被害状況を速や
かに把握するため、以下の手段で初期情報を収集するものとする。 

1） 県調査隊の派遣 

地方本部による情報収集に加え、県調査隊をヘリコプター等で村に派遣する。県調査隊は、被害
状況の把握及び県本部との連絡調整を行う。 

2） 他機関からの情報収集 

離島にある国等の事務所から情報を収集する。 

3） 被害状況調査の要請 

航空機による被害状況調査を自衛隊、第十一管区海上保安本部等に要請する。 

 
4．輸送拠点の設置・運用（県） 

県は、離島支援のための拠点を空港等に設置する。 
1） 輸送拠点の設置 

本島のヘリポート等に輸送拠点を設置する。 

2） 後方支援基地の設置・運営 

県は、被害状況を踏まえ、本島と被災した離島の中間地点等に位置する空港等に、災害応急対
策の中継拠点となる後方支援基地を設置する。その際、運用のための調整事務所を設置して、後方
支援基地運用の総合調整を実施する。 

 
5．輸送手段の確保（県） 

1） 要請 

県は、離島への要員、物資等の輸送のため、自衛隊、第十一管区海上保安本部及び民間企業等
に航空機による輸送の要請を行う。 

また、港湾、漁港の復旧による海上輸送に備え、県有船舶を確保するとともに、海上輸送関係機
関と調整を行う。 

2） ヘリコプター等運用調整会議 
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県は、後方支援基地等におけるヘリコプター等の効果的運用を図るため、ヘリコプター等運航機
関、輸送拠点及び後方支援基地の責任者等が参加するヘリコプター等運用調整会議を開催し、安
全管理や運航調整等を行う。 

 
6．支援体制確保（県） 

県は、防災関係機関、村、協定団体等と連携して離島支援のため要員、資機材等の確保等の支援
体制を確保する。おおむね、次の支援が考えられる。 
1） 被災者支援 

▷ 捜索、救助（捜索要員、捜索資機材） 

▷ 医療救護（医療班、医薬品） 

▷ 衛生（仮設トイレ） 

▷ 食料、飲料水、生活必需品 

▷ 遺体収容（検視・検案要員、柩・ドライアイス） 

▷ 要配慮者対策（専門職） 

2） 傷病者、要配慮者の移送と受け入れ 

3） 帰宅困難者の移送 

4） 重要施設の点検、応急復旧 

▷ 道路、橋梁 

▷ 港湾 

▷ ヘリポート 

▷ 上下水道、電気、通信 

5） 村の支援 

応援職員、資機材 

6） 被災者の広域一時滞在 

  



 

２-128 

 

第3章 災害復旧・復興計画 
第1節 公共施設災害復旧計画 

被災した施設は、本村がおかれている災害に対する各種の特性と原因を検討し、その被害程度に応
じ適切な復旧事業計画をたて、被災施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を防止し、施設の新設
又は改良を図る。 

 
1．実施責任者 

指定地方行政機関の長、地方公共団体の長、その他の執行機関、指定公共機関、その他法令の
規定により災害復旧の実施について責任を有するものが実施する。 

 
2．計画の種類 

計画は、災害応急対策計画に基づく応急復旧終了後、被害の程度を充分調査検討し、その都度、
作成実施するが、その主たるものは次のとおりである。 
1） 公共土木施設災害復旧計画 

(1) 河川施設復旧事業計画 

(2) 海岸 〃 

(3) 道路 〃 

(4) 砂防 〃 

(5) 地すべり防止施設復旧事業計画 

(6) 急傾斜地崩壊防止施設復旧事業計画 

(7) 下水道施設復旧事業計画 

(8) 港湾施設復旧事業計画 

(9) 林地荒廃防止施設復旧事業計画 

(10) 漁港施設復旧事業計画 

(11) 公園災害復旧事業計画 

2） 水道施設復旧事業計画 

3） 農林水産業施設災害復旧事業計画※農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に
関する法律 

4） 都市災害復旧事業計画 

5） 住宅災害復旧事業計画 

6） 社会福祉施設災害復旧事業計画 

7） 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

8） 公立学校施設災害復旧事業計画 

9） 社会教育施設災害復旧事業計画 

10） その他の災害復旧事業計画 

11） 文化財災害復旧事業計画 

  



 

２-129 

 

3．村及び県における措置（総務対策班） 

1） 激甚災害特別援助法に基づく激甚災害の指定促進 

著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という）が発生した場合において、村又は県において被害
の状況を速やかに調査把握し、早期に激甚災害の指定が受けられるよう迅速かつ適切な対応を行
い、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に行なわれるよう努めるものとする。 

2） 緊急災害査定の促進 

災害が発生した場合、村及び県は、被害状況を速やかに調査把握し、緊急に災害査定が行なわ
れるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速に行われるよう努めるものとする。 

3） 災害復旧資金の確保措置 

村及び県は、災害復旧に必要な資金需要額を早急に把握し、その負担すべき財源を確保するた
め所要の措置を構ずる等、災害復旧事業の早期実施を図るものとする。 

4） 暴力団の排除 

県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めると
ともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事
業からの暴力団排除活動の徹底に努めるものとする。 
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第2節 被災者生活への支援計画 

村及び県は、被災者等の生活再建に向けて住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理の
ための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回
復、心身のケア等生活全般、また、女性の悩み相談・暴力被害者支援等きめ細かな支援を講じる。 

 
1．災害相談（総務対策班） 

1） 県民サポートセンターの開設 

被災者の抱える相談や問い合わせに対処するため、県は、国の関係省庁、村その他関係機関と
連携して県民サポートセンターを開設する。 

当該センターの開設に当たっては被災者の便宜を考慮し、できるだけ関係機関を一堂に集めるよ
う努めるものとする。 

県民サポートセンターは、県本庁、県土木事務所及び被災地域の公共施設等に設置する。 

2） 村の相談窓口等の開設 

村は、被災者の自立に対する援助、助成措置について広く被災者に周知するとともに、できる限り
総合的な相談窓口等を設置する。 

居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった市町村及び避難先の
市町村が協力・連携することにより、被災者に対して必要な情報や支援・サービスを提供する。 

 
2．り災証明書の発行 

村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するため、
災害による住家等の被害の程度の調査やり災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく、住家等の
被害の程度を調査し、被災者にり災証明書を交付するものとする。県は村に対し、技術的・人的支援
を行うとともに、必要な研修の実施に努める。 

なお、村は、住家被害の調査やり災証明書の交付の担当部局等を定め、住家被害の調査の担当
者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計
画的に進めるなど、り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 

 
3．住宅の復旧（総務対策班、観光産業対策班） 

1） 災害住宅融資 

(1) 災害復興住宅資金 

村及び県は、被害地の滅失家屋の状況を調査し、沖縄振興開発金融公庫法令に規定する災害
復興住宅資金の融資適用災害に該当するときはり災者に対し当該資金の融資が円滑に行われる
よう、借入手続きの指導、融資希望者家屋の被害状況調査及び被害率の認定を早期に実施し、災
害復興資金の借入促進を図るものとする。 

なお、この場合資金の融通が早急に行われるよう、村は、り災者が公庫に対して負うべき債務を
保証するよう努めるものとする。 

(2) 個人住宅（特別貸付）建設資金 

村は、管内で地震による住宅の被害が発生した場合において、沖縄振興開発金融公庫に対し
て、個人住宅（特別貸付）建設資金の災害り災者貸付け制度の内容をり災者に周知するよう要請す
る。 

なお、村は、り災者が借入れを希望する際には、「り災証明書」を交付するものとする。 

2） 災害公営住宅の建設 

村及び県は、大規模な災害が発生し、住宅に多大な被害が生じた場合、低額所得者に賃貸する
ため国庫補助を受けて災害公営住宅を建設するものとする。 
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4．生業資金の貸付（総務対策班、民生対策班） 

1） 災害弔慰金の支給等に関する法律による災害援護資金 

村は、災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する
法律に基づく生活の再建に必要な資金を貸し付ける。 

2） 生活福祉資金の災害援護資金 

社会福祉協議会は、「生活福祉資金貸付事業制度要綱」に基づき、災害救助法が適用にならない
災害によって被害を受けた低所得世帯に対して生活福祉資金を貸付ける。 

なお、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原
則としてこの資金の貸付け対象とならない。 

3） 母子寡婦福祉資金 

村は、災害により被災した母子家庭及び寡婦に対して、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金
の据置期間の延長及び償還金の支払猶予等の特別措置を講じる。 

4） 生活福祉資金制度による各種貸付 

村及び社会福祉協議会は、金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者や要介護者の
いる世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付ける。 

 
5．被災世帯に対する住宅融資（総務対策班） 

低所得世帯あるいは母子世帯で災害により住宅を失い又は破損等のために居住することができなく
なった場合、住宅を補修し又は非住家を住家に改造する等のため資金を必要とする世帯に対して以
下の資金を融資するものとする。 
▷ 災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金 

▷ 生活福祉資金の災害援護資金又は住宅資金 

▷ 母子寡婦福祉資金の住宅資金 

 
6．災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給（総務対策班） 

1） 災害弔慰金の支給 

村は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により死亡した村民の遺族に対し災害弔
慰金を支給する。 

2） 災害障害見舞金の支給 

村は、災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に
関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給する。 

 
7．災害義援金品の募集及び配分（総務対策班） 

1） 義援物資の受入れ 

村、県は、関係機関等の協力を得ながら、国民、企業等からの義援物資について、受入れ物資を
明確にし、報道機関を通じて国民に公表する。 

2） 義援金の受入れと配分 

村、県、日本赤十字社各機関は、被害の状況等を把握し、義援金の募集を行うか否かを検討し決
定する。 

(1) 義援金を、確実、迅速、適切に募集・配分するため、県は義援金配分委員会（以下、本節におい
て「委員会」という）を設置する。 



 

２-132 

 

(2) 委員会の構成機関は、県、日本赤十字社沖縄県支部、沖縄県共同募金会、県市長会、県町村
会、沖縄ﾀｲﾑｽ、琉球新報、沖縄婦人連合会、その他県単位の各種団体の代表者により構成す
る 。 

(3) 村、県、日本赤十字社沖縄県支部、沖縄県共同募金会、その他各種団体は、義援金の受付窓
口を開設し、直接義援金を受け付ける。 

(4) 義援金の受付状況について委員会に報告し、受け付けた義援金は委員会へ送金する。 

(5) 受領した義援金は、配分計画に基づき、速やかに村へ送金する。村は、委員会から送金された
義援金を、配分計画に基づく配分率及び配分方法により、被災者に配分する。災害義援金品の
募集、輸送及び配分は、次の機関をもって協議会を構成し、各機関が共同し、あるいは協力して
行うものとする。 

 
8．租税の徴収猶予及び減免等（総務対策班） 

1） 地方税の特別措置 

村、県は、税条例等に基づき、以下の特別措置を行う。 

(1) 地方税の減免 

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税(個人住民税、固定資産税、自動車税など)
について一部軽減又は免除する。 

(2) 徴収の猶予 

村及び県は、災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収を猶予す
る。 

(3) 期限の延長 

村及び県は、災害により、地方税の申告・納税等が期限内にできないような場合、一定の地域に
ついて、災害がやんだ日から２か月以内の範囲で申告等の期限を延長する。 

 
9．職業のあっせん（総務対策班） 

公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進するため、村は県と連
携して以下の措置を講じる。 
1） 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

2） 公共職業安定所に出向いて行くことの困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回職業
相談の実施 

 
10．被災者生活再建支援 

村及び県は、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、自
立して生活を再建することが困難な被災者に対し生活再建支援金の支給手続きを行う。対象は、村の
認定する全壊、半壊、大規模半壊と認定された世帯を原則とする。 

村は、被災者からの申請を受け付け、取りまとめた上、県に提出する。県は、委託先の法人に申請を
提出し、支給の決定及び交付等を行う。 

 
11．地震保険や共済制度の活用 

地震保険や共済制度は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とした制度であ
り、被災者の住宅再建にとって有効な手段であることから、村及び県等はそれらの制度の普及促進に
努める。 
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第3節 農漁業及び中小企業資金融資計画 

災害時の被災農漁業者及び中小企業者に対する融資対策は、次による｡ 

 
1．農業関係 

災害により農業者が被害を受け経営に打撃を受けた場合に、低利の資金を融資することによって、
農業経営の安定を図ることを目的として、天災融資制度、沖縄振興開発金融公庫等の制度金融によ
る共済制度が設けられている。 

したがって、「天災融資法」の発動及び「激甚災害法」が適用されることとなった場合は、天災資金の
活用を推進する。 

沖縄振興開発金融公庫の農業関係資金のうち災害復旧事業をも対象とするものに農業基盤整備
資金、農林魚業施設資金（共同利用施設資金及び主務大臣指定資金)、自作農維持資金がある。そ
の他に「沖縄県農業災害資金利子補給事業補助金交付規定」に基づく災害資金があるので、これら
の災害金融制度の活用を図るよう推進する。 

なお、天災融資法等が適用されない場合は、農林漁業セーフティネット資金（災害資金）や農業近
代化資金等の災害復旧事業を対象とした制度資金の活用を推進する。 

 
2．水産関係 

被害漁業者の施設（漁船・漁具)、漁獲物及び漁業用資材並びに漁業協同組合等の管理する共同
利用施設又は在庫品に対する被害については、天災融資法を適用し、災害復旧を容易ならしめ、被
害漁業の経営の安定を図るよう推進する。 

また、沖縄振興開発金融公庫の漁業基盤轄備資金及び漁船資金等を積極的に利用するとともに、
漁業協組合（同連合会）の系統金融の活用を図るよう指導推進する。 

 
3．中小企業関係 

災害を受けた中小企業に対する融資及び斡旋は次のとおりである。 
▷ 中小企業金融公庫資金 

▷ 商工組合中央金庫資金 

▷ 国民金融公庫資金 

▷ 環境衛生金融公庫資金 

▷ 中小企業信用保険公庫資金 
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第4節 復興の基本方針 

被災地の復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より
安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指す。 

 
1．復興計画の作成 

村及び県は大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害におい
て、被災地域の再建を可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整
しつつ計画的に復興を進める。 

特に、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含
め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その維持・回復や再構築
に十分に配慮する。 

また、住民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行うものとし、男女共同参画の観点から、復旧・復
興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するものとする。また、併せて障害者、高齢者等の要配慮
者の参画を促進するものとする。 

 
2．がれき処理 

村や県及び関係機関は、事前に作成した災害廃棄物処理計画に基づき、必要に応じて広域処理
を含め、災害廃棄物の処理方法を確立するとともに、仮置場、最終処分場を確保し、計画的な収集、
分別、運搬及び処分を図ることにより、がれきの円滑かつ適正な処理を行う。 

また、廃棄物処理施設については,災害廃棄物を処理しつつ,電力供給や熱供給等の拠点としても
活用することとする。 

なお、環境汚染の未然防止又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講ずる。 
 

3．防災むらづくり 

村及び県は、防災むらづくりに当たっては、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹
線道路、公園、河川、港湾など骨格的な基盤施設及び防災安全区の整備、ライフラインの耐震化、建
築物や公共施設の耐震・不燃化・耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とする。 

また、復興のため、集落地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用す
るとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災むらづくりの方向についてできるだけ速やかに住
民の合意を得るように努め、併せて、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう環境整備にも努
め、合理的かつ健全な集落地の形成と集落機能の更新を図る。 

 
4．特定大規模災害時の復興方針等 

大規模災害からの復興に関する法律（以下「復興法」という。）に規定する特定大規模災害を受け、
国の復興基本方針が定められた場合は、必要に応じて次の措置を講じる。 
1） 村の措置 

村は、必要に応じて県と共同して国の復興基本方針等に即した復興計画を策定し、また、復興協
議会を組織して復興整備事業の許認可の緩和等の特別措置の適用を受け、市街地開発事業、土
地改良事業等を実施する。 

また、復興計画の作成や復興整備事業の実施等に必要な人員が中長期的に不足する場合は、
復興法に基づき、関係地方行政機関の長に対して職員の派遣を要請する。 

2） 県の措置 

県は、国の復興基本方針に即して県域の復興のための施策に関する方針（以下「県復興方針」と
いう。）を定める場合、必要に応じて関係行政機関の長、村長又は関係団体に対して資料提供等の
協力を求める。県復興方針を定めた場合は村へ通知し、国への報告を行う。 
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また、特定大規模災害等を受けた村から要請があり、地域の実情を勘案して必要と認めるときは、その
事務の遂行に支障のない範囲で都市計画の決定等を代行する。 
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第4章 南海トラフ地震防災対策推進計画 
本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「南海トラフ特措法」

という。）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域（以下の 16 市町村）につい
て、南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、
南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、本県におけ
る南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。なお、この推進計画に定めのない
事項については、本編第１章から第３章によるものとする。 

 

南海トラフ地震防災対策推進地域の指定市町村 

 

名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、東村、与那原町、渡嘉敷村、座間
味村、南大東村、北大東村、伊平屋村、八重瀬町、多良間村 

 

 

1．南海トラフ地震とは 

南海トラフ地震とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向
灘沖までのフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界を震源とする大規模な地震である。 

なお、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の情報
が発表された場合には、国は地方公共団体に対して防災対応について指示や呼びかけを行い、国民
に対してその旨周知することとしている 

 

2．南海トラフ地震に関連する情報 

気象庁は、南海トラフ沿いでマグニチュード 6.8 以上の地震が発生した場合や東海地域に設置され
たひずみ計に有意な変化を観測した場合等、異常な現象が観測された場合には、有識者及び関係機
関の協力を得て「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、その現象が南海トラフ沿いの
大規模な地震と関連するかどうかの調査を行う。 

なお、この検討会において、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対
的に高まったと評価された場合等に、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」や「南海トラフ地震関連解
説情報」を発表する。 

 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラ
フ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場
合、または調査を継続している場合 

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説情報 

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移
等を発表する場合 

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合にお
ける調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報
を発表する場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した
旨や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合
がある。 
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●南海トラフ地震臨時情報等を発表する際に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

※1 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲。 

※2 モーメントマグニチュード 7.0 の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見
込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8 以上の地震から調査を開
始する 

※3 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※4 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグ
ニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対しても、
その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュードを求めるには詳細な
解析が必要で、その値が得られるまで若干時間を要する。そのため、気象庁が地震発生直後に発
表する津波警報等や地震情報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを
用いている。 

 
 
 
 
 
 

  

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地 震 発 生 等
から 5～30 分
程度 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検
討会」を開催する場合 

・監視領域内※１でマグニチュード 6.8 以上※２の地震※３が発生 
・１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点で
もそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレ
ート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場
合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認めら
れる変化を観測 

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能
性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必
要と認められる現象を観測 

地 震 発 生 等
から最短で 2
時間程度 

巨大地震警戒 
・想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード※
48.0 以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

・監視領域内※１において、モーメントマグニチュード※４7.0 以上の地
震※３が発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は
除く） 

・想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆっくりすべり
が発生したと評価した場合 

調査終了 
・（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現象
と評価した場合 
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第1節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

1．建築物、公共施設等の被害軽減 

村及び県、防災関係機関は、南海トラフ地震発生時の被害を軽減するため、次の建築物、構造物
の耐震化等を推進する。 

▷ 住宅 

▷ 公共建築物 

▷ 電気、ガス、上下水道等のライフライン施設 

▷ 石油コンビナート施設 

▷ 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路 

 
2．防災施設等の整備 

村及び県、防災関係機関は、南海トラフ地震発生時の応急対策を円滑に実施するために必要な次
の施設の耐震性や機能性の強化を推進する。 
▷ 消防施設、消防水利 

▷ 病院、社会福祉施設 

▷ 緊急輸送道路・港湾・漁港 

▷ 非常通信施設・設備 
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第2節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助 

1．津波防護施設の整備等 

推進地域の河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、南海トラフ地震と推測される地震が発生した場
合、直ちに、水門及び閘門を閉鎖し、また、工事中の場合は工事の中断等の措置を講ずるものとする。 

また、各施設の管理者等は、次の点について留意し、第１章「第２節地震・津波に強いまちづくり」を
推進するものとする。 
▷ 津波防護施設の早期点検・計画的な整備 

▷ 水門等の自動化・遠隔操作化の推進等 

▷ 地域の孤立を防止する津波防災性の高い交通基盤施設の整備 

 
2．南海トラフ地震防災対策計画の促進 

村及び県は、地震防災対策推進地域内で南海トラフ地震防災対策計画又は南海トラフ地震防災規
程（以下「対策計画等」という。）の策定が義務付けられた一定の事業者に対し、対策計画等に基づく
訓練、教育、広報等の実施を促進する。また、対策計画等が未届出の事業者を把握し、必要に応じて
届出の勧告等を行う。 
1） 南海トラフ地震防災対策計画の概要 

(1) 対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者 

津波により３０ｃｍ以上の浸水が想定される区域において、 

・病院、劇場、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設を管理・運営する者 

・石油等の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設を管理・運営する者 

・一般旅客運送事業者（鉄道事業者等） 

・学校、社会福祉施設を管理・運営する者 

・水道、電気、ガス、通信及び放送事業関係者 

(2) 津波からの円滑な避難の確保に関する事項 

(3) 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項 

(4) 防災訓練に関する事項 

(5) 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

 

3．津波避難計画等の整備 

村は、南海トラフ巨大地震の被害想定や津波浸水想定区域を考慮し、避難勧告・指示等の判断・伝
達、避難誘導等を円滑に実施するための体制や手段等を検討し、南海トラフ地震津波避難計画の策
定に努める。 

 
4．救助 

村及び消防機関、県警察は、南海トラフ巨大地震の被害想定や津波浸水想定区域を考慮した救助
活動体制、活動拠点、応援の要請先等を検討し、南海トラフ地震救助計画の策定、救助資機材等の
協力協定の締結等に努める。 
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第3節 防災訓練 

村及び県、防災関係機関は、南海トラフ地震を想定した防災訓練を年 1 回以上実施するように努め
る。訓練の方法等は、第１章第３節の「第１款防災訓練計画」に準ずるものとし、南海トラフ地震の特性や
地域の実状に合わせて実施するものとする。 
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第4節 関係者との連携協力の確保 

村及び県、防災関係機関は、南海トラフ地震を想定した応援の要請先、要請事項、受入ルート、受入
拠点等を検討し、災害協力協定の締結や応援及び受援計画の策定に努める。 
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第5節 防災教育及び広報 

村及び県、防災関係機関は、南海トラフ地震に関する防災教育及び広報に努める。 

広報、教育の方法等は、第１章第３節の「第２款地震・津波知識の普及・啓発に関する計画」に準ずる
ものとし、南海トラフ地震の特性や地域の実状に合わせて実施するものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 風水害等編 
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第1章 災害予防計画 
風水害等災害予防計画は、災害の発生を未然に防止するために、治水事業等による村土の保全、防

災に関する教育訓練の実施、災害用食料・物資資材の備蓄、気象・水防・消防・救助救急施設の整備、
火災予防及びその他災害への予防対策について定め、その実施を図るものとする。 

 

 治水計画 

1．現況 
本村は毎年襲来する台風、集中豪雨等に大きな被害をうけており、平成 30 年には高潮により、渡

嘉敷川の水位が堤防を越え、村民に多大な被害を及ぼした。 
なお、渡嘉敷川は沖縄県より重要水防区域内で危険と予想される区域（河川）として指定されている

河川である。 
 
2．危険区域 

村内における河川の氾濫等の危険が予想される区域を以下に示す。 
●村内の重要水防区域内で危険と予想される区域（河川） 

所
轄
土
木
事
務
所

等
名 

水
防
管
理
団
体
名

水
系
名 

河
川
名 

重要水防区域 危険と予想される主な区域 
予
想
さ
れ
る
危
険

予想される被害の程度 

流路 

延長 
区域 

流路 

延長 
区域 

家
屋
（棟
） 

耕
地
（ｈ
ａ
） 

人
口
（人
） 

面
積
ｈ
ａ
） 

 

南
部
土
木
事

務
所 

渡
嘉
敷
村 

渡
嘉
敷
川 

渡
嘉
敷
川 

2.1 上流 1.6 ㎞～河口 1.6 上流 1.6 ㎞～河口 
溢
水 

91 11 315 16 

 
3．対策 

住宅密集地区に係る河川等については 50 年確率降雨量を、その他の河川については 30 年確率
降雨量を設計条件として、計画的な河川の改修を積極的に推進する。また、河川流域の自然状況や
社会条件を総合的に判断する。 
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 風水害予防計画 

1．構築物その他の風水害予防措置 
既設の看板、広告物その他構築物を定期及び台風前に調査し、危険物については、ただちに所有

者又は管理者に通報し、改修もしくは撤去するように指導する。 
 
2．農作物の風水害予防対策 

農作物の風水害予防については、次にあげる事項を重点として農家を指導する。 
▷ そ菜の防風網の整備 
▷ 病害虫の防除 
▷ かんがい、排水施設の整備 
▷ 農作物保護のための地域保安施設の整備 

 
3．河水統制又は河川改修及び海岸等の予防対策 

村内河川及び海岸等の危険箇所を調査し、災害が予想される場合は、適時巡察する。 
なお、危険箇所の改修については、計画的に実施する。 
河川の危険箇所は別表１のとおりである。 

 
4．道路、橋りょうの維持補修事業 

道路管理者は、所管の道路、橋りょうを常時巡察補修する。なお、早急に補修が不可能な危険箇所
については、立札によって表示し、通行又は重量の制限を行う。 
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 土砂災害予防計画 

第１款 砂防関係事業 
本村は、山地から海岸に至るまでの距離が短いために、急傾斜地や急匂配の渓流が多く、がけ崩れ、

地すべり及び土石流による災害が予想される危険箇所・警戒区域等がある。 

村内における土砂災害警戒区域及び特別警戒区域等については資料編「渡嘉敷村内の土砂災害警
戒区域指定状況」に記載する。 

 

第２款 警戒避難体制の整備 
1．監視装置等の整備等 

県は、国（国土交通省）とともに、土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計及びワイヤーセンサ
ー等の設置並びに流木・風倒木流出防止対策など、総合的な土砂災害対策を推進するものとする。 
 
2．土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定及びそれに伴う措置 
1） 土砂災害警戒区域 
(1) 県は、村の意見を聴いて、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域等として指定す

る。 
(2) 当該区域の指定を受けた場合、村は警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集及び伝達並

びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項、避難施設その他の避難場所及び避難路そ
の他の避難路に関する事項、災害対策基本法 48 条第１項の防災訓練として村長が行う土砂災
害に係る避難訓練の実施に関する事項、警戒区域内に、要配慮者利用施設（社会福祉施設、
学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）であって、急傾斜
地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速
な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び
所在地、救助に関する事項、その他警戒区域における円滑な警戒避難に必要な事項につい
て、村地域防災計画に定め、住民に周知するよう努めるものとする。 

2） 土砂災害特別警戒区域 
県は、村の意見を聴いて、土砂災害により著しい危害が生じるおそれのある区域を土砂災害特別

警戒区域として指定し、当該土砂災害特別警戒区域について以下の措置を講ずる。 

▷ 住宅宅地分譲地及び社会福祉施設等のための開発行為に関する許可 
▷ 建築基準法に基づく建築物の構造規制 
▷ 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告 
▷ 勧告による移転者への融資及び資金の確保 

●砂防指定 

土木事務所 河川名 渓流名 
位置 

面積 
hａ 

被害対策 
指定年月日 

市町村 大字 人家 耕地 
共施
設 

南部土木事務
所 

渡嘉敷川 恩良地川 渡嘉敷村 
渡嘉
敷 

1.25ha 60 30hａ 
学校･ 

役場 

昭和 55 年 1 月
30 日 

〃 金之川 金之川 〃 〃 
47.71h
a 

80 11hａ 道路 
平成 3 年 3 月
15 日 

沖縄県水防計画(平成 24 年 4 月 1 日現在） 
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 高潮等対策計画 

1．港湾及び漁港は管理区分によって県又は村がそれぞれ高潮等による災害予防施設の整備強化を
図るものとする。 

 
2．村は、津波・高潮ハザードマップ作成マニュアル（内閣府ほか、平成 16 年）等を活用して、高潮避

難計画を検討し、高潮ハザードマップの作成・普及を実施する。 
海岸保全地域に指定されている村内の港湾及び漁港は、以下の表のとおりである。 

 
●国土交通省所管海岸保全区域 

所轄 港湾名 海岸保全区域位置 指定延長 指定年月日 

南部土木事務所 渡嘉敷港 渡嘉敷村字渡嘉敷 363ｍ 平成 4 年 10 月 2 日 
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 建築物等災害予防計画 

本計画は、風水害、大火災等による建造物の災害を防御するため、以下の項目について、防災建造
物の建設を促進し、建造物被害の減少を図る。 

 

市街地再開発対策 

村及び県は、市街地における延焼火災等の防止を図るとともに、土地の合理的かつ健全な高度利用
と都市機能の更新を図るため、密集市街地の再開発を促進する。 

建築物の適切な維持保全と耐風対策の促進 

村は、建築物の防火及び避難等の機能確保のため、適切な維持保全の周知に努めるとともに、建築
物の耐風及び耐火対策を促進する。 

公共建築物の耐風及び耐火対策 

村は、公共建築物のうち老朽化施設については、建替え又は補強等によって、耐風、耐水、耐浪及
び耐火対策を進める。 

特に、体育館や公民館等、災害時の避難所となる公共施設については、開口部への雨戸設置、屋根
の飛散防止等、耐風対策などを優先的に行う。 

公共建築物の定期点検及び定期検査 

村は、公共建築物については、建築設備等の定期点検及び検査を実施し、防火・避難等の機能を確
保する。 
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 火災予防計画 

火災の発生を未然に防止するための対策は、次による。 

 
1．消防力・消防体制等の拡充強化 

村は、以下の指導又は措置を講じ、消防力・消防体制等の拡充強化を図る。 

消防教育訓練の充実強化 

教育訓練計画に基づき、消防職員、消防団員及び消防関係者の資質向上を図る。 

消防制度等の確立 

消防計画、消防相互応援協定等の効率的運用を推進する。 

消防体制の充実・指導 

消防広域化の促進及び消防団の体制強化を図る。また、地域住民及び事業所で構成する自主防
災組織の設置を促進する。 

消防施設・設備の整備促進 

消防水利及び消防車両等の整備促進を図る。 

 
2．火災予防査察・防火診断 

村等は、火災の発生拡大を防止し、確実な住民避難の実施を図るため、対象物の用途使用頻度等
を考慮し、次の区分に基づき査察等を実施する。 

特殊対象物に対する査察 

学校、官公署 

夏季休暇、年度末等の時期を利用し、防火構造、消化設備、避難設備、防火管理体制等を重点的
に査察する。 

旅館、宿泊施設 

春の行楽期等における人出を考慮し、その時期前に消火設備、避難設備、防火管理体制等を重点
的に査察する。 

商店 

季節的支出期に入る前に、消火設備、避難設備、防火管理体制等を重点的に査察する。 

危険物等関係施設 

年間立入検査を通じ施設の構造設備取扱要領、防火管理体制等を重点的に査察する。 

一般住宅 

村は、住宅用火災警報器等の普及促進、高齢者世帯の住宅防火診断、火気の取扱い指導及び住
宅防火啓発活動等を推進する。 

 
3．消防施設の整備拡充 
1） 消防水利の多様化等 

村は、防火水槽、耐震性貯水槽の整備、海水、河川水等の自然水利の活用、水泳プール及びた
め池等の指定消防水利としての活用により、消防水利の多様化を図ると共に、その適正な配置に努
める。 
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 林野火災予防計画 

林野火災の予防、警戒及び鎮圧をし、火災による災害の拡大防止を図るため、次の対策を講ずる。 

 
1．林野火災対策の推進 
1） 県や消防機関等との総合的な林野火災対策の連絡調整を図るとともに、林野火災総合訓練等の

推進体制を確立する。 
2） 林野火災が発生し、拡大するおそれがある場合における関係機関の通報連絡は次による。 

 

●通報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 延焼範囲が拡大し、広域にわたる消防活動を行う場合の消防機関相互間の指揮統制及び情報連
絡体系の整備を図るとともに、災害の現地において必要があると認めるときは現地対策本部を設
置する。 

 
2．出火防止対策 
1） 村及び森林管理署等は、入山者の注意を喚起するため、山火事防止の標柱及び標板等の設置

に努める。 
2） 村及び森林管理署は、森林又はこれに接近している土地における火入れについて森林法等に基

づく規制措置の適正な実施を確保するための指導を強化する。 
3） 火入れに際しての消火設備、監視員の配置及び防火線の設定等についての指導をはじめ、火災

予防上危険な気象状況のときの火入れ中止の指導等を徹底する。 
 
3．林野火災対策用資機材の整備 

村は、林野火災対策用資機材の整備に努めるとともに、ヘリコプターによる空中消火等補給基地の
整備の促進を図る。 
 
4．消防施設等の整備 

林野占有面積が広い本村において、消防庁が推進している林野火災特別地域対策事業の実施要
件を整備するとともに実施促進を図り、林野火災用の消防施設の計画的整備に努めるものとする。 

渡嘉敷村役場 
（消防機関） 

沖縄県消防防災課 

国（消防庁） 

地元（発見者） 

隣接消防機関 

管轄森林事務所 
又は森林管理署 

県警察本部 

自衛隊 

所管警察署 
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 危険物等災害予防計画 

危険物による災害の発生及び拡大を防止するため、事業所における保安体制の強化、法令の規定す
る基準の遵守を徹底するとともに、保安教育及び訓練の徹底並びに防災思想の普及・啓発の徹底を図
るものとする。 

 

第１款 危険物災害予防計画 
1．危険物製造所等に対する指導 

消防機関は、消防法に規定する危険物貯蔵所及び取扱所（以下「危険物製造所等」という。）に対し
て立入検査及び保安検査等を実施し、法令基準の維持適合について、その確認を行うとともに、適
宜、災害予防上必要な指導を行う。 
 
2．危険物運搬車両に対する指導 

消防機関は、消防法に規定する移動タンク貯蔵所及び運搬容器積載車両の管理者及び運転者に
対して移送及び運搬並びに取扱い基準の厳守、車両の火災防止及び安全運転の励行を行わせると
ともに、必要に応じ警察官と協力して路上取締りを実施し、運転者への直接指導を行う。 
 
3．保安教育の実施 

危険物製造所等の管理者及び監督者は、取扱者に対して保安教育を実施するとともに、消防機関
は管理者が行う保安教育訓練について、必要な指導・助言を行う。 
 
4．危険物製造所等の予防対策 

危険物製造所等の管理者は、防災体制の構築及び危険物施設の管理・点検等について、以下の
対策を講じ、災害の予防に万全を期する。 
1） 火災・爆発等の防止対策 

取り扱う危険物の性状及び数量等を十分把握し、火災爆発防止のための必要な措置を講ずる。 

2） 危険物施設の管理・点検 
危険物製造所等の危険物施設の維持管理が適正に行えるよう、管理・点検・巡視基準を定め、必

要に応じ修正を行うなど、危険物施設の維持管理の徹底を図る。 

3） 保安設備の維持 
危険物の火災・爆発・流出等に係る保安又は防災の設備について、定期的に点検確認を行うな

ど、常にその機能が維持されるよう必要な指導を講ずる。 

4） 保安体制の整備・確立 
危険物製造所等の管理者は、緊急時における保安体制の整備と村及び消防機関等に対する通

報体制を確立する。 

また、移動タンク貯蔵所の管理者は、移送時における事故に対処するため、応援要員の確保及び
派遣方法を定め、あらかじめ移送経路における消防関係機関への通報先を定めておく。 

5） 従事者に対する教育訓練 
危険物製造所等の管理者又は監督者は、定期的あるいは必要に応じて教育訓練を実施し、従事

者に対する保安意識の高揚を図る。 

  



 

 

 

３-9 

 

 

 

5．化学車及び消防機材の整備 
事業所における化学消火剤の備蓄を行わせる。 
 

●危険物取扱施設 

事業所名 所在地 種別 品名及び最大貯蔵量 
渡嘉敷石油 渡嘉敷村字渡嘉敷 石油 15ｔ 
〃 〃 ＬＰＧ 1000ｋ 
    
    
渡嘉敷漁業協同
組合 

渡嘉敷村字渡嘉敷 352
番地 

軽油 (ﾛｰﾘｰ）0.5kl 

〃 〃〃 灯油 (ﾛｰﾘｰ）4kl 
〃 〃字阿波連漁港内 軽油 (給油施設）12kl 
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 上・下水道施設災害予防計画 

上・下水道施設については、老朽施設・排水管・管路施設等の点検・補修、浄水場・処理場等の浸水
防止対策、耐浪化、耐風化及び停電対策を図るとともに、被災時の復旧用資機材や被災者への応急給
水施設等の整備を図る。 

 

第１款 上水道施設災害予防計画 
1．施設の防災性の強化 

村における水道施設の新設・拡張・改良等に際しては、日本水道協会発刊の「水道施設設計指針」
「水道施設耐震工法指針・開設」等により設計するほか、洪水・高潮等の浸水、土砂災害のリスク等を
考慮して、系統の多重化、拠点の分散及び代替施設の確保等を図る。 
 
2．広域応援体制の整備 

「沖縄県水道災害相互応援協定」による水道事業者及び水道用水供給事業者間の災害応援を円
滑に実施できるよう、実施要領の整備、資機材等の整備及び訓練等を実施する。 
 

第２款 下水道施設災害予防計画 
1．施設の強化及びバックアップ施設の整備 

村は、下水道施設の施工にあたっては、洪水・高潮等の浸水や土砂災害等のリスクを考慮するととも
に、自家発電装置の整備（停電対策）や設備の二元化、代替施設の確保など、災害に強い下水道の
整備を図る。 

これらの整備においては、下水道危機管理マニュアル作成の手引き（日本下水道協会）に基づく。 
 
2．広域応援体制の整備 

県は、県内の事業者間で広域の応援体制を構築するよう支援する。 
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 ガス、電力施設災害予防計画 

ガス及び電力施設における災害予防計画は以下のとおりである。 

 

第１款 高圧ガス災害予防計画 
高圧ガスによる災害の発生及び拡大を防止するため、村、国、県、公安委員会及び(一社)沖縄県高圧

ガス保安協会等は連携し、保安体制の強化、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律」に規定する基準の遵守が徹底されるよう必要な対策を講じるとともに、保安
管理の徹底を図る。 

 
1．高圧ガス製造所､貯蔵所及び販売所の保安対策 
1） 高圧ガス製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、法令の規定する基準に適合するよう当

該施設を維持させ、保安の監督指導を行う。 
2） 高圧ガス製造所等については、必要に応じ立入検査を実施し、保安体制の強化を図る。 
 
2．高圧ガス消費者における保安対策 
1） (一社)沖縄県高圧ガス保安協会は消費者への保安啓発指導を実施し、消費者の保安意識の向

上を図る。 
2） 消費者の保安に係る販売事業者の監督体制の強化を図る。 
 
3．路上における指導取締の実施 

高圧ガス運搬車両の事故を防止するため、路上における指導取締を実施する。 
 
4．高圧ガス保安推進月間運動､高圧ｶﾞｽ保安活動促進週間の実施 

高圧ガス保安推進月間及び高圧ガス保安活動促進週間を通じ、高圧ガスの総合的安全対策を推
進する。 
 

第２款 電力施設災害予防計画 
以下の対策の他、洪水・高潮等の浸水、土砂災害や暴風等の危険性を考慮して、電力施設の安全性

確保、系統の多重化、拠点の分散及び代替施設の確保等を図り、大規模な風水害等時にも電力の安定
供給を図る施設や体制等の整備を計画的に進める。 

また、風水害の被害想定及び防災訓練の結果等をふまえて、防災業務計画を定期的に検証し、見直
しを実施する。 

 
1．電力施設災害予防対策の基本方針 

災害に伴う電力施設被害の防止について恒久的設備対策計画を推進する。 
また、電力施設の耐震性確保及び被害軽減のための施策を実施し、震災時の被害を最小限にとど

めるよう万全の予防措置を講ずるものとする。 
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2．電力施設災害予防事業の実施 

防災訓練の実施 

災害対策を円滑に推進するため年１回以上防災訓練を実施するとともに、国及び地方自治体が実施
する防災訓練には積極的に参加する。 

発電設備 

電気設備の耐震等の設計は、発電所設備の重要度及びその地域で予想される地震動や津波高など
を勘案するほか、発電用火力設備に関する技術基準に基づいて設計を行う。 

送配電設備 

▷ 架空電線路 

風圧及び不平均張力による荷重に対応出来るように設計する。 

▷ 地中電線路 

油槽架台の耐震設計は、建築基準法によって行う。 

発電設備 

機器の耐震設計は、変電所設備の重要度やその地域で予想される地震動などを勘案するほか、電気
設備に関する技術基準によって行う。 

通信設備 

屋内設置装置については、構造物の設置階を考慮した設計とする。 
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 災害通信施設整備計画 

第１款 通信施設災害予防計画 
村、県、医療機関、通信事業者は、災害時の通信の確保を図るため、通信施設に次の予防措置を講

ずるなど、万全の措置を期する。 

 
1．村における予防計画 

村は、地震・津波編第 1 章 「第２節 第１款地盤・土木施設等の対策」に定める地震・津波対策の
ほか、洪水・高潮等の浸水、土砂災害等の危険性や暴風等を考慮した防災行政無線等の安全性確
保、系統の多重化、拠点の分散及び代替施設の確保等を図り、大規模な風水害等時にも重要通信を
確保する施設や体制等の整備を計画的に進める。 
 
2．救助・救急、医療及び消火活動に関する通信手段の確保等の計画 
1） 通信手段の確保 

村及び医療機関等は、発災時における救助・救急、医療及び消火に係る情報の収集・連絡・分析
等の重要性にかんがみ、通信手段の確保等を図る。 

2） 広域災害・救急医療情報システムの整備 
村及び医療機関は、災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握するために、広域災

害・救急医療情報システムの整備に努める。 

 
3．通信事業者における予防計画 

各通信事業者は、地震・津波編 第 1 章 「第２節 第１款地盤・土木施設等の対策」に定める地震・
津波対策のほか、洪水・高潮等の浸水、土砂災害や暴風等の危険性を考慮して、通信施設の安全性
確保、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の確保等を図り、大規模な風水害等時にも重要通信を
確保する施設や体制等の整備を計画的に進める。 

また、風水害等の想定、防災訓練の結果等をふまえて、防災業務計画を定期的に検証し、見直しを
実施する。 
 

第２款 放送施設災害予防計画 
各放送機関等は、地震・津波編 第 1 章 「第２節 第１款地盤・土木施設等の対策」に定める地震・津

波対策のほか、風水害を想定した通信設備、放送施設の予防措置を実施する。 

 

第３款 通信・放送設備の優先利用等 
村、県、通信事業者及び放送機関等は、地震・津波編 第 1 章 「第２節 第１款地盤・土木施設等の

対策」に定める地震・津波対策のほか、風水害を想定した通信設備及び放送設備の優先利用手続き等
を整備しておく。 
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 不発弾等災害予防計画 

不発弾の爆発等による災害の発生及び拡大を防止するため、不発弾等処理体制に万全を期し、関係
機関の協力・連携による不発弾等の処理の円滑化を図るとともに、不発弾等の関係事業者及び村民一
般に対し不発弾等に関する知識の普及徹底を図る。 

 
1．不発弾の処理体制 

不発弾等の処理は、おおむね以下による。 

1） 陸上で発見される不発弾等の処理 
(1) 発見者は、最寄りの交番又は警察署に通報し、所轄警察署を通じて県警察本部に発見届出を

する。 
(2) 県警察本部長は、発見届出の都度、陸上自衛隊第 15 旅団長（第 101 不発弾処理隊)に処理要

請を行う。 
(3) 第 101 不発弾処理隊は、必要に応じ現場調査を行い弾種及び発見場所の状況等を勘案して撤

去計画を立てる。 
(4) 小型砲弾等比較的危険度が少なくて移動可能な弾種は、第 101 不発弾処理隊により回収し、

一時保管庫へ搬入する。 
(5) 爆弾等危険度が高いものは、発見現場で信管離脱後、一時保管庫へ搬入する。 
(6) 信管離脱作業は危険を伴うため、以下の対策を講じた上で実施する。 

ア 村は、関係機関と撤去日時、交通規制、避難計画等について協議するための処理対策会議を
開催し、処理計画について十分な調整を図り、周知徹底する。 
なお、関係機関は、責任分担覚書き等を交換し、任務責任等を明確にするものとする。 

イ 避難範囲を定め、その区域への交通を規制し、地域住民を避難させる。 
ウ 村長等を本部長とする現地対策本部を設置する。 

2） 海中で発見される不発弾の処理 
(1) 発見者から通報を受けた第十一管区海上保安本部、県知事、村長又は港湾管理者等は、海上

自衛隊沖縄基地隊司令に処理要請を行う。 
(2) 沖縄水中処分隊は現地調査を行い、関係機関と調整の上、撤去計画を立てる。 
(3) 危険度が少なく移動可能なものは沖縄水中処分隊により回収撤去し、一時保管庫へ搬入する。 
(4) 危険度が高く移動困難なものは、現地対策本部を設置し、発見現場で爆破処理する。 
(5) 爆破処理作業は、非常に危険を伴うので、次の対策を講じた上で実施する。 

ア 村は、関係機関と撤去日時、交通規制、通行船舶規制、避難計画等について協議するための
処理計画について十分な調整を図り、周知徹底する。 

イ 危険範囲を定め、その地域への船舶及び住民等の立ち入りを規制する。 
ウ 村長等を本部長とする現地対策本部を設置する。 

2．関係機関の協力体制の確立 
1） 国、県、村その他関係機関等の協力体制を確立し、不発弾等の調査、探査及び発掘処理工事の

安全かつ円滑な推進を図る。 
 

3．不発弾に関する防災知識の普及・啓発 
1） 不発弾磁気探査事業者、村及び消防機関等の関係職員に対して不発弾の特性及び火薬類取締

法等関係法令に関する知識を修得させるため、必要に応じ講習会を開催する。 
2） 村民に対しても、不発弾の危険性について周知を図るため広報活動を行う。 
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●不発弾処理業務の流れ 

ａ．発見弾 
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 文化財災害予防計画 

建造物、美術工芸品等の有形文化財及び有形民俗文化財は、火災等の被害から守る必要がある。 

また、史跡、名勝、天然記念物については、山火事による被害のおそれがある。 

このほか、台風による建造物等の倒壊も予想されるので、次により災害予防の徹底を図る。 

 
1．村教育委員会は、管内文化財の防災計画を策定し、平時から県警察及び消防機関と連携し、災害

予防対策を実施する。 
 

2．村は、文化財の指定地内に居住する所有者に火気使用の制限を指導する。 
 

3．村は、防災施設の必要な指定文化財について年次計画をもって防災施設の設置を促進する。 
 

4．暴風による倒壊等の防止対策及び落下物等による破損防止対策を行う。 
●文化財一覧表 

区分 種別 名称 所在地 

村指定形文化財 構造物 根本家の石垣 渡嘉敷村字渡嘉敷 45 番地 

村指定形文化財 天然記念物（植物） 新垣筑兵衛湯由来のカジノキ群 字渡嘉敷西原 20 

村指定形文化財 名勝 にし山山頂から望む慶良間海峡 字渡嘉敷 2772 

村指定形文化財 史跡 旧日本軍特攻艇秘匿豪 字阿波連渡嘉志久原 873 

村指定形文化財 史跡 集団自決跡地 字渡嘉敷 2760－1 

村指定形文化財 史跡 赤松隊本部豪 字渡嘉敷 2760 

出典：とかしき村文化財マップ 
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 農業災害予防計画 

農業災害予防のため、農地農業用施設の保全及び防災営農の推進は、以下による。 

 
1．ため池等整備事業 
1） 土砂崩壊防止工事 

村は、農地、農業用施設及び他に被害を及ぼすおそれのある地区の土砂崩壊を未然に防ぐた
め、土砂崩壊の危険性のある地域を中心に事業を推進する。 

2） 老朽ため池等整備工事 
村は、村内に所在するかんがい用水溜池で、古いこと等から堤体及び取水施設等がそのまま放置

すると、豪雨時に破堤し、下流地域に多大な被害をまねくおそれのある溜池について、緊急度の高
いものから順次補修事業を実施する。 

 
2．農地保全整備事業 

村は、降雨によって浸食を受けやすい特殊土壌地帯や急傾斜地帯に造成された農地の浸食・崩壊
を未然に防ぐための事業を推進する。 

 
3．地すべり対策事業 

村は、地すべり防止区域において地すべりによる被害を除去又は軽減し、農地及び農業用施設等
を未然に防止する事業を推進する。 

 
4．防災営農の確立 
1） 指導体制の確立 

村は、本村農業に影響を与える各種災害を回避・克服して、農業生産力及び農業所得の向上を
図るため、県及び村は関係機関、団体の統一的な指導体制の確立を図る。 

(1) 指導組織の統一及び指導力の強化 
県は、県出先機関への指導・調整の強化と、関係諸機関との連携及び指導体制の強化を図る。 

また、村は、各種の防災研修を強化し、指導力の向上を図る。 

(2) 防災施設の拡充 
村は、各種の防災実証展示施設の充実により、防災対策の普及・啓発を図る。 

2） 営農方式の確立 
村は、本村農業の当面する諸問題に積極的に対応しつつ、亜熱帯農業における防災営農技術の

確立を図る。 
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 食料等供給計画 

村及び県は、地震・津波編 第１章 「第４節 第２款 活動体制の確立」に定める地震・津波対策のほ
か、洪水・高潮等の浸水、土砂災害や暴風等の危険性を考慮した備蓄を行い、大規模な風水害等の直
後にも避難者等の食料、飲料水等を供給する体制を確保する。 

 
1．食糧の備蓄 

地震等による大規模災害が発生した場合の被害を想定し、村民にインスタントやレトルト等の応急食
品及び飲料水を 7 日間分程度、個人において準備しておくよう、住民に広報していく。 

 
2．医薬品、衛生材料 

初動期における救援活動に供するため、医薬品及び衛生材料の備蓄を確保する。 
 

3．生活必需物資の備蓄 
災害により住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない衣料品・寝具類等の物資を喪失し又

は、き損した者に対しこれらの物資を迅速かつ計画的に配分・供出するため、必要な物資の備蓄を確
保する。 
1） 飲料水備蓄計画 

災害時（特に地震災害）には、管路の破損等による一時的な断水はさけられないと想定される。こ
のため村は、飲料水兼用型耐震‘性貯水槽等による飲料水の備蓄を進める。 

2） 給水用資機材の整備 
村は、必要に応じ、給水車、給水タンク、ポリ容器等の給水用資機材の整備を検討する。 
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 水防、消防及び救助施設等整備計画 

水防、消防及び救助施設等の現況、管理及びその整備は次による。 

 
1．水防施設等 

水防法の規定により、県及び水防管理団体は、管内における水防を十分に果す責任を有し、水災
の防御及びこれに因る被害を軽減するため、必要に応じて水防倉庫及び水防機材等の水防施設を整
備する。 

 
2．消防施設等 

村の消防施設等については、消防力の整備指針（平成 12 年消防庁告示第１号）、消防水利の基準
（昭和 39 年消防庁告示第７号）及び関係法令等に基づいて整備拡充する。 

県は、国庫補助対象施設以外の施設等について、予算の範囲内で県費補助を行うなど、村の支援
を行う。 

 
3．救助施設等 

救急業務非実施の本村においては、消防法第 35 条の６の規定による知事要請により、村によって
行うこととし、県は当該救急業務が円滑に行われるよう、市町村間の相互応援協定の締拮を積極的に
支援する。 

 
4．流出危険物防除資機材 

県、村、船舶関係者及び製油所及び油槽所等の石油等危険物取扱者は、大量に流失した危険物
による災害の拡大防止等に必要な、以下の資機材等の整備を図る。 
▷ 流出危険物の災害防止に必要なオイルフェンス、むしろ、応急木材、作業船等 

▷ 流出危険物の回収及び処理に必要な油処理剤、油吸着剤並びに吸引ポンプ、バージ等 

▷ 流出危険物から火災が発生した場合の消防活動に必要な化学消防車、化学消火剤及び消火器
具等 

▷ 流出危険物による災害の拡大防止に必要なガス検知機及び通信機器等 
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 避難誘導等計画 

危険な建物、地域から安全な場所に村民や旅行者等を避難させるため、避難誘導、収容に関する対
策を、村、社会福祉施設、学校及び不特定多数の者が出入りする施設等において、それぞれ確立して
いくこととする。 

 
1．避難体制の整備 

村の役割 

▷ 避難所の選定 
▷ 避難所の開設及び運営方法の確立 
▷ 避難所の安全確保 
▷ 住民への周知 
▷ 警報、避難情報等の伝達内容・手段、避難誘導体制の整備 
▷ 避難の勧告等の基準の設定 
▷ 高齢者、障害者、外国人のための避難マニュアルの作成 
▷ 避難経路の点検及びマップの作成 
▷ 避難心得の周知（携帯品、その他心得） 
社会福祉施設、病院、学校、観光・宿泊施設、不特定多数の者が出入りする施設等の管理者の実施
すべき対策 

▷ 避難計画の作成 
▷ 避難誘導体制の整備 

 
2．避難場所の整備等 
1） 避難所の指定、整備 

村は、災害時の避難に備え、以下により避難所の整備をしておくものとする。 

(1) 避難所は、公立の学校、公民館、旅館等とし、できるだけ炊出し可能な既存建物を使用する 
(2) 避難所として使用する建物については、バリアフリー設備を確保するとともに定期的にその現況

を調査する 
(3) 避難所の選定に当たっては、洪水、高潮等の浸水想定区域、土砂災害警戒区域・危険箇所等を

考慮する 
(4) 避難所に適する施設がないところについては、簡易宿泊施設及び天幕を設置する場所を選定し

ておく 
(5) 村内に適当な場所がない場合は、県及び隣接市町村と協議して避難所の予定施設又は場所を

定める 
(6) 避難所の予定施設又は場所については、あらかじめ土地、建物、所有者又は管理者の了解を受

けておく 
2） 広域避難場所等の指定 
(1) 村は、火災等が拡大し、生命に危険が及ぶような場合に備えて、公園等のスペースを指定してお

く。 
避難場所の指定は、以下の基準によるものとする。 

▷ 周辺市街地大火によるふく射熱に対し、安全を確保できる有効面積があること。 
▷ 災害時に避難者の安全を著しく損なうおそれのある施設が、避難場所内部に存在しないこと。 
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▷ 避難場所内の建物、道路、池などを除き、利用可能な避難空間として、原則として１人当たり１
㎡を確保できること。 

▷ 避難場所ごとの地区割計画の作成に当たっては、町内会、自治会区域を考慮する。 
(2) 村は、避難路の指定避難場所ごとに、延焼火災等に対して十分な安全性を有する避難路を指定

し、沿道の不燃化を促進する。 
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 交通確保・緊急輸送計画 

地震・津波編 第 1 章 「第４節 第２款 活動体制の確立」の(4)に定める地震・津波対策のほか、村
及び関係機関は、洪水・高潮等の浸水、土砂災害、暴風等による道路施設の被害を想定した交通の安
全、緊急車両の通行を確保する体制を整備し、大規模な風水害等の際にも、交通の安全や緊急輸送を
確保する。 

各道路管理者は、道路の浸水や土砂崩れ等を速やかに把握するため、監視・観測装置、パトロール
体制、道路管理者間相互及び警察等とのリアルタイムな情報共有体制を整備する。 

また、浸水箇所への車両進入による水没事故を防止するため、アンダーパス等への水位センサーと表
示板の設置を進める。 
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 要配慮者安全確保体制整備計画 

地震・津波編 第 1 章 「第４節 第３款 個別応急対策の迅速かつ円滑な実施のための事前措置の
充実」に定める対策のほか、村及び関係機関は、洪水・高潮等の浸水、土砂災害、暴風等に対する高齢
者、障害者等の避難支援体制を整備し、風水害等時にも要配慮者の安全を確保する。 

特に、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の災害危険箇所については、水防法や土砂災害防止法
等に基づいて、危険箇所内の要配慮者の円滑な避難体制の整備を徹底する。 

また、浸水想定区域等の区域に当該施設が含まれており、利用している者の円滑かつ迅速な避難を
確保する必要があると認められる場合には、これらの施設の名称及び所在地を明記し、避難の体制を整
備する。 
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 台風・大雨等の防災知識普及計画 

地震・津波編 第 1 章 「第３節 第２款 地震・津波知識の普及・啓発に関する計画」に定める対策の
ほか、村及び関係機関は、台風や大雨、火災等に対する教訓、訓練、広報を充実・強化し、風水害等へ
の住民等の防災意識や対応力を維持・向上させる。 

特に近年、台風への防災意識の低下が懸念され、台風時に外出して負傷する事例が多数みられる。
このため、過去に本村に甚大な被害をもたらした台風の教訓を再認識し、災害の教訓を風化させないこ
とが重要である。 

 
1．台風教育 

講演会 

村は、防災気象講演会やお天気教室等を県や気象台と協力して定期的に開催し、住民向けの台風や
大雨等の気象災害の知識を普及する。 

防災教育 

村は、幼稚園、小・中学校の学校教育等において、台風・大雨等の災害の基礎知識や避難行動等に
ついての防災教育を徹底する 

災害教訓の伝承 

▷ 台風災害の蓄積と公開 
村は、村内の過去の大規模な台風災害に関する資料、文献及び映像等をライブラリー化し、住民
への災害記録や教訓等の周知に努める。また、災害発生箇所の保存やモニュメント等の設置に努
める。 

▷ 台風災害の経験・教訓等の伝承 
村は、過去の大規模台風災害等の検証や記念事業（シンポジウム、現地歩き、展示会、被災者の
語り部等）を定期的に実施し、災害等の教訓を後世に伝える。 
 

2．消防・防火教育 
1） 消防教育 

消防教育は、消防団員等に対して消防学校で行う専門教育、村において実施する一般教育及び
施設管理者等の資質向上を図るため村等が実施する防火管理者講習会等とする。 

(1) 専門教育 
▷ 消防団員の教育 
①基礎教育 

消防団員として、必要な基礎的教育を行う。 

②幹部教育 
主として、班長以上の階級にある者を対象とし、消防団幹部に必要な一般的知識技能を行う。 

③特別教育 
特別の知識技能を修得させるため、必要な教育を行う。 

▷ その他の教育（１日） 
消防学校長が必要と認めた場合に行う。 

(2) 一般教育 
一般教育は、村において、消防職員及び消防団員ごとに、それぞれ所要の教育計画を定めて実

施する。 



 

 

 

３-25 

 

 

 

2） 防火講習会等 
(1) 防火管理者講習 

防火管理に関する知識の普及・啓発を図るため、法令に基づき普通講習を年１回以上実施す
る。また、上級講習は春・秋に年２回実施し、防火管理体制の強化拡充を図る。 

(2) 火災防御検討会 
特異火災の発生に備えて火災防御検討会を開催して、防御活動及び予防対策に万全を期す

る。 

3） 防火知識の普及 
「火災予防週間」等において各機関の協力を得て、防火知識の普及・啓発を図る。 

 
3．離島の孤立化等対策 

台風時には航空機や船舶等が欠航し、離島への食料、物資等の流通も停止することがある。 
このため本村では、台風接近に備え、住民や事業者等が、十分な食料や生活必需品等を事前に確

保するよう啓発・啓発を行う。 
また、平時から大規模災害による長時間の孤立を想定し、受援までの間、島内での防災対策による

自活体制を構築する必要性について認識し、各家庭や事業所での食料・水・被服寝具等の生活必需
品等について１週間分以上の備蓄を促進する。 
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 防災訓練計画 

風水害等を想定した防災活動要領の習熟、防災関係機関の連携の強化、防災意識の高揚及び技術
の習得等のため、村及び関係機関は、防災訓練を実施する。 

訓練実施に当たっては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児及び妊産婦等の要配慮者に十分配慮する
ものとし、要配慮者の避難支援体制を整備するよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、女
性の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

 
1．総合防災訓練 

総合防災訓練を次の要領により実施し、防災関係者及び住民に災害時の心構えと防災活動を認
識修得させるとともに、防災関係機関の協力体制の確立強化を図る。 

実施期間 

毎年４月～10 月の適当な時期に行うものとする。 

実施場所 

毎年過去の災害の状況等を考慮し、関係機関と協議のうえ決定する。 

参加機関 

防災関係機関、地域住民 

訓練の種目 

訓練の種目はおおむね次のとおりとする。 

▷ 避難訓練 
▷ 消火訓練 
▷ 水防訓練 
▷ 救出、救護訓練 
▷ 炊き出し訓練 
▷ 防疫訓練  
▷ 輸送訓練  
▷ 通信訓練 
▷ 流出油防除訓練 
▷ 広域応援要請訓練（情報伝達訓練） 
▷ その他必要と認める訓練 

訓練のための交通規制 

県公安委員会は、防災訓練の効果的な実施を図るため、特に必要があると認めるときは、当該防災訓
練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して歩行者又は車輔の道路における通行を
禁止し、又は制限することができる。 
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2．各種防災訓練 

消防活動訓練 

消防活動技術の向上を図るため、総合演習及び消防ポンプ操法訓練を実施する。 

非常通信訓練 

災害が発生した場合、非常通信が十分な効果を発揮できるように、沖縄地方非常通信協議会におい
て計画する非常通信訓練計画に基づき訓練を実施する。 

職員参集訓練 

消防活動技術の向上を図るため、総合演習及び消防ポンプ操法訓練を実施する。 

訓練後の評価 

災害が発生した場合、非常通信が十分な効果を発揮できるように、沖縄地方非常通信協議会におい
て計画する非常通信訓練計画に基づき訓練を実施する。 
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 自主防災組織育成計画 

地震・津波編 第 1 章 「第３節 第３款 自主防災組織育成計画」に定める地震・津波対策のほか、
村及び関係機関は、洪水・高潮等の浸水、土砂災害、暴風等に対する自主防災組織等の活動体制を整
備し、風水害への地域防災力を確保する。 

特に、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の災害危険箇所については、危険箇所内の避難誘導や
避難行動要支援者等の避難支援を円滑に行えるように自主防災組織等の協力体制の整備を促進する。 

また、地域防災のリーダーとして自主防災組織の核となる人材の養成や、消防団員の候補者となりうる
住民や企業就業者への研修を行い、県内の自主防災組織の組織化や、消防団員の確保に努める。 
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 災害ボランティア計画 

地震・津波編 第１章 「第４節 第５款 災害ボランティアの活動環境の整備」に定める地震・津波対
策のほか、村及び関係機関は、大規模な風水害等が発生した場合に村内外から駆けつける災害ボラン
ティアが活躍できる環境を整備し、災害ボランティアとの協力体制を確保する。 

特に風水害時には、建物内に堆積した泥の排除等、各家庭の清掃等への協力要請が多数想定さ
れ、これらの活動が円滑に行えるように必要な資機材等の調達体制等を確保しておく。 
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 道路事故災害予防計画 

1．危険箇所の点検・補修 
村及び道路管理者は、道路構造物や沿道斜面等を定期的に点検・調査し、異常箇所の補修・改

良、危険箇所の防災対策を行う。 
 

2．体制・資機材の整備等 
村及び道路管理者、県警察は、大規模事故発生時の情報収集・伝達、交通規制、復旧等を速やか

に行うため、情報の連絡、提供体制、対策資機材等の整備に努める。 
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 海上災害予防計画 

1．情報連絡体制の整備 
村及び第十一管区海上保安本部、県は、大規模海難や油等流出事故が発生した場合に、沿岸の

住民、事業者、漁業協同組合及び港湾・漁港管理者及び船舶等に緊急情報を収集・伝達する体制を
確立しておく。 

 
2．消防、救助体制の整備 

村及び警察は、海上捜索活動を実施できる船舶等の整備に努める。また、村及び消防機関は、消
防艇等の消防用機械・資機材等の整備に努めるとともに、海水等を消防水利として活用する施設の整
備に努める。 

 
3．油防除作業体制の整備 

村及び県等は、迅速かつ的確な油防除ができるように、油防除マニュアルの作成や防除資機材の
整備に努める。 

 
4．訓練等 

村及び第十一管区海上保安本部、沖縄総合事務局、県、消防機関等は、大規模な海難事故や油
の大量流出事故等を想定して、海上消火、海難救助及び流出油防除等の訓練を実施するとともに、
海難事故や油流出事故への対応を迅速かつ的確に実施できる人材を育成する。 
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第2章 災害応急対策計画 
災害応急対策計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、災害の発生を防御し、又

は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するため、防災に関する組織、気象警報等の伝達、災害情報
等の収集、避難、水防、消防、救助、交通輸送等について計画し、その迅速な実施を図る。 
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 組織計画 

この計画は災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策を実施するための組
織及び編成に関するものである。 

 
1．渡嘉敷村災害対策本部 

災害対策本部（以下「本部」という。）は、村長を本部長として、災害対策基本法第 23 条及び渡嘉敷
村災害対策本部条例に基づき組織され、防災会議と緊密な連帯のもと地域防災計画の定めるところ
により、村域に係わる災害予防及び災害応急対策を実施する。 
1） 本部の設置 

本部は、次のような災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき村長が設置する。 

▷ 大規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると認められるとき。 

▷ 災害が発生し、その規模及び範囲から判断し本部を設置して対策の実施を必要と認められると
き。 

▷ 県に本部が設置された場合において、本村に本部設置の必要を認めたとき。 

2） 本部の設置場所 

▷ 本部は、村役場庁舎内に設置するものとする。 

※役場庁舎内が使用できない場合は、村内の公共・公益施設の使用可能性を調査し、使用可能
な場所に設置する。 

3） 災害対策本部の組織 

▷ 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は村長を副本部長は副村長をもってあてる。 

▷ 本部に本部会議を置き、本部長・副本部長・教育長・災害対策本部の各班長・その他本部長が
必要と認めるものをもって構成し、本部長がこれを招集する。 

▷ 本部長が出張、休暇等による不在又は連絡不能で、特に緊急の意思決定をする場合において
は、下記の順位により、所定の決定権者に代わって意思決定を行う。 

※この場合において、代理で意思決定を行った者は、速やかに所定の決定権者にこれを報告し、
その承認を得る。 

 

●災害対策本部の構成 

 

 

●決定権者の順位 

 

 

 

 

 

本部長 村長 

副本部長 副村長 

構成員 
総務対策班長、民生対策班長、観光産業対策班長 
会計対策班長、船舶対策班長、教育委員長、 
その他本部長が必要と認めるもの 

 

1.村長 2.副村長 3.総務課長 
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4） 本部の廃止 

本部は災害応急対策を一応終了し、又は災害発生のおそれがなくなり本部による対策実施の必
要がなくなったとき解散する。 

5） 本部の設置・解散の通知 

本部を設置又は解散したときは、県、関係機関及び住民に対して次により通知公表するものとす
る。 

▷ 渡嘉敷村防災行政無線による広報 

▷ 県防災行政無線、端末局の活用 

▷ その他、迅速な方法 

6） 各対策班は原則として本部の設置と同時に設置される。但し、災害の種別等により本部長が指示
した班は設置されない。 

7） 本部の組織編成及び所掌事務は、資料編「「渡嘉敷村災害対策本部所掌事務」」に示す。 

 
2．渡嘉敷村防災会議 

村長を会長として、災害対策基本法第 16 条第５項及び渡嘉敷村防災会議条例に基づき組織さ
れ、その所掌事務は渡嘉敷村地域防災計画の作成並びにその実施の推進を図るとともに、災害情報
の収集等をつかさどる。 
1） 本部会議において協議すべき事項は次のとおりとする。 

▷ 災害予防、災害応急対策の実施に関する重要事項。 

▷ その他本部長が必要と認める事項。 
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 配備及び動員計画 

1．配備の指定及び区分 

(1) 本部長は、本部を設置したときは、直ちに配備の規模を指定する。なお必要がある場合は情勢
に応じて変更する。 

(2) 配備は、災害の規模に応じ、おおむね次の基準により第 1 配備から第 3 配備までに区分する。 

 

●配備の基準 

区分 配備時期 配備内容 

第１配備 
（災害対策準備体制） 

1. 気象情報等により「災害の発生が予想される事態」で

あるが災害発生まで、多少の時間的余裕がある場合 

1. 各班の情報担当・及び

連絡担当要員は配置

につく 

2. その他の職員は待機の

態勢をとる 

第２配備 
（災害警戒本部） 

<警戒体制> 

1. 当村域に災害が発生するおそれがあり警戒を要する

場合 
1. 全職員が配置につく 

第３配備 
（災害対策本部） 
<救助・非常体制> 

1. 相当規模の災害が発生した場合 1. 全職員が配置につく 

 

2．配備要員及び指名 

(1) 各班の配備要員は、資料編「渡嘉敷村災害対策本部所掌事務」に記載する。ただし、この配備
要員は災害の実情により、所属の班長において増減することができる。 

(2) 各班長は、災害対策要員のうちから配備の規模に応ずる配備要員をあらかじめ指名しておく。 

(3) 各班長は、必要に応じ最新の配備要員名簿を作成し、総務対策班長に提出する。（配備要員に
異動があった場合は、その都度修正のうえ、総務対策班長に通知する。） 

 
3．動員方法 

(1) 本部長は、気象予警報及び災害発生のおそれのある異常気象等の通報を受けた場合で、大き
な災害が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに本部会議を招集し災害対策要員の配備
指定その他応急対策に必要な事項を決定する。 

(2) 本部会議の招集に関する事務は総務対策班長が行う。 

(3) 総務対策班長は本部が設置され、対策要員の配備規模が決定されたときは、その旨各班長に通
知する。 

(4) 通知を受けた各班長は、直ちに班内の配備要員に対しその旨通知する。 

(5) 通知を受けた配備要員は、直ちに所定の配備につく。 

(6) 各班長は、あらかじめ内部の非常招集系統を確立しておく。なお、非常招集系統については配
備要員名簿に併記し、総務対策班長に提出しておく。 
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●動員方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．非常登庁 

各班の配備体制計画により参集が必要な職員は、勤務時間外及び休日において災害が発生したと
き又は災害が発生するおそれがあることを知ったときは、以後の推移に注意し、すすんで所属長と連
絡をとり、又は通信の途絶により連絡不能の場合は、自らの判断により登庁する。 

また、全職員は、救助・非常体制に対応する災害の発生又は発生するおそれがあることを知ったとき
は、自ら登庁する。 

  

村長（本部長） 

総務対策班長 

報告 配備指示 

各班長等 各班員 

【あらかじめ定めた課内の非常招集系統により伝達】 

動員 動員 

報告 配備要員名簿に
より報告 

（総務課長） （各課長） （各課職員） 
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 気象警報等の伝達計画 

災害の発生又は拡大を未然に防御するため、気象特別警報、気象注意報・警報及び情報等を迅速か
つ的確に伝達し警報等の発表基準、伝達体制の村民に対する周知徹底及び異常現象発見時の措置等
については次により実施する。 

 
1．警報等の種類及び発表基準 

①気象業務法に定める警報等 
▷ 気象注意報等 

▷ 気象警報等 

▷ 気象特別警報等 

▷ 気象情報等 

▷ 地方海上警報 

②水防警報等 
③消防法に定める火災警報等 
④県知事、市町村長が行う警報等 
⑤土砂災害警戒情報 
⑥記録的短時間大雨情報 
⑦竜巻注意情報 
1） 気象業務法に定める警報等 
(1) 気象注意報 

災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報。 

●気象注意報発表基準 

種別 基準 

強風（平均風速） 15m/s 

波浪（有義波高） 2.5ｍ 

高潮（基準面：潮位） 1.3ｍ 

大雨（雨量） 表面雨量指数基準 12 土壌雨量指数基準 109  

洪水（雨量） - 

雷 落雷等により、被害が予想される場合 

乾燥 最小湿度 50％以下で、実効湿度 60％以下 

濃霧（視程） 陸上 100ｍ、海上 500ｍ 

低温 最低気温 5℃以下 

霧 最低気温 5℃以下 
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(2) 気象警報発表基準 
重大な災害の起こるおそれがある場合、その旨を警告して行う予報。 

●気象警報発表基準 

種別 基準 

暴風（平均風速） 25m/s 

波浪（有義波高） 6.0ｍ 

高潮（基準面：標高） 2.0ｍ 

大雨（雨量） 表面雨量指数基準 16 土壌雨量指数基準 156 

洪水（雨量） - 

 

(3) 気象特別警報 
重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合その旨を警告して行う予報。最大級の警戒を呼

びかけて行う。 

また、気象に関する特別警報の発表基準は以下に示す通りとする。 

①数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

②数十年に一度の強度の台風（沖縄地方では、中心気圧 910hPa 又は最大風速 60m/s）により
暴風、高潮、高波、大雨が予想される場合 

●特別警報の概要 

現象の種類 概要 

大雨 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表され

る。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別

警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

数十年に一度の降雨量による大雨特別警報が発表される場合は、災害がすでに発生し

ている状況であり、命を守るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベル５

に相当。 

暴風 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表され

る。 

波浪 
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表さ

れる。 

高潮 
台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいときに発表される。 

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

 

(4) 気象情報 
気象の予報等に関し特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を喚起する場合や、特別警

報・警報・注意の報発中に現象の経過や予想、防災上の留意点等を解説する場合等に発表する。 

気象情報の対象とする現象により、台風に関する情報、大雨に関する情報、記録的短時間大雨
情報、潮位に関する情報等がある。 

なお、台風情報で使用される台風の大きさ等は次のとおりとする。 
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●台風の大きさ等の基準 

台風の大きさ（風速 15m/s 以上の半径） 台風の強さ（最大速度） 

大型   500ｋｍ以上 800ｋｍ未満 
超大型  800ｋｍ以上 

強い     33m/s 以上 44m/s 未満 
非常に強い 44m/s 以上 54m/s 未満 
猛烈な    54m/s 以上 

※上表の基準以外の台風は単に「台風」と表現する。 

(5) 大雨警報・洪水警報の危険度分布等 
警報、注意報や気象情報で災害に対して注意警戒を呼びかける。警報が発表された村域のう

ち、実際に土砂災害や水害発生の危険度が高まっている場所は、危険度分布で色分けして表示
する。 

種類 概要 

大雨警報（土砂災害）の危
険度分布（土砂災害警戒
判定メッシュ情報） 

・大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 1km 四方の
領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

・２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごと
に更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表された
ときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難が必要とされる警戒
レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認する
など、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

大雨警報（浸水害）の危険
度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四
方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、
大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に
確認することができる。 

洪水警報の危険度分布 

・指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその
他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路をお
おむね１km ごとに５段階に色分けして示す情報。 

・３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新してお
り、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認
することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認する
など、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によ
って、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。 

６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に
降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」
について、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系
列で表示したものを、常時 10 分ごとに更新している。 
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(6) 早期注意情報（警報級の可能性） 
５日先までに警報級の現象の可能性が[高]、[中]の２段階で発表される。当日から明日にかけて

は時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（本島中南部など）で、２日先から５日
先にかけては日単位で、週間予報の対象地域と同じ発表単位（沖縄本島地方など）で発表される。 

大雨に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高
める必要があることを示す警戒レベル１である。 

(7) 地方海上警報 
海上の船舶の安全確保を図るため、定められた海域（海上予報区）に対して強風や視程障害等

の現象の実況及び予想（24 時間以内）がある場合、沖縄気象台が発表する。 

ア 地方海上予報区の範囲と細分名称 
▷ 沖縄気象台担当地方海上予報区：沖縄海域（SEA AROUND OKINAWA） 

細分名称：東シナ海南部（SOUTHERN PART OF EAST CHINA SEA） 
沖縄東方海上（SEA EAST OF OKINAWA） 
沖縄南方海上（SEA SOUTH OF OKINAWA） 

 

イ 地方海上警報の種類と発表基準 

地方海上警報の種類 発表基準 

ｶｲｼﾞｮｳｹｲﾎｳﾅｼ 

海上警報なし （英文 NO WARNING) 

警報をする現象が予想されない場合又は継続中

の警報を解除する場合 

ｶｲｼﾞｮｳﾉｳﾑｹｲﾎｳ 

海上濃霧警報 （英文 FOG WARNING） 
濃霧により視程が 500ｍ未満（0.3 ｶｲﾘ未満） 

ｶｲｼﾞｮｳｶｾﾞｹｲﾎｳ 

海上風警報  （英文 NEAR GALE WARNING） 

最大風速が 13.9～17.1m/s 

（28 以上～34 ﾉｯﾄ未満） 

ｶｲｼﾞｮｳｷｮｳﾌｳｹｲﾎｳ 

海上強風警報 （英文 GALE WARNING） 

最大風速が 17.2～24.4m/s 

（34 以上～48 ﾉｯﾄ未満） 

ｶｲｼﾞｮｳﾎﾞｳﾌｳｹｲﾎｳ 

海上暴風警報  (英文 STORM WARNING） 

最大風速が 24.5～32.6m/s 

（48 以上～64 ﾉｯﾄ未満） 

ｶｲｼﾞｮｳﾀｲﾌｳｹｲﾎｳ 

海上台風警報 (英文 TYPHOON WARNING) 
最大風速が 32.7m/s 以上(64 ﾉｯﾄ以上) 

 

  



 

 

 

３-41 

 

 

 

2） 水防警報等 
(1) 代替警報等 

水防活動に資するため水防機関に対して行なわれる水防活動用の注意報・警報は次に定める
注意・警報が発表されたとき、一般の利用に適合する警報・注意報によって代替することができる。 

●水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報の種類及び概要 

水防活動の利
用に適合する警

報・注意報 

一般の利用に
適合する警報・注

意報 
概  要 

水防活動用 
気象警報 

大雨警報又は大雨
特別警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがある（又は著
しく大きい）と予想されたときに発表される 

水防活動用 
津波警報 

津波警報又は津波
特別警報 

（大津波警報の名称
で発表） 

津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害が発生
するおそれがある（又は著しく大きい）と予想されたときに
発表される 

水防活動用 
高潮警報 

高潮警報又は高潮
特別警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な
災害が発生するおそれがある（又は著しく大きい）と予想
されたときに発表される 

水防活動用 
洪水警報 

洪水警報 
大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、重大な災害が
発生するおそれがあると予想されたときに発表される 

水防活動用 
気象注意報 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたと
きに発表される 

水防活動用 
津波注意報 

津波注意報 
津波により沿岸部において災害が発生するおそれがある
と予想されたときに発表される 

水防活動用 
高潮注意報 

高潮注意報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が
発生するおそれがあると予想されたときに発表される 

水防活動用 
洪水注意報 

洪水注意報 
大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、災害が発生す
るおそれがあると予想されたときに発表される 

(2) 水防警報 
水防警報とは洪水波又は高潮等によって災害の発生が予想される場合において国土交通大臣

又は県知事がそれぞれ指定する河川、湖沼又は海岸において水防法に基づき発するものをいう。 

3） 消防法に定める火災警報等 
村長は、消防法の規定により県知事から村域を対象として火災気象通報（乾燥注意報及び強風注

意報等）を受けたとき、又は気象状況が次のように火災の予防上危険であると認めたときは、火災警
報を発令することができる。 

▷ 実効湿度が 60％以下で、最小湿度 50％以下であって最大風速毎秒 7.0ｍを越える見込みの
時。 

▷ 平均風速毎秒 10ｍ以上の風が 1 時間以上連続して吹く見込みのとき。 

 

火災気象通報 

消防法第 22 条の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに気象庁が沖縄
県知事に対して通報し、沖縄県を通じて渡嘉敷村等に伝達される。 
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4） 土砂災害警戒情報 
村長は、土砂災害警戒情報を参考にしつつ、個別の土砂危険箇所の状況や気象状況も合わせて

総合的に判断し、避難勧告等を発令するものとする。 

また、村地域防災計画において、土砂災害警戒区域・危険箇所ごとに、自治会・自主防災組織及
び要配慮者利用施設の管理者等への土砂災害警戒情報の伝達について規定するものとする。 

5） 記録的短時間大雨情報 
気象台は、県内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大

雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)
したときに、府県気象情報の一種として発表する。 

この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害 発生
につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しており、実際に災害発生の危険度が高まってい
る場所が警報の「危険度分布」で確認できる。 

6） 竜巻注意情報 
気象台は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼び

かける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性
が高まった時に、、一次細分区域単位で発表する。なお、実際に危険度が高まっている場所が竜巻
発生確度ナウキャストで確認できる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜
巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を各気象台が受け持つ一次細分区域
単位で発表される。この情報の有効期間は、発表からおおむね１時間である。 

7） 村長が行う警報等 
村長は、災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報

を知ったとき、自ら災害に関する警報をしたときは、渡嘉敷村地域防災計画の定めるところにより、当
該予報・警報・通知に係る事項を関係機関及び村民その他の関係ある公私の団体に伝達しなけれ
ばならない。この場合において必要があると認めるときは、村長は村民その他の関係のある公私の団
体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置等について必要な警報等を行う。 

 

 
2．警報等の発表及び解除等の発表機関 

警報等の発表及び解除は次の機関で行うものとする。 

警報等の種類 発表機関名 

大雨注意報、洪水注意報、強風注意報、波浪注意報、高潮注意報 
濃霧注意報、雷注意報、乾燥注意報、霜注意報、低温注意報 
大雨(土砂災害、浸水害)警報、洪水警報、暴風警報、波浪警報 

高潮警報、大雨特別警報、暴風警報、波浪警報、高潮警報 
記録的短時間大雨情報、竜巻注意情報 

沖縄気象台 

火災警報 村長 

水防警報 国土交通大臣又は県知事 

土砂災害警戒情報 県及び沖縄気象台 
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3．気象警報等の伝達 
1） 気象警報等の伝達 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．災害が発生するおそれのある異常現象発見時の措置 
気象台等の関係機関から発表された予警報等の内容に対応するものを除き、気象、水象あるいは

地象に関し異常現象を発見したものは、災害の拡大を未然にとどめるため、その発見場所、状況、経
過等できるだけ具体的な情報を次により速やかに通報しなければならない。 
1） 通報を要する異常現象 

異常現象とは、おおむね次に掲げる現象をいう。 

  

N T T 西 日 本 

及 び 東 日 本 

一

般

住

民 

 

沖

縄

気

象

台 

第 十 一 管 区 

海 上 保 安 本 部 

Ｎ Ｈ Ｋ 沖 縄 放 送 局 

沖 縄 県 警 察 本 部  関 係 機 関 

関 係 機 関 船 舶 

渡 嘉 敷 村 

消 防 機 関 

関 係 機 関 

各

気

象

官

署 

沖 縄 総 合 事 務 局 関 係 機 関 

報 道 機 関 

陸 上 自 衛 隊 

防 災 情 報 提 供 シ ス テ ム 加 入 機 関 

沖縄県 

（防災危機管理課/総合情報政策課） 

消 防 庁 気

象

庁 

各

防

災

機

関 
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●通報を要する異常現象 

事項 現象 

気象に関する事項 著しく異常な気象現象 強い突風、たつまき、激しい雷雨等 

地象に関する事項 

土砂災害
関係 

土石流 山鳴りがする、川が濁り始める等 

がけ崩れ がけに亀裂が入る、小石がバラバラ落ちて
くる等 

地すべり 地面にひび割れができる等 

地震関係 ひん発地震 
数日間以上にわたり、ひん繁に感ずるよう

な地震 

水象に関する事項 異常潮位、異常波浪 著しく異常な潮位、波浪 

 

2） 異常現象発見者の通報系統図 
 

 

 

 

 

 

3） 異常現象発見時の通報要領 
(1) 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、災害の拡大を未然に防ぐため、その

発見場所、状況、経過等をできるだけ具体的に村長、各担当区域の警察官又は海上保安官に
通報する。 

(2) 通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨を村長に通報する。 
通報を受けた村長は、異常発見者の通報系統図によりその旨を気象庁その他関係機関に通報

するとともに、できるだけその現象を確認し、事態の把握に努める。 

  

発見者 

警察官 

海上保安官 

村長 

沖縄気象台 

村民 

関係機関 



 

 

 

３-45 

 

 

 

 災害通信計画 

気象警報等の伝達、災害情報等の収集、応急対策の指示及び伝達等災害時における通信は、地震・
津波編 第２章の「第４節 災害通信計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施するものとす
る。 
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 災害状況等の収集・伝達計画 

災害状況等の収集・報告は、地震・津波編 第２章の「第５節 災害状況等の収集・伝達計画」に定め
る対策を風水害等の特性をふまえて実施するものとする。 

なお、村は、災害発生時の第１次情報の報告を以下のとおり行う。 

 
1．火災・災害等即報要領の直接即報基準に該当する一定規模以上の火災・災害等について、覚知

後 30 分以内で可能な限り早く、わかる範囲で、国(総務省消防庁)へその一報を報告するものとし、
以後、即報様式に定める事項について、判明したもののうちから、適宜、報告する。 

 
2．消防本部は、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防への通報が殺到した場合は、

その状況を直ちに消防庁及び県に報告する。 
 

3．行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、住民登録や外国
人登録の有無にかかわらず、村の区域（海上を含む。）内で行方不明となった者について、警察等
関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。 

 
4．行方不明者が他の市町村に住民登録や外国人登録を行っていることが判明した場合には、当該登

録地の市町村（外国人のうち、旅行者など外国人登録の対象外の者は外務省）又は県に連絡す
る。 
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 災害広報計画 

災害時における情報及び被害状況等の広報は、地震・津波編 第２章の「第６節 災害広報計画」に
定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

なお、村における災害広報については、村防災計画の定めるところにより行う。具体的には、段階に応
じて以下のような広報を行う。 

また、村は、平成 30 年 7 月豪雨や各地で甚大な被害が発生したことを踏まえ、災害発生の危険度を
直感的に理解し、的確な避難行動を可能にするため、避難に関する情報や防災気象情報等の防災情
報を 5 段階の「警戒レベル」を用い広報を行う。 

 

1.警戒段階（台風等が接近し、大雨や洪水が予想される時期） 

▷ 用語の解説、情報の取得先、住民等のとるべき措置 
▷ 台風・気象情報 
▷ 水位情報（基準水位への到達、堤防高までの水位、排水ポンプの運転状況等） 
▷ 警報 
▷ 災害対策の状況（本部の設置、対策の現況と予定等） 
▷ 被災状況（浸水、道路冠水、土砂災害箇所等） 
▷ 道路・交通状況（渋滞、通行規制等） 
▷ 公共交通機関の運行状況 
▷ ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの案内、二次災害防止措置等） 
▷ 避難情報（準備情報） 

2.初動段階（暴風、浸水、土砂災害が予測される時期） 

▷ 避難情報（避難勧告・指示とその理由、避難所等） 

3.応急段階（暴風、浸水、土砂災害等が収束した時期） 

▷ ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの案内、復旧状況・見込み等） 
▷ 医療機関の状況 
▷ 感染症対策活動の実施状況 
▷ 食料、生活必需品の供給予定 
▷ 災害相談窓口の設置状況 
▷ その他住民や事業所のとるべき措置 
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●警戒レベルと相当情報の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：政府広報オンライン 
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 自衛隊災害派遣要請計画 

災害時における自衛隊の派遣要請は、地震・津波編 第２章の「第７節 自衛隊災害派遣要請計画」
に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 広域応援要請計画 

大規模災害発生時において本村単独では十分な応急措置が実施できない場合の広域応援要請は、
地震・津波編 第２章の「第８節 広域応援要請請計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて行
う。 
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 避難計画 

第１款 避難の原則 
避難の原則は、地震・津波編 第２章 第９節の「第１款 避難の原則」に定める対策を風水害等の特

性をふまえて実施する。 

 
第２款 風水害避難計画 

大雨・洪水等の警報・注意報の発表に伴う対応及び留意事項は、以下のとおりとする。 

なお、避難勧告・避難指示（緊急）、避難誘導、避難者の収容等の事項は、「第１款 避難の原則」によ
るものとする。 

 
1．実施責任者 

風水害から避難するための避難準備・高齢者等避難開始の情報の提供、立退きの勧告、指示及び
住家を失った被災者のための避難所の開設並びに避難所への収容保護の実施者（以下「避難措置
の実施者」という。）は、第１款の「１ 実施責任者」のとおりとする。 

 
2．避難勧告・避難指示（緊急）等の発令 

避難勧告・避難指示（緊急）等の運用については、第１款の「２ 避難勧告等の運用」のとおりとする。 
村は、村風水害避難計画の定めにより、次の点に留意し、浸水想定区域、土砂災害警戒区域・危険

箇所等の住民及び要配慮者関連施設の管理者等に対し、避難勧告・避難指示（緊急）等の発令にあ
たる。 

なお、周囲の状況等により避難することがかえって危険を伴う場合等は、基本法第 60 条に基づき、
居住者等に対して屋内安全確保の安全確保措置を指示することができる。 
1） 全国瞬時警報システム（J－ALERT）等により伝達を受けた大雨・洪水警報、土砂災害警戒情報

等を地域衛星通信ネットワーク及び防災行政無線等により住民等への伝達に努める。 
2） 避難勧告等の判断は、水防法の浸水想定区域については基準水位を、土砂災害警戒区域につ

いては土砂災害警戒情報を参考とする。また、地域の雨量・水位、上流域の雨量、河口部の潮
位、気象台や河川管理者、砂防関係者の助言、現場の巡視報告及び通報等も参考にして、総合
的かつ迅速に行う。 

3） 県、気象台、沖縄総合事務局開発建設部は、村から求めがあった場合、避難勧告等の対象地
域、判断時期等について助言するものとする。 
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●避難勧告等の意味合いと判断の目安 

 

4） 警報、避難勧告等の伝達に当たっては、走行中の車両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣り
人、観光客、漁業従事者等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コミュニティ
ＦＭ放送、携帯電話及びワンセグ等のあらゆる手段の活用を図る。 

5） 避難情報の伝達にあたっては、危険の切迫性に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するなど、
住民等の積極的な避難を喚起するように努める。 

6） 災害対策本部のある本庁舎から、危険区域付近の状況を速やかに把握できない場合を想定し、
危険区域近傍の支所長等が勧告等を行えるように権限を委譲しておく。 

 
3．避難場所 

避難先は、村風水害避難計画で定められた、浸水想定区域や土砂災害警戒区域・危険箇所以外
の安全な場所とする。 

 
4．避難誘導 
1） 住民等の避難誘導 

村風水害避難計画で定められた方法による。 

避難誘導にあたっては、消防団員、警察官及び村職員など、避難誘導や防災対応にあたる者の
安全が確保されることを前提として、要配慮者、観光客、居住外国人を含む避難対象区域内の全て
の者を対象とする。また、予想されるはん濫到達時間や交通規制を考慮するものとする。 

 
5．船舶等の避難（第十一管区海上保安本部） 

第十一管区海上保安本部等は、台風接近等に伴い、港内及び周辺海域の船舶に対し作業等の中
止、港外への避難を呼びかけるとともに、船舶の入港の制限、移動を命ずる等の規制を行う。 

 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急） 

発
令
時
の
状
況 

・要配慮者等、特に避難行動に
時間を要する者が避難行動を
開始しなければならない段階で
あり、人的被害の発生する可能
性が高まった状況 

・通常の避難行動ができる者が
避難行動を開始しなければなら
ない段階であり、人的被害の発
生する可能性が明らかに高まっ
た状況 

・前兆現象の発生や現在の切迫
した状況から、人的被害の発生
する危険性が非常に高いと判
断された状況 

・堤防の隣接地等、地域の特性
等から人的被害の発生する危
険性が非常に高いと判断された
状況 

・人的被害の発生した状況 

住
民
に
求
め
る
行
動 

・要配慮者等、特に避難行動に
時間を要する者は、計画された
避難場所への避難行動を開始
（避難支援者は支援行動を開
始） 

・上記以外の者は、家族等との連
絡、非常用持出品の用意等、避
難準備を開始 

・通常の避難行動ができる者は、
計画された避難場所等への避
難行動を開始 

・避難勧告等の発令後で避難中
の住民は、確実な避難行動を
直ちに完了 

・未だ避難していない対象住民
は、直ちに避難行動に移るとと
もに、そのいとまがない場合は
生命を守る最低限の行動 

判
断
基
準 

【浸水想定区域・土砂災害警戒
区域・土砂災害危険箇所等】 
・大雨警報（土砂災害）（警戒レ
ベル３相当情報[土砂災害]）が発
表されたとき 

【災害共通】 
・災害の前兆がある場合 
【浸水想定区域・土砂災害警戒
区域・土砂災害危険箇所等】 
・土砂災害警戒情報が発表され
たとき 

・災害種別に関わず警戒レベル
4 相当情報が発表されたとき 

【災害共通】 
・切迫した災害の前兆があるとき 

【浸水想定区域・土砂災害警
戒区域・土砂災害危険箇所等】 

・土砂災害警戒情が発表されて
いるなか、緊急的に又は重ねて
避難を促す場合等 

・災害種別に関わず警戒レベル
4 相当情報が発表されたとき 
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6．避難所の開設・収容保護 
浸水や土砂災害等で住家を失った被災者は、避難所に収容する。避難所開設以降の対策は、「第

１款 避難の原則」のとおりとする。 
 

第３款 広域一時滞在 
災害時の広域一時滞在は、地震・津波編 第２章 第９節の「第３款 広域一時滞在」に定める対策を

風水害等の特性をふまえて実施する。 
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 観光客等対策計画 

災害時における観光客等の対策は、地震・津波編 第２章の「第 10 節 観光客等対策計画」に定める対
策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 要配慮者対策計画 

災害時における災害時要援護対策は、地震・津波編 第２章の「第 11 節 要配慮者対策計画」に定
める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 
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 水防計画 

この計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号。以下「法」という｡）第 7 条第 1 項の規定に基づき洪
水、高潮による水災害を警戒し、防御し、これによる被害を軽減するため村内の河川及び海岸等に対す
る水防上必要な事項（監視、警戒、通信連絡、輸送及び水防管理団体相互間の応援並びに水防に必要
な器具、資材施設の整備と運用、避難立退き等）について定める。 

また、水防計画の策定に当たっては、災害時における水防活動従事者の安全確保に配慮するととも
に、必要に応じて河川管理者の協力について水防計画に定め、当該計画に基づく河川に関する情報提
供等水防と河川管理の連携強化に努めるものとする。 

 
1．水防の責任 
1） 水防管理団体（村）の責任（水防法第 3 条） 

村はこの計画に基づき、その区域における水防を十分に果たすべき責任を有する。 

2） 村民の責任（水防法 17 条） 
村民は、常に気象状況、水防状況に注意し、水防管理者(村長)、消防機関の長から水防活動のた

め協力を求められた場合は、直ちにこれに従事しなければならない。 

3） 災害補償（水防法 34 条） 
2)において水防に従事した者が水防に従事したことにより、死亡し、負傷し、若しくは病気にかか

り、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となったとき
は、水防管理団体(村)は、政令で定める基準に従い、条令で定めるところにより、その者又はその者
の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

 
2．水防知識の普及 

水防の知識の普及は、県・水防管理団体(村)において次の方法により行うほか適宜、関係機関の協
力を得て行う。 

水防月間 

５月の水防月間を通して、各機関の協力を得て、村民一般に水防の重要性と水防思想の普及を図り、水
防に対する村民の理解と協力を深める。 

新聞、ラジオ、テレビ、その他一般広報紙等による普及 

▷ ラジオ、テレビ等の放送による普及 
▷ 新聞による普及 
▷ 広報紙その他の刊行物による普及 
▷ その他の方法による普及 

 
3．水防対策本部の設置 

水防に関係のある気象の予報、注意報、警備等により洪水、津波又は高潮のおそれがあり、水防の
必要を認めたときから、その危険が解消するまでの間、村長は渡嘉敷村水防対策本部を総務課に設
置し、水防事務を処理する。 

ただし、渡嘉敷村災害対策本部が設置された場合は、同本部の一環として水防事務の遂行に努め
る。地震による堤防の漏水、沈下等の場合、津波の場合も同様とする。 

水防対策本部の組織は下図のとおりであり、各班の事務分担は渡嘉敷村災害対策本部の所掌事
務に準ずる。 

ただ、総務対策班及び協力班においては次のとおりとする。 
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総務対策班の所掌事務 

▷ 連絡会議に関すること 
▷ 水害に関する気象予警報の受理・伝達に関すること 
▷ 災害情報の受理伝達に関すること 
▷ 水防対策本部の連絡調整に関すること 

協力班 

協力依頼をするときは、下記の事項を明記した文書をもって行うものとする。 
ただし、急を要するときは他の方法でもよい。依頼を受けた班は、速やかに実施する。 
【明記事項】 
▷ 協力を必要とする理由 
▷ 協力内容 
▷ その他必要事項 

 

●渡嘉敷村水防対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

渡嘉敷村水防対策本部 

本部長 

（村長） 

副本部長 

（副村長） 

渡嘉敷村水防対策本部連絡会議 

本部長 副本部長 教育長 

各部長 その他本部長が認めたもの 

船
舶
対
策
班 

（班
長
） 

船
舶
課
長 

観
光
産
業
対
策
班 

（班
長
） 

観
光
産
業
課
長 

総
務
対
策
班 

（班
長
） 

総
務
課
長 

協
力
班 

（班
長
） 

民
生
課
長 

（係
） 

民
生
課 

各
職
員 

協
力
班 

（班
長
） 

教
育
課
長 

（係
） 

教
育
課 

各
職
員 

（係
） 

船
舶
課 

各
職
員 

（係
） 

観
光
産
業
課 

各
職
員 

（係
） 

総
務
課 

各
職
員 

（消
防
団
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4．水防管理者の措置 
水防管理者（村長）は、県水防本部又は土木事務所等から、水防管理者（村長）は、県水防本部又

は土木事務所等から、注意報又は警報等の通知を受けたとき又は自ら必要と認めたときは、直ちに消
防団を水防活動態勢に入らせるとともに管内の状況を県水防本部又は土木事務所長等に報告する。 

 
5．出動 

出動準備 

水防管理者（村長）は、次の場合消防団に対し出動準備をさせる。 
▷ 河川の水位が上昇し、危険が予想され、かつ、出動の必要が予想されるとき。 
▷ 気象状況等から、高潮又は津波の危険が予知されるとき。 

出動 

村長は、次の場合直ちに、消防団をしてあらかじめ定められた計画に従い出動せしめ、警戒配置につか
せ、その旨所轄土木事務所長等に報告するものとする。 
▷ 河川の水位が上昇し、非常事態が予想されるとき。 
▷ 堤防等に異状を発見したとき。 
▷ 象状況により、高潮又は津波の危険が予知され非常事態が予想されるとき。 

 
6．監視及び警戒 

常時監視 

水防管理者（村長)、消防団長は、常時巡視員を設け随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視せしめ、水
防上危険であると認められる箇所があるときは当該河川、海岸堤防等の管理者に連絡して必要な措置を
求めなければならない。 

報告 

水防管理者（村長）は、出動命令したときから水防区域の警戒を厳重にし、特に既住の被害箇所その他特
に重要な箇所を中心として堤防等を巡視し、異常を発見した場合は直ちに水防作業を開始するとともに土
木事務所長等に報告し、土木事務所長等は県水防本部に報告する。 

警戒区域の設定 

水防上緊急の必要がある場合消防団長、消防団員又は関係機関に属する者は警戒区域を設定し水防関
係者以外の者に対してその区域への立入を禁止し、若しくは制限し又はその区域からの退去を命じ、又
はその区域内の居住者又は水防現場にある者をして水防に従事させることができる。 
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7．非常事態の発生と水防作業 

非常事態の発生 

堤防等が決壊し、又はこれに準ずる事態が発生した場合は、村長は直ちにその旨を土木事務所長等及
びその他水防に関係のある機関に通報するとともに被害の拡大を防止する。 

応援 

水防のため、緊急の必要があるとき、村長は他の水防管理者又は消防機関の長に対して応援を求めるこ
とができる。応援を求められた者はできる限り、その求めに応じなければならない。応援のため派遣された
者は、応援を求めた水防管理者の所轄のもとに行動する。 

 
8．避難のための立退き（水防法第 22 条） 
1） 洪水、高潮、津波等により著しく危険が切迫していると認められるときは、法の規定に基づき水防

管理者（村長）は、必要と認める区域の居住者に対し、避難のための立退き、又はその準備を指示
する。 
避難先、避難経路等については警察署長とあらかじめ協議し、住民に周知せしめる等必要な措置

を講じる。また、立退きを指示したときは、速やかに県水防本部にその旨を報告する。 

2） 原則として避難は各自で行うものとし、必要に応じ関係の車両、舟艇等を利用する。 
 

9．費用負担と公用負担（水防第 32 条） 
1） 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。ただし、その水

防管理団体等に対する応援のために要する費用の額及び負担の方法は、応援を求めた水防管
理団体と応援した水防管理団体との協議によって定める。 

2） 公用負担 
(1) 公用負担権限（水防法第 21 条）により、水防のため緊急の必要があるときは水防管理者(村

長)、消防団長は次の権限を行使することができる。 
▷ 必要な土地の一時使用 
▷ 士石、竹木その他の資材の使用及び収用 
▷ 車両、その他の運搬具又は器具の使用 
▷ 工作物、その他の障害物の処分 

 
10．水防解除 

水防管理者（村長）は水位が減じ、警戒の必要がなくなったとき又は、高潮若しくは津波のおそれが
なくなったときは管理区域の水防活動体制を解除し、一般に周知させるとともに土木事務所長等にそ
の旨報告する。 

 
11．水防施設及び水防器具 
1） 水防管理団体(村)は管内における水防を十分に果たす責任を有し、水防活動が円滑に運用され

るよう必要に応じて水防倉庫又は、水防資材の備付場等を設置し必要な水防機材等を準備して
おく。 

2） 土木事務所等は水防管理団体の備蓄水防資機材の不足が生じた場合等緊急事態に対し応援す
るための資機材を準備し、水防上緊急な場合又は水防管理者からの要請があった場合土木事務
所等の判断で使用する。 
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 消防計画 

災害時における消防活動は、地震・津波編 第２章の「第 12 節 消防計画」に定める対策を風水害等
の特性をふまえて実施する。 

 
 救出計画 

災害時における救出活動は、地震・津波編 第２章の「第 13 節 救出計画」に定める対策を風水害等
の特性をふまえて実施する。 

 
 医療救護計画 

災害時における医療救護は、地震・津波編 第２章の「第 14 節 医療救護計画」に定める対策を風水
害等の特性をふまえて実施する。 
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 交通輸送計画 

災害時における交通の確保並びにり災者、応急対策要員及び応急対策物資、資機材の緊急輸送
は、地震・津波編 第２章の「第 15 節 交通輸送計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施
するほか、台風・大雨時は以下の対策を行う。 

 
1．各道路管理者及び県警察は、災害警戒段階から緊密に連携し、それぞれ所管する道路あるいは地

域における道路の巡視、点検を行い、被災状況等を把握するとともに、通行の禁止又は制限に関
する情報を収集する。 
特に、避難勧告等が発表された場合は、避難対象地区の道路の浸水、土砂災害及び倒木等の被

害状況を確認し、村に伝達する。 
 

2．県警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ及び車両感知器等を活
用して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する。 

 
 治安警備計画 

災害時における住民の生命、身体及び財産を保護し、社会秩序の維持を図るための治安警備活動
は、地震・津波編 第２章の「第 16 節 治安維持計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施
する。 

 
 災害救助法適用計画 

救助法に基づく被災害者の救助は、地震・津波編 第２章の「第 17 節 災害救助法適用計画」に定め
る対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 給水計画 

災害のため飲料に適する水を得ることができない者に対する飲料水の供給は、地震・津波編 第２章
の「第 18 節 給水計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 食糧供給計画 

災害時における被災者及び災害応急対策要員に対する食糧の供給は、地震・津波編 第２章の「第
19 節 食糧供給計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 生活必需品供給計画 

被災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、地震・津波編 第２章の「第 20 節 
生活必需品等供給計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 感染症対策、し尿の処理、食品衛生監視及び動物の保護収容計画 

災害時における被災地の感染症対策、保健衛生、し尿処理及び食品衛生監視は、地震・津波編 第
２章の「第 21 節 感染症対策、し尿の処理、食品衛生監視及び動物の保護収容計画」に定める対策を
風水害等の特性をふまえて実施する。 
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 行方不明者の捜索、処理及び埋葬計画 

災害により死亡したと推定される者の捜索、遺体の処理及び埋葬は、地震・津波編 第２章の「第 22
節 行方不明者の捜索及び遺体の収容、処理及び埋葬計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえ
て実施する。 

 障害物の除去・災害廃棄物処理計画 

災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、材木等の障害物の除去及び災害廃棄物処理は、
地震・津波編 第２章の「第 23 節 障害物の除去・震災廃棄物処理計画」に定める対策を風水害等の特
性をふまえて実施する。 

 
 住宅応急対策計画 

住宅の応急修理、応急仮設住宅の確保等は、地震・津波編 第２章の「第 24 節 住宅応急対策計
画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 二次災害の防止計画 

住宅等の応急危険度判定、土砂災害や高潮等の二次災害防止対策は、地震・津波編 第２章の「第
25 節 二次災害の防止計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 教育対策計画 

災害時における応急教育対策は、地震・津波編 第２章の「第 26 節 教育対策計画」に定める対策を
風水害等の特性をふまえて実施する。 

 
 危険物等災害応急対策計画 

危険物等による災害については、地震・津波編 第２章の「第 27 節 危険物等災害応急対策計画」に
定める対策を風水害や大規模事故等の特性をふまえて、関係機関相互の密接な連携のもとに、災害の
種類、規模、態様に応じた迅速かつ的確な災害応急対策を実施する。 
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 海上災害応急対策計画 

船舶の事故や船舶からの大量の石油類等の危険物が海域へ流出し、海上火災その他の海上災害が
発生した場合において、人命及び財産の保護、流出油等の防除及び危険物の特性に応じた消火等の
措置を講じる。 

 
1．連絡調整本部の設置 

海上事故により油等の危険物等が大量流出し、事故の規模や予想される被害の広域性等から応急
対策の調整等を強力に推進するために特に必要があると認められるときは、国に海上保安庁長官を本
部長とする警戒本部が設置される。また、警戒本部が設置された場合は、現地に連絡調整本部が設
置される。 

連絡調整本部は、被害防止のためにとられた措置の概要、応急対策の状況把握及びこれらに関す
る関係機関と警戒本部との連絡調整等を行う。なお、連絡調整本部及びその事務局は、管区海上保
安本部内に設置される。 

 
2．実施機関 
1） 第十一管区海上保安本部 
2） 沖縄総合事務局 
3） 沖縄気象台 
4） 陸上自衛隊第 15 旅団 
5） 海上自衛隊沖縄基地隊 
6） 沖縄県 
7） 沖縄県警察 
8） 渡嘉敷村 
9） 日本赤十字社沖縄県支部 
10） 事故関係企業等 
11） 指定海上防災機関 
12） その他関係機関及び団体 

 
3．海上災害発生時の通報系統 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県災害対策本部 
（県知事が必要と認めた場合） 

連絡 連絡 
通報 

設置 設置 

連絡調整 連絡調整 

設置 

海上災害の発生 
≪発見者及び原因者≫ 

 

第十一管区海上保安本部 関係市町村、消防署 県、警察、その他の関係機関 

村災害対策本部 
（村長が必要と認めた場合） 

海難等対策本部（本部
長が必要と認めた場合） 

国 
(消防庁) 連絡調整本部 

（関係機関職員を派遣して連絡調整を実施） 

必要により災害 

対策要員を派遣 

必要により災害 

対策要員を派遣 
要
員
派

※連絡調整本部
は、国に警 戒本
部が設置されたと
きに設置。 

現地対策本部 
(必要に応じ設置) 

海 上 災 害 応 急 対 策 
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4．第十一管区海上保安本部の実施事項 
第十一管区海上保安本部が実施する災害応急対策は、以下のとおりとする。 

1） 非常体制の確立 
(1) 管内を非常配備とする。 
(2) 大規模海難等対策本部を設置する。 
(3) 通信体制を強化し、必要ある場合は非常無線通信に協力し、通信の確保に努める。 
(4) 巡視船艇・航空機により被害状況調査を実施する。 
(5) 一般船舶の動静を把握し、必要ある場合は避難勧告や出入港の制限等の措置をとる。 

2） 警報等の伝達 
船舶等に対する警報等の伝達は、以下により行うものとする。 

(1) 気象、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報の通知を受けたときは、航行警報、安
全通報、標識の掲揚並びに船艇及び航空機による巡回等により直ちに周知するとともに、必要
に応じ関係事業者に周知する。 

(2) 航路障害物の発生、航路標識の異常等船舶交通の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生を
知ったとき、若しくは船舶交通の制限又は禁止に関する措置を講じたときは、速やかに航行警報
又は安全通報を行うとともに、必要に応じ水路通報により周知する。 

(3) 大量の油の流出等により船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態
の発生を知ったときは、航行警報、安全通報並びに船艇及び航空機による巡回等により速やか
に周知する。 

3） 情報の収集等 
関係機関等と密接な連絡をとるとともに、船艇・航空機等を活用し、積極的に情報収集活動を実施

するものとする。 

4） 海難救助等 
海難救助等を行うに当たっては、災害の種類・規模等に応じて合理的な計画を立て、二次災害防

止等の措置を講ずるものとする。 

その際、救助・救急活動において使用する資機材については、原則として携行するものとするが、
必要に応じて民間の協力を求めることにより、必要な資機材を確保し、効率的な救助・救急活動を行
うものとする。 

5） 緊急輸送 
地震・津波編 第２章第１５節の「３ 緊急輸送」に準じて、迅速かつ積極的に実施するものとする。 

この場合、輸送能力を強化した災害対応型巡視船艇の活用について配慮するものとする。 

6） 物資の無償貸付又は譲与 
物資の無償貸付け若しくは譲与について要請があったとき、又はその必要があると認めるときは、

「海上災害救助用物品の無償貸付又は譲与に関する省令」（昭和 30 年運輸省令第 10 号）に基づ
き、海上災害救助用物品を被災者に対し無償貸し付けし、又は譲与する。 

7） 関係機関等の災害応急対策の実施に関する支援 
関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上にお

ける災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、陸上における救助・救急活動等につい
て支援するものとするほか、医務室を設備しているヘリコプター搭載型巡視船等による支援活動を実
施するものとする。 

8） 流出油等の防除等 
船舶又は海洋施設その他施設から海上に大量の油等が流出したときは、火災、爆発及びガス中
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毒等二次災害の防止を図りながら、防除措置を講ずるものとする。 

なお、流出油等に係る防除作業は、流出した油等の種類及び性状、拡散状況、気象・海象の状況
その他種々の条件によってその手法が異なるので、流出油等の漂流、拡散及び性状の変化の状況
について確実な把握並びに漂流予測に努め、流出油等による影響の評価を踏まえて、状況に応じ
た適切な防除方針を速やかに決定するとともに、関係機関と協力して、初動段階において有効な防
除勢力の先制集中を図り、もって迅速かつ効率的に流出油等の拡散防止、回収及び処理が実施さ
れるよう留意するものとする。 

9） 海上交通安全の確保 
海上交通の安全や緊急輸送を確保するため、船舶交通の整理・制限・禁止及び船舶への情報提

供等の措置を講ずるものとする。 

10） 警戒区域の設定 
第８節の「第１ 避難の原則」に基づき、必要に応じて警戒区域を設定する。 

11） 治安の維持 
海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ巡視船艇等及び航空機により

以下に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 
(2) 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

12） 危険物の保安措置 
危険物の保安については、以下に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 危険物積載船舶については、必要に応じ移動を命じ、若しくは航行の制限又は禁止を行う。 
(2) 危険物荷役中の船舶については、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を行う。 
(3) 危険物施設については、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行う。 

13） 非常措置 
沿岸海域において排出された大量の特定油等により海岸が著しく汚染され海洋環境の保全に著

しい障害を及ぼし、人の健康を害し、財産に重大な損害を与えるおそれがある場合において、緊急
にこれらの障害を防止するため排出油の防除措置を講ずる必要があるときは、油が積載されていた
船舶の破壊、油の焼却、現場付近海域にある財産の処分等の応急非常措置をとるものとする。 

 
5．その他関係機関の実施事項 
1） 沖縄総合事務局の役割 

救援船舶の斡旋並びに海上輸送及び港湾荷役作業の円滑な実施に関する指導及び連絡調整 

2） 陸上自衛隊の役割 
要請又は状況により自らの判断により部隊等を派遣して行う以下の事項 

▷ 遭難者の救護 
▷ 沿岸住民の避難に必要な支援 
▷ 消火及び石油類の流出拡散防止並びに回収処理等の応急活動支援 

3） 海上自衛隊の役割 
要請又は状況により自らの判断により部隊等を派遣して行う以下の事項 

▷ 被害状況の調査 
▷ 遭難者の救出・救護 
▷ 死傷病者の救出・搬送 
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▷ 行方不明者の捜索 
▷ 沿岸住民及び付近船舶の避難に必要な支援 
▷ 人員・物資の輸送等 
▷ 消火及び石油類の流出拡散防止並びに回収処理等の応急活動支援 

4） 県の役割 
▷ 沿岸市町村に対する情報の伝達及び応急対策上必要な指示 
▷ 応急物資の斡旋及び輸送手段の調整 
▷ 自衛隊、地方公共団体に対し応援要請その他の応急措置 
▷ 第十一管区海上保安本部の行う応急対策への協力 
▷ 防除資機材及び消火資機材の整備 
▷ 規模に応じ、災害対策本部等の設置 
▷ 危険物施設に対する措置に関して村長からの要求に基づく指導又は助言 
▷ 災害救助法適用に関する措置 
▷ 的確な情報の収集及び関係機関への連絡通報 
▷ 災害の状況及び監視結果等について適時公表及び事後の可能な限りでの環境への影響の監

視評価の実施 
5） 村及び消防署の役割 
▷ 沿岸住民に対する災害情報の周知、広報 
▷ 沿岸住民に対する警戒区域の設定、火気使用の制限等危険防止のための措置 
▷ 沿岸漂着の可能性のある油及び沿岸漂着油等の防除措置の実施 
▷ 死傷病者の救出、援護（搬送、収容） 
▷ 沿岸及び地先海面の警戒 
▷ 沿岸住民に対する避難の指示及び勧告 
▷ 消火作業及び延焼防止作業 
▷ その他海上保安官署等の行う応急対策への協力 
▷ 防除資機材及び消火資機材の整備 
▷ 事故貯油施設の所有者等に対する海上への石油等流出防止措置の指導 
▷ 漂流油等防除に要した経費及び損失補償要求などの資料作成並びに関係者への指導 

6） 県警察の役割 
▷ 警備艇による油等の流出面パトロール、他船舶又は陸上からの火気、可燃物の投棄等危険行為

の警戒及び取締まり 
▷ 危険防止又は民心安定のための広報活動 
▷ 住民の避難誘導 
▷ 避難地、避難場所、危険箇所等の警戒及び避難路等の確保 
▷ 交通の秩序の維持及び通信の確保 
▷ 人命救助の実施 
▷ 災害情報の収集及び関係機関への伝達 
▷ 海上災害に係る警備実施用資機材の整備の実施 
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▷ 関係防災機関の活動に関する支援 
7） 事故関係機関 
▷ 海上保安官署への事故発生の通報 
▷ 遭難船舶乗組員の救助 
▷ 現場付近の者又は船舶に対し注意喚起を実施 
▷ 必要に応じ、付近住民に避難するよう警告 
▷ 消火活動等消防機関への協力 
▷ 防除資機材及び消火資機材の整備並びに調達 
▷ 災害対策連絡調整本部への責任者派遣 

8） 指定海上防災機関 
▷ 船舶所有者等の利用に供するための油防除資機材の保有及び海上防災のための調査研究等

災害予防の実施 
▷ 海上災害が発生した際、海上保安庁長官の指示又は船舶所有者等の委託を受けて、油防除等

の実施 
▷ 県及び村等の災害復旧にあたっての助言 

9） その他関係機関、団体 
自らの防災対策を講ずるとともに、他の機関から協力を求められた場合及び状況により必要と認め

た場合は、海上保安官署、その他の関係機関の応急対策に協力するものとする。 

 
6．災害復旧・復興対策 

被災地の復旧・復興に当たっては、災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能
な限り迅速かつ円滑に被災者の生活再建を支援できるように、地方公共団体等と連携を図りつつ、次
に掲げる対策を講ずるものとする。 

海洋環境の汚染防止 

地震災害等により発生したがれき等の処理に当たっては、海洋環境への汚染の未然防止又は拡大防止
のため適切な措置を講ずるものとする。 

海上交通安全の確保 

災害復旧・復興に係る工事に関しては、工事作業船等の海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措
置を講じるものとする。 
▷ 船舶交通のふくそうが予想される海域において、必要に応じ船舶交通の整理、指導を行う。 
▷ 広範囲にかつ同時に多数の工事関係者により工事が施工される場合は、工事関係者に対し、工事施

工区域・工事期間の調整等及び事故防止に必要な指導を行う。 
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 在港船舶対策計画 

災害時の在港船舶の安全確保は、地震・津波編 第２章の「第 28 節 在港船舶対策計画」に定める
対策を基本に、高潮や海上警報等の状況ふまえて実施する。 

 

 労務供給計画 

災害時における労務者及び職員等の確保は、地震・津波編 第２章の「第 29 節 労務供給計画」に
定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 

 民間団体の活用計画 

災害時における民間団体（青年団体、女性団体）の編成及び活動は、地震・津波編 第２章の「第 30
節 民間団体の活用計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 

 ボランティア受入計画 

災害ボランティアの募集、受入れ等は、地震・津波編 第２章の「第 31 節 ボランティア受入計画」に
定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 

 公共土木等施設応急対策計画 

災害時における道路及び港湾・漁港施設の応急対策は、地震・津波編 第２章の「第 31 節 公共土
木施設応急対策計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 

 ライフライン等施設応急対策計画 

災害時の電力、ガス、上下水道、通信等の施設の応急対策は、地震・津波編 第２章の「第 33 節 ラ
イフライン等施設応急対策計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 

 農林水産物応急対策計画 

災害時における農産物、林産物、水産物及び家畜の応急対策は、地震・津波編 第２章の「第 35 節 
農林水産物応急対策計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 
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 道路事故災害応急対策計画 

1．発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
1） 多重衝突や道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合、道路管理者は速やかに関

係機関に事故の発生を連絡するとともに、引き続き応急対策の活動状況､対策本部設置状況等を
連絡する。 

2） 村は人的被害の状況を収集し、県へ連絡するとともに、引き続き応急対策の活動状況、対策本部
設置状況、応援の必要性を連絡する。 

3） 県は村から情報を収集するとともに、自らも被害状況を把握し、総務省消防庁・国土交通省及び関
係省庁に連絡する。 

4） 県警察本部は被害に関する情報を把握し、これを警察庁に連絡する。 
 

2．応急活動及び活動体制の確立 
1） 道路管理者は、発災後速やかに災害拡大防止のため必要な措置を講ずるものとする。 
2） 関係機関は､「第２章第１節 組織計画」の定めるところにより、発生後速やかに必要な体制を取る。 

 
3．救助・応急､医療及び消火活動 
1） 道路管理者は村等の要請を受け、迅速かつ的確な救助・救出の初期活動に資するよう協力する。 
2） 村及び県は、救助・救急活動を行うほか､被害状況の早急な把握に努め､必要に応じ、関係機関に

応援を要請する｡ 
3） 救助・救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行するものとする

が、村及び県は必要に応じ民間からの協力等により必要な資材を確保して、効率的な活動を行う。 
 

4．道路､橋梁等の応急措置 
1） 道路管理者は、道路・橋梁・トンネル等に被害が生じた場合は、緊急輸送の確保に必要な道路等

から優先的に、その被害状況に応じて、排土作業、盛土作業、仮舗装作業、障害物の除去作業及
び仮橋の設置等の応急工事により、一応の交通の確保を図る。 

2） 道路管理者及び上下水道・電気・ガス・電話等道路占有施設設置者は、所管以外の施設に被害
が発生していることを発見した場合、当該施設を所有する者に直ちに応急措置を講ずるよう通報す
る。 

3） 道路管理者は、類似の災害の再発防止のために被災箇所以外の道路施設についても点検を行
う。 

4） 県警察本部は、被災現場及び周辺地域並びにその他の地域において、交通安全施設点検を行う
等必要な措置を講ずる。 
 

5．その他 
1） 災害復旧への備え 

道路管理者は円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備
しておくとともに、資料の被災を回避するため複製を別途保存するよう努める。 

2） 再発防止対策 
道路管理者は原因究明のための調査を行い、その結果を踏まえ再発防止対策を実施する。 
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 林野火災対策計画 

林野火災が発生した場合、広範囲の林野の焼失防止及び地域住民等の安全を確保するため、消火
活動等の応急対策を行う。 

 
1．村の活動 
1） 林野火災が発生した場合は、火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害状況等を収集し、

県及び関係機関に通報する。 
2） 直ちに現場に出動し、消火用資機材を活用して消防活動を行う。 
3） 火災現場の偵察又は空中消火活動の必要があると認められるときは、県を通じて、速やかに空中

消火用ヘリコプターの出動を要請するとともに、水利等の確保を行う。 
4） 火災の規模が大きく地元市町で対応できないときは、「沖縄県消防広域応援協定」に基づき、近隣

市町村等に応援を要請する。 
5） 火災の規模、被害状況等から自衛隊の派遣要請が必要と判断した場合は、速やかに県に対して、

災害派遣要請を行うとともに、自衛隊の集結地、自衛隊ヘリコプターの臨時場外離発着場の確保
及び化学消火薬剤等資機材の準備を行う。 

6） 負傷者が発生した場合は、地元医療機関等で医療救護班を組織し、応急措置を施した後、適切
な医療機関に搬送するとともに、被害状況の把握に努める。 

7） 必要に応じて、警察、自主防災組織等の協力を得て、火災現場及びその周辺の住民等の避難誘
導を行う。 
 

2．県の活動 
1） 林野火災が発生した場合は、村等からの情報提供に加え、速やかにヘリコプターによる偵察を関

係機関等に要請する。 
2） 村からの要請に応じて、空中消火等を行うヘリコプターを自衛隊に要請する。 
3） 林野火災の規模、被害状況等から県内の消防力では対応が困難な場合は、消防庁に対し緊急消

防援助隊の派遣、大規模特殊災害時における広域航空消防応援等を要請する。 
4） 島嶼部又は海岸等で火災が発生した場合は、必要に応じて第十一管区海上保安本部へ消火及

び救助・救急活動の応援を要請する。 
 

3．県警本部の活動 
1） 林野火災が発生した場合は、必要に応じて県警ヘリコプター等を活用し、火災状況や被害状況等

の情報を収集し、関係機関等に連絡する。 
2） 必要に応じて、立ち入り禁止区域を設けるとともに、地域住民等の避難誘導等を行う。 
3） 死傷者が発生した場合は関係機関と連携し、救出救助活動を行うとともに、死体の収容、捜索、処

理活動等を行う。 
4） 必要に応じて、火災現場及びその周辺の交通規制を行う。 
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第3章 災害復旧・復興計画 
 公共施設災害復旧計画 

公共施設の災害復旧対策は、地震・津波編 第３章の「第１節 公共施設災害復旧計画」に定める対
策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 

 被災者生活への支援計画 

被災者の災害相談、住宅復旧、融資、見舞金等の支給、税の減免、職業斡旋等は、地震・津波編 第
３章の「第２節 被災者生活への支援計画」に定める対策を風水害等の特性をふまえて実施する。 

 

 中小企業者等への支援計画 

災害時の被災農林漁業者、被災中小企業者に対する融資対策は、地震・津波編 第３章の「第３節 
中小企業者等への支援」に定める対策のほか、風水害等の被害特性をふまえて実施する。 

特に、台風被害では、さとうきび、葉タバコ等の農作物被害が顕著になりやすいことをふまえて復旧を
促進する。 

 

 復興の基本方針 

復興計画やむらづくりは、地震・津波編 第３章の「第４節 復興の基本方針」に定める対策を風水害
等の特性をふまえて実施する。 
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■渡嘉敷村災害対策本部所掌事務 

班 
班 
長 

所掌事務 
班 
員 

配備 
要員 

第１ 
配備 

第2・3 
配備 

総
務
対
策
班 

総
務
課
長 

１．本部会議に関すること。 
２．防災会議その他防災関係機関への連絡及び協力要請に関すること。 
３．気象予警報等の受理及び伝達に関すること。 
４．各班への連絡調整に関すること。 
５．班内の連絡調整に関すること。 
６．被害状況等の収集総括に関すること。 
７．県その他関係機関に対する被害報告に関すること。 
８．本部長及び副本部長の秘書に関すること。 
９．災害見舞い及び視察者への応接に関すること。 
10．被害情報・被害状況及び応急対策状況（救助活動を含む）の住民及び報

道機関への広報に関すること。 
11．災害写真等、災害記録の収録に関すること。 
12．職員の非常召集に関すること。 
13．職員の配置に関すること。 
14．被害者及び物資の輸送に関すること。 
15．職員の輸送に関すること。 
16．村有財産の被害状況の調査収集に関すること。 
17．応急食糧その他生活必需品の調査及び管理に関すること。 
18．被害対策に必要な経費の予算措置に関すること。 
19．各班の分掌事務に関すること。 
20．消防団員の出動要請に関すること。 
21．避難所の設置に関すること。 
22．墓地災害の応急対策に関すること。 
23．行方不明者の捜索に関すること。 
24．その他各班の協力に関すること。 
25．被災者に対する村税の徴収猶予及び滅免に関すること。 
26．避難場所における炊き出し、その他救助活動に関すること。 
27．危険物施設に関すること。 
28．災害復旧・復興に関すること。 
29．報道機関との連絡に関すること。 
30．り災証明書の交付及び被災者生活再建制度に関すること。 

総
務
課
職
員 

３ 全
員 
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班 
班 
長 

所掌事務 
班 
員 

配備 
要員 

第１ 
配備 

第2・3 
配備 

観
光
産
業
対
策
班 

観
光
産
業
課
長 

1. 農地、農業用施設及び農作物等の被害調査及び災害予防対策と復旧事業
に関すること。 

2. 家畜伝染病の防疫に関すること。 
3. 村民有林野の林産物及び林業施設の災害対策及び被害調査に関すること。 
4. 水産物、水産施設及び漁船・漁具の災害対策及び被害調査に関すること。 
5. 高潮対策に関すること。 
6. 畜産の被害調査に関すること。 
7. 漁船、停泊・けい留船舶の安全維持及び被害調査に関すること。 
8. 所管の被害状況及び総務対策班長への報告に関すること。 
9. 土地区画整備事業による施設に対する災害対策及び被害調査に関するこ

と。 
10. 帰宅困難者対策に関すること。 
11. 労務の調達に関すること。 
12. 観光客対応対策に関すること。 
13. 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に関すること。 
14. 村道・県道・橋梁及び海岸施設の災害復旧事業に関すること。 
15. 交通不通箇所及び通行路線に関すること。 
16. 災害時における道路及び橋梁の使用に関すること。 
17. 土木対策の庶務及び連絡調整に関すること。 
18. 堤防・溜池・溝渠・水路の災害応急復旧措置に関すること。 
19. 建築物の災害対策及び災害調査に関すること。 
20. 上下水道施設の維持管理に関すること。 
21. 土木関係災害に対しする警戒巡視に関すること。 
22. 所管の被害状況等の調査収集及び総務対策班長への報告に関すること。 
23. 港湾施設の警戒及び応急対策に関すること。 
24. 公園及び街路樹等の災害対策並びに被害調査に関すること。 

観
光
産
業
課
職
員 

３ 全
員 
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班 
班 
長 

所掌事務 
班 
員 

配備 
要員 

第１ 
配備 

第2・3 
配備 

民
生
対
策
班 

民
生
課
長 

１．主食の確保及び主食配給の特別措置に関すること。 
２．災害救助法の適用に関すること。 

（災害救助法適用に関する県への報告手続） 
３．被服寝具その他生活必需品の給付又は、貸付に関すること。 
４．被災者の給水に関すること。 
５．死体の収容処理及び埋葬に関すること。 
６．義援金品・見舞金品等の配布に関すること。 
７．所管の被害状況調査及び総務対策班長への報告に関すること。 
８．国民健康保険料（税を含む）及び被保険者の一部負担金の滅免に関する

こと。 
９．応急仮設住宅への入居及び管理に関すること。 
10．応急食糧その他生活必需品の配布に関すること。 
11．災害対策に必要な経費の予算措置に関すること。 
12．災害救助活動に協力する諸団体及び日赤、その他医療機関との連絡調整

に関すること。 
13 災害による医療、助産に関すること。 
14．災害時の防疫に関すること。 
15．伝染病その他災害調査及び防疫状況の報告に関すること。 
16．ペット等に関すること。 
17．災害時の塵芥処理に関すること。 
18．災害ボランティアに関すること。 
19．要配慮者に関すること。 
20．被災者の健康管理に関すること。 

民
生
課
職
員 

４ 全
員 

船
舶
対
策
班 

船
舶
課
長 

１．所管の被害状況等の調査収集及び総務班長への報告に関すること。 
２．船舶との連絡調整に関すること。 
３．人員及び物資の輸送に関すること。 
４．帰宅困難者対策に関すること 

船
舶
課
職
員 

３ 全
員 

教
育
対
策
班 

教
育
課
長 

１．所管の被害状況等の調査収集及び総務課長への報告に関すること。 
２．職員の動員・配備及び輸送に関すること。 
３．各学校給食調理場との連絡調整に関すること。 
４．物品調達手続き及び経理に関すること。 
５．教育施設の災害調査及び応急対策に関すること。 
６．避難所開設・運営の協力 
７．児童生徒の避難に関すること。 
８．災害時の教育指導に関すること。 
９．児童生徒に対する学用品等の給与に関すること。 
10．児童生徒の保健及び学校給食に関すること。 
11．社会教育施設の災害対策に関すること。 
12．文化財の被害状況の収集及びその対策に関すること。 

教
育
課
職
員 

５ 全
員 
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■関連例規 

〇渡嘉敷村防災会議条例 

昭和48年10月１日条例第22号 

改正 平成11年12月10日条例第12号 

平成12年３月16日条例第16号 

平成24年６月25日条例第11号 

平成24年９月24日条例第14号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、渡嘉

敷村防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 渡嘉敷村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。 

(4) 前２号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、村長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 沖縄県警察の警察官のうちから村長が任命する者 

(2) 村長がその内部の職員のうちから指名する者 

(3) 渡嘉敷村教育長 

(4) 渡嘉敷村消防団長 

(5) その他特に必要と認め村長が任命する者 

(6) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者 

６ 前項の委員の定数は20人以内とする。 

７ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 
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（専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、沖縄県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関

係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

第５条 防災会議に幹事を置くことができる。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから村長が任命し、又は指名する。 

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。 

（議事等） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、昭和48年10月１日から施行する。 

附 則（平成11年条例第12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年条例第16号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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■渡嘉敷村内の土砂災害警戒区域指定状況 

〇急傾斜地の崩壊 
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〇土石流  
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■資料・様式 

〇村有車両（平成26年4月1日現在） 
  

 

（ 貨 物 車 ） 軽 自 動 車 

（ ダ ン プ ト ラ ッ ク ） 

軽 自 動 車 

（ 乗 用 車 ） 軽 乗 用 車 

（ 貨 物 車 ） 普 通 乗 用 車 

（ ワ ゴ ン 車 ） 

普 通 乗 用 車 

（ ダ ン プ ト ラ ッ ク ） 

貨 物 自 動 車 

（ ス ク ー ル バ ス ） 

自 家 用 バ ス 

ゴ ミ 収 集 車 

（ 介 護 福 祉 車 ） 

普 通 特 殊 車 

（ 水 槽 付 き ） 消 防 車 

（ 資 機 材 登 載 車 ） 

消 防 車 

（ 可 動 式 ポ ン プ 搭 載 ） 

軽 消 防 車 

救 急 車 
計 

総
務

課
（

消
防
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〇災害救助法による救助の程度、方法及び期間 

◇避難所の設置 

項目 一般基準 備考 

対象者 
災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのあ
る者 

 

費用の限度額 １人１日当たり 330 円以内  

救助期間 災害発生の日から７日以内  

対象経費 
避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員雇上
費、消耗器材費、建物等の使用謝金、借上費又は購
入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費 

 

 

主な留意事項 

 あらかじめ指定した避難所でなくても、被災者が避難して実質的に避難所としての機能を
果たした場合は対象。 

 原則として、学校、公民館、福祉センター等の公共施設等を避難所に指定すること。 
 要配慮者向けに福祉避難所（次頁参照）を設置することも可能であること。 
 避難の長期化が見込まれる場合や要配慮者を対象に旅館やホテルを借り上げて、避難所と
することも可能。 

 設置期間の長期化が予測されるときには、その期間、既存の設備の状況及びその利用状況
等を勘案し、衛生管理対策を含めた生活環境の改善策等を速やかに講じること。 

 応急仮設住宅等、被災者の住まいの確保の進捗状況に応じ、避難所の計画的な解消につい
ても、検討すること。 

 在宅で避難生活を送っている被災者に対しても、避難所で配布している、物資・情報等に
ついては避難所に取りに来られた場合は配布すること。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

 

◇福祉避難所の設置 

項目 一般の避難所 福祉避難所 

対象者 
災害により現に被害を受け、又は
受けるおそれのある者 

左のうち、高齢者、障害者、妊産
婦、乳幼児、病弱者等避難所において
何らかの特別な配慮を必要とする者 

費用の限度額 １人１日当たり 330 円以内 
左に加えて、下記対象経費の通常の
実費を加算 

救助期間 災害発生の日から７日以内 災害発生の日から７日以内 

対象経費 

避難所の設置、維持及び管理のた
めの賃金職員雇上費、消耗器材
費、建物等の使用謝金、借上費又
は購入費、光熱水費並びに仮設便
所等の設置費 

左に加えて、 
①おおむね 10 人の対象者に１人の生活

に関する相談等に当たる職員等の
配置経費 

②高齢者、障害者等に配慮した簡易洋
式トイレ等の器物の費用 

③日常生活上の支援を行うために必要
な消耗器材費などを加算できる。 

 

主な留意事項 
 一般の避難所と同様に、あらかじめ指定した福祉避難所でなくても、要配慮者を避難させ
て実質的に福祉避難所としての機能を果たした場合は対象。 

 公的な宿泊施設又は旅館、ホテル等も、発災後に福祉避難所として利用できること。 
 特養、老健等の入所対象者は、緊急入所等介護保険の枠組みで対応し、法の対象ではない
こと。 

 福祉避難所を指定したときは公示し、その施設の情報について、要配慮者を含む関係者等
に周知するとともに、周辺の福祉関係者の十分な理解を得ておくこと。 

 在宅で避難生活を送っている被災者に対しても、避難所で配布している、物資・情報等に
ついては避難所に取りに来られた場合は配布すること。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。                                                                                                                             
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◇応急仮設住宅の供与【建設型応急住宅】 

項目 一般基準 備考 

対象者 
住家が全壊、全焼又は流出した者で
あって、自らの資力では住宅を確保
できない者 

半壊であっても住み続けることが
困難な程度の傷みや避難指示の長期
化が見込まれるなどの全壊相当を含
む（個別協議） 

費用の限度額 １戸当たり平均 5,714,000 円以内  

住宅の規模 
応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体
が地域の実情、世帯構成等に応じて
設定 

プレハブ業界において、単身用
（６坪タイプ）、小家族用（９坪タ
イプ）、大家族用（12坪）の仕様が
設定されていることも考慮する 

集会施設の設置 おおむね 50 戸に１施設設置可 
50 戸未満でも小規模な集会施設の
設置可 

着工時期 災害発生の日から 20 日以内  

救助期間 
完成の日から最長２年（建築基準法
85 条） 

「特定非常災害」の指定がある場
合のみ、１年を超えない期間ごとの
延長が可能 

 

主な留意事項 

 被災者の当面の住まいの確保のため、法の対象外ではあるが、都道府県及び市町村の行政
財産である公営住宅の空き住戸の目的外使用による活用も積極的に図ること。 

 高齢者等、日常生活上特別な配慮を必要とする者が複数いる場合に、老人居宅介護等事業
等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置することができること。 

 「建設型仮設住宅」について、その呼称を「建設型応急住宅」に改める。（令和元年 10 月
公布） 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 
 

◇応急仮設住宅の供与【賃貸型応急住宅】 

項目 一般基準 備考 

対象者 
住家が全壊、全焼又は流出した者で
あって、自らの資力では住宅を確保
できない者 

半壊であっても住み続けることが困
難な程度の傷みや避難指示の長期化
が見込まれるなどの全壊相当を含む
（個別協議） 

費用の限度額 地域の実情に応じた額（実費） 

家賃、共益費、敷金、礼金、仲介
手数料又は火災保険等、民間賃貸住
宅の貸主又は仲介業者との契約に不
可欠なもの 

住宅の規模 
世帯の人数に応じて建設型仮設住
宅で定める規模に準じる規模 

 

着工時期 災害発生の日から速やかに提供  

救助期間 最長２年（建設型応急住宅と同様） 
「特定非常災害」の指定がある場合
のみ、１年を超えない期間ごとの延
長が可能 

 

主な留意事項 

 あらかじめ、民間賃貸住宅の関係団体と協定を結ぶなど、発災後にはただちにそれらの関
係団体と連携が取れる体制を構築しておくことが望ましい。 

 被災者の孤立防止や日常生活の様々な相談対応等に利用できる地域コミュニティ等（集会
施設）を設置できることから、施設を設置する場合の借り上げ経費については、事前に内
閣総理大臣への協議を行うこと。 

 「借上型仮設住宅」について、その呼称を「賃貸型応急住宅」を改める。 
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◇炊き出しその他による食品の給与 

項目 一般基準 備考 

対象者 
避難所に避難している者、住家に
被害を受け、又は災害により現に炊
事のできない者 

 

費用の限度額 １人１日当たり 1,160 円以内 
１人平均かつ３食でという意味であ

る 

救助期間 災害発生の日から７日以内  

対象経費 
主食費、副食費、燃料費、炊飯器・
鍋等の使用謝金又は借上費、消耗器
材費、雑費 

 

 

主な留意事項 

 炊き出し等の給与については、避難所に避難しているからとか、炊事ができない状況にあ
るからというのみで単に機械的に提供するのではなく、近隣の流通機構等も勘案しながら
実施すること。 

 握り飯、調理済み食品、パン、弁当等を購入して支給する場合の購入費は、炊き出しの費
用として差し支えない。 

 避難所等での炊き出しが長期化する場合は、できる限りメニューの多様化、適温食の提
供、栄養バランスの確保等、質の確保について配慮するともに、状況に応じて管理栄養士
等の専門職の活用も検討すること。 

 避難所ではなく、自宅において避難生活をしている方が避難所に炊き出し等の給与を受け
取りに来た場合も対象となる。 

 避難所における避難者以外の職員やボランティア等の食事については、対象とならないこ
と。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

 

◇飲料水の供給 

項目 一般基準 備考 

対象者 
災害により現に飲料水を得ること
ができない者 

 

救助期間 災害発生の日から７日以内  

対象経費 

①水の購入費 
②給水又は浄水に必要な機械又は
器具の借上費、修繕費及び燃料費 

③浄水に必要な薬品又は資材費で
あって、当該地域における通常の
実費 

②機械：自動車、給水車、ポンプ
等器具：バケツ、ポリタンク、
瓶等 

③薬品：ろ水器及び直接浄水する
カルキ等資材：ろ水器に使用す
るフィルター等 

 

主な留意事項 

 災害により現に飲料水を得ることができないかどうかが救助の判断基準であるので、住家
の被害は問わない。 

 避難所等で炊き出しとともに提供するペットボトル等の飲料水は、飲料水の供給ではな
く、炊き出しその他による給与に含める。 

 水道事業者が本来行うべき配水管の修理等や仮配管の設置費は認められない。同様に新た
な水源を開発するボーリング調査や井戸さらいなどに要する費用も対象外である。 

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき供給される生活用
水や防疫目的で使用される資材、薬品等は対象とならない。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 
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◇被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

項目 一般基準 備考 

対象者 

住家が全半壊、全半焼、流失、床
上浸水により、生活上必要な被服、
寝具、その他生活必需品を喪失又は
損傷等により使用することができ
ず、直ちに日常生活を営むのが困難
な者 

 

費用の限度額 別記のとおり 
住 家の被害の程度、被 災時期
（夏・冬）、世帯人数によって基準
額が異なる 

救助期間 災害発生の日から 10 日以内  

対象経費 

①被服、寝具及び身の回り品 
②日用品 
③炊事用具及び食器 
④光熱材料 

①洋服、作業着、下着、毛布、布
団、タオル等 

②石けん、歯みがき、トイレット
ペーパー等 

③炊飯器、鍋、包丁、ガスコン
ロ、茶碗、皿等 

④マッチ等 

 

主な留意事項 

 法による被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与は、現物をもって行うものである
から、現金給付は無論のこと、商品券等の金券によることも認められない。なお、義援金
品の配分等を法外で行う場合はこの限りでない。 

 被服等の給貸与はすべて、世帯単位で行われることから、費用の限度額についても各世帯
ごとで見ていくこととなり、必要な場合は各世帯ごとに費用の限度額に関する特別基準を
設定することとなる。 

 この救助は、見舞制度ではないので、各世帯の被災状況を確認することなく、一律に生活
必需品を同数配布する等の運用は厳に慎むこと。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

 

 

＜別記＞被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に係る救助費用の限度額 

 

◇住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯 

季別 

（※） 

１人世

帯 
2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 

6 人世帯以上 1

人増すごとに加算 

夏季 18,800 円 24,200 円 35,800 円 42,800 円 54,200 円 7,900 円 

冬季 31,200 円 40,400 円 56,200 円 65,700 円 82,700 円 11,400 円 

 

◇住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 

季別 

（※） 
１人世帯 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 

6 人世帯以上 1人

増すごとに加算 

夏季 6,100 円 8,300 円 12,400 円 15,100 円 19,000 円 2,600 円 

冬季 10,000 円 13,000 円 18,400 円 21,900 円 27,600 円 3,600 円 

※ここでいう夏季とは、４月１日から９月３０日までの間をいい、冬季とは、１０月１日から翌

年３月３１日までの間をいう。この季別は災害発生の日をもって決定することとなる。 
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◇医療及び助産【医療】 

項目 一般基準 備考 

対象者 災害により医療の途を失った者 あくまでも応急的な処置である 

医療の実施 

救護班により行うこと。ただし、
急迫した事情がありやむを得ない場
合は、病院又は診療所において医療
（施術）（注）を行うことができ
る。 

（注）あん摩マッサージ指圧師、は

り師、きゅう師、柔道整復師による

施術を含む 

医療の範囲 

①診療、②薬剤又は治療材料の支
給、③処置、手術その他の治療及
び施術、④病院又は診療所への収
容、⑤看護 

 

救助期間 災害発生の日から１４日以内  

対象経費 

救護班：使用した薬剤、治療材
料、破損した医療器具等の修繕費等
の実費病院又は診療所：国民健康保
険の診療報酬の額以内施術者：協定
料金の額以内 

 

 

主な留意事項 
 災害により医療の途を失った者であれば、医療が必要となった理由が災害によるものか否
かは問わない。 

 被災地であっても通常の保険診療等による医療が行われている場合には、法による医療を
実施する必要はない。ただし、災害の影響で当該医療機関が受入可能な患者数をはるかに
超える患者が発生している場合はこの限りでない。 

 患者の経済的要件は問わない。例え経済的に余裕がある者であっても、現に医療を受ける
手段を失っていることに変わりはないからである。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

 

◇医療及び助産【助産】 

項目 一般基準 備考 

対象者 
災害発生の日以前又は以後の７日
以内に分べんした者であって、災害
のため助産の途を失った者 

出産のみならず、死産及び流産を
含み現に助産を要する状態にある者
を含む 

助産の実施 

救護班によって行われることが望
ましいが、出産は一刻を争う場合も
多いので助産師によることも差し支
えない 

 

助産の範囲 

①分べんの介助、 
②分べん前及び分べん後の処置、 
③脱脂綿、ガーゼ、その他の衛生材
料の支給 

 

救助期間 災害発生の日から７日以内  

対象経費 
救護班：使用した衛生材料費等の
実費助産師：慣行料金の100分の 80
以内の額 

 

 

主な留意事項 

 災害により医療の途を失った者であれば、医療が必要となった理由が災害によるものか否
かは問わない。 

 被災地であっても通常の保険診療等による医療が行われている場合には、法による医療を
実施する必要はない。ただし、災害の影響で当該医療機関が受入可能な患者数をはるかに
超える患者が発生している場合はこの限りでない 

 患者の経済的要件は問わない。例え経済的に余裕がある者であっても、現に医療を受ける
手段を失っていることに変わりはないからである。 
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※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

◇被災者の救出 

項目 一般基準 備考 

対象者 

災害のため現に生命もしくは身体
が危険な状態にある者又は生死不明
の状態にある者を捜索し、又は救出
するもの 

 

救助期間 
災害発生の日から３日（72 時間）
以内（死体の捜索の場合は 10 日以
内） 

通常、３日間経過以降は「死体の
捜索」に移行 

対象経費 

舟艇その他救出のための機械、器
具等の借上費又は購入費、修繕費及
び燃料費として当該地域における通
常の実費 

 

 

主な留意事項 

 消防や警察、派遣依頼を受けた自衛隊等による救出活動は、原則として法の対象とならな
い。何となれば、これらの組織は、当該業務をその本務としているとともに、通常自己完
結的に必要な機材や道具等を備えているのが当然だからである。 

 いわゆる通常の避難は救出には含まれない。被災者が能動的に避難しうる状況にある場合
は、法による救出は要しないと考えられるからである。 

 人の救出に限定される。財産はもとより救出される者が大切にしている愛玩具や動物等も
対象とならない。 

 被災した原因は問わない。現に捜索や救出を必要としている以上、その原因が不可抗力に
よるものであろうと、本人の過失によるものであろうと、業務上の事由によるものであろ
うとを問わない。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

 

◇住宅の応急修理「半壊・大規模半壊」 

項目 一般基準 備考 

対象者 

①災害のため住家が半壊（焼）
し、自らの資力では 
応急修理をすることができない者 
②大規模な補修を行わなければ居
住することが困 
難な程度に住家が半壊（焼）した
者 

②いわゆる大規模半壊 

費用の限度額 

居室、炊事場、便所等日常生活に
必要最小限度の部分に対して、１世
帯当たり 595,000 円以内 

・特別基準の設定はなし 

・１世帯当たり平均ではなく各世帯

ごとの基準額 

救助期間 
災害発生の日から１か月以内に完
了 

 

 

主な留意事項 
 この制度の趣旨は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家
に引き続き住むことを目的としたものである。 

 そのため、住家を一時的に失った者に提供される「応急仮設住宅の供与」との併給は制度
上想定されていない。 

 全壊（焼）の場合は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、対象とならな
いが、修理することで居住することが可能な場合は、個別に対象とすることは可能であ
る。（ただし、この場合、応急仮設住宅の供与は不可） 

 借家等は通常はその所有者が修理を行うものであり対象とならないが、事情により所有者
が修理を行わず、居住者の資力をもって修理しがたい場合は、対象となり得る。一方で会
社の寮や社宅、公営住宅等はその所有者が実施すべきであり対象とはならない。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 
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◇住宅の応急修理「一部損壊（準半壊）」（仮称） 

項目 一般基準 備考 

対象者 
災害のため住家が半壊に準じる程
度の損傷を受け、自らの資力では応
急修理をすることができない者 

一部損壊（損害割合が１０％以上２

０％未満） 

費用の限度額 

居室、炊事場、便所等日常生活に
必要最小限度の部分に対して、１世
帯当たり 300,000 円以内 

・特別基準の設定はなし 

・１世帯当たり平均ではなく各世帯

ごとの基準額 

救助期間 
災害発生の日から１か月以内に完
了 

 

 

主な留意事項 

 令和元年１０月２３日公布・施行（令和元年の災害から適用となる。）（令和元年８月の
前線に伴う大雨、令和元年台風第１５号、令和元年台風第１９号を含む） 

 この制度の趣旨は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家
に引き続き住むことを目的としたものであり、大規模半壊、半壊等と考え方は同じであ
る。 

 なお、一部損壊のうち、損害割合が１０％未満の損傷については、対象とならない。 
 借家等は通常はその所有者が修理を行うものであり対象とならないが、事情により所有者
が修理を行わず、居住者の資力をもって修理しがたい場合は、対象となり得る。一方で会
社の寮や社宅、公営住宅等はその所有者が実施すべきであり対象とはならない。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

 

◇学用品の給与 

項目 一般基準 

対象者 

災害により住家の全壊（焼）、流失、半壊（焼）又は床上浸水による喪失
若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある
小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒（幼稚園児、専門学校生、大
学生等は対象外） 

費用の限度額 
①教科書、正規の教材：実費 
②文房具、通学用品及びその他の学用品：小学校児童 4,500 円以内中学校

生徒 4,800 円以内高等学校等生徒 5,200 円以内 

救助期間 
災害発生の日から 
①教科書、教材：１か月以内 
②文房具、通学用品及びその他の学用品：15 日以内 

 

対象経費 

①教科書及び正規の教材 
学校にて有効適切なものとして使用しているワークブック、辞
書、図鑑等 

②文房具 
ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷
き、定規等 

③通学用品 傘、靴、長靴等 

④その他の学用品 
運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、ピアニカ、工
作用具、裁縫用具等 

 

主な留意事項 

 通学途中又は学校や近所の親類宅等で被災した場合なども必要と認められれば支給して差
し支えない。 

 この救助は、見舞制度ではないので、各児童・生徒の被災状況を確認することなく、一律
に教科書や文房具類を同数配布する等の運用は厳に慎むこと。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 
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◇埋葬 

項目 一般基準 備考 

対象者 
災害の際死亡した者を対象に、実

際に埋葬を実施する者に支給 

 

費用の限度額 

１体当たり 

大人（12歳以上）：215,200 円以内

小人（12歳未満）：172,000 円以内 

被災市町村の火葬場が被災で使用

できない等で他の市町村に運ぶ必要

がある等の特殊な事情がある場合に

限る 

救助期間 災害発生の日から 10 日以内  

対象経費 

①棺（付属品を含む） 

②埋葬又は火葬 

（賃金職員雇上費を含む） 

③骨壺及び骨箱 

 

 

主な留意事項 

 法による埋葬は、遺体が発見された後は速やかに遺族等の関係者に遺体を引き渡すのが原
則であり、遺族がいないか、遺族がいても災害による混乱期等のため、その遺族が埋葬を
行うことが困難な場合に実施するものであり、遺族が埋葬を執り行える状況にもかかわら
ず一律に行政で葬儀代を出すような見舞制度ではない。 

 法による埋葬は、災害の混乱期のため埋葬ができないときに行うものであるから、その死
因及び場所の如何は問われず、直接災害のため傷病を受け亡くなった者に限らず病気等で
たまたま亡くなった者も対象となり得るし、災害発生以前に死亡した者であっても埋葬が
行われていない遺体は同様に取り扱って差し支えない。 

 死亡の原因が犯罪等によるとの疑いがある変死体については、ただちに警察署に届けるこ
ととし、法による埋葬は行わないこと。なお、警察当局から所要の措置を経た後に引き渡
された場合は、法による埋葬を行っても差し支えない。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

 

◇死体の捜索・処理 

項目 一般基準 備考 

対象者 
災害の際死亡した者に、死体に関
する処理（埋葬を除く）をする 

通常死体の発見から埋葬に移る過

程において行われる 

費用の限度額 

①死体の洗浄、縫合、消毒等の処
置１体当たり：3,500 円以内 

②死体の一時保存死体一時収容施
設利用時：通常の実費上記が利
用出来ない場合：１体当たり
5,400 円以内（注）ドライアイス
購入費の実費加算可 

③検案：救護班以外は慣行料金 

②既存施設利用の場合は、借上費。
既存施設を利用できない場合
は、賃金職員雇上費及び輸送費 

③救護班の場合は特別の費用は生じ
ない。それ以外の場合も、遺族
等がいる場合は当該遺族等が負
担。 

救助期間 災害発生の日から 10 日以内  

 

主な留意事項 

 遺体が発見された場合は、遺族等の関係者に速やかに遺体を引き渡すべきであるが、遺体
識別や遺体に対する最低限の措置として、泥土又は汚物等を付着したまま放置できないこ
と、原型を止めない程度に変形した遺体をある程度まで修復するため等に、法による死体
の処理として遺体に対して洗浄、縫合、消毒等の処置を行うもの。 

 死体の一時保存は、遺体の身元を識別するため、また、遺族への引渡し又は埋葬までに時
間を要する場合に行うもの。 

 法による死体の処理は、死因及び場所の如何を問わないこと、変死体の場合の対応につい
ては埋葬と同様。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 

※「死体の捜索」については、「（７）被災者の救出」を参照 
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◇障害物の除去 

項目 一般基準 備考 

対象者 

半壊（焼）又は床上浸水した住家

であって、住居又はその周辺に運ば

れた土石、竹木等で一時的に居住で

きない状態にあり、自力では当該障

害物を除去できない者 

雪害の場合は、屋根に積もった雪な

ども放置すれば住家がつぶされるよ

うな場合に対象となる 

費用の限度額 １世帯当たり 137,900 円以内 
対象世帯の市町村内平均で当該金額

以下であれば構わない 

救助期間 災害発生の日から 10 日以内  

対象経費 

スコップその他除去のために必要

な機械、器具等の借上費又は購入

費、輸送費及び賃金職員等雇上費 

 

 

主な留意事項 

 この制度の趣旨は、生活上欠くことのできない場所の障害物を除去することで、元の住家
に引き続き住むことを目的としたものである。 

 そのため、住家を一時的に失った者に提供される「応急仮設住宅の供与」との併給はでき
ない。 

 居室、台所、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所が対象であるが、住家の入口
が閉ざされている場合の玄関回りも対象として差し支えない。 

 障害物の除去は、当面の生活が可能となるように応急的に行うものであり、原状回復を目
的とするものではないので、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象とはならない。 

 住家及びその周辺の障害物の除去が対象であり、道路、河川、農地、学校等住家以外の障
害物については、各管理者が対応すべきものであり、また、災害廃棄物については、各市
町村が対応すべきものである。 

※下線部は特別基準の設定が可能なもの。 
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〇被害状況判定基準 

被害区分 判定基準 

一
人
的
被
害 

死者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが

死亡したことが確実なものとする。 

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 

重傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち、１ケ月以上の治療を要する見込みのものとする。 

軽傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のう

ち、１ケ月未満で治療できる見込みのものとする。 

二 

住
家
の
被
害 

住家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかど

うかを問わない。 

棟数 建造物の単位で１つの建築物をいう。 

主屋より延べ面積の小さい付属物が付着している場合（同一棟でなくと

も、同じ宅地内にあるもので、非住家として計上するに至らない小さな物

置、便所、風呂場、炊事場）は、同一棟と見なす。 

世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。例えば、寄宿舎、下宿その他

これに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいる者について

は、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生

活が別であれば分けて扱うものとする。 

全壊 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、若しくは流失した部分の

床面積が、その住家の延べ面積の 70％以上に達したもの、又は住家の主要

構造部の被害額が、その住家の時価の 50％以上に達した程度のものとす

る。 

半壊 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので具体的に

は損壊部分がその住家の延べ面積の 20％以上 70％未満のもの、又は住家の

主要構造部の被害額がその住家の時価の 20％以上 50％未満のものとする。 

一部破損 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のも

のとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床上浸水 住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂、

竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする 

床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 

三 

非
住
家
被
害 

非住家 住家以外の建物で、他の被害区分に属さないものとする。 

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

公共建物 例えば役所庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物

とする。 

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

非住家被害 全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

四 

田
畑
の

被
害 

田の流失･埋

没 
田の耕土が流失し、または砂利等のたい積のため耕作が不能になったもの

とする。 

畑の流失･埋

没 
田の例に準じて取り扱うものとする。 



 

25 

 

畑の冠水 植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

五 

そ
の
他
の
被
害 

文教施設 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校養護

学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

病院 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条に規定する患者２０人以上の収容

施設を有する病院とする。 

道路 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定する道路のうち、橋

梁を除いたものとする。 

橋梁 道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河川 河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、もしくは準用される河川も

しくはその他の河川またはこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、

水利、床上その他の施設もしくは沿岸を保全するために防衛することを必

要とする河岸とする。 

港湾 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第２条第５項に規定する水域施設、外か

く施設、けい留施設、または港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設と

する。 

砂防 砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設、同法第３条の

規定によって同法が準用される砂防のための施設または同法第３条の２の

規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

水道 上水道または簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点に

おける戸数とする。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

崖くずれ 山崩れ及び崖崩れのうち、人家、道路等に影響を及ぼすものとする。 

船舶被害 ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能にな

ったもの及び流失し、所在不明になったもの、並びに修理しなければ航行

できない程度の被害を受けたものとする。 

通信被害 災害により通話不能になった電話の回線数とする。 

り災世帯 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持でき

なくなった生計を一つにしている世帯とする。 

り災者 り災世帯の構成員とする。 

公立文教施

設 
公共の文教施設とする。 

農林水産業

施設 
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25

年法律第169号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農

業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設とする。 

公共土木施

設 
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）による国

庫負担の対象になる施設をいい、具体的には河川、海岸、砂防施設、林地

荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

その他の公

共施設 
公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、

例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用または公共の用に供す

る施設とする。 

公共施設被

害市町村 
公共文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被

害を受けた市町村とする。 
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農産被害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等

の被害とする。 

林産被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とす

る。 

畜産被害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とす

る。 

水産被害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、魚具、漁船等の被害

とする。 

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とす

る。 
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〇災害即報様式 

災害即報様式第１号        災 害 概 況 即 報 

報告日時 
年   月   日   時  

分 

市町村名  

報告者名  

災害名         （第    報） 

災 

害 

の 

概 

況 

発生場所  発生日時  月  日  時  分 

 

被 

害 

の 

状 

況 

死傷者 

死  傷   

人 
不 明  人 

住 家 

全  壊  

棟 
一部破損  棟 

負 傷 者   

人 
 計   人 

班  壊  

棟 
床上浸水  棟 

＊住家について、激甚被災地は倒壊家屋数の報告でよしとする。 

 

 

 

 

 

 

被害集中地域 … 

 

応
急
対
策
の
状
況 

 

（注） 第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載し

て報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」  

等）記入して報告すれば足りること。） 
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災
害

即
報

様
式

第
２

号
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
被
 
害
 
状
 
況
 
即
 
報
 

市
町

村
名

 
 

区
 

 
分

 
被

 
 

害
 

 
区

 
 

分
 

被
 

 
害

 
災 害 対 策 本 部 設 置 ・ 措 置 状 況 

1
.設

 
置
 

 年
 
月

 
日

 
時
 

分
 

2
.廃

 
止

  
年
 
月

 
日

 
時
 

分
 

3
.避

難
状
況

 

4
.応

援
要
請

の
概
要

 

5
.応

急
措
置

の
概
要

 

6
.救

助
活
動

の
概
要

 

7
.そ

の
他
の

措
置
 

災
害

名
 

報
告

番
号

 

災
害

名
 

第
 

 
 

 
報

 

（
 

 月
 

 日
 

時
現

在
）

 

そ     の     他 

田
 
流

失
・

埋
没

 
h
a 

 
 

公
立

文
教

施
設

 
千
円

 
 

冠
水

 
h
a 

農
林

水
産

業
施

設
 

千
円

 
 

畑
 
流

失
・

埋
没

 
h
a 

公
共

土
木

施
設

 
千
円

 
 

冠
水

 
h
a 

そ
の

他
の

公
共

施
設

 
千
円

 
 

報
告

者
名

 
 

文
教

施
設

 
箇

所
 

 
 

小
計

 
千
円

 
 

病
院

 
箇

所
 

そ  の  他 

農
産

被
害

 
千

円
 

 

区
 

 
分

 
被

 
 

害
 

道
路

 
箇

所
 

 
 

林
産

被
害

 
千

円
 

 

人 的 被 害 

死
者

 
人

 
 

橋
り

ょ
う

 
箇

所
 

 
 

畜
産

被
害

 
千

円
 

 

行
方

不
明

者
 

人
 

 
河

川
 

箇
所

 
 

 
水

産
被

害
 

千
円

 
 

負 傷 者 

重
傷

 
人

 
 

港
湾

 
箇

所
 

 
 

商
工

被
害

 
千

円
 

 

軽
傷

 
人

 
 

砂
防

 
箇

所
 

 
 

 
 

 
住  家  被  害 

全
壊

 

棟
 

 
清

掃
施

設
 

箇
所

 
 

 

世
帯

 
 

崖
く

ず
れ

 
箇

所
 

 
 

災
害
救

助
法

の
適
用

 
有
・
無

 

人
 

 
鉄

道
不

通
 

箇
所

 
 

 
そ

の
他

 
千

円
 

 
消
防
職

員
出

動
延
人

数
 

人
 

 

半
壊

 

棟
 

 
被

害
船

舶
 

隻
 

 
 

被
害

総
額

 
千
円

 
 

消
防
団

員
出

動
延
人

数
 

人
 

 

世
帯

 
 

水
道

 
戸

 
 

 
備     考 

災
害

発
生

場
所

 

 
災

害
発

生
年

月
日
 

 
災

害
の

種
類

概
況
 

 
応

急
対

策
の

状
況
 

 
１

１
９

番
通

報
件
数

 

 
 

・
消

防
、

水
防
、

救
急

・
救
助

等
消

防
機

関
の
活

動
状

況
 

 
 

・
避

難
の

勧
告
・

指
示

の
状
況

 

 
 

・
避

難
所

の
設
置

状
況

 

 
 

・
他

の
地

方
公
共

団
体

へ
の
応

援
要

請
、

応
援
活

動
の

状
況
 

 
 

・
自

衛
隊

の
派
遣

要
請

、
出
動

状
況

 

 
 

・
災

害
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

の
活
動

状
況

 

人
 

 
電

話
 

回
線

 
 

 

一
部

破
損

 

棟
 

 
電

気
 

戸
 

 
 

世
帯

 
 

ガ
ス

 
戸

 
 

 

人
 

 
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
 

箇
所

 
 

 

床
上

浸
水

 

棟
 

 

 
 

 

 

世
帯

 
 

 

人
 

 
 

床
下

浸
水

 

棟
 

 
り

災
世

帯
数

 
世

帯
 

 
 

世
帯

 
 

り
災

者
数

 
人

 
 

 

人
 

 
火 災 発 生 

建
物

 
件

 
 

 

非 住 家 

公
共

建
物

 
棟

 
 

危
険

物
 

件
 

 
 

そ
の

他
 

棟
 

 
そ

の
他

 
件

 
 

 

注
１

 
被

害
額

は
省

略
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 
注

２
 

11
9番

通
報

の
件

数
は

1
0件

単
位

で
、

例
え

ば
約

10
件

､3
0件

､
50

件
（

5
0件

を
超

え
る

場
合

は
多

数
）

と
記

入
す

る
こ

と
。
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〇
災
害
報
告
様
式
 

災
害

報
告

様
式

第
１

号
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
災
 
害
 
確
 
定
 
報
 
告
 

市
町

村
名

 
 

区
 

 
分

 
被

 
 

害
 

 
区

 
 

分
 

被
 

 
害

 
災 害 対 策 本 部 設 置 ・ 措 置 状 況 

1
.設

 
置

 
 年

 
月
 

日
 

時
 

分
 

2
.廃

 
止

  
年

 
月
 

日
 

時
 

分
 

3
.避

難
状

況
 

4
.応

援
要

請
の

概
要
 

5
.応

急
措

置
の

概
要
 

6
.救

助
活

動
の

概
要
 

7
.そ

の
他

の
措

置
 

災
害

名
 

・
 

確
定

年
月

日
 

災
害

名
 

 月
 

 
日

 
 

時
確

定
 

そ     の     他 

田
流

失
・

埋
没

 
h
a 

 
 

公
立

文
教

施
設

 
千
円

 
 

冠
水

 
h
a 

農
林

水
産

業
施

設
 

千
円

 
 

畑
流

失
・

埋
没

 
h
a 

公
共

土
木

施
設

 
千

円
 

 

冠
水

 
h
a 

そ
の

他
の

公
共

施
設

 
千

円
 

 

報
告

者
名

 
 

文
教

施
設

 
箇

所
 

 
 

小
計

 
千
円

 
 

病
院

 
箇

所
 

そ  の  他 

農
産

被
害

 
千
円

 
 

区
 

 
分

 
被

 
 

害
 

道
路

 
箇

所
 

 
 

林
産

被
害

 
千
円

 
 

人 的 被 害 

死
者

 
人

 
 

橋
り

ょ
う

 
箇

所
 

 
 

畜
産

被
害

 
千
円

 
 

行
方

不
明

者
 

人
 

 
河

川
 

箇
所

 
 

 
水

産
被

害
 

千
円

 
 

負 傷
重

傷
 

人
 

 
港

湾
 

箇
所

 
 

 
商

工
被

害
 

千
円

 
 

軽
傷

 
人

 
 

砂
防

 
箇

所
 

 
 

 
 

 
住  家  被  害 

全
壊

 

棟
 

 
清

掃
施

設
 

箇
所

 
 

 

世
帯

 
 

崖
く

ず
れ

 
箇

所
 

 
 

災
害

救
助

法
の

適
用
 

有
・
無

 

人
 

 
鉄

道
不

通
 

箇
所
 

 
 

そ
の

他
 

千
円

 
 

消
防

職
員

出
動

延
人
数

 
人
 

 

半
壊

 

棟
 

 
被

害
船

舶
 

隻
 

 
 

被
害
総
額
 

千
円

 
 

消
防

団
員

出
動

延
人
数

 
人
 

 

世
帯

 
 

水
道

 
戸

 
 

 
備     考 

災
害

発
生

場
所

 

 災
害

発
生

年
月

日
 

 災
害

の
種

類
概

況
 

 消
防

機
関

の
活

動
状

況
 

 そ
の

他
（

避
難

の
勧

告
・

指
示

の
状
況

）
 

人
 

 
電

話
 

回
線

 
 

 

一
部

破
損

 

棟
 

 
電

気
 

戸
 

 
 

世
帯

 
 

ガ
ス

 
戸

 
 

 

人
 

 
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
 

箇
所

 
 

 

床
上

浸
水

 

棟
 

 

 
 

 

 

世
帯

 
 

 

人
 

 
 

床
下

浸
水

 

棟
 

 
り

災
世

帯
数

 
世

帯
 

 
 

世
帯

 
 

り
災

者
数

 
人

 
 

 

人
 

 
火 災 発 生 

建
物

 
件

 
 

 
非 住 家 

公
共

建
物

 
棟

 
 

危
険

物
 

件
 

 
 

そ
の

他
 

棟
 

 
そ

の
他

 
件

 
 

 
 注

１
 

被
害

額
は

省
略

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

注
２

 
11

9番
通

報
の

件
数

は
1
0件

単
位

で
、

例
え

ば
約

10
件

､3
0件

､
50

件
（

5
0件

を
超

え
る

場
合

は
多

数
）

と
記

入
す

る
こ

と
。

 

 



 

30 

 

 
災

害
報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

１
 

公
 
立
 
文
 
教
 
施
 
設
 
被
 
害
 

市
町

村
名

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

学
 

校
 

名
 

位
 

 
置
 

被
 

害
 

程
 

度
 

被
害

金
額
 

備
 

 
 

考
 

 
 

 
千

円
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

注
 

「
位

置
」

欄
は

、
市

町
村

の
字
名

を
記

入
す

る
。
 

 



 

31 

 

  

 
災

害
報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

２
 

農
 
林
 
水
 
産
 
業
 
施
 
設
 
被
 
害
 

市
町

村
名

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

被
 

害
 

施
 

設
 

名
 

位
 

 
置
 

被
 

害
 

程
 

度
 

被
害

金
額
 

備
 

 
 

考
 

 
 

 
千

円
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

注
 

１
．

こ
の

表
は

、
農

林
水

産
業
施

設
災

害
復

旧
事

業
費

国
庫
補

助
の

暫
定

措
置

に
関

す
る
法

律
に

よ
る

補
助

対
象

と
な
る

施
設

に
つ

い
て

記
入

す
る
。
 

 
 

２
．

「
被

害
施

設
名

」
の

欄
は
、

農
地

か
ん

が
い

排
水

施
設
、

農
道

、
林

道
、

漁
港

等
の
名

称
を

記
入

す
る

。
 



 

32 

 

  
 

 

災
害

報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

３
 

公
 
共
 
土
 
木
 
施
 
設
 
被
 
害
 

市
町

村
名

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

管
 

理
 

者
 

（
市

 
町

 
村

）
 

被
 

害
 

施
 

設
 

名
 

位
 

 
置
 

被
 

害
 

程
 

度
 

被
害

金
額
 

備
 

 
 

考
 

 
 

 
 

千
円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 

注
 

１
．

こ
の

表
は

、
公

共
土

木
施
設

災
害

復
旧

事
業

費
国

庫
負
担

法
に

よ
る

国
庫

負
担

の
対
象

と
な

る
施

設
に

つ
い

て
記
入

す
る

。
 

 
 

２
．

「
管

理
者

」
の

欄
は

、
施
設

を
管

理
す

る
国

、
県

、
市
町

村
の

団
体

名
ご

と
に

記
入
す

る
。
 

 
 

 
３

．
「

被
害

施
設

名
」

の
欄
は

、
路

線
名

、
河

川
名

、
港
湾

名
、

橋
り

ょ
う

名
、

砂
防
設

備
等

を
記

入
す

る
。

 



 

33 

 

  
災

害
報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

４
 

そ
 
の
 
他
 
の
 
公
 
共
 
施
 
設
 
被
 
害
 

市
町

村
名

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

管
 

理
 

者
 

（
市

 
町

 
村

）
 

被
 

害
 

施
 

設
 

名
 

位
 

 
置
 

被
 

害
 

程
 

度
 

被
害

金
額
 

備
 

 
 

考
 

 
 

 
 

千
円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 

 



 

34 

 

  
災

害
報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

５
 

農
 
 
産
 
 
被
 
 
害
 

１
．

農
作

物
被

害
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
市

町
村

名

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

農
作

物
等

名
 

総
栽

培
面

積
 

被
害

面
積
 

被
害

減
収

量
 

単
 

価
 

被
害

金
額
 

備
 

 
 

考
 

 
h
a
 

h
a
 

ｔ
 

円
 

千
円
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 
 

 ２
．

施
設

被
害

 
 

被
 

害
 

施
 

設
 

名
 

被
害

数
量
 

被
 

害
 

程
 

度
 

被
害

金
額
 

備
 

 
 

考
 

 
 

 
千

円
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

注
１

．
「

被
害

施
設

名
」

の
欄

は
、
農

林
水

産
業

施
設

以
外

の
施
設

、
例

え
ば

ビ
ニ

ー
ル

ハ
ウ
ス

等
を

記
入

す
る

。
 



 

35 

 

  
災

害
報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

６
 

林
 
 
産
 
 
被
 
 
害
 

１
．

林
産

物
等

被
害

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

市
町

村
名

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

林
 

産
 

物
 

等
 

名
 

被
 

害
 

数
 

量
 

被
 

害
 

金
 

額
 

備
 

 
 

 
 

考
 

 
 

千
円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ２
．

施
設

被
害
 

被
 

害
 

施
 

設
 

名
 

被
 

害
 

数
 

量
 

被
 

害
 

金
 

額
 

備
 

 
 

 
 

考
 

 
 

千
円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
 

１
．

「
林

産
物

等
名

」
の

欄
は
、

木
材

、
薪

炭
、

し
い

た
け
、

竹
、

苗
木

等
林

産
物

名
を
記

入
す

る
。
 

 
 

２
．

「
被

害
施

設
名

」
の

欄
は
、

農
林

水
産

業
施

設
以

外
の
施

設
、

例
え

ば
天

然
林

、
人
工

林
、

苗
畑

等
を

記
入

す
る
。
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災

害
報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

７
 

畜
 
 
産
 
 
被
 
 
害
 

１
．

家
畜

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
市

町
村

名
（
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

家
 

 
畜

 
 

等
 

被
 

害
 

数
 

量
 

単
 

価
 

被
 

害
 

金
 

額
 

備
 

 
 

 
 

考
 

 
 

 
千

円
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 ２
．

施
設

被
害
 

被
 

害
 

施
 

設
 

名
 

被
 

害
 

数
 

量
 

被
 

害
 

程
 

度
 

被
 

害
 

金
 

額
 

備
 

 
 

 
 

考
 

 
 

 
千

円
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

注
 

「
被

害
施

設
名

」
の

欄
は

、
農
林

水
産

業
施

設
以

外
の

施
設
、

例
え

ば
畜

舎
等

を
記

入
す
る

。
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災

害
報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

８
 

水
 
 
産
 
 
被
 
 
害
 

１
．

漁
船

被
害

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

市
町

村
名
（

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

規
 

 
 

模
 

隻
 

 
数
 

被
 

害
 

程
 

度
 

被
 

害
 

金
 

額
 

備
 

 
 

 
 

考
 

ト
ン
 

 
 

千
円
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ２
．

漁
具

被
害

水
産

物
等

被
害

 

種
 

 
 

類
 

被
 

害
 

数
 

量
 

被
 

害
 

金
 

額
 

備
 

 
 

 
 

考
 

ト
ン
 

 
千

円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ３
．

施
設

被
害
 

被
 

害
 

施
 

設
 

名
 

被
 

害
 

数
 

量
 

被
 

害
 

程
 

度
 

被
 

害
 

金
 

額
 

備
 

 
 

 
 

考
 

ト
ン
 

 
 

千
円
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

注
 

１
．

漁
船

被
害

の
「

被
害

程
度
」

の
欄

は
、

滅
失

、
大

破
、
中

破
、

小
破

等
を

記
入

す
る
。
 

 
 

２
．

施
設

被
害

の
「

被
害

施
設
名

」
の

欄
は

、
農

林
水

産
業
施

設
以

外
の

施
設

、
例

え
ば
養

殖
施

設
等

を
記

入
す

る
。
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災
害

報
告

様
式

第
１

号
補

助
表

９
 

商
 
 
工
 
 
被
 
 
害
 

市
町

村
名

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

被
 

害
 

種
 

類
 

被
 

害
 

数
 

量
 

被
 

害
 

金
 

額
 

備
 

 
 

 
 

考
 

 
 

千
円
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 

注
 

「
被

害
種

類
」

の
欄

は
、

店
舗
、

工
業

原
材

料
、

商
品

、
機
械

器
具

等
を

記
入

す
る

。
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災害報告様式第２号 
市町村名（         ） 

災 害 名 

区 分   発生年月日 

        

        

人
的
被
害 

死 者 人        
行 方 不 明 者 人        

負傷者 
重 傷 人        
軽 傷 人        

住 
 

家 
 

被 
 

害 

全 壊 

棟        

世帯        
人        

半 壊 

棟        

世帯        
人        

一 部 破 損 

棟        

世帯        
人        

床 上 浸 水 

棟        

世帯        
人        

床 下 浸 水 

棟        

世帯        
人        

非住家 
公 共 建 物 棟        

そ の 他 棟        

そ 
 

 
 

 

の 
 

 
 

 

他 

田 
流失・埋没 ha        
冠 水 ha        

畑 
流失・埋没 ha        
冠 水 ha        

文 教 施 設 箇所        

病 院 箇所        
道 路 箇所        
橋 り ょ う 箇所        

河 川 箇所        
港 湾 箇所        
砂 防 箇所        

清 掃 施 設 箇所        
崖 く ず れ 箇所        
鉄 道 不 通 箇所        

被 害 船 舶 隻        
水 道 戸        
電 話 回線        

電 気 戸        
ガ ス 戸        
ブ ロ ッ ク 塀 等 箇所        

火災発生 
建 物 件        
危 険 物 件        
そ の 他 件        

り 災 世 帯 数 世帯        
り 災 者 数 人        
公 立 文 教 施 設 千円        

農 林 水 産 業 施 設 千円        
公 共 土 木 施 設 千円        
その他の公共施設 千円        

そ 

の 

他 

農 産 被 害 千円        
林 産 被 害 千円        
畜 産 被 害 千円        

水 産 被 害 千円        
商 工 被 害 千円        
そ の 他 千円        

被 害 総 額 千円        

災害対策本部 
設  置 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分  
解  散 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分  

災 害 救 助 法 適 用 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無  
消防職員出動延人数 人        
消防団員出動延人数 人        

 



 

40 

 

災害即報様式第１号の記入要領 

災
害
の
概
況 

発 生 場 所 

発 生 日 時 
当該災害が発生した具体的地名(地域名)及び日時を記入すること。 

災害種別概況 

風 水 害 
降雨の状況及び河川の氾濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土

石流等の概況 

地 震 
地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概

況 

火 山 噴 火 噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 

その他これらに類する災害の概況 

被 害 の 状 況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的

に記入すること。その際、特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこ

と。 

応急対策の状況 

当該災害に対して、市町村（消防機関を含む。）及び都道府県が講じた

措置について具体的に記入すること。特に、住民に対して避難の勧告・

指示を行った場合には、その日時、範囲、避難者の数等について記入す

ること。 
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災害即報様式第２号の記入要領 

各 被 害 欄 

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただ

し、被害額については、省略することができる。 

なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、ピー

ク時の断水戸数、通信不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入

すること。 

災 害 対 策 本 部 

設 置 の 状 況 

本部設置の有無及び設置の場合においては設置及び廃止の日時を報告

するもとする。 

避 難 の 状 況 

避難の勧告又は指示をした者、対象となった区域及び人員、避難場

所、避難の勧告指示をした日時、避難完了日時、避難の方法その他必

要な事項について報告するものとする。 

応 援 要 請 
応援を要求した市町村、人員、作業内容の概要、期間その他必要な事

項について報告するものとする。 

応 急 措 置 の 概 要 消防、水防その他の応急措置について概要を報告するものとする。 

救 急 活 動 の 概 要 被災者に対する救助活動について概要を報告するものとする。 

備
考
欄 

災害の発生場

所 
被害を生じた市町村名又は地域名 

災害の発生日

時 
被害を生じた日時又は期間 

災 害 の 種 類 

概 況 
台風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過 

消 防 機 関 の 

活 動 状 況 
消防、水防、救急・救助、避難誘導等の活動状況 
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〇災害対策本部証票 

 

 (1) 災害対策本部に従事する者は、左上腕に様式１の腕章をする。 

(2) 災害応急対策に使用する車輌の標示 

災害応急対策に使用する車輌は、当該車輌の全面の視野を妨げない場所に様式２の標示を

する。 

様式１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考 

１文字の色彩は赤色、地の色

彩は白 

２図示の長さの単位は㎝ 

 

様式２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡嘉敷村災害対策本部 

45 

25 

村章 

 

 

 

渡嘉敷村災害対策本部 
５ 

37.5
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〇公用令書様式 

 

公用令書の様式 

様式１ 

従事 

第 号 公用令書 

協力 

住所 

氏名 

従事 

災害対策基本法第71条の規定に基づき、次のとおり を命ずる。 

協力 

年 月  日 

渡嘉敷村長 印 

 

従事（協力）すべき業務 
 

従事（協力）すべき場所 
 

従事（協力）すべき期間 
 

出 頭 す べ き 日 時 
 

出 頭 す べ き 場 所 
 

備 考 
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様式２ 

変更 第 号 公用変更令書 

 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第７１条の規定に基づく公用令書（ 年 月 日第 号） 

にかかる部分を、次のとおり変更したので同法施行令第３４条第１項の規定

により、これを交付する。 

 

年 月 日 

渡嘉敷村 印 

 

変更した処分の内容 

 

 

 

様式３ 

取消 第 号 公用取消令書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第７１条の規定に基づく公用令書（ 年 月 日

第 号）にかかる処分を、取消したので同法施行令第３４条第１項の

規定によりこれを交付する。 

 

年 月 日 

渡嘉敷村長 印 
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〇災害派遣要請要求書様式 
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〇災害派遣撤収要請要求書様式 
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〇り災証明書様式（例） 

  

 

り 災 証 明 願 書 

 

  年  月  日 

 渡嘉敷村長         殿 

申出人  

住 所              

氏 名           

電 話           

 

 

 下記により、り災しましたので証明願います。 

災 害 名  

り 災 年 月 日 令和  年  月  日( ) 午前・午後  時頃 

り 災 場 所  渡嘉敷村 

り 災 物 件  

り災 物件所有者  

り災した物件と願

出 人 と の 関 係 

①占有者   ②管理者   ③所有者 

④その他(                    ) 

被 害 の 程 度 
①全壊   ②大規模半壊   ③半壊   ④床上浸水 

⑤床下浸水  ⑥一部破損  ⑦その他（          ） 

その 他必要事項  

届 出 先 及 び提出

す る 理 由 

①役 場    ②税務署   ③保険会社   ④電信電話会社 

 (ア 固定資産減失手続  イ 減免手続  ウ 保険請求) 

⑤その他(                    ) 

記入方法 

 1.「願出人」欄の住所は、いま住んでおられるところを記入して下さい。 

 2.「り災した場所」欄は、できるだけ詳しく記入して下さい。 

 3.「り災物件と願出人との関係」欄は、該当事項を○で囲み、その他の時は、（ ）内に
詳しく記入して下さい。 

 4.「提出先及び提出する理由」欄は、該当事項を○で囲み、その時は、( )内に詳しく記
入して下さい。 
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渡嘉敷村業務継続計画 

（BCP） 

 

 

 

 

 

令和 2年 2月 
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第１章 業務継続計画の基本的な考え方 

１. 計画の目的 

大規模災害が発生した場合、職員及び庁舎等も被害を受ける。そのような中で、村の役割は災害

応急活動を迅速かつ効率的に行い、村民の生命、生活、財産を保護し、社会経済活動を一刻も早く

元に戻すことが求められる。 

そのために、災害発生時における災害応急対策業務に加え、災害応急活動の進捗や施設等の復

旧状況により順次再開する通常業務のうち、継続又は早期着手の必要がある業務を決めることで著し

く低下する人的・物的資源（職員、庁舎、資機材等）の確保・配分や必要な対策を定め村の果たすべ

き役割を迅速に行えるようにする必要がある。 

本計画は、災害応急対策業務と優先度の高い通常業務（以下「非常時優先業務」という。）の特定

を行い村が実施しなければならない業務を限られた人的・物的資源等を効率的に投入できるよう事前

に必要な措置・対策を講じることによって、大規模災害時においても、適切な業務執務体制を確保す

るための計画である。 

 

２. 計画の位置付け 

渡嘉敷村地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、渡嘉敷村防災会議が策定

する計画であり、渡嘉敷村に係る災害に関し、村民の生命、身体及び財産を守るために村や指定行

政機関等が災害の予防、応急対策及び復旧に関し、実施すべき事項や業務について定めた基本的

な計画である。 

一方、渡嘉敷村業務継続計画は、職員や庁舎等が被災した場合を前提に、村が行うべき非常時優

先業務の継続、早期復旧するために必要な資源の確保、配分等の必要な対策等を事前に検討する

とともに災害時の資源管理や非常時優先業務の目標設定など資源制約が伴う条件下においても非

常時優先業務の実施を確保するための計画である。 

 

■本計画で対象とする業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害時には対応を延期する通常業務 

・災害時においても早期に着手・再開する通常業

務 

通常業務 

・初動対応、応急対策業務 

・優先度が高い災害復旧業務 

・優先度が低い災害復旧業務 

・災害復興業務 

災害応急対策業

務 
・優先度が高い予防業務 

・その他の災害予防業務 

災害予防業務 

渡
嘉
敷
村
業
務
継
続
計
画 

渡
嘉
敷
村
地
域
防
災
計
画 
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■【参考】地域防災計画と業務継続計画との関係 

 地域防災計画 業務継続計画 

作成主体等 

地方防災会議が作成し、都道府県、

市町村、防災関係機関等が実施す
る計画である。 

都道府県又は市町村が作成し、自ら
が実施する計画である（※１）。 

計画の趣旨 

災害対策基本法に基づき、発災時

又は事前に実施すべき災害対策に
係る実施事項や役割分担等を規定

するための計画である。 

発災時に必要資源に制約がある状

況下であっても、非常時優先業務を
目標とする時間・時期までに実施で

きるようにする（実効性の確保）ため
の計画である。 

行政の被災 

行政の被災は必ずしも想定する必
要はないが、業務継続計画の策定

などによる業務継続性の確保等につ
いては計画に定める必要がある（※

２）。 

行政の被災を想定（庁舎、職員、電
力、情報システム、通信等の必要資

源の被災を評価）し、利用できる必
要資源を前提に計画を策定する必

要がある。 

対象業務 

災害対策に係る業務（災害予防、災

害応急対策、災害復旧・復興）を対
象とする。 

非常時優先業務を対象とする（災害

応急対策、災害復旧・復興業務だけ
でなく、優先度の高い通常業務も含

まれる）。 

業務開始目標時

間 

業務開始目標時間は必ずしも定め
る必要はない（一部の地方公共団体

では、目標時間を記載している場合
もある）。 

非常時優先業務ごとに業務開始目

標時間を定める必要がある（必要資
源を確保し、目標とする時間までに、

非常時優先業務を開始・再開す
る）。 

業務に従事する

職員の水・食料等

の確保 

業務に従事する職員の水・食料、トイ

レ等の確保に係る記載は、必ずしも
記載する必要はない。 

業務に従事する職員の水・食料、トイ

レ等の確保について検討のうえ、記
載する必要がある。 

 
※１ ただし、関係事業者やその他の防災関係機関とも連携を図るとともに当該機関等の業務（事業）継続計画との

整合性を確保する必要がある。 
※２ 防災基本計画等への位置付けのほか、地域防災計画の作成の基準となるべき事項を示した消防庁防災業務

計画においては、業務継続計画の策定などによる業務継続性の確保等について地域防災計画に定めるもの
としている。 

 

出典：大規模災害時における地方公共団体の業務継続の手引き 

内閣府（防災担当）平成 28年 2月  
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３. 業務継続計画の基本方針 

大規模災害発生時における本村の責務を全職員が共有し全うするため、以下に示す基本方針に

基づき、業務継続を図るものとする。 

 

 

 

 

 

大規模災害発生時に、村民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめることが責務

であることから、災害応急対策を速やかに実施し、かつ、業務停止による村民生活への影響が大きい

行政サービス（非常時優先業務）について継続・早期着手しなければならない。 

 

 

 

 

大規模災害発生時において、確保可能な資源を最大限に活用し、災害対策本部機能の確立・継

続及び非常時優先業務の着手、継続を図ることが必要である。 

 

 

 

 

 

業務継続力向上のためには、業務継続計画を全庁的な体制で運用し、継続的な改善を加えること

によってレベルアップさせていくことが重要である。そのため、平常時において「業務継続を阻害する

課題の解消」と「業務継続計画の組織への定着化」を推進するものとする。 

 

 

  

大規模災害発生時（特に発災後 72時間）は、村民の生命、身体及び財産の保護のた

め、災害応急対策業務及び非常時優先業務の遂行に全力を挙げる。 
基本方針１ 

災害応急対策業務の実施及び、非常時優先業務の継続に必要な人員の確保及び調

査・電力・通信等の業務執務環境の確保に努める。 
基本方針２ 

想定される大規模災害の発生に備え、平常時から全庁的な取り組みとして、業務継続

力の向上に努める。 
基本方針３ 



 

４ 

 

４. 業務継続計画策定の効果 

大規模災害発生時には、業務量が急激に増大する。被災状況の確認など発災直後から非常に短

い時間に膨大な応急業務が発生し、それらを迅速かつ的確に処理しなければならない。このような状

況下において、業務継続計画を策定することにより非常時優先業務を適切かつ迅速に実施すること

が可能になる。 

具体的には、災害発生直後の混乱で村をはじめとする行政機関が機能不全に陥ることを避け、早

期により多くの業務を実施できるようになる。また、自らも被災者である職員の睡眠や休憩、帰宅など

安全衛生面の配慮の向上も期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：大規模災害時における地方公共団体の業務継続の手引き 
内閣府（防災担当）平成 28年 2月 
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５. 業務継続計画の発動及び解除 

(1) 発動要件 

本計画は、次のいずれかの場合に発動する。 

▷ 村内で震度５強以上の地震が発生し、渡嘉敷村災害対策本部が設置された場合（第３配備） 

▷ 村長が必要と認めた場合 

 

(2) 発動権限者 

発動要件に基づき、本部長が発動の是非について決定するものとする。 

なお、本部長に事故等ある場合は、地域防災計画に定める下記の順位により、代わって意思決定

を行うものとする。 

 

■決定権者の順位 

第１順位 第２順位 第３順位 

村長 副村長 総務課長 

・大規模災害の発生時に迅速かつ的確に業務を実施するためには、職員の確保とともに

指揮命令系統を確立する必要がある。 

・災害対策本部については、本部長である村長が統括する。ただし、村長が不在または

連絡不能の場合は、副本部長の副村長、次に総務課長が本部長の代わりに意思決定を

行う。 

・村長の職務代行者の出張スケジュールが重なる場合などは、その都度代行者を指名

し、職務代行者全員が不在となることのないように努めることとする。 

 

(3) 計画の解除 

本部長は、業務資源の不足等に伴う支障が改善され、安定的な業務継続が可能となった場合は、

本計画の発動解除を宣言する。ただし、各本部員は解除の前であっても災害応急対策業務の進捗

状況に応じ、停止・縮小した通常業務を順次再開させることができるものとする。 
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第２章 前提とする地震と被害想定 

１. 前提とする地震 

本計画の策定にあたっては、地震・津波想定のうち、本村に最も大きな被害があると想定される「沖

縄本島南東沖地震３連動」を前提とする。 

 

(1) 前提とする地震と被害の想定 

１） 震度分布予測 

■震度分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■震度面積割合 

最大値 最小値 平均値 
震度 面積割合 

7 6強 6弱 5強 5弱 4 3以下 

5.8 5.5 5.6 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

 

出典：平成 25年度沖縄県地震被害想定調査；沖縄県 平成 26年 3月 
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２） 津波浸水想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：沖縄県津波浸水想定（平成 27年 3月）～津波防災地域づくりに関する法律に基づく設定～；沖縄県 
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３） 被害想定 

想定項目 沖縄本島南東沖地震３連動 

建物被害 

全壊棟数 （棟） 

揺れ 17 

液状化  13 

土砂災害 3 

津波 317 

地震火災 1  *3 

合計 351  *3 

半壊棟数 （棟） 

揺れ 6 

液状化  1 

土砂災害 6 

津波 12 

合計 25 

人的災害 

死者数 （人） 

建物倒壊  0  *1 

土砂災害 0  *1 

津波  410 *2 

地震火災  0  *3 

ブロック塀  0  *3 
 合計 410 *2 

負傷者数 （人） 

建物倒壊  4  *1 

土砂災害 0  *1 

津波  2,668 *2 

地震火災  0  *3 

ブロック塀  0  *3 

合計 2,672 *2 

重傷者数 （人） 

建物倒壊  2  *1 

土砂災害 0  *1 

津波  908 *2 

地震火災  0  *3 

ブロック塀  0  *3 

合計 909 *2 

軽傷者数 （人） 

建物倒壊  2  *1 

土砂災害 0  *1 

津波  1,761 *2 

地震火災  0  *3 

ブロック塀  0  *3 

合計 1,763 *2 

要救助者数 （人） 
地震  3  *1 

津波  50 *2 

津波に伴う要捜索者数（人） 3,078 *2 

ライフライン被害 

上水道 断水人口 （人） 

直後 714 

1日後 711 

1週間後 687 

1ヶ月後 611 

下水道 支障人口 （人） 

直後 196 

1日後 192 

1週間後 180 

1ヶ月後 174 

電力 停電軒数 （軒） 

直後 543 

1日後 473 



 

９ 

 

想定項目 沖縄本島南東沖地震３連動 

ライフライン被害 

電力 停電軒数 （軒） 
1週間後 461 

1ヶ月後 454 

通信施設 不通回線数 （回線） 

直後 378 

1日後 372 

1週間後 314 

1ヶ月後 309 

都市ガス 支障戸数 （戸） 

直後 0 

1日後 0 

1週間後 0 

1ヶ月後 0 

交通施設被害 

道路 
道路（箇所） 3 

道路施設（箇所） 0 

港湾・漁港 
港湾（箇所） 5 

漁港（箇所） 1 

生活機能支障 物資不足量 

食料（食） 
1～3日 0 

4～7日 3,134  *3 

飲料水(㍑) 
1～3日 4,332 

4～7日 8,386 

 毛布（枚） 919 

災害廃棄物被害（万 t） 
災害瓦礫発生量  3 

津波堆積物発生量 17 

避難者 

避難所内 (人） 

1日後 460 

1週間後 391 

1ヶ月後 191 

避難所外 （人） 

1日後 230 

1週間後 53 

1ヶ月後 447 

災害時要援護者被害（人） 

1日後 12 

1週間後 10 

1ヶ月後 5 

*1 ：冬深夜  

*2 ：夏 12時 

*3 ：冬 18時 

出典：平成 25年度沖縄県地震被害想定調査 
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(2) 村への影響 

沖縄県が想定した被害状況をもとに、渡嘉敷村庁舎等、災害応急対策業務及び非常時優先業務

の遂行に当たり、影響があると想定される被害について、以下に示す。 

 

①庁舎への影響 

庁舎は、耐震設計上問題はないもののまた、津波災害警戒区域内に位置しており、津波を伴う

地震が発生した際には、ガラスの破損や亀裂の発生、天井板、照明器具の落下、書棚の転倒だけ

でなく、1階部分又は 1階、２階部分が浸水することによる破片や書類等が床や廊下に散乱するな

ど防災業務の対応への支障が出ることが想定される。 

また、災害時には庁内の訪問者や職員にも負傷者がでる可能性がある。 

 

 

■被災時の庁内インフラの状況の想定 

庁内インフラ 発災後に発生しうる状況 

電気 停電する。（発電機を稼動し自家発電に切り替える） 

水道 
水供給の停止によって断水する。 

飲料に供することができなくなる。 

ガス ガスの供給が停止する。 

通信 

非常時に優先的に使用可能な電話回線がある。 

庁内放送設備、電話回線が破損する可能性がある。 

（防災行政無線を活用する。） 

 

②庁舎の代替機能の確保 

災害対策本部を設置する本庁舎が被災等により使用できなかった場合は、村内の公共・公益

施設の使用可能性を調査し、使用可能な場所に設置する。 
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(3) 村職員の参集 

①参集体制 

渡嘉敷村地域防災計画では、職員の参集体制を災害の規模に応じ、以下のような配備体制を

とっている。 

 

②配備体制 

区分 参集課・職員 

第
１
配
備 

災
害
対
策
準
備
体
制 

【地震災害】 

 気象庁が、渡嘉敷村で震度４が観測された旨を発表した場合、又は沖縄県

が属する津波予報区のいずれかに津波注意報を発表したとき。 

【風水害等】 

 気象情報等により「災害の発生が予想される事態」であるが災害発生まで、

多少の時間的余裕がある場合 

・各班の情報

担当・及び連

絡担当要員は

配置につく 

・その他の職

員は待機の態

勢をとる 

第
２
配
備
（災
害
警
戒
本
部
） 

<

警
戒
体
制> 

【地震災害】 

 渡嘉敷村に気象業務法に基づく津波警報（注意報を含む）が発表されたの

に伴い、災害に関する情報の収集・伝達等を特に強化して対処する必要が

あるとき。 

 地震又は津波により、村の全域又は一部の地域に災害の発生するおそれ

があり、警戒を要するとき。 

 強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱くても長い間ゆっくりとした

揺れを感じたときで必要と認めたとき。 

 気象庁が、渡嘉敷村で震度５弱を観測された旨発表したとき。 

【風水害等】 

 当村域に災害が発生するおそれがあり警戒を要する場合 

全職員が配置

につく 

第
３
配
備
（災
害
対
策
本
部
） 

<

救
助
・非
常
体
制> 

【地震災害】 

 渡嘉敷村に、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に基づく津波警報が

発表され、かつ重大な災害の発生するおそれがあるとき。 

 地震又は津波により、村の全域又は一部の地域に重大な被害が発生したと

き。 

 村の全域又は一部の地域に、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適

用を要する地震又は津波災害が発生したとき。 

 気象庁が、渡嘉敷村で震度５強以上が観測された旨発表した場合及び沖

縄県が属する津波予報区のいずれかに大津波警報を発表したとき。 

【風水害等】 

 相当規模の災害が発生した場合 

全職員が配置

につく 
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③参集可能人数 

「沖縄本島南東沖地震３連動」が発生した場合には、職員は所属する部署へ全員が参集するこ

とになるが、職員自身やその家族の被災、交通の途絶等の発生により、参集できない人員が出る

可能性もある。 

 

ア）職員の被災状況の想定 

本計画で想定している建物被害は、376棟が全半壊するという想定をしており、割合にする

と 90.2%※1の村内の建物が被災することから、多くの職員自宅、建物の被災が想定される。 

また、死亡者の予測は 410人、負傷者の予測は 2672人となっており、職員が死傷する可

能性がある。 

※1：9棟／417（世帯数ベース） 

 

イ）参集可能職員の想定 

沖縄県地震被害想定調査においては、人的被害の想定は地震発生が冬季深夜を想定し

ているため、勤務時間外に地震が発生した場合を想定する。 

■参集が可能な職員数の設定 

【村内在住の職員】 

 ～1日（24時間） ～2日（48時間） ～3日（72時間） 1週間 

参集対象 全職員 

渡嘉敷村 

（想定） 

村内にほとんどの職員が居住しており、徒歩等

により時間がかかる場合が想定されるもののほ

とんどの職員が参集するものと想定する。 

発災直後の混乱等は

あるものの、参集可能

と想定。 

平成 25年度沖縄県地

震被害想定調査※を考

慮し、多少の死亡・重傷

を想定する。 

※「平成 25年度沖縄県地震被害想定調査」において死者数と負傷者数の合計が、渡嘉敷村内の

住民数を大きく超える 3,082人と想定されている。 

 

【那覇事務所及び船舶乗務員】 

「沖縄本島南東沖地震３連動」が発生した場合、県内の港湾・漁港岸壁等が約 280 箇所が被害を受

けると想定されているため、那覇事務所及び船舶乗務員の参集は難しいことが想定される。 

 

 ～1日（24時間） ～2日（48時間） ～3日（72時間） 1週間 

参集対象 那覇事務所及び船舶乗務員 

渡嘉敷村 

（想定） 

（一社）沖縄県旅客船協会と協力し、被害情報の収集・伝達や物資及び

人員の輸送等の「那覇港港湾事業継続計画」に基づいた避難支援を行う

ことが想定される。 

多少の死亡・重傷を想

定するが、ほとんどの職

員が参集するものと想

定する。 
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④課題と対策 

夜間及び休日に発災した場合においては、村内に居住しているため全員の参集は可能である

が、村外に出かけている職員もいる可能性があり、初動時に従事可能な職員数が不足することが

想定されるため、可能な限り対応できる体制をとる必要がある。 

また、那覇に在住している職員においては、自身が沖縄本島内に滞在している村の職員として

可能な限りの対応が必要である。 

不足する人員に対しては、次のような応援体制を構築する。 

・各部局内において、部局内の応援体制を整備する。必要があれば、部局外からの応援体制も

整備する。 

・避難所の運営等全庁的な応援体制を整備する。 

・他自治体等からの応援職員の協力体制を構築する。 
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第３章 業務継続計画の内容 

１. 非常時優先業務とは 

非常時優先業務は、大規模災害発生後、優先的に実施すべき業務のことを指し、「災害応急対応

業務」と「優先通常業務」の２つに分類される。 

「災害応急対応業務」は、渡嘉敷村地域防災計画に定めている災害対策本部の所掌事務とした。 

「優先通常業務」は、各課の通常業務のうち災害時であっても村民の生命、身体及び財産の保護

並びに社会経済活動を維持する観点から選定した業務継続の優先度が高い通常業務とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：大規模災害時における地方公共団体の業務継続の手引き 

内閣府（防災担当）平成 28年 2月 
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２. 業務開始目標時間と対応目標 

非常時優先業務の選定においては、村民の生命、身体、財産を守る観点から、「発災後のいつ頃

の時期までに非常時優先業務を開始・再開すべきか」を考慮し、発災後の時間軸を下表の通り５つの

フェーズに区分し、フェーズ毎に目標を設定した。 

 

■非常時優先業務の考え方 

フェーズ 
業務開始 

目標時期 
実施すべき業務の考え方 

フェーズ１ 
発災直後～ 

3時間 

・災害応急対策業務の根幹となる体制の立ち上げ 

・救命・救助に係る活動の開始 

・被害状況の把握 

・その他、発災後速やかに対応すべき業務 

フェーズ 2 発災～１日 
・初動業務に着手した後、速やかに開始する必要のある業務 

（避難者の生活関連のものが多く充当） 

フェーズ 3 発災～3日 

・救出・救護等を優先する「生命維持の限界ともいわれる 72時間」

の間でも実施すべき業務 

・他の業務の前提となる行政機能の回復 

（この段階までは、災害応急対策業務が中心） 

フェーズ 4 発災～2週間 

・村民の生活再建など、業務資源が確保できない期間でも、実施

すべき業務 

・法令等の規定により、この時期に実施が必要な業務 

フェーズ 5 
以降 

（概ね 1ヶ月） 

・徐々に資源が確保される中で、優先度がある程度高い業務 

・法令等の規定により、この時期に実施が必要な業務 
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３. 非常時優先業務の選定結果 

本村における全所掌事務（通常及び災害時含む）455業務のうち、概ね 2週間以内に着手する必

要のある非常時優先業務は全体で 230業務となり、そのうち災害応急対応業務は 89業務、優先通

常業務は 141業務を選定した。 

 

■通常の所掌業務 

部署 
発災後事務開始目標時間 

３時間後 １日後 ３日後 ２週間後 以降 

総務課 9 4 0 0 57 

民生課 25 3 3 5 36 

観光産業課 29 3 1 7 74 

会計課 2 0 0 5 6 

船舶課 18 0 0 0 8 

教育課 13 2 0 5 21 

議会事務局 7 0 0 0 22 

合計 103 12 4 22 224 

 

■災害時応急業務              

部署 
発災後事務開始目標時間 

３時間後 １日後 ３日後 ２週間後 以降 

総務課 16 4 3 6 1 

民生課 5 11 1 3 0 

観光産業課 15 6 3 0 0 

会計課 0 0 0 0 0 

船舶課 2 2 0 0 0 

教育課 8 1 0 3 0 

議会事務局 0 0 0 0 0 

合計 46 24 7 12 1 

 

 

■通常の所掌事務と災害時応急業務を含めた発災後業務開始目標時期 

部署 
発災後事務開始目標時間 

３時間後 １日後 ３日後 ２週間後 以降 

総務課 25 8 3 6 58 

民生課 30 14 4 8 36 

観光産業課 44 9 4 7 74 

会計課 2 0 0 5 6 

船舶課 20 2 0 0 8 

教育課 21 3 0 8 21 

議会事務局 7 0 0 0 22 

合計 149 36 11 34 225 
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２週間後 

 

以降 

 

３時間後 

 

１日後 

 

３日後 

 

7.5％ 
2.4％ 

7.9％ 

32.7％ 

49.5％ 

通常の所掌事務と災害時の所掌事務を含めた発生後業務開始目標時期 
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総務課の日常の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

庶務係 

1 完結文書の整理保管に関すること。     〇 

2 議会に関すること。     〇 

3 条例、規則等の審査及び広告式に関すること。      〇 

4 公印の保管に関すること。               〇 

5 行政不服審査及び訴訟に関すること。     〇 

6 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。     〇 

7 村有財産の管理及び庁内取締りに関する.こと。  〇     

8 宿日直の割当てに関すること。     〇 

9 交通安全及び車両の検査に関すること。  〇    

10 選挙管理委員会に関すること。          〇 

11 出勤簿等の整理保存に関すること。  〇    

12 防犯等に関すること。  〇    

13 村長の日程調整に関すること。     〇 

14 他の係に属さない一般行政事務に関すること。 〇     

企画係 

1 重要な企画及び総合調整に関すること。     〇 

2 村の総合計画に関すること。        〇 

3 統計に関すること(国調、離島)。     〇 

4 陳情、請願の処理に関すること。     〇 

5 公平委員会に関すること。     〇 

6 消防防災に関すること。     〇 

7 救急業務に関すること。 〇     

8 儀式及び外部との交際に関すること。     〇 

9 離島・過疎振興に関すること。     〇 

10 沖縄振興特別推進市町村交付金に関すること。     〇 

財政係 

1 財政計画に関すること。     〇 

2 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。      〇 

3 地方交付税に関すること。     〇 

4 村債に関すること。     〇 

5 過疎・辺地に関すること        〇 

6 沖縄振興特定事業推進費補助金に関すること     〇 

7 その他財政に関すること。     〇 

給与係 

1 給与及び報酬に関すること。      〇 

2 職員の共済に関すること。     〇 
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3 職員互助会に関すること。     〇 

4 退職手当に関すること。     〇 

5 年末調整に関すること。     〇 

6 公務災害に関すること。 〇     

7 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。 〇     

税政係 

1 法定普通税に関すること。       〇 

2 法定普通税の課税台帳の調整及び保管に関すること。      〇 

3 法定普通税の賦課資料の収集及び調査に関すること。     〇 

4 国税、県税の委託事務に関すること。     〇 

5 普通交付税の基確数値に関すること。     〇 

6 村営住宅の管理に関すること。 〇     

7 所得証明等に関すること。     〇 

8 軽自動車税に関すること。     〇 

9 環境協力税に関すること。     〇 

10 ふるさと納税に関すること。         〇 

11 固定資産税の納付・徴収に関すること。     〇 

土地係 

1 固定資産税の賦課に関すること。     〇 

2 固定資産税の評価に関すること。     〇 

3 固定資産税の賦課資料の収集及び調査に関すること。     〇 

4 固定資産税台帳並びに土地及び家屋名寄帳に関すること。     〇 

5 土地の図面整備に関すること。     〇 

6 土地測量及び隣接地主との境界に関すること。     〇 

7 土地家屋の登記に関すること。     〇 

8 資産証明等に関すること。     〇 

9 普通交付税の基礎数値に関すること。     〇 

10 公共施設事業の用地に関すること。(登記)     〇 

11 土地開発公社に関すること。     〇 

12 村営住宅の修理に関すること。 〇     

13 公共工事の入札及び契約に関すること。     〇 

14 渡嘉敷村総合管理計画に関すること。     〇 

15 沖縄離島活性化推進事業に関すること。     〇 

総務係 

1 人権擁護及び行政相談に関すること。 〇     

2 婦人間題及び青少年健全育成に関すること。  〇    

3 国勢調査及び離島続計調査に関すること。     〇 

4 広報に関すること。 〇     

5 村政要覧に関すること。     〇 

6 公文書の収受及び発送に関すること。     〇 
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総務対策班の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

1 本部会議に関すること。 〇         

2 
防災会議その他防災関係機関への連絡及び協力要請に関
すること。 

〇         

3 気象予警報等の受理及び伝達に関すること。 〇         

4 各班への連絡調整に関すること。 〇         

5 班内の連絡調整に関すること。 〇         

6 被害状況等の収集総括に関すること。 〇         

7 県その他関係機関に対する被害報告に関すること。 〇         

8 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 〇         

9 災害見舞い及び視察者への応接に関すること。       〇   

10 
被害情報・被害状況及び応急対策状況（救助活動を含む）の
住民及び報道機関への広報に関すること。 

      〇   

11 災害写真等、災害記録の収録に関すること。     〇     

12 職員の非常召集に関すること。 〇         

13 職員の配置に関すること。 〇         

14 被害者及び物資の輸送に関すること。   〇       

15 職員の輸送に関すること。   〇       

16 村有財産の被害状況の調査収集に関すること。 〇         

17 応急食糧その他生活必需品の調査及び管理に関すること。   〇       

18 被害対策に必要な経費の予算措置に関すること。         〇 

19 各班の分掌事務に関すること。 〇         

20 消防団員の出動要請に関すること。 〇         

21 避難所の設置に関すること。 〇         

22 墓地災害の応急対策に関すること。     〇     

23 行方不明者の捜索に関すること。 〇         

24 その他各班の協力に関すること。 〇         

25 被災者に対する村税の徴収猶予及び滅免に関すること。       〇   

26 避難場所における炊き出し、その他救助活動に関すること。   〇       

27 危険物施設に関すること。     〇     

28 災害復旧・復興に関すること。       〇   

29 報道機関との連絡に関すること。       〇   

30 り災証明書の交付及び被災者生活再建制度に関すること。       〇   
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民生課の日常の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

環境係 

1 環境企画、環境保全に関すること。     〇 

2 災害援護資金に関すること。(救助法は総務課)    〇  

3 空き地等の環境美化に関すること。     〇 

4 行旅死亡人に関すること。     〇 

国保係 

1 国民健康保険に関すること。     〇 

2 国民健康保険運営協議会に関すること。      〇 

3 国民年金に関すること。     〇 

戸籍係 

1 戸籍事務に関すること。     〇 

2 住民基本台帳事務に関すること。    〇  

3 身分証明及びその他の証明に関すること。     〇 

4 印鑑登録及び証明.に関すること。     〇 

5 在留関連事務に関すること。    〇  

6 人口移動統計に関すること。     〇 

7 犯歴に関すること。     〇 

8 人口動態に関すること。     〇 

9 援護法に関すること。     〇 

10 埋葬、 火葬の許可に関すること。  〇    

11 旅券事務に関すること。                   〇 

12 税番号制度に関すること。     〇 

13 弔慰金の業務に関すること。     〇 

介護保険係 

1 介護保険に関すること。     〇 

2 後期局齢者医療特別会計に関すること。     〇 

3 老人保護措置費に関すること。     〇 

4 地域包括支援センターに関すること。 〇     

5 高齢者生活福祉センターに関すること。 〇     

6 渡嘉敷村社会福祉協議会に関すること。 〇     

7 老人福祉に関すること。 〇     

8 民生委員・児童委員に関すること。     〇 

9 消費者行政に関すること。     〇 

10 離島住民割引運賃カードに関すること。     〇 

福祉係 

1 障害者福祉に関すること。 〇     

2 特別児重扶養手当、特別障害者手当に関すること。     〇 
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3 渡嘉敷理容館・阿波連生活館の管理に関すること。 〇     

4 ファミリーサポートセンターに関すること。 〇     

5 保育所の業務に関すること。 〇     

6 生活保護に関すること。     〇 

7 慰霊祭に関すること。     〇 

8 離島住民割引運賃カードに関すること。     〇 

保健係 

1 小児、母子保健事業に関すること。 〇     

2 住民健診、がん検診に関すること。     〇 

3 保健衛生の業務に関すること。                      〇     

4 予防接種に関すること。    〇  

5 医科・歯科診療に関すること。             〇     

6 
こども医療費助成、 母子及び父子家庭医療費助成に関する
こと。 

    〇 

7 保健師業務に関すること。 〇     

8 赤十字募金に関すること。     〇 

9 児童手当、児童扶養手当に関すること。     〇 

10 動物愛護、狂犬病予防対策に関すること。  〇    

保健師 

1 小児・母子保健事業の相談、指導、訪問に関すること。 〇     

2 保健事業の相談、指導、訪問に関すること。 〇     

3 障害者事業の相談、指導、訪問に関すること。 〇     

4 保健衛生の相談、指導、訪問に関すること。 〇     

5 予防接種に関すること。    〇  

6 住民健診、 がん検診、 保健指導に関すること。     〇 

7 地域包括支援センターとの協力連携に関すること。 〇     

クリーンセンター施設係 

1 
ごみ処理対策及びごみ処理施設の維持管理運営に関するこ
と。 

  〇   

2 リサイクル、不法投棄、不適正処理に関ること。   〇   

3 指定ごみ袋の受け払いに関すること。   〇   

4 ハブ対策、危険動物、衛生害虫に関すること。  〇    

主任保育士 

1 
保育所の事務事業計画の策定や課題の解決及び対応、所
長を補佐し、 保育所の円滑な運営に必要な調整を行うこと。 

〇     

2 保育所の管理運営に,すること。 〇     

3 保育業務全般に関すること。             . 〇     

4 保育所の入所に関すること。     〇 

5 保育所職員の服務に関すること。 〇     

保育士 

1 保育業務全般(事業計画等)に関すること。     〇 
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福祉センター出向職員（施設庶務係） 

1 予算に関すること。     〇 

2 職員の勤務体制に関すること。 〇     

3 通所、訪問、短期入所事業所に関すること。      〇 

4 生活支援ハウスに関すること。 〇     

5 看護業務に関すること。 〇     

包括支援センター 

1 包括支援センターに関すること。 〇     

2 介護保険認定調査(島内)に関すること。     〇 

民生対策班の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

1 主食の確保及び主食配給の特別措置に関すること。  〇    

2 災害救助法の適用に関すること。 〇     

3 被服寝具その他生活必需品の給付又は、貸付に関すること。  〇    

4 被災者の給水に関すること。  〇    

5 死体の収容処理及び埋葬に関すること。  〇    

6 義援金品・見舞金品等の配布に関すること。    〇  

7 
所管の被害状況調査及び総務対策班長への報告に関するこ
と。 

〇     

8 
国民健康保険料（税を含む）及び被保険者の一部負担金の
滅免に関すること。 

   〇  

9 応急仮設住宅への入居及び管理に関すること。  〇    

10 応急食糧その他生活必需品の配布に関すること。  〇    

11 災害対策に必要な経費の予算措置に関すること。    〇  

12 
災害救助活動に協力する諸団体及び日赤、その他医療機関
との連絡調整に関すること。 

〇     

13 災害による医療、助産に関すること。 〇     

14 災害時の防疫に関すること。  〇    

15 伝染病その他災害調査及び防疫状況の報告に関すること。  〇    

16 ペット等に関すること。   〇   

17 災害時の塵芥処理に関すること。  〇    

18 災害ボランティアに関すること。  〇    

19 災害時要援護者に関すること。 〇     

20 被災者の健康管理に関すること。  〇    
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観光産業課の日常の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

土木建築係 

1 土木工事の計画立案及び施工管理に関すること。 
   

 〇 

2 港湾及び港待合所に関すること。 〇 
  

  

3 道路、橋、河川に関すること。 〇     

4 災害防止及び復旧に関すること。  〇    

5 土地区画整理に関すること。     〇 

6 建築基準法(昭和 25年法律第 201号)の施工に関すること。     〇 

7 建築工事計画立案及び施工管理に関すること。     〇 

8 建築確認申請等に関すること。     〇 

9 庁舎建設に関すること。     〇 

10 村営住宅建築に関すること。 〇     

11 住居表示に関すること。              〇 

12 海浜浄化に関すること。              〇 

13 チービシ仮桟橋及び海岸管理の委託に関すること。     〇 

14 賃金職員の作業計画及び管理に関すること。     〇 

15 賃金職員の支出負担行為に関すること。                         〇 

振興係 

1 農業、商工業の振興に関すること。     〇 

2 農家基本台帳に関すること。     〇 

3 換地に関すること。     〇 

4 農業委員会に関すること。     〇 

5 畜産業に関すること。  〇    

6 畜産の指導育成に関すること。     〇 

7 畜産、商工業の続計に関すること。     〇 

8 農業共済に関すること。     〇 

9 農業環境基盤整備事業に関すること。     〇 

10 農業改良普及事業に関すること。     〇 

11 農業協同組合との調整に関すること。     〇 

12 地域農政推進対策に関すること。     〇 

13 農業振興地域整備計画に関すること。     〇 

14 農業用施設災害に関すること。   〇   

15 農業農村整備事業に関すること。     〇 

16 病害虫防除及び家畜伝染病の防除に関すること。  〇    

17 滞在型体験農園施設の維持管理に関すること。     〇 

18 産業展示会に関すること。     〇 

19 特産品開発に関すること。     〇 

20 土地改良に関すること。     〇 

21 田畑の造成改良に関すること。     〇 
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22 集出荷施設の維持管理に関すること。 〇     

23 農作物集出荷及び生産流通に関すること。     〇 

24 農産物処理加工施設の維持管理に関すること。 〇     

25 農業構造改善事業に関すること。     〇 

26 土地改良施設及び農業用水の維持管理に関すること。 〇     

27 鳥獣保護及び有害鳥獣許可並びに防除対策に関すること。     〇 

28 渡嘉敷村鳥獣被害対策協議会の運営に関すること。     〇 

29 中小企業育成及び商工会の振興に関すること。    〇  

30 失業保険及び確認に関すること。    〇  

31 公園の維持管理に関すること。 〇     

32 公文書の収受に関すること。     〇 

33 賃金職員の作業計画及び支出負担行為に関すること。     〇 

上下水道係兼農水係 

1 簡易水道事業に関すること。     〇 

2 給水施設の維持管理に関すること。 〇     

3 給水施設の申し込み及び届出の受理に関すること。       .     〇 

4 水道工事の設計、監理及び施工に関すること。 〇     

5 
給水装置台帳、給水台帳及びメーター台帳の保管に関する
こと。 

    〇 

6 水道メーター検針に関すること。     〇 

7 水道使用料告知に関.すること。      〇 

8 水量、電力等の記録に関すること。     〇 

9 下水道事業に関すること。 〇     

10 水産振興に関すること。        〇 

11 水産業構造改革に関すること。     〇 

12 渡嘉敷漁業業協同組合との調整に関すること。  〇     

13 漁港施設の維持管理に関すること。 〇     

14 漁港センサスに関すること。     〇 

15 青い羽根募金に関すること。     〇 

16 公文書の収受に関すること。     〇 

上下水道係兼林務係 

1 下水道に関すること。 〇     

2 下水道施設の維持管理に関すること。 〇     

3 汚水施設の申込み及び届出の受理に関:すること。     〇 

4 下水道事業の設計、監督及び施行に関すること。 〇     

5 上下水道使用料の調定及び収納に関すること。     〇 

6 処理場の運転操作及び点検記録に関すること。 〇     

7 下水及び汚泥の測定分析並びに点検記録に関すること。     〇  

8 汚泥の処分に関すること。    〇  

9 簡易水道事業に関すること。                .     〇 

10 林業振興に関すること。     〇 
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11 造林計画及び実施に関すること。     〇 

12 林道開設及び維持管理に関すること。 〇     

13 林道台帳の整備保管に関すること。     〇 

14 保安林指定・解除及び維持造成管理に関すること。     〇 

15 動植物及び石等の移動取締り許認可に関すること。     〇 

16 治山・治水災害に関すること。 〇     

17 森林病害虫に関すること。     〇 

18 森林公園の維持管理に関すること。  〇     

19 ログハウスの委託管理に関すること。  〇     

20 展望台の管理に関すること。 〇     

21 緑の羽根募金に関すること。     〇 

観光係 

1 観光振興に関すこと。    〇  

2 沖絹MICE振興に関すること。     〇 

3 青少年旅行村施設の維持管理及び運営に関すること。  〇     

4 阿波連植物公園の維持管理に関すること。 〇     

5 観光地環境浄化に関すること。     〇 

6 村営海水浴場の設置及び維持管理に関すること。 〇     

7 渡嘉敷村水難事故防止推進協議会に関すること。     〇 

8 観光危機管理に関すること。                〇     

9 イベントの企画運営に関すること。      〇 

10 慶良間地域国立公園に関すること。     〇 

11 ラムサール条約登録湿地に関すること。     〇 

12 エコツーリズム推進法に関すること。     〇 

13 観光協会に関すること。 〇     

14 賃金職員の支出負担行為に関すること。     〇 

観光推進係 

1 観光推進に関すること     〇 

2 イベントの企画運営に関すること。     〇 

3 沖系電観光コンベンションビューローに関するごと。 〇     

4 観光資源の開発宣伝に関すること。                     〇  

5 
観光関連情報の収集及び配信、画像データ管理に関するこ
と。 

    〇 

6 渡嘉敷村観光大使に関すること。     〇 

7 渡嘉敷村観光案内休憩所の維持管理に関すること。 〇     

8 度量衡に関すること。     〇 

9 鉱業に関すること。                     〇 

10 伝統工芸産業に関すること。     〇 

11 離島フェアに関すること。          〇 

12 消費者物価に関すること。      〇  

13 公文書の収受に関すること。     〇 
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営繕係 

1 鳥獣被害防止対策に関すること。     〇 

2 公共施設の維持管理及び修結に関すること。 〇     

観光産業対策班の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

1 
農地、農業用施設及び農作物等の被害調査及び災害予防
対策と復旧事業に関すること。 

〇     

2 家畜伝染病の防疫に関すること。  〇    

3 
村民有林野の林産物及び林業施設の災害対策及び被害調
査に関すること。 

〇     

4 
水産物、水産施設及び漁船・漁具の災害対策及び被害調査
に関すること。 

〇     

5 高潮対策に関すること。 〇     

6 畜産の被害調査に関すること。 〇     

7 
漁船、停泊・けい留船舶の安全維持及び被害調査に関する
こと。 

〇     

8 所管の被害状況及び総務対策班長への報告に関すること。 〇     

9 
土地区画整備事業による施設に対する災害対策及び被害調
査に関すること。 

〇     

10 帰宅困難者対策に関すること。  〇    

11 労務の調達に関すること。 〇     

12 観光客対応対策に関すること。 〇     

13 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理に関すること。  〇    

14 
村道・県道・橋梁及び海岸施設の災害復旧事業に関するこ
と。 

  〇   

15 交通不通箇所及び通行路線に関すること。   〇   

16 災害時における道路及び橋梁の使用に関すること。  〇    

17 土木対策の庶務及び連絡調整に関すること。 〇     

18 堤防・溜池・溝渠・水路の災害応急復旧措置に関すること。   〇   

19 建築物の災害対策及び災害調査に関すること。 〇     

20 上下水道施設の維持管理に関すること。  〇    

21 土木関係災害に対しする警戒巡視に関すること。 〇     

22 
所管の被害状況等の調査収集及び総務対策班長への報告
に関すること。 

〇     

23 港湾施設の警戒及び応急対策に関すること。  〇    

24 
公園及び街路樹等の災害対策並びに被害調査に関するこ
と。 

〇     
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会計課の日常の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

出納係 

1 村税及びそれにかかわる附帯金徴収に関すること。     〇  

2 村税及び保険税の滞納処分に関すること。    〇  

3 不納欠損処分に関すること。    〇  

4 過誤納金の整理に関すること。    〇  

5 納税指導督励に関すること。     〇 

6 諸税の証明に関すること。 (納税)     〇 

7 生活保護費支払いに関すること。    〇  

8 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。     〇 

9 現金の出納及び保管に関すること。 〇     

10 
物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関
すること。 

〇     

11 財政の記録管理に関すること。                                            〇 

12 支出負担行為の確認に関すること。       〇 

13 沖縄県証紙売りさばきに関すること。     〇 
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船舶課の日常の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

船舶係 

1 船舶運航管理に関すること。 〇       

2 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること     〇 

3 会計諸帳薄の保管に関すること。     〇 

4 港湾月報に関すること。     〇 

5 那覇連絡事務所との業務連絡に関すること。 〇     

6 会計事務全般に関すること。              . 〇     

輸送係 

1 村営定期船の運航管理に関ずること。 〇     

2 村営定期船の出入港に関すること。 〇     

3 船客及び積載等の受付業務に関すること。 〇     

4 船舶通信に関すること。 〇     

5 郵便物取扱いに関すること。     〇 

6 運賃徴収に関すること。     〇 

7 公文書の収受に関すること。                     〇 

那覇連絡先事務所 所長 

1 村営定期船の運航管理に関すること。 〇     

2 連絡事務所会計事務全般に関すること。 〇     

3 集客調整に関すること。     〇 

4 運賃の現金出納及び保管に関すること。 〇     

5 危険物積載の許可に関すること。     〇 

6 村営定期船の出入港に関すること。 〇     

7 他に属さない定期船の連絡調整に関すること。 〇     

業務係 

1 村営定期船の運航日程に関すること。 〇     

2 村営定期船の出入港に関すること。 〇     

3 村営定期船の業務連絡に関すること。 〇     

4 旅客等の受付に関すること。 〇     

5 運賃の現金出納及び保管に関すること。 〇     

6 運賃等に係る諸帳薄の保管に関すること。 〇     

船舶対策班の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

1 
所管の被害状況等の調査収集及び総務班長への報告に関
すること。 〇     

2 船舶との連絡調整に関すること。 〇     

3 人員及び物資の輸送に関すること。  〇    

4 帰宅困難者対策に関すること  〇    
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教育課の日常の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

総務係 

1 文書事務に関すること。     〇 

2 公印取扱いに関すること。     〇 

3 
職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与、研修その他の
人事に関すること。 

   〇  

4 職員(学校の教員を除く。)の健康管理に関すること。  〇     

5 事務局及び学校以外の教育機関の組織に関すること。 〇     

6 教育委員会の会議に関すること。     〇 

7 法規等の事務に関すること。     〇 

8 予算に関すること。     〇 

9 学校の設置、廃止及び施設、設備の管理に関すること。 〇     

10 教育財産台帳に関すること。     〇 

11 調査、統計及び広報に関すること。     〇 

12 議会との連絡調整に関すること。     〇 

13 各係の事務の連絡調整に関すること。 〇     

14 他の係の所管に属さない事務に関すること。 〇     

学校教育係 

1 小学校及び中学校の通学区域に関すること。                   〇 

2 
学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路
指導に関すること。 

    〇 

3 
生徒、 児董及び幼児の就学、 入学並びに転退学等に関す
ること。      

    〇 

4 
学校の職員、生徒、児童及び幼児の保健、安全、福利及び
厚生に関すること。 

〇     

5 育英に関すること。                                                            〇  

6 
教科書その他の教材の取扱い及び教具の整備に関するこ
と。          

   〇  

7 県費負担教職員の人事に関すること。          〇 

8 県費負担教職員の研修に関すること。          〇 

9 学校給食に関すること。             〇  

10 
前各号に掲げるもののほか、学校教育に係る他係の主管に
属さない事務に関すること。 

〇     

社会教育係               

1 社会教育に必要な援助を行うこと。     〇 

2 公民館、図書館に関すること。 〇     

3 社会教育委員、公民館運営審議会委員に関すること。     〇 

4 社会教育関係団体の指導育成に関すること。     〇 

5 
講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の
集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 

    〇 

6 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。     〇 
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7 
視聴覚教育、体育、レクリェーシヨンに必要な設備、器材及び
資料の提供に関すること。 

    〇 

8 情報の交換及び調査研究に関すること。     〇 

9 文化、芸術及びユネスコ活動に関すること。     〇 

10 文化財の保護に関すること。 〇     

現業係 

1 共同調理場に関すること。 〇     

2 学校給食に関すること。 〇     

3 幼児、児董、生徒の通園及び通学に関すること。    〇  

4 教員住宅に関すること。 〇     

5 教育機関管理車両の維持管理に関すること。 〇     

6 教育機関管理施設の営繕に関すること。  〇    

7 教育機関管理施設の環境整備に関すること。  〇    

教育対策班の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

1 
所管の被害状況等の調査収集及び総務課長への報告に関
すること。 

〇     

2 職員の動員・配備及び輸送に関すること。 〇     

3 各学校給食調理場との連絡調整に関すること。 〇     

4 物品調達手続き及び経理に関すること。  〇    

5 教育施設の災害調査及び応急対策に関すること。 〇     

6 避難所開設・運営の協力 〇     

7 児童生徒の避難に関すること。 〇     

8 災害時の教育指導に関すること。    〇  

9 児童生徒に対する学用品等の給与に関すること。    〇  

10 児童生徒の保健及び学校給食に関すること。    〇  

11 社会教育施設の災害対策に関すること。 〇     

12 文化財の被害状況の収集及びその対策に関すること。 〇     
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渡嘉敷村議会事務局の日常の所掌事務 

災害時における継続必要性 

3時

間後 

1日

後 

3日

後 

2週

間後 
以降 

庶務係 

1 
議員名簿、 委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備・
に関すること。 

〇     

2 文書の収受、発送及び保管に関すること。       〇 

3 公印の保管に関すること。                                  〇 

4 議員の出・欠席に関すること。 〇     

5 議会に属する予算及び経理事務に関すると。     〇 

6 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。     〇 

7 職員の服装、 規律及び厚生に関すること。     〇 

8 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。     〇 

9 儀式、接待及び交際に関すること。         〇 

10 慶弔に関すること。                             〇 

11 議長会に関すること。     〇 

12 議員共済会に関すること。     〇 

13 議員の公務災害に関すること。 〇     

14 議員互助に関すること。 〇     

15 議会事務協議会に関すること。     〇 

16 その他議事係の所掌に属しないこと。 〇     

議事係 

1 議事日程及び諸報告に関すること。       〇 

2 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。     〇 

3 議会の本会議に関すること。     〇 

4 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。     〇 

5 会議の傍聴人に関すること。     〇 

6 委員会及び公聴会に関すること。     〇 

7 
議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関
すること。 

    〇 

8 議場その他会議室の管理及び取締りに関すること。 〇     

9 図書室の整備及び管理に関すること。 〇     

10 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。     〇 

11 
村政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関するこ
と。 

    〇 

12 法令の調査研究に関すること。     〇 

13 議会の広報に関すること。     〇 
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第４章 業務継続のための執務環境の整備 

非常時優先業務を遂行するためには、業務執務の拠点となる施設の機能を保持し、又は早期復旧

を図るとともに、関係機関との情報連絡手段を確実に確保するなど、業務継続のための執務環境を

整備する必要がある。 

 

１. 施設の安全対策 

(1) 庁舎建物の概要 

災害対策本部の設置される庁舎の建物概要は、以下の通りである。 

名称 構造 規模 延べ床面積 

渡嘉敷村役場 鉄筋コンクリートブロック 地上 3階 

1階 565.746㎡ 

2階 448.354㎡ 

3階 448.354㎡ 

計：1462.454㎡ 

 

■庁舎の課題 

 

■庁舎に考慮すべき事項 

 

 

○庁舎が浸水危険区域内にあるため災害発生時には、１階、２階が利用不可となる可能性があ

る。 

○庁舎が土砂災害警戒区域内にあり、急傾斜地の崩壊の被害を受ける危険性がある。 

○停電時でも災害対策本部室や通信関係の電源が確保できるように非常用発電機の充実

と燃料を保管する場所の確保が必要である。 

〇災害時に災害対策本部として機能するよう、非常用電源、非常時の給水・排水機能、情報

通信機能の確保が必要である。 

○庁舎内で備蓄していることから庁舎から各拠点への備蓄の供給体制の整備が必要であ

る。 

〇離島であるため、外部からの支援に時間を要することが想定され、観光客等が長期滞留

することも想定した水・食料等の確保や本島への観光客の早期輸送を検討する必要があ

る。 
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(2) 電気の確保（非常用電源設備） 

非常用発電機 （1）台←庁舎で使用できる発電機の台数 

燃料備蓄量：備え付け発電機 0.5日分（12時間） 

 

(3) 水、食料等の確保（備蓄） 

水、食料等の確保及び備蓄については、渡嘉敷村防災計画「第 2章 19節 食料供給計画」を

考慮し行う。 

施設名 備蓄の内容 

渡嘉敷村役場 水、食料、毛布、その他 

国立沖縄青少年交流の家 水、食料、毛布、その他 

森林公園 水、食料、毛布、その他 

 

(4) 代替施設の検討 

  災害対策本部を設置する本庁舎が被災等により使用できなかった場合は、村内の公共・公益施

設の使用可能性を調査し、使用可能な場所に設置する。 

 

(5) 通信手段の確保 

沖縄県防災情報通信システム：一式 

防災行政無線（移動系）：無し 

災害時優先電話： 1回線 

衛星携帯電話：無し 

船舶無線：渡嘉敷事務所、那覇事務所、船舶 
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(6) 情報系システムの安全対策 

 現状 

基幹業務系システム 

〇保存場所・保存確認事項先 

渡嘉敷村役場３階に設置しているサーバー室にて管理 

その他、公共ネットワ

ークを利用しているシ

ステム 

○防災関係機関との通信 

・消防庁  全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

・内閣府   緊急情報ネットワークシステム（Em－Net） 

・気象庁   防災情報提供システム 

・沖縄県   防災情報システム 

・市町村間 LGWAN 

○情報発信関係 

・渡嘉敷村防災情報配信システム（メールマガジン） 

・緊急速報メール（エリアメール） 

NTT ドコモ、KDDI、SoftBankの携帯電話利用者へ避難情報等

を配信 

・消防庁 安否情報システム 

国民保護法に基づく安否情報の収集及び提供等に係る事務

を行うもの 
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２. 執務環境における課題と対応策 

大規模災害の発生によって、村の機能が制限される状況において、非常時優先業務を速やかに

実施するためには、必要となる資源の現状と課題を理解したうえで、現時点における最も効果的な方

法によって資源を確保していくことが求められる。 

本項では執務環境における課題と、今後の対応方針について以下に示す。 

 

(1) 執務環境 

現状・課題 今後の対応方針 

庁舎が使用できない場合 

・回復に要する時間を考慮したうえで、回復を待つか、代替

施設へ機能移転するかを判断する。 

・機能移転に関する詳細事項を検討する必要がある。 

安全な執務環境の確保 
・棚等の什器（ｼﾞｭｳｷ）の転倒防止対策 

・執務場所の整理整頓 

暑さ対策（停電により空調

が止まる） 

・うちわや扇子の利用、服装の軽装化、冷却シートの備蓄

など 

トイレ（断水や下水道破断

等により使用できない） 

・簡易トイレの整備 

・トイレットペーパーの備蓄 

情報システム 

・リダンダンシー（冗長化、多重化）やバックアップ機能の充

実 

・情報システムに係る業務継続計画の検討 

（システムダウン時における手作業や近隣自治体での業務

代行などの方法検討） 

資機材 
・非常時優先業務に必要な資機材を確認し、各課において

確保に努める。 

 

(2) 電力 

現状・課題 今後の対応方針 

非常用電源設備の運転 

・使用電力量・期間が限られる中での使用機器の調整 

・非常用電源コンセントの位置・数の把握 

・非常用電源使用可能期間内に、電力が復旧しなかった場

合の代替手段（懐中電灯や発電機等） 

携帯電話・スマートフォン

の充電切れ 

・職場及び車載用の充電器の確保 

 

(3) 食料・飲料水等備蓄品 

現状・課題 今後の対応方針 

備蓄品の確保 
・最低 3日分を個々の職員がロッカー等に備蓄 

・食料等の提供に関する協定先の確保 
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受援に関する状況の

把握及びとりまとめ 

資源の調達管理 

庁内調整及び調整

会議の開催 

応援職員への支援 

第５章 受援体制の確保 

１. 災害対策本部内での受援体制の構築 

大規模災害時に村外からの援助が必要となった場合は、受援に関する庁内外の総合調整を行うた

め、総務対策班内に「受援担当者」を置く。 

また、受け入れ後の具体的な業務の調整は、業務担当窓口（各班）において行う。 

なお、各班の受援窓口や受援が必要な資源等については、受援計画等を作成して体制や受援が

必要になる人的・物的支援の内容等を検討する必要があり、新庁舎の機能により受援が必要な内容

の検討を今後行う必要がある。 

 

構成 担当 

責任者 総務対策班長 

受援担当者 総務課防災担当者 

 
 

■受援担当者の主な役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇どのような応援が必要か、各班における受入れ状
況をとりまとめる。 

〇何を、誰を、いつまで、どのくらいの数/量 

〇応援状況を各班と共有し、 必要に応じて調整 
〇必要に応じて、調整会議を開催・運営(業務担当
窓口(各班)の参加) 

〇人的 ・ 物的資源の過不足を整理 
〇今後必要となる資源の見積もり 
〇人的・物的資源の応援を要請 
〇応援を受けた人的 ・ 物的資源を記録 
〇物的資源の物資集積拠点を確保 

〇応援職員の宿泊施設や待機場所、定例ミーティン
グ等の環境を配慮 
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２. 応援受け入れ手順の概要 

 受援の受入れは、以下のような手順により行う。 

 

人的支援の受け入れ 業務資源の受け入れ 

必要人数の把握 

応援要請 

受援の準備 

（応援職員と受援対象業務とのマッチン

グ。各業務の担当班との調整など） 

応援職員の受入れ 

受援対象業務の進行管理 

撤収調整（受援の終了） 

費用弁償 

必要資源の把握 

応援要請 

受援の準備 

（各業務の担当班との調整など） 

業務資源の管理 

業務資源の受入れ 

返却等（受援の終了） 

費用弁償 
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第６章 継続的な改善への取り組み 

１. 業務継続マネジメントの必要性 

計画の継続的推進及び改善を図るためには、計画の策定にとどまらず、計画と管理・運用する

業務マネジメントの推進が必要である。 

また、本計画は、災害時における村の業務継続の基本的な考え方を示すものであり、本計画

及び各種マニュアルは、訓練等を通じて点検・検証を行い、継続的な改善に取り組むこととする。 

 

 

 

PLAN 

【計画】 

○業務継続における体制 

○非常時優先業務の選定 

○業務継続執行環境の現状と課題 

 

DO 

【実施】 

○計画に基づく訓練等の実施 

○業務継続執行環境の改善 

 

CHECK 

【評価】 

○訓練等による計画の評価・検証 

○各種マニュアル等の評価・検証 

 

ACTION 

【見直し】 

○評価をふまえた業務継続計画の見直し 

○各種マニュアル等の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P【計画】

D【実施】

C【評価】

A【見直し】
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２. 職員に対する研修・訓練 

計画の実効性を確保するためには、計画を策定しただけではなく、全職員が非常時優先業務

の重要性を理解し、個々に課せられた役割を確実に果たせるように研修や訓練を行い業務継続

力の向上に努めることが必要である。 

また、本計画は、様々な想定を基に策定しているため、実際に地震が発生する前に訓練を通

じて一連のプロセスや手続きなどの実効性を確認しておくことが重要である。 

このため、発災時に速やかに非常時優先業務を遂行できるよう、継続的に必要な訓練を実施

する。 

 

３. 計画の評価・検証・見直し 

本計画では、訓練等を通じて問題点や課題を把握し、是正すべきところを改善して計画を見

直す継続的改善を行い、とりわけ非常時優先業務の遂行に必要となる職員数等の精査に取り組

み、計画の実効性を向上させていくことが重要となる。 

このため、本計画策定後においても、次の事項について計画を適宜点検し検証を行う。 

 

(1) 業務の優先度評価、業務開始目標時期の修正 

(2) 業務に必要な人数、人員、資機材等の修正 

(3) 業務内容の修正等 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


